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序

論



- 2 -



- 3 -

一

、

問

題

の

所

在

中

国

仏

教

史

に

お

い

て

、

隋

・

唐

の

時

代

の

盛

儀

は

周

知

の

通

り

で

あ

る

。

そ

れ

以

前

、

シ

ル

ク

ロ

ー

ド

の

ク

チ

ャ

（

亀

茲

国

）

に

生

ま

れ

た

鳩

摩

羅

什

（

三

四

四

～

四

一

三

、

一

説

に

三

五

〇

～

四

〇

九

）

は

、

幾

多

の

苦

難

の

末

、

後

秦

の

姚

興

に

中

国

に

迎

え

ら

れ

、
『

般

若

経

』
『

維

摩

経

』
『

法

華

経

』

な

ど

の

重

要

な

大

乗

経

典

を

漢

訳

し

、

ま

た

『

中

論

』
『

十

二

門

論

』
『

百

論

』
『

大

智

度

論

』

な

ど

の

般

若

思

想

に

関

係

の

深

い

論

書

の

新

訳

を

試

み

た

。
こ

れ

に

よ

っ

て

中

国

に

イ

ン

ド

中

観

派

の

思

想

論

書

が

紹

介

さ

れ

、

こ

の

う

ち

『

中

論

』
『

十

二

門

論

』
『

百

論

』

に

よ

っ

て

三

論

宗

が

中

国

十

三

宗

の

一

つ

と

し

て

形

成

さ

れ

、

後

の

南

北

朝

末

唐

初

の

第

三

祖

吉

蔵

（

五

四

九

～

六

二

三

）

が

そ

の

教

学

を

大

成

し

た

。

一

方

、

智

顗

（

五

三

八

～

五

九

七

）

は

、

梁

・

陳

・

隋

に

か

け

て

、

従

来

の

南

北

両

朝

の

仏

教

を

統

合

し

て

天

台

教

学

を

樹

立

し

た

。

そ

の

統

一

仏

教

と

し

て

の

天

台

教

学

は

、

後

世

、

教

観

双

美

と

評

さ

れ

る

ご

と

く

、

学

解

（

教

）

と

実

践

（

観

）

と

が

兼

ね

備

わ

っ

た

も

の

で

あ

っ

た

。

天

台

の

実

践

面

に

お

け

る

理

論

教

学

は

智

顗

の

『

摩

訶

止

観

』

に

結

実

し

、
「

止

観

」

に

よ

っ

て

仏

教

の

す

べ

て

の

禅

法

が

体

系

づ

け

ら

れ

た

。

天

台

の

学

解

の

面

の

教

学

は

、

従

来

の

北

朝

の

『

華

厳

経

』

重

視

、

南

朝

仏

教

の

『

涅

槃

経

』

重

視

の

風

潮

を

打

ち

破

り

、
『

法

華

経

』

を

最

高

の

経

典

と

す

る

経

典

観

を

樹

立

し

、

後

世

、

五

時

八

教

と

称

さ

れ

る

教

判

を

打

ち

立

て

た

。

天

台

の

智

顗

と

三

論

の

吉

蔵

は

、

後

に

そ

れ

ぞ

れ

の

事

蹟

を

出

す

が

、

ほ

ぼ

一

廻

り

智

顗

が

年

長

で

あ

り

、

両

者

の

間

に

は

信

書

の

や

り

と

り

に

よ

る

親

交

が

あ

っ

た

①

。

ま

た

、

両

者

と

も

『

法

華

経

』
『

涅

槃

経

』

を

重

視

し

、

特

に

『

法

華

経

』

に

関

し

て

は

二

人

と

も

前

代

の

光

宅

寺

法

雲

の

『

法

華

経

』

解

釈

を

批

判

し

、

仏

性

が

『

法

華

経

』

に

既

に

説

か

れ

て

い

る

こ

と

を

力

説

し

て

い

る

。

ま

た

、

二

人

と

も

経

典

注

釈

書

も

多

く

作

製

し

て

い

る

が

、
そ

の

注

釈

書

の

中

で

両

者

の

間

に

共

通

す

る

も

の

は

、
『

維

摩

経

』
、

『

法

華

経

』
、
『

金

光

明

経

』
、
『

金

剛

般

若

経

』
、
『

仁

王

般

若

経

』
『

観

無

量

寿

経

』

の

六

経

に

も

及

ぶ

②

。



- 4 -

こ

の

よ

う

な

共

通

項

の

多

い

智

顗

と

吉

蔵

に

つ

い

て

、

両

者

の

著

作

の

間

に

並

行

句

が

見

ら

れ

る

こ

と

が

既

に

知

ら

れ

て

お

り

、

日

本

の

鎌

倉

前

期

の

宝

地

房

証

真

も

『

三

大

部

私

記

』

の

中

で

指

摘

し

、

近

年

で

は

佐

藤

哲

英

氏

が

具

体

的

に

智

顗

の

『

法

華

玄

義

』

中

に

吉

蔵

の

『

法

華

玄

論

』

の

援

用

が

あ

る

こ

と

、

『

法

華

文

句

』

中

に

吉

蔵

の

『

法

華

玄

論

』

や

『

法

華

義

疏

』

か

ら

引

い

た

文

が

あ

る

こ

と

が

指

摘

さ

れ

て

い

た

③

。

こ

れ

ら

を

承

け

る

形

で

、
『

法

華

文

句

』
、
『

法

華

玄

義

』
、
『

維

摩

経

文

疏

』

な

ど

と

吉

藏

疏

と

の

並

行

句

を

精

査

し

、

こ

れ

ら

が

潅

頂

に

よ

っ

て

智

顗

疏

に

取

り

込

ま

れ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

。

右

の

よ

う

な

近

年

の

注

釈

書

文

献

の

研

究

を

踏

ま

え

た

な

ら

ば

、

天

台

智

顗

と

三

論

吉

蔵

の

両

者

の

教

学

や

実

践

は

ど

の

よ

う

な

も

の

で

あ

ろ

う

か

。

両

者

に

は

教

学

上

の

共

通

点

が

多

い

と

さ

れ

て

い

る

が

、

ど

こ

が

同

じ

で

、

ど

こ

が

違

う

の

か

。

こ

の

よ

う

な

両

者

の

異

同

を

具

体

的

に

、

仏

性

に

関

す

る

理

解

、

経

典

に

対

す

る

態

度

と

理

解

、

特

に

『

法

華

経

』

と

『

涅

槃

経

』

に

対

す

る

解

釈

の

同

異

、

実

践

修

道

に

対

す

る

同

異

な

ど

の

諸

点

か

ら

比

較

検

討

し

、

智

顗

と

吉

蔵

両

者

の

異

同

を

明

ら

か

に

し

て

、

そ

れ

に

よ

っ

て

天

台

と

三

論

両

宗

の

比

較

研

究

に

資

そ

う

と

す

る

も

の

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

天

台

宗

の

大

成

者

は

智

顗

で

あ

る

し

、

吉

蔵

に

至

っ

て

は

吉

蔵

自

身

に

宗

派

意

識

が

見

ら

れ

な

か

っ

た

と

さ

れ

て

い

る

の

で

④

、

後

世

に

お

い

て

三

論

を

扱

う

場

合

、

吉

蔵

で

代

表

せ

し

め

る

の

が

最

も

適

当

だ

か

ら

で

あ

る

。

二

、

中

国

仏

教

史

上

に

お

け

る

智

顗

･
吉

蔵

の

時

代

の

概

観

智

顗

と

吉

蔵

の

生

年

は

、

ほ

ぼ

一

廻

り

の

差

で

あ

る

。

両

者

と

も

南

朝

梁

末

に

生

ま

れ

、

同

じ

時

代

の

空

気

を

呼

吸

し

て

い

た

と

い

え

る

。

た

だ

し

、

没

年

は

智

顗

が

西

暦

五

九

七

年

、

吉

蔵

が

六

二

三

年

で

あ

る

か

ら

、

吉

蔵

は

唐

初

ま

で

生

き

、

隋

か

ら

唐

へ

の

王

朝

の

交

替

を

経

験

し

た

。

こ

の

よ

う

な

両

仏

教

者

の

生

き

た

時

代

と

は

ど

の

よ

う

な

時

代

で

あ

っ

た

の

か

⑤

。

三

国

魏

の

元

帝

か

ら

禅

譲

を

受

け

た

司

馬

炎

（

二

三

六

～

二

九

○

）

は

晋

（

西

晋

）

を

建

国

し

、

皇

帝
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と

な

っ

た

（

武

帝

）
。

そ

し

て

二

八

○

年

に

呉

を

滅

ぼ

し

て

中

国

を

統

一

し

、

都

を

洛

陽

に

定

め

た

。

し

か

し

、

武

帝

の

後

嗣

で

あ

る

恵

帝

は

暗

愚

で

、

結

果

的

に

外

戚

の

専

横

を

許

し

、

二

九

○

年

か

ら

三

一

一

年

に

か

け

て

皇

族

同

士

の

内

乱

で

あ

る

八

王

の

乱

が

起

こ

っ

た

た

め

に

国

の

勢

力

は

著

し

く

衰

え

た

。

こ

の

機

に

乗

じ

た

の

が

異

民

族

の

匈

奴

で

、

単

于

の

子

孫

で

あ

る

劉

淵

は

南

匈

奴

左

部

の

根

拠

地

で

あ

ぜ

ん

う

っ

た

左

国

城

（

山

西

省

離

石

県

北

東

）

に

拠

っ

て

漢

国

を

建

て

て

晋

か

ら

の

独

立

を

図

っ

た

。

異

民

族

で

あ

り

な

が

ら

国

号

を

漢

と

し

た

の

は

、
か

つ

て

先

祖

が

漢

王

朝

と

姻

戚

関

係

を

結

ん

で

い

た

か

ら

で

あ

り

、

ま

た

自

身

が

前

漢

・

後

漢

の

正

当

な

継

承

者

を

任

じ

た

た

め

で

あ

っ

た

。

第

三

代

の

劉

聡

に

な

っ

て

三

一

一

年

、

羯

族

出

身

で

漢

の

武

将

と

な

っ

た

石

勒

や

族

弟

の

劉

曜

ら

の

働

き

に

よ

っ

て

西

晋

の

都

洛

陽

を

攻

略

し

、

さ

ら

に

三

一

六

年

、

劉

曜

は

長

安

を

攻

め

て

陥

落

さ

せ

、

こ

れ

に

よ

っ

て

西

晋

は

滅

亡

し

た

。

か

く

て

中

原

の

地

は

こ

れ

ま

で

の

漢

民

族

に

代

わ

っ

て

夷

狄

の

匈

奴

に

蹂

躙

さ

れ

た

。

華

北

地

方

は

、

こ

の

匈

奴

だ

け

で

な

く

羯

・

鮮

卑

・

羌

・

氐

の

、

い

わ

ゆ

る

五

胡

に

よ

っ

て

占

領

支

配

さ

れ

た

。

こ

こ

か

ら

五

胡

十

六

国

時

代

が

始

ま

る

。

こ

れ

よ

り

先

、

晋

の

一

族

で

宣

帝

の

曽

孫

、

司

馬

睿

は

揚

子

江

の

南

、

江

南

の

地

に

移

住

し

て

お

り

、

長

安

陥

落

を

聞

い

て

自

立

し

、

晋

王

と

称

し

て

皇

帝

の

地

位

に

就

い

た

。

こ

れ

が

東

晋

の

建

国

（

三

一

七

年

）

で

、

都

を

建

業

（

南

京

）

に

定

め

た

。

異

民

族

の

支

配

を

嫌

い

、

華

北

か

ら

避

難

亡

命

し

て

き

た

皇

族

貴

族

を

初

め

と

す

る

漢

民

族

が

こ

れ

に

合

流

し

た

。

こ

の

よ

う

に

東

晋

は

漢

民

族

の

王

朝

で

、

こ

の

東

晋

代

に

お

い

て

仏

教

は

貴

族

を

中

心

と

す

る

漢

人

士

大

夫

層

を

中

心

に

爆

発

的

に

流

行

し

た

。

そ

れ

は

こ

れ

ま

で

自

分

た

ち

が

居

る

場

所

を

自

ら

中

原

の

地

と

呼

び

、

四

囲

は

み

な

自

分

た

ち

よ

り

劣

る

異

民

族

と

み

な

し

て

き

た

と

こ

ろ

へ

、

そ

の

異

民

族

の

侵

入

に

よ

っ

て

南

蛮

の

地

へ

逃

げ

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

の

で

あ

る

か

ら

、

漢

民

族

に

と

っ

て

は

大

き

な

屈

辱

で

あ

っ

た

に

違

い

な

い

。

こ

の

よ

う

な

精

神

的

痛

手

を

癒

や

す

一

助

が

仏

教

で

あ

っ

た

の

で

あ

ろ

う

。

約

一

世

紀

続

い

た

こ

の

東

晋

は

、

そ

の

末

期

に

は

桓

玄

に

よ

る

簒

奪

が

あ

り

、

そ

れ

は

劉

裕

の

働

き

に

よ

っ

て

復

興

し

た

も

の

の

、

今

度

は

そ

の

劉

裕

に

国

を

奪

わ

れ

、

四

二

○

年

に

滅

亡

し

た

。

こ

れ

以

降

、

江

南

の

地

で

は

宋

・

斉

・

梁

・

陳

と

短

命

な

王

朝

が

交

代

を

繰

り

返

し

た

。
南

朝

で

は

三

国

の

呉

と

東

晋

、

そ

れ

に

宋

・

斉

・

梁

・

陳

を

加

え

て

六

朝

と

呼

ぶ

。
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こ

の

六

朝

は

上

述

の

と

お

り

、

東

晋

以

来

、

仏

教

の

支

持

層

は

貴

族

や

豪

族

、

王

族

が

中

心

で

あ

っ

て

、

各

王

朝

の

下

で

仏

教

は

支

持

さ

れ

、

保

護

さ

れ

て

き

た

。

な

か

で

も

梁

代

に

は

帝

王

の

武

帝

自

身

が

大

変

な

仏

教

信

者

で

あ

り

、

光

宅

寺

や

同

泰

寺

、

開

善

寺

な

ど

の

建

康

に

お

け

る

大

寺

院

も

武

帝

の

建

立

に

よ

る

も

の

で

あ

っ

た

。

五

二

七

年

以

降

に

は

同

泰

寺

に

お

い

て

数

回

捨

身

行

に

よ

る

莫

大

な

財

物

の

布

施

を

行

っ

た

り

し

て

い

る

。

南

朝

の

仏

教

は

支

持

層

が

王

侯

貴

族

、

士

大

夫

層

が

中

心

と

い

う

こ

と

も

あ

っ

て

、

学

解

が

中

心

の

仏

教

で

あ

っ

た

。

上

述

の

梁

の

武

帝

は

、

現

存

は

し

な

い

も

の

の

、

自

ら

『

涅

槃

経

』

や

『

般

若

経

』

の

注

釈

書

を

製

し

た

と

い

い

、

ま

た

僧

祐

の

『

弘

明

集

』

所

載

の

「

立

神

明

成

仏

義

記

」
、

道

宣

の

『

広

弘

明

集

』

所

載

の

「

浄

業

賦

」

は

現

存

し

て

い

て

、

武

帝

の

仏

教

理

解

を

窺

う

こ

と

が

で

き

る

⑥

。

一

方

、

華

北

の

地

で

は

十

六

国

と

総

称

さ

れ

る

よ

う

に

五

胡

が

そ

れ

ぞ

れ

多

く

の

小

国

を

建

て

た

が

、

最

終

的

に

は

北

魏

が

四

三

九

年

に

華

北

を

統

一

し

、

五

胡

十

六

国

時

代

は

終

焉

を

迎

え

た

。

以

降

、

隋

の

中

国

全

土

統

一

ま

で

の

南

北

並

立

の

時

代

を

南

北

朝

時

代

と

呼

ぶ

。

北

朝

は

北

魏

・

東

魏

・

西

魏

・

北

斉

・

北

周

の

五

王

朝

が

興

亡

し

た

が

、

北

魏

の

太

武

帝

に

よ

る

廃

仏

（

四

四

六

年

）
、

北

周

の

武

帝

に

よ

る

廃

仏

（

五

七

四

年

）

な

ど

が

あ

っ

た

が

、

そ

れ

ぞ

れ

の

王

朝

に

よ

る

軽

重

の

度

合

い

の

相

違

は

あ

っ

た

も

の

の

、

お

お

む

ね

ど

の

王

朝

に

お

い

て

も

仏

教

は

従

来

の

儒

教

、

そ

れ

に

新

興

の

道

教

と

と

も

に

民

衆

の

慰

撫

統

治

の

手

段

と

し

て

採

用

さ

れ

て

い

た

。

そ

の

慰

撫

効

果

の

有

無

に

よ

っ

て

仏

教

教

団

の

存

続

が

国

家

に

よ

っ

て

判

定

さ

れ

た

た

め

に

北

朝

仏

教

の

性

格

は

修

禅

を

中

心

と

す

る

極

め

て

実

践

的

な

傾

向

を

帯

び

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

。

こ

の

点

が

南

朝

仏

教

と

の

大

き

な

対

比

を

な

し

て

い

る

。

南

北

朝

時

代

は

隋

の

南

北

統

一

に

よ

っ

て

終

わ

っ

た

。

隋

は

文

帝

の

後

を

第

二

子

の

晋

王

廣

、

す

な

わ

ち

煬

帝

が

継

い

だ

が

、

河

北

と

河

南

を

繋

ぐ

運

河

の

建

設

や

首

都

の

建

設

、

長

城

の

修

復

な

ど

、

大

規

模

な

土

木

工

事

を

次

々

と

行

い

、

ま

た

数

度

に

亘

る

高

句

麗

遠

征

を

行

っ

た

こ

と

な

ど

に

よ

っ

て

人

民

は

疲

弊

し

、

煬

帝

自

身

が

暴

政

を

行

う

よ

う

に

な

っ

た

た

め

、

人

心

が

乖

離

し

て

各

地

に

反

乱

が

起

こ

り

、

隋

の

国

力

が

削

が

れ

、

つ

い

に

唐

の

李

淵

に

と

っ

て

代

わ

ら

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

李

淵

（

五

六

六

～

六

三

五

）

は

文

帝

の

妃

、

独

孤

皇

后

の

甥

で

あ

る

こ

と

か

ら

文

帝

の

信

任

を

得

た

が

、

煬

帝

に

反

乱

を

起

こ

し

て

長

安

を

陥

落

さ

せ

、

煬

帝

の

孫

、

代

王

楊

侑

を

捕

ら

え

て

第

三

代

の

恭

帝

と

し
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て

祭

り

上

げ

、

そ

の

恭

帝

に

禅

譲

さ

せ

て

自

身

が

帝

位

に

就

い

た

。

こ

の

禅

譲

の

実

体

に

つ

い

て

は

前

嶋

佳

孝

氏

の

論

攷

に

詳

し

い

が

⑦

、

隋

末

唐

初

の

混

乱

が

ど

の

よ

う

な

も

の

で

あ

っ

た

か

に

つ

い

て

こ

の

よ

う

に

記

し

て

い

る

⑧

。
「

隋

末

唐

初

は

中

国

史

上

で

も

稀

有

な

戦

乱

の

時

期

で

あ

っ

た

。

ほ

ぼ

全

土

で

反

乱

・

武

装

蜂

起

が

相

次

い

で

戦

乱

状

態

に

陥

っ

て

お

り

、

そ

の

総

体

的

な

規

模

の

大

き

さ

か

ら

、

例

え

ば

赤

眉

の

乱

や

黄

巾

の

乱

と

い

っ

た

個

別

の

反

乱

に

よ

っ

て

代

表

さ

れ

ず

に

、

隋

末

の

乱

な

ど

と

も

総

称

さ

れ

る

」

と

。

唐

は

第

二

代

皇

帝

に

第

二

子

の

李

世

民

（

太

宗

）

が

就

き

、

対

外

的

に

は

北

方

の

突

厥

を

討

っ

て

帝

国

の

安

定

化

を

図

り

、

内

政

に

は

貞

観

の

治

と

称

さ

れ

る

善

政

を

行

っ

た

。

第

三

代

の

高

宗

の

時

に

高

句

麗

を

降

し

て

、

四

囲

の

安

定

化

に

成

功

し

、

大

唐

帝

国

の

繁

栄

を

迎

え

る

に

至

っ

た

。

以

上

が

南

北

朝

か

ら

唐

初

ま

で

の

政

治

的

社

会

的

推

移

の

概

要

で

あ

る

。

智

顗

は

南

朝

梁

末

の

五

三

八

年

に

、

荊

州

（

湖

北

省

）

の

華

容

縣

に

生

ま

れ

た

。

俗

姓

は

陳

氏

で

、

陳

氏

一

族

は

も

と

華

北

に

い

た

が

、

華

北

が

匈

奴

に

占

領

さ

れ

、

江

南

に

東

晋

が

建

国

さ

れ

た

際

に

南

遷

し

た

と

い

う

。

智

顗

は

十

五

歳

で

父

陳

起

祖

と

共

に

梁

の

元

帝

に

仕

え

た

が

、

智

顗

十

七

歳

の

時

、

元

帝

が

西

魏

に

攻

め

ら

れ

て

首

都

の

江

陵

（

荊

州

）

が

陥

落

し

た

た

め

智

顗

一

家

は

没

落

し

、

翌

年

両

親

は

相

次

い

で

世

を

去

っ

た

。

こ

の

年

、

智

顗

は

出

家

し

て

法

緒

に

師

事

し

た

。

こ

の

よ

う

に

、

智

顗

の

出

家

に

は

身

近

に

起

き

た

南

北

両

朝

の

抗

争

に

よ

る

戦

乱

が

起

因

し

て

い

る

こ

と

は

容

易

に

察

せ

ら

れ

る

。

智

顗

は

五

六

○

年

、

二

十

三

歳

の

時

に

、

光

州

大

蘇

山

（

河

南

省

商

城

県

）

の

南

岳

慧

思

の

門

に

投

じ

た

が

、

慧

思

も

ま

た

梁

末

の

河

南

全

体

に

及

ぶ

東

魏

と

の

戦

乱

を

避

け

、

ま

た

西

魏

と

梁

と

の

戦

乱

を

避

け

て

光

州

に

居

た

の

で

あ

っ

た

。

慧

思

と

智

顗

が

五

六

八

年

、

と

も

に

大

蘇

山

を

下

り

て

、

慧

思

は

南

岳

衡

山

へ

向

か

い

、

智

顗

は

金

陵

（

南

京

）

に

出

た

の

も

陳

と

北

周

と

の

南

北

抗

争

が

原

因

で

あ

っ

た

。

智

顗

は

五

七

五

年

に

天

台

山

に

隠

棲

し

、

十

年

後

に

再

び

金

陵

に

出

た

が

、

こ

れ

は

智

顗

自

身

の

修

道

上

の

問

題

と

、

弟

子

訓

育

上

の

問

題

の

両

面

が

考

え

ら

れ

る

が

、

今

一

つ

は

前

年

五

七

四

年

に

起

き

た

北

周

の

武

帝

に

よ

る

廃

仏

の

問

題

も

起

因

す

る

の

で

は

な

い

か

⑨

。

さ

ら

に

、

智

顗

の

晩

年

近

く

五

八

九

年

、

五

十

二

歳

の

時

、

隋

の

文

帝

は

第

二

子

楊

広

（

晋

王

廣

、

後

の

煬

帝

）

を

総

司

令

官

と

し

て

大

軍

を

差

し

向

け

、

陳

朝

の

首

都

金

陵

を

攻

め

た

。

こ

れ

に

よ

っ

て

陳

朝
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は

滅

亡

し

た

。

智

顗

は

こ

の

戦

乱

を

避

け

て

廬

山

に

隠

棲

し

、

の

ち

故

郷

の

荊

州

に

帰

省

し

た

が

、

再

び

廬

山

に

戻

っ

た

。

陳

朝

を

破

っ

て

中

国

の

南

北

統

一

を

実

現

し

た

隋

の

文

帝

は

、

五

八

一

年

の

隋

の

建

国

当

初

か

ら

仏

教

振

興

政

策

を

採

り

、

華

北

で

は

戦

乱

で

荒

れ

た

仏

教

寺

院

が

再

興

さ

れ

た

り

し

て

い

た

。

文

帝

は

五

九

一

年

、

智

顗

に

書

を

送

っ

て

こ

の

仏

教

振

興

策

に

協

力

を

求

め

て

お

り

、

さ

ら

に

晋

王

廣

が

揚

州

（

江

蘇

省

揚

州

市

）

の

総

管

と

な

っ

た

時

に

智

顗

に

招

請

状

を

出

し

、

智

顗

を

迎

え

て

菩

薩

戒

を

智

顗

よ

り

受

け

た

。

以

後

、

智

顗

と

晋

王

廣

と

の

深

い

繋

が

り

が

で

き

た

。

翌

五

九

二

年

、

晋

王

廣

は

揚

州

に

慧

日

寺

、

法

雲

寺

の

二

つ

の

仏

教

寺

院

と

玉

清

寺

、

金

洞

寺

の

二

道

観

を

造

営

し

、

江

南

各

地

の

優

れ

た

僧

侶

た

ち

を

招

い

た

。

後

述

の

よ

う

に

吉

蔵

は

五

九

七

年

、

四

十

九

歳

の

時

に

晋

王

廣

の

招

請

に

応

じ

て

慧

日

道

場

に

入

っ

て

い

る

。

智

顗

は

揚

州

か

ら

再

び

廬

山

に

帰

り

、

南

岳

に

も

趣

い

た

後

、

故

郷

の

荊

州

に

帰

っ

た

り

し

た

が

、

こ

の

間

も

晋

王

廣

と

の

遣

り

取

り

は

継

続

し

、

最

後

は

晋

王

廣

の

求

め

に

応

じ

て

『

維

摩

経

』

の

注

疏

を

三

度

に

亘

っ

て

献

上

し

て

い

る

⑩

。

以

上

の

ご

と

く

、

智

顗

の

在

世

時

代

は

南

北

朝

の

抗

争

に

よ

る

戦

乱

、

隋

に

よ

る

南

北

統

一

と

、

政

治

的

に

も

社

会

的

に

も

大

き

な

動

乱

期

で

あ

っ

た

。

こ

の

よ

う

な

時

代

に

お

い

て

人

心

に

合

致

す

る

仏

教

と

は

、

単

に

空

理

空

論

の

学

解

仏

教

で

は

な

く

、

し

か

し

ま

た

確

固

と

し

た

教

理

的

根

拠

を

持

た

な

い

実

践

の

み

に

明

け

暮

れ

る

仏

教

で

も

な

い

。

こ

の

両

者

の

性

格

を

備

え

た

仏

教

が

智

顗

が

確

立

し

た

『

法

華

経

』

を

根

本

に

据

え

た

天

台

教

学

で

あ

っ

た

。

智

顗

の

教

学

が

南

北

両

朝

の

そ

れ

ぞ

れ

の

性

格

を

具

え

た

も

の

で

あ

る

こ

と

は

、

隋

に

よ

る

政

治

的

統

一

と

軌

を

一

に

し

て

い

る

こ

と

は

偶

然

で

は

な

い

だ

ろ

う

。

次

に

吉

蔵

は

ど

う

で

あ

ろ

う

か

。

先

に

も

述

べ

た

通

り

、

吉

蔵

は

智

顗

と

ほ

ぼ

同

時

代

を

生

き

て

い

る

。

吉

蔵

の

伝

は

道

宣

の

『

続

高

僧

伝

』

巻

十

一

に

詳

し

い

が

、

出

自

の

点

で

智

顗

と

は

異

な

っ

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

吉

蔵

の

先

祖

は

も

と

「

安

息

国

」
（

パ

ル

テ

ィ

ア

）

で

あ

る

と

い

い

、

祖

父

の

代

に

中

国

へ

や

っ

て

き

て

、

吉

蔵

は

金

陵

で

生

ま

れ

た

と

い

う

。

さ

ら

に

、

父

が

吉

蔵

を

真

諦

三

藏

に

引

き

合

わ

せ

て

、

真

諦

三

藏

が

名

付

け

親

と

な

っ

た

と

い

う

。

父

は

後

に

出

家

し

て

道

諒

と

言

っ

た

と

あ

る

⑪

。

吉

蔵

は

父

の

道

諒

の

影

響

で

興

皇

寺

道

朗

法

師

に

つ

い

て

七

歳

で

出

家

し

た

と

い

う

が

⑫

、

平

井

俊

栄

氏

に

よ

れ

ば

、

こ

れ

は

興

皇

寺

法

朗

で

、

吉

蔵

の

出

家

は

「

七

」

で

は

な

く

、
「

十

一

」

歳

の

時

で

あ

ろ
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う

と

い

う

こ

と

で

あ

る

⑬

。

吉

蔵

は

若

い

と

き

か

ら

勝

れ

た

才

能

が

あ

っ

た

ら

し

く

、

具

足

戒

を

受

け

て

よ

り

ま

す

ま

す

そ

の

名

が

高

ま

っ

た

と

い

う

。

の

ち

、

嘉

祥

寺

（

浙

江

省

紹

興

市

会

稽

）

に

住

し

た

が

、

隋

の

中

国

統

一

の

後

、

先

述

の

よ

う

に

晋

王

廣

の

招

請

を

受

け

て

慧

日

道

場

に

入

り

、

の

ち

さ

ら

に

長

安

の

日

厳

寺

に

入

っ

た

と

い

う

。

道

宣

の

記

述

に

よ

れ

ば

、

春

秋

七

十

五

歳

で

示

寂

す

る

ま

で

、

当

時

の

仏

教

界

に

お

い

て

そ

の

名

声

が

高

か

っ

た

と

絶

賛

す

る

が

、

智

顗

の

一

生

と

比

較

す

る

と

大

分

両

者

の

資

質

は

異

な

っ

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

陳

末

隋

初

の

戦

乱

の

影

響

に

つ

い

て

は

、

そ

の

争

乱

に

乗

じ

て

供

を

率

い

て

空

寺

で

文

疏

を

渉

猟

し

た

と

伝

え

て

い

る

の

で

⑭

、

冷

静

に

こ

れ

を

利

用

し

た

と

さ

え

言

え

よ

う

。

そ

の

後

の

唐

の

建

国

事

業

に

お

け

る

仏

教

政

策

に

つ

い

て

も

こ

れ

に

従

順

に

し

た

が

っ

た

も

の

と

思

わ

れ

る

。

註

①

潅

頂

が

編

集

し

た

『

国

清

百

録

』

に

、

吉

蔵

か

ら

の

信

書

が

四

通

採

録

さ

れ

て

お

り

、

う

ち

の

一

通

は

智

顗

の

示

寂

間

近

い

開

皇

十

七

年

（

五

九

七

）

八

月

二

十

一

日

付

け

で

、

智

顗

に

『

法

華

経

』

開

講

を

請

う

内

容

で

あ

る

。
『

国

清

百

録

』

巻

四

に

は

「

吉

藏

法

師

書

第

一

百

二

凡

三

書

吉

藏

啓

景

。

上

至

奉

旨

伏

慰

下

情

。

薄

熱

不

審

尊

體

何

如

。

伏

願

信

後

寢

膳

勝

常

。

誨

授

無

乃

上

損

。

吉

藏

粗

蒙

隨

衆

拜

覲

。

未

即

伏

増

戀

結

願

珍

重

。

今

遣

智

照

還

啓

。

不

宣

謹

啓

。

吉

藏

啓

景

。

上

至

奉

師

慈

旨

不

勝

踊

躍

。

久

願

伏

膺

甘

露

頂

戴

法

橋

。

吉

藏

自

顧

慵

訥

不

堪

指

授

。

但

佛

日

將

沈

群

生

眼

滅

。

若

非

大

師

弘

忍

何

以

剋

興

。

伏

願

廣

布

慈

雲

啓

發

蒙

滯

。

吉

藏

謹

當

竭

愚

奉

禀

誨

誘

。

窮

此

形

命

遠

至

來

劫

。

伏

願

大

師

密

垂

加

授

。

夏

亦

竟

即

馳

覲

。

今

行

遣

智

照

諮

問

。

謹

啓

。

吉

藏

啓

景

。

上

未

至

數

日

之

間

便

爾

感

夢

。

又

景

上

至

已

後

仍

復

得

夢

。

一

二

智

照

口

述

。

景

上

尋

歸

。

亦

因

委

諮

謹

啓

吉

藏

法

師

請

講

法

華

經

疏

第

一

百

三

呉

州

。

會

稽

縣

嘉

祥

寺

吉

藏

稽

首

和

南

。

伏

聞

山

號

崔

嵬

。

道

安

登

而

説

法

。

峯

名

匡

岫

慧

遠

棲

以

安

禪

。

未

若

茲

嶺

宏

麗

接

漢

連

霞

。

飛

流

衝

天

灌

日

。

赤

城

丹

水

仙

宅

隩

區

。

佛

隴

香

罏

聖

果

福

地

。

復

經

擅

美

孫

賦

稱

奇

。
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智

者

棲

憑

二

十

餘

載

。

禪

慧

門

徒

化

流

遐

邇

。

昔

同

壽

英

彦

纔

解

通

經

法

。

淨

俊

神

正

傳

禪

業

。

若

非

道

參

窮

學

徳

侔

補

處

。

豈

能

經

論

洞

明

定

慧

兼

照

。

至

如

周

旦

歿

。

後

孔

丘

命

世

。

馬

鳴

化

終

龍

樹

繼

後

。

如

内

外

不

墜

信

在

弘

。

光

顯

大

乘

開

發

祕

教

。

千

年

之

與

五

百

實

復

在

於

今

日

。

南

嶽

叡

聖

天

台

明

哲

。

昔

三

業

住

持

。

今

二

尊

紹

係

。

豈

止

灑

甘

露

於

震

旦

。

亦

當

振

法

鼓

於

天

竺

。

生

知

妙

悟

。

魏

晋

以

來

典

籍

風

謠

。

實

無

連

類

。

釋

迦

教

主

童

英

發

疑

。

盧

舍

法

王

善

財

訪

道

。

敢

縁

前

迹

諦

想

崇

誠

。

謹

共

禪

衆

一

百

餘

僧

。

奉

請

智

者

大

師

演

暢

法

華

一

部

。

此

典

衆

聖

之

喉

襟

。

諸

經

之

關

鍵

。

伏

願

開

佛

知

見

耀

此

重

昏

。

示

眞

實

道

朗

茲

玄

夜

。

庶

以

三

千

國

土

來

禀

未

聞

。

百

劫

後

生

奉

遵

大

義

。

築

場

戒

節

析

木

將

臨

。

搖

落

山

莊

玄

黄

均

野

。

桂

巖

玉

蕊

菊

岸

華

榮

。

彌

切

聲

聞

之

心

。

頗

傷

縁

覺

之

抱

。

吉

藏

仰

謝

前

達

。

俯

愧

詢

求

。

兢

懼

唯

深

。

但

増

戰

悚

。

謹

請

。

開

皇

十

七

年

八

月

二

十

一

日

」
（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

六

、

八

二

一

頁

ｃ

～

八

二

二

頁

ｂ

）

と

あ

っ

て

四

通

が

収

載

さ

れ

て

い

る

。

②

平

井

俊

栄

『

法

華

文

句

の

成

立

に

関

す

る

研

究

』
（

春

秋

社

、

一

九

八

五

年

）

六

頁

。

③

佐

藤

哲

英

『

天

台

大

師

の

研

究

』
（

百

華

苑

、

一

九

六

一

年

）

三

一

九

～

三

二

一

、

三

五

〇

～

三

五

七

頁

。

④

平

井

俊

榮

『

中

国

般

若

思

想

史

研

究

―

吉

蔵

と

三

論

学

派

―

』
（

春

秋

社

、

一

九

七

六

年

）

五

一

頁

。

⑤

以

下

の

記

述

に

は

直

接

の

引

用

は

な

い

も

の

の

、

外

山

軍

治

『

中

国

文

明

の

歴

史

―

隋

唐

世

界

帝

国

―

』

第

五

巻

（

中

央

公

論

新

社

、

二

○

○

○

年

）
、

宮

崎

市

定

『

大

唐

帝

国

―

中

国

の

中

世

―

』
（

中

央

公

論

新

社

、

二

○

○

二

年

、

第

７

刷

）
、

川

勝

義

雄

『

魏

晋

南

北

朝

』
（

講

談

社

学

術

文

庫

、

二

○

○

三

年

）
、

鎌

田

茂

雄

『

中

国

仏

教

史

―

南

北

朝

の

仏

教

―

』

上

・

下

巻

（

東

京

大

学

出

版

会

、

一

九

八

一

、

一

九

九

○

年

）
、

同

『

中

国

仏

教

史

―

隋

唐

の

仏

教

―

』

上

・

下

巻

（

東

京

大

学

出

版

会

、

一

九

九

四

、

一

九

九

九

年

）
、

森

三

樹

三

郎

『

梁

の

武

帝

』

<

サ

ー

ラ

叢

書

５

>

（

平

楽

寺

書

店

、

一

九

七

九

年

、

第

４

刷

）
、

中

村

元

・

笠

原

一

男

・

金

岡

秀

友

監

修

『

ア

ジ

ア

仏

教

史

』
（

中

国

編

Ⅰ

漢

民

族

の

仏

教

）
（

佼

成

出

版

社

・

一

九

七

五

年

）
、

沖

本

克

己

編

集

・

菅

野

博

史

編

集

協

力

『

新

ア

ジ

ア

仏

教

史

０

７

中

国

＝

隋

唐

興

隆

・

発

展

す

る

仏

教

』
（

佼

成

出

版

社

、

二

○

一

○

年

）

な

ど

が

参

考

と

な

っ

た

。

⑥

「

立

神

明

成

仏

義

記

」
『

弘

明

集

』

巻

九

所

収

（
『

大

正

蔵

』

巻

五

十

二

、

五

四

頁

～

ｃ

）
、
「

浄

業

賦

」
『

広

弘

a

明

集

』

所

収

（
『

大

正

蔵

』

巻

五

十

二

、

三

三

五

頁

、

～

ｃ

）

b

⑦

前

島

佳

孝

「

隋

の

滅

亡

と

禅

譲

革

命

」

川

越

泰

博

編

『

様

々

な

る

変

乱

の

中

国

史

』
（

汲

古

書

院

、

二

○

一

六

年

）

六

五

～

一

○

一

頁

所

収

。
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⑧

同

前

論

文

、

六

五

頁

。

⑨

京

戸

慈

光

氏

は

「

こ

の

法

彦

よ

り

北

周

の

廃

仏

の

惨

状

を

耳

に

し

た

智

顗

は

、

そ

れ

を

そ

の

ま

ま

自

己

の

問

題

と

う

け

と

り

、

自

己

反

省

の

資

糧

と

し

た

で

あ

ろ

う

」

と

記

さ

れ

て

い

る

（

京

戸

慈

光

『

天

台

大

師

の

生

涯

』

一

一

七

頁

、

レ

グ

ル

ス

文

庫

、

一

九

七

五

年

）
。

⑩

佐

藤

哲

英

前

掲

書

、

四

四

六

～

四

四

八

頁

。

⑪

『

続

高

僧

伝

』

に

「

釋

吉

藏

。

俗

姓

安

。

本

安

息

人

也

。

祖

世

避

仇

移

居

南

海

。

因

遂

家

于

交

廣

之

間

。

後

遷

金

陵

而

生

藏

焉

。

年

在

孩

童

。

父

引

之

見

於

眞

諦

。

仍

乞

詺

之

。

諦

問

其

所

懷

。

可

爲

吉

藏

。

因

遂

名

也

。

歴

世

奉

佛

門

無

兩

事

。

父

後

出

家

名

爲

道

諒

」
（
『

大

正

蔵

』

巻

五

十

、

五

一

三

頁

）

と

あ

る

。

c

⑫

『

続

高

僧

伝

』

に

「

諒

恒

將

藏

聽

興

皇

寺

道

朗

法

師

講

。

隨

聞

領

解

悟

若

天

眞

。

年

至

七

歳

投

朗

出

家

」
（
『

大

正

蔵

』

巻

五

十

、

同

前

頁

同

段

）

と

あ

る

。

⑬

平

井

俊

栄

『

中

国

般

若

思

想

史

研

究

―

吉

蔵

と

三

論

学

派

―

』

三

四

六

～

三

四

七

頁

。
（

春

秋

社

、

一

九

七

六

年

）

⑭

『

続

高

僧

伝

』

に

「

在

昔

陳

隋

廢

興

。

江

陰

凌

亂

。

道

俗

波

迸

。

各

棄

城

邑

乃

率

其

所

屬

往

諸

寺

中

。

但

是

文

疏

並

皆

收

聚

。

置

于

三

間

堂

内

。

及

平

定

後

方

洮

簡

之

」
（
『

大

正

蔵

』

巻

五

十

、

五

一

四

頁

）

と

あ

る

。

c

三

、

先

行

研

究

に

つ

い

て

吉

蔵

の

先

行

研

究

に

つ

い

て

述

べ

る

と

、

こ

こ

半

世

紀

の

研

究

の

金

字

塔

と

目

さ

れ

る

の

は

、

平

井

俊

英

氏

の

一

連

の

研

究

と

、

丸

山

孝

雄

氏

の

研

究

と

で

あ

ろ

う

。

平

井

氏

は

、

昭

和

五

十

一

年

（

一

九

七

六

）

に

「

吉

蔵

と

三

論

学

派

」

を

課

題

と

す

る

『

中

国

般

若

思

想

史

研

究

』

を

世

に

問

う

た

①

。

氏

は

、

こ

の

研

究

に

よ

っ

て

三

論

宗

の

成

立

史

を

検

討

し

て

、

吉

蔵

の

三

論

宗

に

お

け

る

位

置

を

確

定

し

た

。

そ

こ

か

ら

さ

ら

に

思

想

研

究

に

踏

み

込

ん

で

、

吉

蔵

の

三

論

教

学

の

基

本

的

枠

組

み

を

解

明

し

て

い

る

。

こ

の

研

究

を

経

て

氏

は

、

従

来

指

摘

さ

れ

て

い

た

智

顗

の

著

作

と

吉

蔵

の

著

作

の

中

に

並

行

句

が

見

ら
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れ

る

こ

と

に

注

目

し

、

智

顗

の

『

法

華

文

句

』

を

中

心

に

し

て

吉

蔵

の

著

作

と

対

照

さ

せ

て

検

討

し

た

。

そ

の

結

果

、

並

行

句

は

智

顗

の

も

の

を

吉

蔵

が

援

用

し

た

の

で

は

な

く

、

逆

に

智

顗

が

吉

蔵

の

も

の

を

援

用

し

た

と

い

う

結

論

を

導

き

出

し

た

。

そ

し

て

そ

の

作

業

を

行

っ

た

の

は

智

顗

の

弟

子

の

潅

頂

で

あ

る

と

し

た

。

こ

の

研

究

は

、

一

部

分

は

す

で

に

佐

藤

哲

英

氏

が

『

天

台

大

師

の

研

究

』

の

中

で

明

ら

か

に

し

て

い

る

も

の

で

あ

っ

た

が

、
『

法

華

文

句

』

を

そ

の

全

体

に

亘

っ

て

精

査

し

、

吉

蔵

の

ど

の

疏

の

ど

の

部

分

を

引

い

た

も

の

で

あ

る

か

を

明

確

に

し

て

い

る

点

で

画

期

的

で

あ

っ

た

。

従

来

、

智

顗

の

著

作

と

吉

蔵

の

著

作

の

両

方

に

存

在

す

る

並

行

句

の

、

智

顗

→

吉

蔵

へ

の

流

れ

が

逆

転

さ

れ

、

吉

蔵

→

智

顗

と

い

う

こ

と

が

検

討

の

結

果

確

認

さ

れ

た

か

ら

で

あ

る

。

し

か

し

、

潅

頂

の

そ

の

よ

う

な

作

業

を

「

盗

用

」

と

い

う

よ

う

な

現

代

的

価

値

観

で

も

っ

て

断

罪

し

た

り

、

潅

頂

に

対

す

る

辛

辣

な

批

評

は

問

題

と

な

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

平

井

俊

栄

博

士

の

右

の

著

作

の

う

ち

、

最

も

学

界

に

衝

撃

を

あ

た

え

た

も

の

は

『

法

華

文

句

の

成

立

に

関

す

る

研

究

』

で

あ

っ

た

。

し

か

し

、

こ

の

書

に

対

し

て

、

平

井

俊

栄

博

士

の

明

ら

か

に

し

た

智

顗

吉

蔵

両

者

の

著

作

の

援

用

関

係

は

認

め

ざ

る

を

得

な

い

と

し

て

も

、

平

井

俊

栄

氏

の

潅

頂

に

対

す

る

見

解

は

、

偏

っ

た

主

観

的

判

断

、

独

断

、

憶

測

に

基

づ

く

一

方

的

な

も

の

と

し

て

批

判

を

受

け

た

②

。

ま

た

、

最

近

の

研

究

で

は

平

井

俊

栄

氏

の

『

法

華

文

句

の

成

立

に

関

す

る

研

究

』

の

内

容

に

対

し

て

、

こ

れ

を

検

証

す

る

作

業

が

行

わ

れ

た

。

松

森

秀

幸

氏

の

『

唐

代

天

台

法

華

思

想

の

研

究

』

が

そ

れ

で

あ

る

。

松

森

氏

は

上

記

著

書

の

第

一

章

を

ま

る

ま

る

平

井

俊

栄

説

の

検

証

に

あ

て

、

そ

の

結

果

、

「

筆

者

は

平

井

[

一

九

八

五

]

の

最

大

の

成

果

は

、
『

法

華

文

句

』

や

『

法

華

玄

義

』

の

成

立

に

お

い

て

、

吉

蔵

の

法

華

経

疏

、

そ

の

中

で

も

特

に

『

法

華

玄

論

』

を

参

照

し

て

撰

述

さ

れ

た

と

い

う

こ

と

を

、

緻

密

な

文

献

学

的

研

究

に

基

づ

い

て

明

ら

か

に

し

た

点

に

あ

る

と

考

え

る

。

こ

の

点

に

対

し

て

は

、

筆

者

に

は

大

き

な

異

論

は

な

い

。

し

か

し

、

平

井

[

一

九

八

五

]

に

は

や

や

言

い

過

ぎ

と

も

取

り

う

る

主

張

が

散

見

さ

れ

る

。

本

章

で

は

そ

れ

ら

の

主

張

を

一

つ

一

つ

検

討

し

、

そ

れ

ら

の

多

く

が

事

実

の

誤

認

に

基

づ

い

て

お

り

、

平

井

[

一

九

八

五

]

は

自

ら

立

て

た

仮

定

を

そ

の

前

提

・

根

拠

と

し

て

、

そ

こ

か

ら

さ

ら

に

大

胆

な

自

説

を

展

開

し

て

お

り

、

そ

の

結

果

、

言

い

過

ぎ

と

も

取

れ

る

主

張

を

し

て

い

る

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

。
」

③
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と

述

べ

て

い

る

。

さ

ら

に

平

井

俊

栄

氏

は

、

潅

頂

が

『

法

華

文

句

』

編

纂

の

過

程

で

、

異

説

列

挙

の

場

合

な

ど

に

多

く

の

異

説

を

取

り

込

ん

だ

、

そ

の

主

要

な

源

で

あ

る

『

法

華

玄

論

』

に

つ

い

て

、

詳

細

に

そ

の

文

章

構

成

を

辿

り

つ

つ

、

綿

密

な

研

究

を

展

開

し

、
『

法

華

玄

論

の

註

釈

的

研

究

』
『

続

法

華

玄

論

の

註

釈

的

研

究

』

を

相

次

い

で

刊

行

し

て

い

る

。

氏

は

、
吉

蔵

が

龍

樹

の

中

観

思

想

を

継

承

し

て

三

論

宗

の

教

義

を

確

固

な

も

の

と

し

た

功

績

を

評

価

し

、

鳩

摩

羅

什

以

降

の

仏

教

展

開

が

、

中

観

思

想

の

継

承

に

あ

る

と

す

る

も

の

の

よ

う

で

あ

る

。

鳩

摩

羅

什

訳

の

『

妙

法

蓮

華

経

』

は

一

世

を

風

靡

し

た

が

、

そ

れ

も

ま

た

中

観

思

想

を

根

幹

と

す

る

と

い

う

見

地

に

立

つ

も

の

の

よ

う

で

あ

る

。

智

顗

は

慧

文

・

慧

思

に

次

い

で

第

三

祖

と

も

さ

れ

る

と

い

う

が

、

諸

方

で

修

行

の

後

、

二

十

三

歳

，

大

蘇

山

の

慧

思

禅

師

の

も

と

で

「

法

華

三

昧

」

を

修

し

て

開

悟

し

た

と

い

わ

れ

る

。

智

顗

は

、

南

北

朝

に

論

究

さ

れ

た

「

漸

悟

」
「

頓

悟

」

の

思

想

を

、
「

漸

次

止

観

」
「

不

定

止

観

」
「

円

頓

止

観

」

と

し

て

と

ら

え

、

在

来

の

禅

観

を

集

成

し

な

が

ら

、

智

顗

自

身

の

修

行

の

様

相

を

「

止

観

」

と

い

う

用

語

で

統

一

し

、

在

来

の

仏

教

儀

礼

で

あ

る

礼

仏

懺

悔

を

「

止

観

」

の

な

か

に

取

り

入

れ

、
「

法

華

三

昧

行

法

」

な

ど

、

多

く

の

修

行

法

や

行

規

を

作

成

し

た

と

言

わ

れ

る

④

。

近

年

、

晩

年

の

天

台

大

師

智

顗

の

三

大

部

が

、

テ

キ

ス

ト

の

訳

注

や

現

代

語

訳

な

ど

の

形

で

刊

行

さ

れ

る

に

至

っ

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、
『

摩

訶

止

観

』

に

つ

い

て

は

、

池

田

魯

参

氏

に

よ

る

『

詳

解

摩

訶

止

観

現

代

語

訳

篇

』
『

同

定

本

訓

読

篇

』
『

同

研

究

註

釈

篇

』

⑤

、

現

代

語

部

分

訳

と

し

て

、

村

中

祐

生

『

摩

訶

止

観

』

⑥

が

あ

り

、
『

法

華

玄

義

』

に

は

訳

注

と

し

て

菅

野

博

史

氏

の

『

法

華

玄

義

』

上

・

中

・

下

⑦

が

あ

り

（

レ

グ

ル

ス

文

庫

、

一

九

九

五

年

）
、

解

説

書

と

し

て

同

氏

に

よ

る

『
「

法

華

玄

義

」

入

門

』
、
『

法

華

玄

義

を

読

む

』

⑧

な

ど

が

あ

り

、
『

法

華

文

句

』

に

つ

い

て

は

、

菅

野

博

史

氏

に

よ

る

訳

注

と

し

て

『

法

華

文

句

』
（

Ⅰ

）

～

（

Ⅳ

）

⑨

が

あ

る

。

次

い

で

、

年

代

的

に

は

遡

及

す

る

が

、

丸

山

孝

雄

氏

の

吉

蔵

研

究

が

あ

る

。

丸

山

氏

は

そ

の

著

『

法

華

教

学

研

究

序

説

吉

蔵

に

お

け

る

受

容

と

展

開

』

⑩

に

お

い

て

、

吉

蔵

の

法

華

經

解

釈

を

検

討

し

、

吉

蔵

の

法

華

思

想

を

イ

ン

ド

・

中

国

の

流

れ

の

中

で

位

置

づ

け

る

と

と

も

に

、

吉

蔵

独

自

の

『

法

華

経

』

解

釈
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を

究

明

し

よ

う

と

し

た

も

の

で

あ

る

。

そ

の

中

で

第

一

部

第

二

章

の

「
『

法

華

玄

義

』

に

お

け

る

五

乗

と

三

乗

」

は

吉

蔵

と

天

台

と

の

関

係

に

言

及

す

る

も

の

で

あ

る

が

、

智

顗

『

法

華

玄

義

』

と

吉

蔵

と

の

関

係

は

従

来

の

域

を

出

て

お

ら

ず

、

智

顗

か

ら

吉

蔵

へ

と

い

う

流

れ

で

あ

る

。

し

か

し

、

結

果

か

ら

い

え

ば

、

『

法

華

玄

義

』

中

に

吉

蔵

疏

か

ら

の

引

用

が

あ

っ

て

も

、

そ

れ

は

思

想

の

核

心

に

及

ぶ

も

の

で

は

な

く

、

異

説

列

挙

の

た

め

の

資

料

と

し

て

援

用

し

た

も

の

で

あ

る

と

い

う

結

果

が

出

て

い

る

の

で

⑪

、

従

来

の

解

釈

が

間

違

い

で

あ

る

と

い

う

こ

と

で

は

な

い

。

近

年

の

学

者

と

し

て

平

井

俊

栄

氏

に

直

接

の

指

導

を

受

け

た

奥

野

光

賢

氏

が

お

り

、

同

氏

に

よ

る

活

発

な

吉

蔵

研

究

、

三

論

研

究

が

な

さ

れ

て

い

る

。

そ

の

成

果

と

し

て

『

仏

性

思

想

の

展

開

―

吉

蔵

を

中

心

と

し

た

『

法

華

論

』

受

容

史

―

』

⑫

が

あ

り

、

吉

蔵

の

仏

性

思

想

と

世

親

『

法

華

論

』

の

受

容

を

中

心

と

し

て

吉

蔵

思

想

を

解

明

し

よ

う

と

し

て

い

る

。

吉

蔵

は

『

法

華

玄

論

』

で

し

ば

し

ば

「

晩

見

の

法

華

論

」

と

言

う

が

⑬

、

こ

れ

は

も

っ

と

早

く

『

法

華

論

』

を

閲

す

る

こ

と

が

で

き

た

な

ら

ば

、

よ

り

『

法

華

経

』

理

解

が

進

ん

だ

ろ

う

に

と

い

う

ニ

ュ

ア

ン

ス

を

込

め

た

語

で

あ

ろ

う

。

奥

野

氏

は

、

前

記

の

著

作

の

中

で

、

吉

蔵

の

『

法

華

経

』

解

釈

に

仏

性

を

読

み

込

ん

で

い

る

の

は

、

こ

の

『

法

華

論

』

の

影

響

が

大

き

い

と

論

じ

て

い

る

。

ま

た

、

最

近

の

吉

蔵

研

究

の

成

果

と

し

て

、

高

野

淳

一

氏

の

『

中

国

中

観

思

想

論

―

吉

蔵

に

お

け

る

「

空

」

―

』

が

あ

る

。

高

野

氏

は

吉

蔵

の

思

想

的

枠

組

み

を

『

大

乗

玄

論

』

を

中

心

に

し

て

解

明

し

て

い

る

が

、

そ

の

中

で

吉

蔵

の

仏

性

説

を

取

り

上

げ

て

い

る

⑭

。

ま

た

煩

悩

と

智

慧

に

つ

い

て

、

吉

蔵

の

思

想

と

天

台

三

大

部

に

見

え

る

思

想

と

を

比

較

検

討

し

て

い

る

。

そ

し

て

、

吉

蔵

思

想

の

基

調

を

な

し

て

い

る

の

が

「

中

仮

」

の

思

想

で

あ

る

と

結

論

づ

け

て

い

る

。

註

①

平

井

俊

栄

『

中

国

般

若

思

想

史

研

究

―

吉

蔵

と

三

論

学

派

―

』

春

秋

社

、

一

九

七

六

年

。

②

た

と

え

ば

、

池

田

魯

参

「

(

書

評

)

『

法

華

文

句

の

成

立

に

関

す

る

研

究

』
」
（
『

駒

澤

大

学

仏

教

学

部

論

集

』

第

十

六

号

、

一

九

八

五

年

一

〇

月

)

な

ど

。
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③

松

森

秀

幸

『

唐

代

天

台

法

華

思

想

の

研

究

』
（

法

蔵

館

、

二

○

一

六

年

）

一

〇

六

頁

。

④

藤

堂

恭

俊

・

塩

入

良

道

著

『

ア

ジ

ア

仏

教

史

』

中

国

編

Ⅰ

（

佼

成

出

版

社

、

一

九

七

五

年

）

三

〇

二

頁

。

⑤

池

田

魯

参

『

詳

解

摩

訶

止

観

現

代

語

訳

篇

』
『

同

定

本

訓

読

篇

』
『

同

研

究

註

釈

篇

』
（

以

上

、

大

藏

出

版

、

一

九

九

五

、

六

、

七

年

）

⑥

村

中

祐

生

『

摩

訶

止

観

』
（
『

大

乗

仏

典

中

国

・

日

本

篇

６

』

中

央

公

論

社

、

一

九

八

八

年

。

⑦

菅

野

博

史

『

法

華

玄

義

』

上

・

中

・

下

（

レ

グ

ル

ス

文

庫

、

一

九

九

五

年

）

⑧

菅

野

博

史

『
「

法

華

玄

義

」

入

門

』
（

第

三

文

明

社

、

一

九

九

七

年

）
、

同

『

法

華

玄

義

を

読

む

』
（

大

藏

出

版

、

二

○

一

三

年

）

⑨

菅

野

博

史

『

法

華

文

句

』
（

Ⅰ

）

～

（

Ⅳ

）

第

三

文

明

社

、

二

○

○

七

～

二

○

一

一

年

。

⑩

丸

山

孝

雄

『

法

華

教

学

研

究

序

説

―

吉

蔵

に

お

け

る

受

容

と

展

開

―

』

平

楽

寺

書

店

、

一

九

七

八

年

。

⑪

藤

井

教

公

「

天

台

と

三

論

の

交

流

―

潅

頂

の

『

法

華

玄

義

』

修

治

と

吉

蔵

『

法

華

玄

論

』

を

め

ぐ

っ

て

―

」

鎌

田

茂

雄

博

士

還

暦

記

念

論

文

集

『

中

国

の

仏

教

と

文

化

』

一

四

一

～

一

六

五

頁

。

大

蔵

出

版

、

一

九

八

八

年

。

⑫

奥

野

光

賢

『

仏

性

思

想

の

展

開

―

吉

蔵

を

中

心

と

し

た

『

法

華

論

』

受

容

史

―

』

大

藏

出

版

、

二

○

○

二

年

。

⑬

た

と

え

ば

『

法

華

玄

論

』

巻

二

に

「

晩

見

法

華

論

明

此

大

乘

修

多

羅

有

十

七

種

名

。
」

な

ど

と

あ

る

（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

三

七

九

頁

ａ

）
。

⑭

高

野

淳

一

『

中

国

中

観

思

想

論

―

吉

蔵

に

お

け

る

「

空

」

―

』
（

大

藏

出

版

、

二

○

一

一

年

）

四

六

～

五

六

頁

。

四

、

智

顗

と

吉

蔵

の

事

蹟

こ

こ

で

、

本

論

の

前

提

と

し

て

、

改

め

て

智

顗

と

吉

蔵

の

事

蹟

の

概

略

を

そ

れ

ぞ

れ

記

し

て

お

き

た

い

。

最

初

に

智

顗

に

つ

い

て

述

べ

る

。

（

一

）

智

顗

の

事

蹟
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慧

思

と

の

関

係

に

お

い

て

智

顗

の

伝

記

類

は

多

数

存

在

す

る

が

、

特

に

注

目

す

べ

き

は

弟

子

の

灌

頂

に

よ

る

『

隋

天

台

智

者

大

師

別

伝

』

と

唐

の

道

宣

に

よ

る

『

続

高

僧

伝

』

で

あ

る

。

今

、

上

記

の

資

料

を

元

に

先

行

す

る

研

究

①

を

参

照

し

な

が

ら

智

顗

の

生

涯

と

思

想

を

概

観

し

た

い

。

智

顗

の

生

ま

れ

は

陳

氏

で

、

華

北

の

動

乱

に

よ

り

南

に

移

住

し

た

が

、

父

親

は

文

武

両

道

で

梁

朝

に

用

い

ら

れ

、

母

親

は

温

厚

で

信

仰

心

厚

い

人

で

あ

っ

た

と

伝

え

る

。

智

顗

は

後

梁

紹

泰

元

年

（

五

五

五

）

十

八

歳

で

果

願

寺

の

法

緒

に

従

っ

て

出

家

し

、

二

十

歳

の

時

、

慧

曠

律

師

の

下

で

具

足

戒

を

受

け

沙

門

と

な

り

、

律

蔵

に

精

通

し

た

。

さ

ら

に

衡

州

の

大

賢

山

に

入

り

、

法

華

経

・

無

量

義

経

・

観

普

賢

菩

薩

行

法

経

と

い

う

所

謂

法

華

三

部

経

を

学

び

誦

し

、

当

時

流

行

し

て

い

た

「

方

等

懺

法

」

②

を

修

し

た

と

さ

れ

る

。

そ

の

こ

ろ

光

州

大

蘇

山

に

慧

思

禅

師

の

住

持

す

る

を

聞

い

た

智

顗

は

、

戦

乱

地

域

で

あ

っ

た

こ

と

も

厭

わ

ず

慧

思

の

元

に

馳

せ

参

じ

た

。

慧

思

は

『

続

高

僧

伝

』

所

載

の

伝

記

に

よ

れ

ば

慧

文

の

弟

子

で

あ

る

。

慧

文

は

そ

の

生

涯

を

詳

ら

か

に

し

な

い

が

、
『

大

智

度

論

』

に

よ

っ

て

禅

法

を

修

め

た

と

さ

れ

る

。

伝

が

明

ら

か

な

ら

ざ

る

慧

文

が

天

台

宗

の

開

祖

に

位

置

づ

け

ら

れ

る

の

は

偏

に

慧

思

の

師

で

あ

っ

た

こ

と

に

よ

る

と

こ

ろ

大

で

あ

る

。

慧

思

は

慧

文

に

つ

い

て

『

大

智

度

論

』

禅

波

羅

蜜

義

を

中

心

に

禅

法

を

学

ん

だ

が

、

そ

れ

は

『

智

者

大

師

別

伝

』

に

よ

る

と

、

そ

の

行

状

は

「

十

年

常

誦

、

十

年

常

誦

、

七

載

方

等

、

九

旬

常

坐

、

一

時

円

証

」

で

あ

っ

た

と

さ

れ

る

。

佐

藤

哲

英

氏

に

よ

れ

ば

「

九

旬

常

坐

、

一

時

円

証

」

と

は

、

夏

安

居

中

に

常

坐

三

昧

を

修

し

て

法

華

三

昧

を

開

悟

し

た

と

い

う

意

味

で

、

さ

ら

に

「

慧

思

に

お

け

る

法

華

三

昧

の

開

悟

は

空

定

よ

り

の

超

脱

を

意

味

す

る

」

と

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

し

た

が

っ

て

慧

思

の

禅

法

は

師

の

慧

文

の

『

大

智

度

論

』

禅

波

羅

蜜

義

に

説

か

れ

る

空

観

を

基

礎

と

す

る

禅

法

を

超

克

す

る

も

の

で

あ

っ

た

と

見

る

べ

き

で

あ

る

。

そ

の

三

昧

の

境

地

の

基

礎

と

な

る

の

は

慧

思

の

場

合

、
『

法

華

経

』
、

特

に

安

楽

行

品

と

普

賢

菩

薩

勧

発

品

が

中

心

で

あ

り

、

そ

れ

故

に

法

華

三

昧

な

の

で

あ

る

。

慧

思

は

『

法

華

安

楽

行

義

』

の

冒

頭

に

次

の

よ

う

に

説

く

③

。

法

華

経

は

大

乗

の

頓

覚

、

無

師

自

悟

に

し

て

疾

か

に

仏

道

を

成

ず

。

一

切

世

間

難

信

の

法

門

な

り

。

凡

そ

こ

れ

一

切

の

新

学

菩

薩

は

大

乗

を

求

め

一

切

諸

仏

を

超

過

し

、

疾

か

に

仏

道

を

成

ず

る

こ

と

を

欲

せ

ば

、

須

ら

く

持

戒

・

忍

辱

・

精

進

し

禅

定

を

勤

修

し

、

専

心

し

て

法

華

三

昧

を

勤

学

す

べ

し

。
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す

な

わ

ち

大

乗

を

志

す

者

は

、

仏

道

の

大

道

を

速

や

か

に

辿

る

べ

き

で

あ

り

、

そ

の

た

め

に

六

波

羅

蜜

を

修

め

て

更

に

心

を

一

心

に

傾

け

て

、

法

華

三

昧

を

修

学

せ

よ

、

と

力

説

す

る

の

で

あ

る

。

さ

ら

に

「

疾

成

仏

道

」

の

語

は

重

要

で

、

慧

思

が

法

華

三

昧

に

よ

る

頓

悟

を

主

張

し

て

い

る

こ

と

に

注

意

し

て

お

き

た

い

。

周

知

の

如

く

、

慧

思

の

法

華

三

昧

は

有

相

行

と

無

相

行

に

別

れ

、

有

相

行

は

『

法

華

経

』

普

賢

菩

薩

勧

発

品

に

基

づ

く

三

昧

の

境

地

を

と

ら

な

い

読

誦

行

が

中

心

で

あ

り

、
心

乱

れ

た

状

態

で

も

ひ

た

す

ら

『

法

華

経

』

の

文

字

を

読

誦

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

普

賢

菩

薩

の

願

行

の

功

徳

に

よ

り

衆

生

は

眼

根

清

浄

を

得

る

ば

か

り

で

な

く

、

三

陀

羅

尼

門

と

三

智

を

得

る

④

と

さ

れ

る

。

無

相

行

は

禅

定

に

入

っ

た

状

態

で

『

法

華

経

』

安

楽

行

品

に

説

か

れ

る

四

安

楽

行

を

実

践

す

る

行

法

で

あ

る

。

安

楽

行

品

に

説

か

れ

る

四

安

楽

行

と

は

一

般

的

に

身

・

口

・

意

・

誓

願

の

四

種

と

理

解

さ

れ

る

が

慧

思

の

場

合

は

そ

れ

と

は

異

な

り

、

以

下

の

四

種

を

挙

げ

て

い

る

。

復

た

次

に

四

種

安

楽

行

。

第

一

に

名

け

て

正

慧

離

著

安

楽

行

（

正

し

い

智

慧

に

よ

っ

て

執

着

を

離

れ

る

安

楽

行

）

と

為

す

。

第

二

に

名

け

て

無

輕

讃

毀

安

楽

行

（

軽

々

し

く

褒

め

た

り

貶

し

た

り

し

な

い

安

楽

行

）

と

為

す

、

亦

た

転

諸

声

聞

令

得

仏

智

安

楽

行

（

声

聞

た

ち

を

転

換

さ

せ

て

仏

智

を

得

さ

せ

る

安

楽

行

）

と

名

づ

く

。

第

三

に

名

け

て

無

悩

平

等

安

楽

行

（

悩

み

が

無

く

平

等

で

あ

る

安

楽

行

）

と

為

す

、

亦

た

敬

善

知

識

安

楽

行

（

善

智

識

を

尊

敬

す

る

安

楽

行

）

と

名

づ

く

。

第

四

に

名

け

て

慈

悲

接

引

安

楽

行

（

慈

悲

に

よ

っ

て

摂

取

引

導

す

る

安

楽

行

）

と

名

づ

く

、

亦

た

夢

中

具

足

成

就

神

通

智

慧

仏

道

涅

槃

安

楽

行

（

夢

の

中

で

神

通

と

智

慧

、

仏

道

と

涅

槃

を

完

備

し

完

成

さ

せ

る

安

楽

行

）

と

名

づ

く

。

⑤

さ

ら

に

無

相

行

に

つ

い

て

は

、

無

相

行

と

は

即

ち

是

れ

安

楽

行

な

り

。

一

切

諸

法

中

、

心

相

寂

滅

、

畢

竟

し

て

不

生

な

り

、

故

に

名

け

て

無

相

行

と

為

す

な

り

。

常

一

切

深

妙

の

禅

定

に

在

り

て

、

行

住

坐

臥

飮

食

語

言

、

一

切

威

儀

、

心

常

に

定

な

る

が

故

に

。

⑥

と

あ

る

よ

う

に

、
「

畢

竟

不

生

」

の

語

か

ら

慧

思

の

説

く

無

相

行

の

根

底

に

空

観

思

想

が

存

在

す

る

こ

と

は

容

易

に

看

取

さ

れ

る

。

四

安

楽

行

を

修

め

る

こ

と

に

よ

っ

て

「

心

相

寂

滅

、

畢

竟

不

生

＝

〔

空

〕
」

を
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覚

知

し

「

一

切

深

妙

の

禅

定

＝

〔

法

華

三

昧

〕
」

の

境

地

を

得

る

と

す

る

の

で

あ

る

。

智

顗

は

慧

思

の

元

で

『

大

智

度

論

』

禅

波

羅

蜜

義

の

思

想

を

受

け

継

ぎ

な

が

ら

も

、

法

華

経

第

一

主

義

的

禅

観

、

す

な

わ

ち

法

華

三

昧

の

筋

道

を

学

ん

だ

も

の

と

推

測

さ

れ

る

。

例

え

ば

有

名

な

「

大

蘇

開

悟

」

が

あ

る

が

、

こ

れ

は

慧

思

の

教

え

に

従

い

、

先

ず

有

相

行

、
『

法

華

経

』

読

誦

に

専

念

し

た

智

顗

が

始

め

て

二

七

日

目

に

薬

王

菩

薩

本

事

品

に

到

り

、

薬

王

菩

薩

の

前

生

で

あ

る

一

切

衆

生

喜

見

菩

薩

が

日

月

浄

明

徳

仏

に

対

し

て

焼

身

供

養

す

る

場

面

に

お

い

て

「

諸

仏

同

讃

、

善

哉

、

善

哉

、

善

男

子

。

是

真

精

進

。

是

名

真

法

供

養

」

と

賛

嘆

す

る

箇

所

で

「

身

心

豁

然

と

な

り

定

に

入

っ

た

」

と

さ

れ

る

。

後

に

智

顗

は

『

法

華

文

句

』

に

お

い

て

こ

の

時

の

体

験

を

踏

ま

え

て

「

真

法

供

養

」

に

つ

い

て

解

釈

し

て

い

る

が

、

そ

れ

は

さ

て

置

き

、

慧

思

は

法

華

三

昧

に

入

る

を

得

た

智

顗

に

対

し

て

「

入

る

と

こ

ろ

の

定

は

法

華

三

昧

の

前

方

便

な

り

。

発

す

る

と

こ

ろ

の

（

総

）

持

は

初

旋

陀

羅

尼

な

り

」

と

述

べ

た

と

さ

れ

る

⑦

。

つ

ま

り

智

顗

は

こ

こ

で

初

め

て

法

華

三

昧

に

入

る

を

得

た

が

、

そ

れ

は

慧

思

に

言

わ

せ

れ

ば

賛

嘆

さ

れ

る

べ

き

も

の

で

あ

る

が

、

今

の

と

こ

ろ

は

ま

だ

法

華

三

昧

の

前

方

便

に

過

ぎ

ず

、

三

陀

羅

尼

門

で

い

え

ば

初

め

の

旋

陀

羅

尼

門

で

あ

る

と

い

う

位

置

づ

け

で

あ

っ

た

。

建

康

で

の

講

義

と

『

次

第

禅

門

』

時

に

梁

朝

が

斃

れ

、

陳

朝

が

勃

興

す

る

に

つ

れ

て

、

北

斉

と

の

国

境

地

域

に

も

近

い

太

蘇

山

は

安

全

な

場

所

と

は

言

い

が

た

く

、

慧

思

も

ま

た

衡

山

で

の

隠

遁

を

望

ん

だ

の

で

、

上

記

の

如

き

諸

事

情

の

為

、

師

と

別

れ

、

都

の

建

康

に

下

っ

た

。

智

顗

は

建

康

に

て

本

格

的

な

布

教

活

動

を

開

始

し

、

瓦

官

寺

に

お

い

て

『

法

華

経

』
『

大

智

度

論

』

の

講

義

を

行

っ

た

が

、

こ

れ

は

当

地

の

三

論

学

派

か

ら

す

る

と

物

議

を

醸

す

体

の

も

の

で

あ

っ

た

。

と

い

う

の

も

、

三

論

学

派

の

講

義

は

あ

く

ま

で

も

教

義

と

し

て

の

も

の

で

あ

っ

た

が

、

智

顗

の

講

義

は

修

行

実

践

を

前

提

と

し

た

上

で

の

講

義

で

あ

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

ま

た

慧

文

は

「

文

師

の

用

心

は

一

に

釈

論

に

よ

る

」

と

評

さ

れ

る

程

『

大

智

度

論

』

を

重

用

し

た

が

、

そ

れ

は

あ

く

ま

で

も

禅

定

を

得

る

た

め

の

方

法

論

と

し

て

で

あ

っ

た

。

慧

思

に

あ

っ

て

も

非

常

に

重

用

し

て

い

る

こ

と

は

確

か

で

あ

る

が

、

や

は

り

法

華

三

昧

を

得

る

た

め

の

手

段

と

い

う

意

味

合

い

も

大

き

い

も

の

と

推

測

さ

れ

る

。

何

故

な

ら

ば

『

大

智

度

論

』

に

説

か

れ

る

禅

定

は

あ

く

ま

で

も

次

第

禅

で

あ

り

漸

悟

で

あ

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

智

顗

も

師

の

慧

思

と

同

様

で

あ

っ

て

、

修

行

実

践

の

た

め

の

教

証

で

は

あ

っ

た

が

、

修

行

の

最

終

段
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階

で

あ

る

頓

悟

た

る

法

華

三

昧

の

前

段

階

の

修

行

に

必

要

な

基

礎

と

い

う

の

が

『

大

智

度

論

』

の

お

お

よ

そ

の

の

位

置

づ

け

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

点

に

つ

い

て

は

三

論

学

派

と

大

い

に

異

な

る

所

で

あ

り

、

論

争

の

火

種

と

な

っ

た

。

と

同

時

に

、

智

顗

の

『

大

智

度

論

』

講

義

は

初

期

の

代

表

作

で

あ

る

『

次

第

禅

門

』

に

連

な

っ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

瓦

官

寺

に

お

け

る

講

義

は

『

禅

波

羅

蜜

次

第

法

門

』

す

な

わ

ち

『

次

第

禅

門

』

で

あ

る

。
『

摩

訶

止

観

』

の

序

に

よ

れ

ば

「

天

台

は

南

岳

よ

り

三

種

の

止

観

を

伝

う

。

一

に

漸

次

、

二

に

不

定

、

三

に

は

円

頓

な

り

。

皆

是

れ

大

乗

に

し

て

、

と

も

に

実

相

を

縁

じ

、

同

じ

く

止

観

と

名

づ

く

」

⑧

と

さ

れ

、

智

顗

は

慧

思

よ

り

三

種

の

止

観

を

相

承

し

た

こ

と

が

わ

か

る

。

智

顗

の

著

作

中

、

漸

次

止

観

が

『

次

第

禅

門

』

に

説

か

れ

、

不

定

止

観

は

『

六

妙

法

門

』

に

説

か

れ

、

円

頓

止

観

（

＝

法

華

三

昧

）

は

『

摩

訶

止

観

』

に

説

か

れ

た

と

さ

れ

る

。

『

次

第

禅

門

』

は

智

顗

が

説

き

、

弟

子

の

法

慎

が

記

し

、

潅

頂

が

再

治

し

た

と

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

こ

と

は

テ

キ

ス

ト

自

体

に

も

記

載

さ

れ

て

い

る

が

、

佐

藤

哲

英

氏

は

法

慎

が

講

義

の

ま

ま

に

筆

録

し

、

後

に

天

台

山

に

て

同

学

の

講

義

録

を

参

照

し

て

纏

め

た

も

の

で

、

潅

頂

の

手

は

殆

ど

加

わ

っ

て

い

な

い

と

結

論

さ

れ

て

い

る

⑨

。
『

次

第

禅

門

』

は

イ

ン

ド

か

ら

齎

さ

れ

伝

え

ら

れ

た

実

践

修

行

を

、

特

に

『

大

智

度

論

』

を

参

照

し

な

が

ら

「

禅

波

羅

蜜

」

の

名

の

下

に

統

一

し

、

体

系

付

け

た

書

で

あ

る

。

こ

こ

に

「

禅

」

と

い

う

の

は

「

定

」

で

も

な

く

ま

し

て

「

止

観

」

で

も

な

い

こ

と

に

注

意

し

て

お

く

べ

き

で

あ

る

。

こ

こ

で

い

う

と

こ

ろ

の

「

禅

」

と

は

「

禅

波

羅

蜜

」

の

こ

と

で

あ

り

、
「

定

」

の

上

位

概

念

で

あ

る

。

お

よ

そ

『

大

智

度

論

』

は

般

若

波

羅

蜜

に

よ

る

法

門

の

統

一

を

目

す

る

視

点

を

有

す

る

が

、

六

波

羅

蜜

の

内

、

般

若

波

羅

蜜

は

そ

の

他

の

五

波

羅

蜜

を

修

し

た

上

で

の

結

果

で

あ

る

か

ら

措

く

と

し

て

、

五

波

羅

蜜

の

実

践

法

門

の

内

、

重

要

と

な

っ

て

く

る

の

は

禅

波

羅

蜜

で

あ

る

。

つ

ま

り

本

書

に

お

い

て

智

顗

は

慧

文

・

慧

思

か

ら

連

な

る

『

大

智

度

論

』

禅

波

羅

蜜

相

承

の

系

譜

を

も

っ

て

す

べ

て

の

法

門

を

統

一

し

よ

う

と

試

み

た

の

で

あ

る

。

天

台

山

入

山

以

後

建

康

に

て

着

実

に

名

声

を

高

め

て

い

っ

た

智

顗

で

あ

っ

た

が

、

陳

と

北

斉

の

争

い

の

中

で

幼

き

こ

ろ

よ

り

交

誼

の

深

か

っ

た

北

斉

の

王

淋

が

敗

軍

の

将

と

し

て

建

康

で

首

を

晒

さ

れ

た

事

や

、

北

周

武

帝

の

廃

仏

を

聞

き

、

ま

た

建

康

の

士

大

夫

や

僧

侶

た

ち

が

知

識

を

尊

び

実

践

修

行

た

る

禅

を

軽

ん

じ

る

傾

向

に

も

不
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満

を

感

じ

、

天

台

山

隠

棲

を

決

意

し

た

。

陳

の

宣

帝

は

遺

留

し

た

が

、

智

顗

の

決

意

は

固

く

、

太

建

七

年

（

五

七

五

）

つ

い

に

天

台

山

に

入

山

す

る

に

到

っ

た

の

で

あ

る

。

智

顗

は

天

台

山

に

入

っ

た

後

、

中

国

社

会

は

激

動

す

る

こ

と

に

な

る

。

ま

ず

廃

仏

令

を

出

し

、

同

時

に

富

国

強

兵

に

努

め

て

い

た

北

周

武

帝

が

北

斉

に

攻

め

込

み

、

こ

れ

を

滅

亡

せ

し

め

て

、

華

北

を

統

一

し

た

（

五

七

七

）
。

武

帝

崩

御

（

五

七

八

）

の

後

を

継

い

だ

宣

帝

は

程

な

く

帝

位

を

幼

子

に

譲

っ

た

が

、

そ

れ

ら

の

間

に

臣

下

の

楊

堅

が

人

望

を

集

め

、

遂

に

北

周

よ

り

禅

譲

を

受

け

、

新

王

朝

を

開

い

た

。

こ

れ

が

隋

の

文

帝

で

あ

る

。

文

帝

は

仏

教

復

興

を

命

じ

果

敢

な

経

済

政

策

を

用

い

て

富

国

強

兵

に

努

め

た

。

も

と

よ

り

目

的

は

南

朝

の

陳

を

撃

ち

、

中

国

全

土

を

統

一

す

る

こ

と

に

あ

っ

た

。

そ

の

よ

う

な

時

に

陳

の

宣

帝

は

崩

御

し

（

五

八

二

）
、

後

主

が

後

を

継

い

だ

が

陳

の

国

運

は

風

前

の

灯

で

あ

っ

た

。

そ

の

よ

う

な

時

期

に

、

陳

後

主

の

勅

命

に

よ

り

智

顗

は

再

び

建

康

に

て

講

義

を

行

う

こ

と

と

な

っ

た

。

王

族

か

ら

の

要

請

も

あ

り

、

久

方

ぶ

り

で

智

顗

は

建

康

に

入

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

の

後

朝

廷

に

て

『

大

智

度

論

』

の

講

義

を

行

っ

た

が

、

住

居

は

光

宅

寺

で

あ

っ

た

。

智

顗

は

光

宅

寺

で

『

法

華

文

句

』

の

講

義

を

行

っ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

陳

の

後

主

も

皇

后

も

智

顗

に

対

し

て

深

く

尊

崇

の

念

を

抱

き

、

厚

く

庇

護

し

、

毎

年

光

宅

寺

に

行

幸

し

、

講

義

を

聴

聞

し

、

法

要

に

出

仕

し

た

と

さ

れ

る

。

し

か

し

隋

は

着

実

に

力

を

つ

け

、

晋

王

広

（

後

の

煬

帝

）

を

総

大

将

に

陳

へ

の

侵

攻

を

開

始

し

、

ま

も

な

く

陳

は

滅

亡

し

た

（

五

八

九

）
。

陳

滅

亡

の

後

、

智

顗

は

廬

山

に

難

を

避

け

た

。

廬

山

滞

在

中

に

晋

王

広

と

厚

誼

を

結

ん

だ

智

顗

は

、

彼

に

菩

薩

戒

を

授

け

た

。

更

に

荊

州

に

お

い

て

玉

泉

寺

を

晋

王

広

の

力

を

借

り

て

建

立

し

、

こ

こ

を

本

拠

と

し

て

『

法

華

玄

義

』
『

摩

訶

止

観

』

を

講

説

し

た

。

陳

が

滅

亡

し

た

後

、

文

帝

は

仏

教

護

持

の

願

を

立

て

て

、

文

帝

を

継

い

だ

晋

王

広

、

す

な

わ

ち

煬

帝

は

、

第

二

代

皇

帝

と

し

て

十

二

年

間

に

わ

た

っ

て

在

位

し

た

。

豪

華

な

生

活

を

好

み

、

土

木

工

事

を

起

こ

し

、

運

河

を

開

き

、

長

城

を

築

い

て

、

悪

罵

を

受

け

て

刺

殺

さ

れ

、

国

家

経

済

の

破

綻

を

来

し

た

と

も

評

さ

れ

る

が

、

近

年

、

あ

ら

た

め

て

そ

の

先

見

性

が

評

価

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

彼

は

、

皇

子

時

代

か

ら

、

仏

教

と

道

教

の

信

徒

で

あ

り

、

江

南

宗

教

界

の

高

徳

を

揚

州

に

集

め

て

、

四

道

場

に

住

せ

し

め

た

⑩

。

す

な

わ

ち

、

慧

日

寺

・

法

雲

寺

の

二

仏

寺

（

道

場

）

と

、

玉

清

・

金

洞

の

二

つ

の

道

観

で

あ

る

と

い

う

。

智

顗

は

晋

王

廣

に

再

三

慧

日

道

場

に

招

か

れ

た

が

、

こ

れ

を

固

辞

し

続

け

た

。

そ

し

て

、

下

山

し

て

十

年

後

に

再

び

天

台

山

に

入

っ

た

（

五

六

五

）

後

、

晋

王

廣

に

懇

請

さ

れ

て

『

維

摩

経

』

の

注

釈

書

、
『

維
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摩

経

文

疏

』

二

十

五

巻

と

『

維

摩

経

玄

疏

』

六

巻

を

撰

述

し

、

そ

れ

ら

を

晋

王

廣

に

献

上

す

べ

く

揚

州

に

向

か

う

途

中

、

石

城

寺

で

示

寂

し

た

の

で

あ

る

。

天

台

山

近

く

の

会

稽

嘉

祥

寺

に

住

持

し

て

た

吉

蔵

は

智

顗

に

面

会

を

希

望

す

る

旨

、

書

面

で

依

頼

し

た

が

、

智

顗

の

体

調

不

良

の

た

め

か

、

そ

れ

は

遂

に

叶

わ

な

か

っ

た

。

（

二

）

吉

蔵

の

事

蹟

吉

蔵

の

生

涯

に

つ

い

て

は

道

宣

撰

『

続

高

僧

伝

』

に

詳

し

く

、

こ

の

資

料

の

信

頼

性

も

高

い

と

評

価

さ

れ

て

い

る

。

吉

蔵

の

姓

は

安

氏

で

あ

り

、

も

と

は

西

域

安

息

国

（

パ

ル

テ

ィ

ア

）

出

身

の

一

族

の

末

裔

で

あ

る

。

吉

蔵

の

祖

父

の

代

に

中

国

広

州

に

移

住

し

、

吉

蔵

自

身

は

建

康

で

生

ま

れ

た

（

五

四

九

年

）
。

吉

蔵

の

家

は

代

々

熱

心

な

仏

教

徒

で

あ

り

、

吉

蔵

の

父

親

も

乞

食

遊

行

す

る

求

道

者

で

あ

っ

た

と

伝

え

ら

れ

る

。

そ

の

父

親

が

、

当

時

中

国

に

居

住

し

て

い

た

真

諦

三

蔵

と

め

ぐ

り

合

い

、
「

吉

蔵

」

の

名

を

与

え

ら

れ

た

と

さ

れ

る

。

そ

の

後

、

興

皇

寺

の

法

朗

に

七

歳

に

し

て

弟

子

入

り

し

出

家

し

た

が

、

幼

少

の

こ

ろ

か

ら

才

気

煥

発

、

年

十

九

に

し

て

皆

の

前

で

講

義

講

説

を

行

っ

て

い

た

と

い

う

。

彼

は

陳

朝

の

桂

楊

王

の

庇

護

を

受

け

、

陳

末

に

は

会

稽

の

嘉

祥

寺

に

住

持

し

、

こ

こ

を

拠

点

に

仏

典

の

研

究

と

人

々

の

教

化

を

行

っ

て

い

た

。

陳

が

隋

の

侵

攻

を

受

け

ま

さ

に

滅

び

ん

と

す

る

時

も

、

嘉

祥

寺

か

ら

離

れ

ず

留

ま

っ

て

い

た

事

か

ら

、

人

々

か

ら

嘉

祥

大

師

と

尊

称

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

と

い

う

。

し

か

し

『

続

高

僧

伝

』

に

は

、

吉

蔵

の

エ

ピ

ソ

ー

ド

の

一

つ

と

し

て

、

昔

、

陳

・

隋

の

廢

興

に

在

っ

て

、

江

陰

凌

亂

し

、

道

俗

波

う

っ

て

迸

り

、

各

、

城

邑

を

棄

つ

。

乃

ち

其

の

所

屬

を

率

い

て

諸

寺

中

に

往

き

、

但

だ

是

の

文

疏

、

並

び

に

皆

收

聚

し

、

三

間

の

堂

内

に

置

き

、

平

定

の

後

に

及

ん

で

方

に

こ

れ

を

洮

簡

せ

り

。

故

に

目

學

の

長

は

蔵

を

過

ぐ

る

こ

と

な

し

。

注

引

の

宏

廣

は

咸

く

此

れ

に

由

る

な

り

。

⑪

と

い

う

記

事

を

載

せ

て

い

る

。

吉

蔵

は

、

戦

乱

に

乗

じ

て

打

ち

棄

て

ら

れ

た

諸

寺

か

ら

文

書

を

す

べ

て

収

集

し

、

後

に

こ

れ

を

取

捨

選

択

し

た

と

い

う

。

道

宣

が

「

目

學

の

長

は

（

吉

）

蔵

を

過

ぐ

る

こ

と

な

し

」

と

評

し

、

吉

蔵

の

博

引

旁

証

の

根

源

に

つ

い

て

「

注

引

の

宏

廣

は

咸

く

此

れ

に

由

る

な

り

。
」

と

し

て

い
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る

の

は

い

さ

さ

か

の

皮

肉

を

交

え

た

評

に

違

い

な

い

。

先

に

触

れ

た

が

、

晋

王

廣

、

後

の

隋

の

煬

帝

は

慧

日

寺

・

法

雲

寺

の

二

仏

寺

（

道

場

）

と

、

玉

清

・

金

洞

の

二

つ

の

道

観

を

開

い

て

大

徳

諸

僧

を

招

請

し

た

が

、

吉

蔵

も

揚

州

慧

日

道

場

に

招

か

れ

、

こ

こ

で

『

三

論

玄

義

』

を

執

筆

し

た

と

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

慧

日

道

場

に

招

か

れ

た

諸

僧

は

江

南

仏

教

界

の

多

く

の

名

僧

･

学

僧

た

ち

で

、

智

脱

・

法

澄

・

智

矩

・

吉

蔵

・

慧

覚

・

慧

越

・

慧

果

・

法

安

・

法

称

等

が

い

た

。

こ

の

中

に

吉

蔵

が

招

請

を

受

け

入

れ

て

開

皇

十

七

年

（

五

九

七

）

に

慧

日

道

場

に

住

し

、

さ

ら

に

二

年

後

に

晋

王

廣

に

従

っ

て

長

安

の

日

厳

寺

に

移

っ

て

い

る

こ

と

は

、

彼

の

仏

教

者

あ

る

い

は

人

間

的

資

質

を

考

え

る

上

で

興

味

深

い

⑫

。

さ

て

吉

蔵

は

「

三

論

宗

」

の

開

祖

と

い

う

位

置

づ

け

で

あ

る

が

、
「

三

論

」

す

な

わ

ち

『

中

論

』
『

百

論

』
『

十

二

門

論

』

の

三

種

の

中

観

論

書

に

注

目

し

大

い

に

顕

揚

し

た

の

は

吉

蔵

が

初

め

て

と

言

う

わ

け

で

は

な

い

。

こ

の

三

書

は

鳩

摩

羅

什

に

よ

っ

て

訳

出

さ

れ

て

以

来

、

常

に

注

目

さ

れ

て

い

た

と

い

っ

て

よ

い

。

た

だ

し

吉

蔵

の

よ

う

に

三

書

を

特

別

視

し

た

わ

け

で

は

な

く

、

鳩

摩

羅

什

以

前

か

ら

存

在

す

る

一

つ

の

傾

向

と

し

て

の

『

般

若

経

』

を

中

心

と

し

た

教

学

研

究

が

鳩

摩

羅

什

の

各

種

『

般

若

経

』

と

『

大

智

度

論

』

の

訳

出

に

よ

っ

て

更

に

発

展

し

、

そ

の

路

線

に

沿

っ

て

三

論

も

大

い

に

顕

揚

さ

れ

学

ば

れ

た

。

興

味

深

い

の

は

こ

れ

ら

の

学

門

を

学

ぶ

僧

侶

た

ち

は

『

成

実

論

』

を

も

大

い

に

学

ん

で

い

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

要

す

る

に

鳩

摩

羅

什

以

後

は

彼

が

訳

出

し

た

『

般

若

経

』

を

中

心

と

し

た

経

典

・

論

書

を

学

ぶ

こ

と

が

中

国

仏

教

の

一

つ

の

潮

流

に

な

っ

て

い

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

吉

蔵

も

こ

の

流

れ

の

中

に

あ

る

が

、

特

徴

的

な

こ

と

は

吉

蔵

が

『

成

実

論

』

と

『

毘

曇

』
（

阿

毘

達

磨

）

を

厳

し

く

批

判

し

、

自

ら

の

教

学

を

三

論

な

い

し

『

大

智

度

論

』

に

特

化

し

て

大

成

し

た

点

で

あ

る

。

吉

蔵

の

教

学

に

お

い

て

欠

か

せ

な

い

基

本

的

態

度

の

一

つ

に

「

破

邪

顕

正

」

が

あ

る

が

、

ま

さ

に

「

破

邪

」

た

る

『

成

実

論

』

や

『

毘

曇

』

を

排

斥

し

、

三

論

な

い

し

『

大

智

度

論

』

を

顕

揚

す

る

こ

と

で

「

顕

正

」

す

る

の

で

あ

る

。
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註

①

佐

藤

哲

英

『

天

台

大

師

の

研

究

』

二

八

～

七

三

頁

、

京

戸

慈

光

『

天

台

大

師

の

生

涯

』
（

第

三

文

明

社

、

一

九

七

五

年

）
、

鎌

田

茂

雄

『

中

国

仏

教

史

』

第

五

巻

「

隋

唐

の

仏

教

（

上

）
」
（

東

京

大

学

出

版

会

、

一

九

九

四

年

）

三

四

～

三

六

頁

、

高

崎

直

道

・

木

村

清

孝

編

『

ア

ジ

ア

仏

教

第

三

巻

新

仏

教

の

興

隆

』
（

春

秋

社

、

一

九

九

七

年

）

九

一

五

頁

な

ど

。

②

『

大

方

等

陀

羅

尼

経

』

に

基

づ

く

半

行

半

坐

三

昧

行

。

神

異

的

か

つ

現

世

利

益

的

な

性

格

を

持

つ

行

法

で

あ

っ

た

と

さ

れ

る

。

③

「

法

華

經

者

大

乘

頓

覺

。

無

師

自

悟

疾

成

佛

道

。

一

切

世

間

難

信

法

門

。

凡

是

一

切

新

學

菩

薩

。

欲

求

大

乘

超

過

一

切

諸

菩

薩

疾

成

佛

道

。

須

持

戒

忍

辱

精

進

勤

修

禪

定

。

專

心

勤

學

法

華

三

昧

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

六

、

六

九

七

頁

ｃ

）

④

眼

根

清

浄

と

三

陀

羅

尼

と

三

智

獲

得

の

関

係

は

、

ア

、

旋

陀

羅

尼

（

総

持

陀

羅

尼

）
（

肉

眼

・

天

眼

＝

菩

薩

の

道

慧

）

イ

、

百

千

万

億

旋

陀

羅

尼

（

法

眼

＝

菩

薩

の

道

種

慧

）

ウ

、

法

音

方

便

陀

羅

尼

（

仏

眼

＝

菩

薩

の

一

切

種

慧

）

と

な

る

。

⑤

「

復

次

四

種

安

樂

行

。

第

一

名

爲

正

慧

離

著

安

樂

行

。

第

二

名

爲

無

輕

讃

毀

安

樂

行

。

亦

名

轉

諸

聲

聞

令

得

佛

智

安

樂

行

。

第

三

名

爲

無

惱

平

等

安

樂

行

。

亦

名

敬

善

知

識

安

樂

行

。

第

四

名

爲

慈

悲

接

引

安

樂

行

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

六

、

七

〇

〇

頁

ａ

）

⑥

「

無

相

行

者

。

即

是

安

楽

行

。

一

切

諸

法

中

。

心

相

寂

滅

畢

竟

不

生

。

故

名

為

無

相

行

也

。

常

在

一

切

深

妙

禅

定

。

行

住

坐

臥

飮

食

語

言

。

一

切

威

儀

心

常

定

故

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

六

、

七

〇

〇

頁

ａ

）

⑦

『

隋

天

台

智

者

大

師

別

伝

』

に

「

思

師

歎

曰

。

非

爾

弗

證

非

我

莫

識

。

所

入

定

者

法

華

三

昧

前

方

便

也

。

所

發

持

者

初

旋

陀

羅

尼

也

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

五

十

、

一

九

二

頁

ａ

）

と

あ

る

。

⑧

「

天

台

傳

南

岳

三

種

止

觀

。

一

漸

次

。

二

不

定

。

三

圓

頓

。

皆

是

大

乘

。

倶

縁

實

相

同

名

止

觀

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

六

、

一

頁

ｃ

）
。

⑨

佐

藤

哲

英

『

天

台

大

師

の

研

究

』

一

〇

三

～

一

一

五

頁

。

⑩

鎌

田

茂

雄

『

中

国

仏

教

史

』
（

岩

波

全

書

）

一

七

八

頁

。

山

崎

宏

「

煬

帝

（

晋

広

王

）

の

四

道

場

」
（
『

隋

唐

仏

教

史
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の

研

究

』

第

五

章

）

⑪

「

在

昔

陳

隋

廢

興

。

江

陰

凌

亂

。

道

俗

波

迸

。

各

棄

城

邑

乃

率

其

所

屬

往

諸

寺

中

。

但

是

文

疏

並

皆

收

聚

。

置

于

三

間

堂

内

及

平

定

後

方

洮

簡

之

。

故

目

學

之

長

勿

過

於

藏

。

注

引

宏

廣

咸

由

此

焉

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

五

十

、

五

一

四

頁

ｃ

）

⑫

こ

の

点

に

つ

い

て

は

す

で

に

論

考

が

あ

る

。

平

井

俊

栄

氏

は

、

吉

蔵

が

晋

王

廣

に

召

さ

れ

て

慧

日

道

場

に

移

っ

た

の

は

、

吉

蔵

の

中

に

権

力

体

制

に

阿

る

傾

向

が

見

ら

れ

る

か

ら

で

あ

ろ

う

と

し

、

そ

の

一

方

で

、

晋

王

廣

の

再

三

の

招

請

を

固

辞

し

た

智

顗

に

つ

い

て

は

、
「

現

実

社

会

の

教

化

と

教

団

の

護

持

の

た

め

に

体

制

に

順

応

し

な

が

ら

も

体

制

べ

っ

た

り

の

生

き

方

を

批

判

し

た

、

所

謂

定

慧

を

双

修

し

、

世

俗

と

出

世

を

雙

行

し

よ

う

と

す

る

智

顗

の

実

践

的

な

宗

教

人

の

面

目

を

伺

う

こ

と

が

出

来

る

の

で

あ

る

。
」

と

述

べ

て

い

る

（

平

井

俊

栄

「

中

国

三

論

宗

の

歴

史

的

性

格

(

下

)

ー

吉

蔵

と

智

顗

・

隋

唐

新

仏

教

者

と

し

て

の

意

識

と

思

想

を

め

ぐ

っ

て

ー

」

一

二

一

頁

）
。



- 25 -

本

論
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第

一

章

智

顗

と

吉

蔵

の

仏

性

説

仏

性

説

と

そ

の

先

行

研

究

一

般

に

「

仏

性

」

と

は

、
「

衆

生

が

本

来

有

し

て

い

る

本

性

」
「

仏

と

な

る

可

能

性

」

な

ど

と

さ

れ

る

①

。

す

な

わ

ち

『

大

乗

涅

槃

経

』

の

「

一

切

衆

生

悉

有

仏

性

」

の

教

説

に

よ

り

、

総

て

の

衆

生

は

必

ず

仏

陀

と

成

る

可

能

性

を

自

己

に

宿

し

て

い

る

こ

と

が

主

張

さ

れ

た

。

こ

の

教

説

は

『

如

来

蔵

経

』

の

「

す

べ

て

の

衆

生

は

如

来

蔵

」

で

あ

る

（

一

切

衆

生

に

如

来

が

宿

さ

れ

て

い

る

）

と

す

る

主

張

と

本

質

的

に

同

じ

も

の

で

あ

る

。

如

来

蔵

と

い

う

語

を

使

用

す

る

『

如

来

蔵

経

』
、
『

不

増

不

減

経

』
、
『

勝

鬘

経

』

な

ど

の

経

典

群

は

、

大

乗

『

涅

槃

経

』

の

仏

性

と

同

じ

も

の

を

煩

悩

と

の

関

係

に

お

い

て

如

来

蔵

と

呼

ん

だ

も

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

衆

生

の

具

有

す

る

仏

性

は

、

煩

悩

に

隠

さ

れ

て

い

る

た

め

そ

の

全

的

輝

き

が

顕

さ

れ

て

い

な

い

け

れ

ど

も

、
煩

悩

蔵

が

除

去

さ

れ

る

こ

と

に

よ

っ

て

仏

性

が

顕

わ

に

な

る

と

説

く

の

で

あ

る

。

イ

ン

ド

大

乗

仏

教

で

は

仏

性

、

如

来

蔵

の

思

想

か

ら

さ

ら

に

進

ん

で

、
「

自

性

清

浄

心

」
「

五

姓

格

別

」
、

草

木

瓦

石

に

お

け

る

仏

性

で

あ

る

「

無

情

仏

性

」

等

が

問

わ

れ

た

。
「

自

性

清

浄

心

」

と

は

本

性

清

浄

説

で

、

凡

夫

・

悪

人

に

お

い

て

も

仏

の

本

質

が

内

蔵

さ

れ

て

い

る

こ

と

と

同

義

で

あ

る

が

、

し

か

し

そ

の

仏

の

本

質

が

具

有

さ

れ

て

い

る

か

否

か

の

論

が

闘

わ

さ

れ

た

。

唯

識

仏

教

は

衆

生

の

素

質

を

、

声

聞

、

縁

覚

、

菩

薩

、

不

定

、

無

性

の

五

種

に

分

け

、

五

性

各

別

を

主

張

し

た

。

す

な

わ

ち

、

成

仏

可

能

な

者

は

五

性

の

う

ち

、

菩

薩

種

性

と

不

定

種

性

の

二

種

で

、

そ

れ

以

外

の

種

性

の

者

は

成

仏

不

可

能

で

あ

る

と

し

た

の

で

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

「

無

性

有

情

」
（

本

来

的

に

仏

性

を

具

有

し

な

い

衆

生

の

存

在

）

が

ど

の

よ

う

な

者

で

あ

る

か

が

論

じ

ら

れ

た

。

一

切

衆

生

悉

有

仏

性

が

説

か

れ

る

反

面

、

世

親

『

仏

性

論

』

巻

一

で

は

衆

生

に

は

先

天

的

な

性

得

仏

性

は

な

く

、

後

天

的

な

修

行

に

よ

っ

て

得

る

修

得

仏

性

が

あ

る

と

し

て

、

決

定

無

仏

性

・

有

無

不

定

・

決

定

有

仏

性

と

い

う

よ

う

に

、

衆

生

に

は

、

も

と

も

と

仏

性

を

持

つ

者

・

持

た

な

い

者

・

不

定

で

あ

る

者

の

三

種

が

あ

る

と

説

い

た

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

説

は

玄

奘

三

蔵

に

よ

る

イ

ン

ド
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唯

識

仏

教

の

中

国

へ

移

入

に

よ

っ

て

紹

介

さ

れ

、

七

世

紀

後

半

の

中

国

仏

教

界

に

大

き

な

議

論

を

巻

き

起

こ

し

、

そ

れ

は

日

本

仏

教

へ

も

伝

わ

り

、

最

澄

と

徳

一

と

の

論

争

を

引

き

起

こ

し

て

い

る

。

本

章

の

主

要

な

目

的

は

、

天

台

と

三

論

の

仏

性

説

の

相

違

に

関

心

を

持

っ

て

論

を

進

め

る

こ

と

に

あ

る

が

、

そ

の

前

に

、

仏

性

說

に

つ

い

て

主

要

な

先

行

研

究

と

し

て

常

盤

大

定

博

士

『

仏

性

の

研

究

』

を

取

り

上

げ

て

概

観

し

た

い

と

思

う

。

常

盤

大

定

博

士

『

仏

性

の

研

究

』

常

盤

大

定

博

士

『

仏

性

の

研

究

』

論

著

の

由

縁

は

、

結

局

、

一

切

衆

生

悉

有

仏

性

の

論

と

、

五

姓

格

別

の

思

潮

と

の

根

源

を

明

ら

か

に

し

、

建

設

的

な

仏

教

理

解

を

提

示

し

よ

う

と

す

る

と

こ

ろ

に

、

そ

の

根

幹

が

あ

る

や

に

思

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

そ

し

て

「

仏

性

」

を

め

ぐ

っ

て

の

論

争

が

仏

教

展

開

史

上

、

繰

り

返

し

史

実

を

確

か

め

、

そ

の

上

に

こ

の

問

題

の

現

代

で

の

解

決

を

目

指

そ

う

と

し

た

よ

う

に

感

じ

ら

れ

る

。

す

な

わ

ち

、

博

士

は

本

書

「

緒

論

仏

性

問

題

概

観

」

に

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。
「

成

仏

を

以

て

終

局

と

す

る

仏

教

に

於

て

、

仏

性

の

問

題

は

、

最

初

に

し

て

而

も

亦

最

後

と

も

い

ふ

べ

き

ま

で

に

、

重

要

な

る

を

有

す

。

…

仏

性

に

関

し

て

究

明

せ

ら

る

べ

き

問

題

、

頗

る

多

し

。

こ

れ

と

真

如

と

の

関

係

、

こ

れ

と

人

性

と

の

関

係

、

は

た

又

、

こ

れ

と

発

心

修

行

と

の

関

係

、

こ

れ

と

無

明

と

の

関

係

、

殊

に

こ

れ

と

如

来

と

の

関

係

等

、

…

仏

教

教

理

の

全

般

に

及

ぶ

の

勢

あ

り

．

…

」

②

と

。

こ

う

し

た

問

題

意

識

の

上

に

、

一

乗

家

と

三

乗

家

と

の

対

比

を

試

み

、

今

後

の

仏

教

の

可

能

性

に

つ

い

て

の

解

決

を

「
『

涅

槃

経

』

の

悉

有

仏

性

を

以

て

理

仏

性

と

す

る

事

に

於

い

て

は

両

家

そ

の

説

を

同

じ

く

す

と

雖

も

、

一

乗

家

は

、

理

仏

性

あ

る

時

は

、

当

然

開

展

し

て

行

仏

性

と

な

る

べ

き

も

の

と

為

し

て

、

一

切

悉

有

説

を

立

て

た

り

。

三

乗

家

は

、

之

に

反

し

て

、

た

と

ひ

理

仏

性

あ

る

も

、

そ

は

所

依

な

る

の

み

、

成

仏

の

親

因

と

す

べ

き

に

あ

ら

ず

。

親

因

は

、

之

を

無

漏

種

子

に

求

め

ざ

る

べ

か

ら

ず

と

し

、

無

漏

種

子

の

有

無

に

よ

り

て

一

分

無

性

説

を

為

せ

り

」

と

す

る

③

。

そ

の

上

で

、
「

甲

、

一

乗

家

に

対

す

る

要

求

」

の

最

初

に

、
「

一

乗

家

の

長

所

に

し

て

而

も

そ

の

弱

点

と

思

は

る

る

は

、

第

一

に

、

仏

性

観

の

多

義

多

含

に

し

て

円

転

脱

滑

、

時

に

亡

羊

の

嘆

を

発

せ

し

む

る

に

あ

り

。

第

二

に

無

明

観

の

曖

昧

模

糊

と

し

て

補

捉

す

べ

か

ら

ざ

る

に

あ

り

。

…

」

④

と

い

い

、
「

乙

、

三

乗

家

に

対

す

る

要

求

」

の

冒

頭

に

、
「

三

乗

家

の

最

も

弱

点

と

す

る

所

は

、

無

漏

種

子

の

依

附

説

な

り

。
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…

」

⑤

と

し

て

、

客

観

的

な

立

場

か

ら

、

一

乗

家

と

三

乗

家

相

互

に

弱

点

が

あ

る

と

し

て

、

さ

ら

に

第

三

の

角

度

か

ら

、

新

た

な

仏

性

説

の

提

示

を

期

待

し

て

居

る

よ

う

に

見

受

け

ら

れ

る

。

常

盤

博

士

は

、

こ

の

よ

う

な

見

地

か

ら

、
「

上

篇

印

度

に

於

け

る

仏

性

問

題

」
（

八

章

か

ら

成

る

）
、

「

中

篇

支

那

に

於

け

る

仏

性

問

題

」
（

十

二

章

か

ら

成

る

）
、
「

下

篇

日

本

に

於

け

る

仏

性

問

題

」
（

七

章

か

ら

成

る

）
、

と

い

う

よ

う

に

、

上

中

下

の

三

篇

を

設

け

て

イ

ン

ド

・

中

国

・

日

本

と

広

く

仏

性

問

題

を

論

じ

て

い

る

。

そ

の

中

で

「

下

篇

」

の

第

八

章

で

「

真

如

所

縁

縁

種

子

問

題

」

を

論

じ

、

第

九

章

で

「

無

性

の

文

証

」

を

論

じ

、

第

十

章

に

「

仏

性

問

題

の

結

論

」

を

配

し

て

い

る

。

常

盤

博

士

は

、

中

国

仏

教

が

、
「

す

べ

て

の

修

行

者

に

仏

性

が

備

わ

っ

て

い

る

」

と

い

う

前

提

で

通

観

し

、

法

相

唯

識

の

一

分

不

成

仏

の

考

え

は

主

要

な

流

れ

に

な

っ

て

い

な

い

と

考

え

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

事

実

、

多

く

の

学

匠

は

、
「

す

べ

て

の

修

行

者

に

仏

性

が

具

わ

っ

て

い

る

」

と

し

て

、

禅

観

の

修

行

を

勧

め

、

多

く

の

紙

数

を

成

仏

の

可

能

性

と

そ

の

手

段

の

開

発

と

に

つ

い

て

に

割

い

て

い

る

と

言

っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う

。

本

章

は

三

論

宗

と

天

台

宗

と

の

仏

性

説

に

つ

い

て

の

関

連

を

見

て

い

く

こ

と

に

す

る

。

註

①

『

岩

波

仏

教

辞

典

』
（

岩

波

書

店

。

二

○

○

二

年

）

六

九

九

頁

。

②

常

盤

大

定

『

仏

性

の

研

究

』

(

復

刻

版

、

国

書

刊

行

会

、

一

九

七

二

年

）

一

頁

。

③

同

書

五

八

二

頁

。

④

同

書

五

八

三

～

四

頁

。

⑤

同

書

五

八

六

頁

。
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第

一

節

吉

蔵

の

仏

性

説

―

智

顗

と

の

比

較

に

お

い

て

―

一

、

は

じ

め

に

吉

蔵

の

仏

性

説

に

つ

い

て

は

、

従

来

「

五

種

仏

性

説

」

と

い

う

名

で

知

ら

れ

て

い

る

。

こ

の

仏

性

説

は

先

に

挙

げ

た

常

盤

大

定

『

仏

性

の

研

究

』

や

平

井

俊

栄

『

中

国

般

若

思

想

史

研

究

』

な

ど

に

お

い

て

論

じ

ら

れ

て

い

る

が

①

、

こ

こ

で

は

そ

れ

ら

の

成

果

を

確

認

し

た

上

で

、

改

め

て

吉

蔵

の

『

大

乗

玄

論

』
『

中

観

論

疏

』

な

ど

の

著

作

に

拠

っ

て

、

直

接

に

検

討

を

加

え

る

こ

と

に

す

る

。

二

、

五

種

仏

性

説

「

五

種

仏

性

」

と

い

う

語

そ

の

も

の

は

、

も

と

も

と

大

乗

『

涅

槃

経

』

迦

葉

菩

薩

品

に

出

る

も

の

で

、

経

は

断

善

根

者

に

お

け

る

仏

性

の

有

無

を

論

じ

て

お

り

、

そ

の

議

論

の

中

で

仏

性

に

五

種

、

六

種

、

七

種

の

仏

性

が

あ

る

と

説

い

て

い

る

②

。

経

で

い

う

五

種

仏

性

と

は

、

十

住

位

の

内

の

八

住

～

六

住

の

菩

薩

の

場

合

は

、
「

一

眞

、

二

實

、

三

淨

、

四

善

、

五

可

見

」
、

五

住

か

ら

初

住

の

場

合

は

「

一

眞

、

二

實

、

三

淨

、

四

可

見

、

五

善

不

善

」

と

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

五

住

よ

り

下

位

の

場

合

は

「

善

」

が

「

善

不

善

」

に

置

き

換

え

ら

れ

て

い

る

も

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

吉

蔵

の

い

う

五

種

仏

性

は

、

経

の

い

う

右

の

五

種

仏

性

を

い

う

の

で

は

な

い

。

吉

蔵

は

『

大

乗

玄

論

』

巻

三

に

「

仏

性

義

」

を

設

け

、

南

北

朝

仏

教

を

通

じ

て

議

論

の

あ

っ

た

正

因

仏

性

の

議

論

を

中

心

に

仏

性

問

題

を

取

り

上

げ

て

い

る

。

そ

の

中

で

五

種

仏

性

が

取

り

上

げ

ら

れ

て

い

る

が

、

ま

た

『

中

観

論

疏

』

中

に

も

よ

り

整

理

さ

れ

た

形

で

記

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

は

す

で

に

先

学

が

指

摘

し

て

い

る

こ

と

で

あ

る

が

③

、
『

中

観

論

疏

』

中

の

該

当

部

分

を

出

す

と

、

次

の

よ

う

で

あ

る

④

。

六

に

は

、

大

涅

槃

経

に

五

種

の

仏

性

を

明

か

す

。

蓋

し

是

れ

諸

仏

の

秘

蔵

、

万

流

の

宗

極

、

因

縁

の

内

に

蘊

存

す

。

然

る

所

以

は

、

十

二

因

縁

は

不

生

不

滅

な

れ

ば

な

り

。

謂

は

く

、

境

界

仏

性

な

り

。

十

二
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因

縁

は

本

よ

り

無

生

滅

な

る

に

由

っ

て

正

観

を

発

生

す

。

即

ち

観

智

仏

性

な

り

。

斯

の

観

、

明

了

な

る

を

即

ち

菩

提

果

仏

性

と

名

づ

く

。

正

観

既

に

彰

ら

か

に

し

て

、

生

死

の

患

累

は

畢

竟

空

に

し

て

永

く

滅

す

。

即

ち

大

涅

槃

果

果

仏

性

な

り

。

然

も

十

二

因

縁

の

本

性

は

寂

滅

に

し

て

未

だ

曽

て

境

智

に

あ

ら

ず

、

亦

た

因

果

に

非

ず

。

何

を

以

て

之

を

目

づ

く

か

知

ら

ず

。

強

い

て

正

性

と

名

づ

く

。

正

性

と

は

五

性

の

本

な

り

。

然

も

此

の

五

性

、

更

に

別

体

な

し

。

但

し

因

縁

の

一

法

転

じ

て

而

も

五

と

為

す

。

こ

こ

で

文

頭

に

「

六

に

は

」

と

あ

る

の

は

、

吉

蔵

が

『

中

論

』

の

「

観

因

縁

品

」

を

解

釈

す

る

の

に

、

「

観

因

縁

」

と

は

十

二

因

縁

を

観

ず

る

こ

と

で

あ

る

と

解

釈

し

、

そ

の

理

由

を

十

義

挙

げ

て

い

る

の

だ

が

、

そ

の

う

ち

の

第

六

番

目

に

相

当

す

る

部

分

だ

か

ら

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

か

ら

分

か

る

よ

う

に

、

吉

蔵

は

仏

性

を

十

二

因

縁

と

解

釈

し

て

、
「

境

界

仏

性

」
「

観

智

仏

性

」
「

菩

提

果

仏

性

」
「

大

涅

槃

果

果

仏

性

」
「

正

性

仏

性

」

の

五

種

仏

性

を

い

う

の

で

あ

る

。

ま

た

、
「

大

涅

槃

経

に

五

種

の

仏

性

を

明

か

す

」

と

言

っ

て

い

る

の

は

先

に

出

し

た

大

乗

『

涅

槃

経

』

迦

葉

菩

薩

品

の

部

分

を

い

う

の

で

は

な

い

。

吉

蔵

の

言

う

そ

の

経

文

は

師

子

吼

品

の

文

で

あ

る

。

こ

れ

を

出

せ

ば

、

次

の

通

り

で

あ

る

⑤

。

善

男

子

よ

、

是

の

十

二

因

縁

を

観

ず

る

智

慧

は

、

即

ち

阿

耨

多

羅

三

藐

三

菩

提

の

種

子

な

り

。

是

の

義

を

以

て

の

故

に

十

二

因

縁

を

名

づ

け

て

仏

性

と

為

す

。

善

男

子

よ

、

譬

え

ば

胡

苽

を

名

づ

け

て

熱

病

と

為

す

が

如

し

。

何

を

以

て

の

故

に

。

能

く

熱

病

の

為

に

因

縁

と

作

る

が

故

な

り

。

十

二

因

縁

も

亦

復

た

是

く

の

如

し

。

善

男

子

よ

、

仏

性

と

は

、

因

有

り

、

因

因

有

り

、

果

有

り

、

果

果

有

り

。

因

有

り

と

は

、

即

ち

十

二

因

縁

な

り

。

因

因

と

は

、

即

ち

智

慧

な

り

。

果

有

り

と

は

、

即

ち

阿

耨

多

羅

藐

三

菩

提

な

り

。

果

果

と

は

、

即

ち

無

上

の

大

般

涅

槃

な

り

。

善

男

子

よ

、

譬

え

ば

無

明

を

因

と

為

し

、

諸

行

を

果

と

為

し

、

行

は

因

た

り

、

識

は

果

た

る

が

如

し

。

是

の

義

を

以

て

の

故

に

、

彼

の

無

明

の

体

も

、

亦

た

因

た

り

、

亦

た

因

因

た

り

。

識

も

亦

た

果

た

り

、

亦

た

果

果

た

り

。

仏

性

も

亦

た

爾

な

り

。

善

男

子

よ

、

是

の

義

を

以

て

の

故

に

、

十

二

因

縁

は

、

出

で

ず

滅

せ

ず

、

常

な

ら

ず

断

な

ら

ず

、

一

に

非

ず

二

に

非

ず

、

来

た

ら

ず

去

ら

ず

、

因

に

非

ず

果

に

非

ざ

る

な

り

。

善

男

子

よ

、

是

因

非

果

は

仏

性

の

如

し

。

是

果

非

因

は

大

涅

槃

の

如

し

。

是

因

是

果

は

十

二

因

縁

所

生

の

法

の

如

し

。

非

因

非

果

は

名

づ

け

て

仏

性

と

為

す

。

因

果

に

あ

ら

ざ

る

が

故

に

常

恒

に

し

て

無

変

な

り

。

経

は

「

十

二

因

縁

を

名

づ

け

て

仏

性

と

為

す

」

と

い

う

。

十

二

因

縁

は

本

來

、

無

明

か

ら

生

老

病

死

へ

の



- 32 -

流

轉

門

と

無

明

の

滅

に

よ

る

苦

の

滅

に

至

る

還

滅

門

の

、

生

滅

と

涅

槃

と

の

両

面

を

示

す

法

な

の

で

、

仏

性

が

衆

生

の

迷

い

の

現

実

と

、

そ

の

中

に

あ

る

仏

の

本

質

を

表

す

こ

と

に

関

連

づ

け

て

の

立

言

で

あ

ろ

う

。

経

文

に

は

、

因

と

因

因

、

果

と

果

果

、

そ

れ

に

是

因

非

果

、

是

果

非

因

、

是

因

是

果

、

非

果

非

因

の

四

種

づ

つ

の

因

果

を

出

し

て

い

る

。

因

と

は

十

二

因

縁

、

因

因

と

は

十

二

因

縁

を

観

ず

る

智

慧

、

果

と

は

阿

耨

多

羅

三

藐

三

菩

提

、

果

果

と

は

大

般

涅

槃

と

し

、

さ

ら

に

是

因

非

果

は

仏

性

、

是

果

非

因

は

大

涅

槃

、

是

因

是

果

は

十

二

因

縁

所

生

の

法

、

非

因

非

果

は

仏

性

で

あ

る

と

説

く

。

さ

ら

に

経

は

「

十

二

因

縁

は

、

出

で

ず

滅

せ

ず

、

常

な

ら

ず

断

な

ら

ず

、

一

に

非

ず

二

に

非

ず

、

来

た

ら

ず

去

ら

ず

、

因

に

非

ず

果

に

非

ざ

る

な

り

」

と

説

い

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

経

の

こ

の

段

の

意

味

す

る

と

こ

ろ

は

、
『

中

論

』

観

因

縁

品

の

八

不

の

思

想

と

通

底

し

て

い

る

。

仏

性

と

い

う

実

体

的

に

考

え

ら

れ

や

す

い

も

の

を

般

若

の

空

と

結

び

つ

け

よ

う

と

す

る

の

が

経

文

の

意

図

で

あ

る

。

吉

蔵

は

、

こ

の

経

の

意

図

を

く

み

取

り

、

経

に

説

く

通

り

に

仏

性

を

十

二

因

縁

と

捉

え

、

不

生

不

滅

な

る

十

二

因

縁

を

境

界

仏

性

、

そ

の

十

二

因

縁

を

観

ず

る

観

智

を

観

智

仏

性

と

し

、

阿

耨

多

羅

三

藐

三

菩

提

を

菩

提

果

仏

性

、

大

涅

槃

を

大

涅

槃

果

果

仏

性

と

し

、

そ

し

て

そ

の

四

種

仏

性

の

根

底

を

な

す

も

の

と

し

て

正

性

と

し

た

の

で

あ

る

。

こ

の

正

性

は

正

因

仏

性

の

こ

と

で

あ

る

が

、

吉

蔵

は

南

北

朝

仏

教

の

仏

性

に

関

す

る

議

論

の

的

で

あ

っ

た

正

因

仏

性

に

つ

い

て

ど

の

よ

う

な

見

解

を

以

て

い

た

の

か

。

こ

の

問

題

に

つ

い

て

は

す

で

に

先

学

の

論

考

が

あ

る

が

⑥

、
『

大

乗

玄

論

』

に

次

の

よ

う

に

言

う

⑦

。

不

因

に

し

て

し

か

も

因

な

れ

ば

、

境

と

智

を

開

く

。

故

に

二

因

有

り

。

謂

く

因

と

因

因

と

な

り

。

不

果

に

し

て

而

も

果

な

け

れ

ば

、

智

と

断

を

開

く

。

故

に

二

果

有

り

。

謂

く

果

と

果

果

と

な

り

。

正

因

を

論

ず

る

に

至

っ

て

は

豈

に

こ

れ

因

果

な

ら

ん

や

。

故

に

非

因

非

果

な

り

。

即

ち

是

れ

中

道

に

し

て

名

づ

け

て

正

因

と

為

す

。

故

に

中

道

を

以

て

正

因

仏

性

と

な

す

な

り

。

故

に

経

に

云

く

、
「

仏

性

は

是

れ

三

菩

提

中

道

の

種

子

な

り

。

所

以

に

佛

性

は

即

ち

是

れ

中

道

の

種

子

な

り

」

と

。

亦

た

中

道

の

因

を

以

て

正

の

種

子

と

為

す

こ

と

を

得

べ

き

な

り

。

こ

こ

で

は

非

因

非

果

の

中

道

を

正

因

仏

性

と

す

る

と

い

い

、

経

の

仏

性

は

中

道

の

種

子

で

あ

る

と

い

う

文

を

引

き

、

中

道

の

因

を

正

因

仏

性

の

種

子

と

い

う

こ

と

も

で

き

る

と

結

ん

で

い

る

。

こ

の

よ

う

に

吉

蔵
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に

と

っ

て

仏

性

の

本

質

、

正

因

仏

性

は

中

道

で

あ

る

と

す

る

。

こ

れ

は

吉

蔵

の

根

本

的

態

度

で

あ

る

無

得

正

観

に

よ

る

仏

性

理

解

で

あ

る

と

い

え

よ

う

。
『

涅

槃

経

』

自

体

が

十

二

因

縁

を

不

生

不

滅

と

い

い

、

仏

性

で

あ

る

と

言

い

、

さ

ら

に

は

仏

性

は

中

道

の

種

子

で

あ

る

と

述

べ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

な

お

、

右

に

見

た

よ

う

に

吉

蔵

の

五

種

仏

性

は

、
『

涅

槃

経

』

が

説

く

十

二

因

縁

の

不

生

不

滅

に

基

づ

い

た

も

の

で

あ

る

が

、

こ

の

よ

う

に

仏

性

を

五

種

に

数

え

る

の

は

吉

蔵

の

創

見

で

は

な

く

、

開

善

寺

智

蔵

や

莊

嚴

寺

僧

旻

な

ど

が

す

で

に

似

た

説

を

出

し

て

い

る

こ

と

が

指

摘

さ

れ

て

い

る

⑧

。

三

、

智

顗

と

の

比

較

吉

蔵

の

五

種

仏

性

説

は

『

涅

槃

経

』

師

子

吼

品

の

文

に

基

づ

い

た

も

の

で

あ

っ

た

が

、

智

顗

の

い

わ

ゆ

る

三

因

仏

性

は

ど

う

で

あ

ろ

う

か

。

三

因

仏

性

は

智

顗

が

『

涅

槃

経

』

の

師

子

吼

品

に

説

か

れ

る

正

因

と

了

因

正

因

と

縁

因

の

二

組

の

因

に

よ

っ

て

組

織

さ

れ

た

も

の

と

さ

れ

て

い

る

が

⑨

、

そ

の

三

種

仏

性

と

は

、

正

因

仏

性

、

了

因

仏

性

、

縁

因

仏

性

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

そ

の

要

は

真

如

・

智

慧

・

方

便

の

三

を

意

味

し

て

い

る

。

正

因

仏

性

は

真

如

で

あ

る

か

ら

遍

満

す

る

。

し

か

し

、

方

便

と

智

慧

は

精

進

努

力

が

必

要

で

あ

る

。
『

涅

槃

経

』

自

体

も

仏

性

の

開

発

修

行

の

必

要

性

を

説

い

て

い

る

が

、

智

顗

も

開

発

修

行

と

し

て

の

側

面

で

あ

る

縁

因

仏

性

を

三

因

仏

性

と

し

て

組

み

込

ん

で

い

る

点

が

特

徴

的

で

あ

る

。

そ

の

よ

う

な

智

顗

の

仏

性

理

解

の

一

面

に

十

二

因

縁

の

重

視

が

あ

る

こ

と

が

既

に

指

摘

さ

れ

て

い

る

⑩

。

す

な

わ

ち

、

智

顗

は

十

二

因

縁

に

つ

い

て

『

摩

訶

止

観

』

で

、

若

し

無

明

を

転

じ

て

仏

智

の

明

と

為

す

は

、

初

発

心

よ

り

十

二

縁

は

是

れ

三

仏

性

な

り

と

知

る

。

若

し

通

じ

て

十

二

因

縁

を

観

ず

れ

ば

、

真

如

の

実

理

は

是

れ

正

因

仏

性

な

り

。

十

二

因

縁

を

観

ず

る

智

慧

は

、

是

れ

了

因

仏

性

な

り

。

十

二

縁

を

観

ず

る

心

、

諸

行

を

具

足

す

る

は

是

れ

縁

因

仏

性

な

り

。

若

し

別

し

て

観

ず

れ

ば

、

無

明

・

愛

・

取

は

即

ち

了

因

仏

性

な

り

。

行

・

有

は

即

ち

縁

因

仏

性

な

り

。

識

等

の

七

支

は

、

即

ち

正

因

仏

性

な

り

。

⑪

と

説

か

れ

、
「

若

し

無

明

を

転

じ

て

仏

智

の

明

と

為

す

は

、

初

発

心

よ

り

十

二

縁

は

是

れ

三

仏

性

な

り

と
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知

る

。
」

と

あ

っ

て

、

十

二

因

縁

が

仏

性

説

と

合

わ

さ

れ

て

、

十

二

因

縁

の

各

項

が

三

因

仏

性

に

配

当

さ

れ

て

い

る

。

智

顗

に

と

っ

て

仏

性

と

十

二

因

縁

が

深

い

関

係

に

あ

る

こ

と

が

知

ら

れ

る

。

こ

の

よ

う

に

見

て

く

る

と

、

仏

性

に

関

し

て

両

者

と

も

十

二

因

縁

を

重

視

し

て

い

る

こ

と

が

知

ら

れ

る

が

、

そ

れ

で

は

両

者

の

相

違

は

ど

こ

に

あ

る

の

だ

ろ

う

か

。

そ

れ

は

智

顗

が

三

因

仏

性

の

う

ち

に

縁

因

仏

性

と

し

て

、

仏

性

の

開

発

修

行

の

必

要

性

と

契

機

と

を

含

ま

せ

て

い

る

点

で

あ

ろ

う

。

吉

蔵

の

五

種

仏

性

説

は

先

に

見

た

よ

う

に

、

境

界

仏

性

、

観

智

仏

性

、

菩

提

果

仏

性

、

大

涅

槃

果

果

仏

性

、

正

因

仏

性

で

あ

る

か

ら

、

こ

の

中

に

仏

性

開

発

の

契

機

や

そ

の

必

要

性

が

含

ま

れ

て

は

い

な

い

。

吉

蔵

の

解

釈

は

『

涅

槃

経

』

の

経

文

を

教

説

ど

お

り

に

受

容

し

て

五

種

仏

性

と

し

た

の

で

あ

る

が

、

智

顗

も

同

様

に

経

文

の

教

説

に

依

り

な

が

ら

、

実

践

的

な

仏

性

説

を

組

み

立

て

て

い

る

。

こ

の

点

が

両

者

の

相

違

と

い

え

る

だ

ろ

う

。

四

、

小

結

吉

蔵

の

五

種

仏

性

説

を

検

討

し

た

が

、

そ

れ

は

従

来

指

摘

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

、

吉

蔵

が

中

観

思

想

の

究

極

と

し

て

の

無

得

正

観

の

立

場

に

基

づ

い

て

、
『

涅

槃

経

』

の

仏

性

を

解

釈

し

た

の

で

あ

っ

た

。

そ

れ

は

経

が

仏

性

を

十

二

因

縁

と

結

び

つ

け

て

説

い

て

い

る

部

分

を

選

び

取

っ

た

の

で

あ

る

が

、

そ

の

こ

と

は

奇

し

く

も

智

顗

と

同

じ

で

あ

っ

た

。

で

は

両

者

の

仏

性

理

解

の

相

違

は

何

か

と

い

え

ば

、

吉

蔵

が

あ

く

ま

で

経

典

に

忠

実

に

基

づ

い

た

理

解

を

し

て

い

る

の

に

、

智

顗

は

同

じ

『

涅

槃

経

』

に

基

づ

き

な

が

ら

も

、

そ

の

仏

性

説

に

縁

因

仏

性

と

い

う

実

践

的

意

義

を

組

み

込

ん

だ

点

で

あ

ろ

う

。

註

①

常

盤

大

定

『

仏

性

の

研

究

』

二

〇

六

～

二

二

〇

頁

、

平

井

俊

栄

『

中

国

般

若

思

想

史

研

究

―

吉

蔵

と

三

論

学

派

』

六

一

八

～

六

四

〇

頁

、

及

び

平

井

俊

栄

「

中

国

三

論

宗

の

歴

史

的

性

格

(

下

)

ー

吉

蔵

と

智

顗

・

隋

唐

新

仏

教

者

と

し
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て

の

意

識

と

思

想

を

め

ぐ

っ

て

ー

」
（
『

駒

澤

大

学

仏

教

学

部

研

究

紀

要

』

二

十

六

、

一

九

六

八

年

三

月

）

一

二

九

～

一

三

一

頁

な

ど

。

②

経

に

は

「

如

是

佛

性

則

有

七

事

。

一

常

二

我

三

樂

四

淨

五

眞

六

實

七

善

。

是

名

分

別

答

。

善

男

子

。

後

身

菩

薩

佛

性

有

六

。

一

常

二

淨

三

眞

四

實

五

善

六

少

見

。

是

名

分

別

答

。

如

汝

先

問

。

斷

善

根

人

有

佛

性

者

。

是

人

亦

有

如

來

佛

性

。

亦

有

後

身

佛

性

。

是

二

佛

性

障

未

來

故

得

名

爲

無

。

畢

竟

得

故

得

名

爲

有

。

是

名

分

別

答

。

如

來

佛

性

非

過

去

非

現

在

。

非

未

來

。

後

身

佛

性

現

在

未

來

少

可

見

故

得

名

現

在

。

未

具

見

故

名

爲

未

來

。

如

來

未

得

阿

耨

多

羅

三

藐

三

菩

提

時

。

佛

性

因

故

亦

是

過

去

現

在

未

來

。

果

則

不

爾

。

有

是

三

世

有

非

三

世

。

後

身

菩

薩

佛

性

因

故

亦

是

過

去

現

在

未

來

。

果

亦

如

是

。

是

名

分

別

答

。

九

住

菩

薩

佛

性

六

種

。

一

常

二

善

三

眞

四

實

五

淨

六

可

見

。

佛

性

因

故

亦

是

過

去

現

在

未

來

。

果

亦

如

是

。

是

名

分

別

答

。

八

住

菩

薩

下

至

六

住

佛

性

五

事

。

一

眞

二

實

三

淨

四

善

五

可

見

。

佛

性

因

故

亦

是

過

去

現

在

未

來

。

果

亦

如

是

。

是

名

分

別

答

。

五

住

菩

薩

下

至

初

住

佛

性

五

事

。

一

眞

二

實

三

淨

四

可

見

五

善

不

善

。

善

男

子

。

是

五

種

佛

性

六

種

佛

性

七

種

佛

性

。

斷

善

根

人

必

當

得

故

。

故

得

言

有

。

是

名

分

別

答

。
」

（
『

大

正

蔵

』

巻

十

二

、

八

一

八

頁

ａ

～

ｂ

）

と

あ

る

。

③

前

注

①

で

挙

げ

た

も

の

の

他

に

、

高

野

淳

一

『

中

国

中

観

思

想

論

』

四

六

～

五

六

頁

、

が

あ

る

。

④

「

六

者

大

涅

槃

經

明

五

種

佛

性

。

蓋

是

諸

佛

之

祕

藏

萬

流

之

宗

極

蘊

在

因

縁

之

内

。

所

以

然

者

十

二

因

縁

不

生

不

滅

謂

境

界

佛

性

。

由

十

二

因

縁

本

無

生

滅

發

生

正

觀

即

觀

智

佛

性

。

斯

觀

明

了

即

名

菩

提

果

佛

性

。

正

觀

既

彰

生

死

患

累

畢

竟

空

永

滅

。

即

大

涅

槃

果

果

佛

性

。

然

十

二

因

縁

本

性

寂

滅

未

曾

境

智

。

亦

非

因

果

。

不

知

何

以

目

之

強

名

正

性

。

正

性

者

五

性

之

本

也

。

然

此

五

性

更

無

別

體

。

但

因

縁

一

法

轉

而

爲

五

。

因

縁

既

具

五

性

。

是

以

命

初

即

須

論

之

」
（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

二

、

六

頁

ｂ

)

⑤

「

善

男

子

。

是

觀

十

二

因

縁

智

慧

。

即

是

阿

耨

多

羅

三

藐

三

菩

提

種

子

。

以

是

義

故

。

十

二

因

縁

名

爲

佛

性

。

善

男

子

。

譬

如

胡

苽

名

爲

熱

病

。

何

以

故

。

能

爲

熱

病

作

因

縁

故

。

十

二

因

縁

亦

復

如

是

。

善

男

子

。

佛

性

者

有

因

有

因

因

。

有

果

有

果

果

。

有

因

者

即

十

二

因

縁

。

因

因

者

即

是

智

慧

。

有

果

者

即

是

阿

耨

多

羅

三

藐

三

菩

提

。

果

果

者

即

是

無

上

大

般

涅

槃

。

善

男

子

。

譬

如

無

明

爲

因

諸

行

爲

果

行

因

識

果

。

以

是

義

故

。

彼

無

明

體

亦

因

亦

因

因

。

識

亦

果

亦

果

果

。

佛

性

亦

爾

。

善

男

子

。

以

是

義

故

。

十

二

因

縁

不

出

不

滅

不

常

不

斷

非

一

非

二

不

來

不

去

非

因

非

果

。

善

男

子

。

是

因

非

果

。

如

佛

性

。

是

果

非

因

。

如

大

涅

槃

。

是

因

是

果

。

如

十

二

因

縁

所

生

之

法

・

非

因

非

果

。

名

爲

佛

性

。

非

因

果

故

時

恆

無

変

」
（
『

大

正

蔵

』

巻

十

二

、

七

六

八

頁

ｂ

）
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⑥

平

井

俊

栄

『

中

国

般

若

思

想

史

研

究

―

吉

蔵

と

三

論

学

派

』

六

二

七

～

六

三

四

頁

。

⑦

「

不

因

而

因

。

開

境

智

故

有

二

因

。

謂

因

與

因

因

也

。

不

果

而

果

開

智

斷

故

有

二

果

。

謂

果

與

果

果

。

至

論

正

因

。

豈

是

因

果

。

故

非

因

非

果

。

即

是

中

道

名

爲

正

因

。

故

以

中

道

爲

正

因

佛

性

。

故

經

云

。

佛

性

是

三

菩

提

中

道

種

子

也

。

所

以

佛

性

即

是

中

道

種

子

。

亦

可

。

得

以

中

道

因

爲

正

種

子

也

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

五

、

三

八

頁

ａ

）

⑧

平

井

俊

栄

前

掲

書

、

六

二

二

～

六

二

四

頁

。

⑨

藤

井

教

公

「

天

台

智

顗

に

お

け

る

『

涅

槃

経

』

の

受

容

」
『

大

倉

山

論

集

』

第

二

十

九

輯

、

九

三

頁

、

一

九

九

一

年

三

月

。

⑩

藤

井

同

前

論

文

、

九

四

～

九

七

頁

。

⑪

『

摩

訶

止

観

』

巻

九

下

に

「

若

轉

無

明

爲

佛

智

明

。

從

初

發

心

知

十

二

縁

是

三

佛

性

。

若

通

觀

十

二

縁

眞

如

實

理

。

是

正

因

佛

性

。

觀

十

二

因

縁

智

慧

。

是

了

因

佛

性

。

觀

十

二

縁

心

具

足

諸

行

。

是

縁

因

佛

性

若

別

觀

者

。

無

明

愛

取

即

了

因

佛

性

。

行

有

即

縁

因

佛

性

。

識

等

七

支

即

正

因

佛

性

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

六

、

一

二

六

頁

ｃ

）

と

あ

る

。

第

二

節

草

木

成

仏

説

に

お

け

る

天

台

と

三

論

と

の

同

異

一

、

は

じ

め

に

大

乗

仏

教

と

他

の

宗

教

と

の

異

な

る

点

は

「

人

々

皆

可

成

仏

」

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

然

も

さ

ら

に

強

調

し

た

い

の

は

東

ア

ジ

ア

仏

教

に

お

い

て

は

有

情

も

非

情

も

一

切

種

智

を

得

る

こ

と

が

で

き

る

、

す

な

わ

ち

成

仏

で

き

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

そ

こ

で

有

情

ば

か

り

で

は

な

く

非

情

に

お

い

て

も

成

仏

の

可

能

性

が

あ

る

こ

と

、

す

な

わ

ち

非

情

に

も

仏

性

が

あ

り

、

そ

れ

に

よ

っ

て

草

木

も

成

仏

で

き

る

と

い

う

草

木

成

仏

論

に

つ

い

て

、

天

台

と

三

論

と

を

比

較

し

な

が

ら

仏

性

に

焦

点

を

置

い

て

考

察

す

る

。

二

、

天

台

の

場

合
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天

台

の

智

顗

と

三

論

の

吉

蔵

と

の

思

想

は

と

も

に

「

空

」

の

思

想

に

影

響

さ

れ

て

い

る

。

空

思

想

に

つ

い

て

三

論

は

龍

樹

の

『

中

論

』
『

百

論

』
『

十

二

門

論

』

が

中

心

と

な

り

、

天

台

は

『

般

若

経

』
『

大

智

度

論

』
『

法

華

経

』
『

維

摩

経

』

な

ど

に

多

く

拠

っ

て

い

る

が

、

天

台

・

三

論

と

も

に

重

視

し

た

の

が

、

大

乗

『

涅

槃

経

』

で

あ

る

。

こ

の

『

涅

槃

経

』

に

は

周

知

の

と

お

り

、
「

一

切

衆

生

悉

有

仏

性

」

が

説

か

れ

、

仏

性

思

想

が

展

開

さ

れ

て

い

る

。

天

台

は

『

法

華

経

』

に

仏

性

を

読

み

込

ん

だ

が

、

そ

の

仏

性

に

つ

い

て

は

、
『

法

華

玄

義

』

や

『

摩

訶

止

観

』

な

ど

に

説

か

れ

て

い

る

。

前

者

で

は

法

雲

の

説

に

対

抗

し

て

『

法

華

経

』

に

も

仏

性

が

説

か

れ

て

い

る

こ

と

を

主

張

し

①

、

後

者

に

は

仏

性

は

十

二

因

縁

と

も

説

か

れ

て

い

る

。

ま

た

両

書

に

お

い

て

一

念

三

千

説

が

説

か

れ

て

い

る

②

。

天

台

の

教

義

は

教

相

・

観

心

の

二

門

で

あ

る

。
『

法

華

玄

義

』
『

法

華

文

句

』

は

主

と

し

て

教

相

門

を

説

い

て

仏

教

の

本

質

を

、
『

摩

訶

止

観

』

は

主

と

し

て

観

心

門

を

説

い

て

実

践

修

行

を

明

か

し

て

い

る

。

教

相

門

と

は

『

法

華

経

』

の

教

説

の

真

相

実

体

を

明

ら

か

に

す

る

の

で

あ

る

。

観

心

門

と

は

仏

教

の

真

髄

即

真

理

と

し

て

の

自

己

の

心

に

透

徹

し

よ

う

と

す

る

の

が

観

心

門

で

あ

る

。

だ

か

ら

観

心

門

は

実

際

の

修

行

、

観

法

即

ち

一

心

三

観

、

一

念

三

千

の

観

を

修

す

る

天

台

学

の

基

礎

と

な

る

も

の

で

あ

る

。

『

大

智

度

論

』
『

百

論

』
『

十

二

門

論

』

の

三

論

の

教

義

の

研

究

を

中

核

に

展

開

し

た

三

論

教

学

の

特

徴

は

、
『

中

論

』

の

主

旨

を

二

諦

（

世

諦

・

勝

義

諦

）

で

あ

る

と

み

な

し

た

点

で

あ

る

。

こ

れ

は

龍

樹

の

思

想

に

基

づ

く

も

の

で

あ

る

が

、

す

べ

て

の

存

在

は

実

体

が

な

く

、

空

で

あ

る

か

ら

こ

そ

成

立

す

る

と

い

う

見

解

を

理

論

的

に

展

開

し

た

の

で

あ

る

。

吉

蔵

著

作

の

法

華

経

に

関

す

る

も

の

は

『

法

華

玄

論

』
・
『

法

華

義

疏

』
・
『

法

華

遊

意

』
・
『

法

華

論

疏

』
・
『

法

華

統

略

』

の

五

部

が

あ

る

。

ま

た

、

三

論

教

義

の

特

徴

は

破

邪

顕

正

で

あ

る

。

そ

の

教

説

は

す

べ

て

破

邪

な

ら

ざ

る

は

な

く

、

そ

れ

が

同

時

に

そ

の

ま

ま

顕

正

に

つ

な

が

る

も

の

で

あ

る

と

言

う

事

で

あ

る

。
「

破

邪

顕

正

・

真

俗

二

諦

・

八

不

中

道

」

の

三

科

と

し

て

主

張

さ

れ

る

。

三

論

教

学

の

大

成

者

で

あ

る

吉

蔵

が

自

ら

論

述

す

る

と

こ

ろ

に

従

っ

て

出

さ

れ

た

も

の

で

、

教

義

・

教

説

の

把

握

と

し

て

は

妥

当

な

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

大

乗

仏

教

の

思

想

で

般

若

空

観

は

仏

教

の

根

本

思

想

と

な

っ

て

い

る

縁

起

思

想

の

本

意

を

顕

し

た

も

の
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に

ほ

か

な

ら

な

い

の

で

あ

る

か

ら

、

縁

起

思

想

→

般

若

思

想

→

仏

性

思

想

へ

と

い

う

思

想

の

流

れ

に

お

い

て

仏

性

思

想

が

位

置

づ

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

に

な

る

。

仏

性

と

は

人

法

の

二

つ

の

我

執

の

空

じ

ら

れ

た

と

こ

ろ

に

顕

わ

さ

れ

る

真

如

を

い

う

の

で

あ

る

か

ら

、

仏

性

の

理

を

説

く

と

こ

ろ

一

切

の

虚

妄

の

執

が

対

治

さ

れ

る

と

い

う

の

で

あ

る

。

有

垢

の

仏

性

と

無

垢

の

仏

性

と

い

う

二

種

の

仏

性

、

即

ち

応

得

（

当

有

）

と

至

得

の

二

種

が

説

か

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

と

見

な

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

如

来

蔵

は

凡

夫

の

煩

悩

中

に

あ

る

如

来

の

法

身

で

あ

る

。

そ

れ

で

凡

夫

の

妄

心

と

し

て

の

一

念

に

三

千

が

本

具

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

当

然

、

そ

の

三

千

界

論

に

は

さ

ま

ざ

ま

の

諸

法

が

で

て

来

る

。

有

情

無

情

と

も

同

一

の

法

界

性

の

内

で

あ

る

。

如

来

蔵

こ

そ

は

、

究

極

の

さ

と

り

の

根

拠

と

な

る

だ

ろ

う

。

わ

れ

わ

れ

凡

夫

（

如

来

蔵

）

は

、

有

垢

の

真

如

で

あ

る

。

そ

れ

で

有

垢

の

真

如

か

ら

無

垢

の

真

如

へ

と

進

む

二

種

仏

性

が

説

か

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

と

見

な

さ

れ

る

。

換

言

す

れ

ば

、

迷

か

ら

悟

へ

（

＝

染

か

ら

浄

へ

）
、

智

慧

か

ら

慈

悲

へ

と

い

う

二

面

性

の

表

現

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

一

切

衆

生

に

如

来

の

潜

在

的

「

法

身

」

で

あ

る

仏

性

が

存

在

す

る

義

、

こ

の

点

が

「

一

切

衆

生

は

如

来

蔵

を

有

す

」

と

経

で

説

か

れ

る

理

由

で

あ

る

。

如

来

性

は

有

垢

真

如

で

「

因

」
、

法

身

は

無

垢

真

如

で

「

果

」
、

そ

し

て

真

如

が

両

者

に

無

差

別

な

る

本

性

と

い

う

の

で

あ

る

。

法

身

が

遍

在

す

る

と

い

う

の

は

大

智

・

大

悲

を

有

す

る

、

如

来

の

本

質

的

あ

り

方

、

時

間

・

空

間

に

わ

た

っ

て

の

無

限

な

は

た

ら

き

を

示

す

こ

と

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

仏

性

に

つ

い

て

、

本

有

・

始

有

・

理

内

・

理

外

の

問

題

が

あ

り

、

本

有

・

始

有

に

関

し

て

は

吉

蔵

の

『

大

乗

玄

論

』

巻

三

に

『

涅

槃

経

』

に

つ

い

て

、

人

釋

、

因

釋

に

も

両

種

あ

り

と

し

て

③

、

㈠

は

衆

生

の

仏

性

は

本

来

自

有

・

理

性

・

真

神

・

阿

頼

耶

識

な

り

。

㈡

は

本

来

清

浄

な

り

、

自

性

・

法

界

・

真

如

・

清

浄

法

身

等

が

無

始

無

終

、

無

内

無

外

即

ち

仏

性

、

即

ち

不

生

不

滅

な

り

。

そ

れ

故

、

情

と

非

情

は

同

圓

種

智

な

り

、

こ

れ

は

仏

の

境

界

な

る

が

故

に

仏

性

＝

（

覚

性

）

＝

（

法

性

）

＝

（

清

浄

法

身

）

＝

（

虚

空

）

＝

（

真

如

）

＝

（

毘

盧

性

海

）

＝

無

始

以

来

の

具

有

な

の

で

あ

る

。

故

に

自

然

仏

性

は

常

住

な

り

、

だ

か

ら

衆

生

は

本

有

仏

性

で

あ

る

と

い

う

の

で

あ

る

。

本

有

か

ら

説

く

基

本

的

な

観

点

か

ら

み

る

と

そ

の

立

論

の

基

礎

は

、

因

性

に

お

い

て

解

釈

し

、

理

性

は

仏

性

な

り

、

理

性

・

恒

常

に

し

て

ま

た

遍

在

な

の

で

あ

る

故

に

、

一

切

衆

生

悉

有

仏

性

と

い

う

。

如

来

の

特

性

と

し

て

の

智

慧

か

ら

慈

悲

へ

と

い

う

二

面

性

の

表

現

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

も

ち

ろ

ん

、

唯

だ

仏

と

仏

は

同

一

の

境

界

に

な

る

の

で

あ

る

。
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三

、

吉

蔵

と

天

台

の

草

木

成

仏

説

仏

性

の

始

有

説

の

本

意

は

『

大

乗

玄

論

』

に

い

う

「

仏

果

、

従

妙

因

生

、

衆

生

本

雑

染

不

浄

、

百

非

妙

因

、

因

此

衆

生

之

於

仏

性

、

自

為

始

有

」

④

の

文

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

未

来

の

果

と

し

て

の

仏

性

を

い

う

。

し

か

し

、

吉

蔵

は

『

涅

槃

経

遊

意

』

の

涅

槃

の

体

を

明

か

す

段

で

、

古

来

か

ら

の

本

有

・

始

有

に

関

わ

る

三

説

を

取

り

上

げ

て

批

判

し

、

自

身

は

「

今

、

涅

槃

を

明

か

す

に

、

未

だ

曾

て

本

に

も

あ

ら

ず

、

亦

曾

て

始

に

も

あ

ら

ず

。

本

を

破

せ

ん

が

為

の

故

に

始

と

道

い

、

亦

た

洗

わ

ん

が

為

の

故

に

本

到

っ

て

則

ち

顕

わ

る

と

云

う

。

道

は

本

・

始

に

非

ず

。

本

・

始

に

非

ざ

る

は

並

び

に

是

れ

方

便

な

り

。
」

⑤

と

述

べ

て

、

本

有

、

始

有

の

ど

ち

ら

も

方

便

で

し

か

な

い

と

し

て

い

る

。

吉

蔵

の

草

木

成

仏

説

が

論

じ

ら

れ

る

場

合

、

諸

学

者

が

一

致

し

て

掲

げ

る

『

大

乗

玄

論

』

巻

三

、

仏

性

義

の

部

分

を

示

せ

ば

次

の

通

り

で

あ

る

。

唯

識

論

云

。

唯

識

無

境

界

、

明

山

河

草

木

皆

是

心

想

、

心

外

無

別

法

。

此

明

理

内

一

切

諸

法

依

正

不

二

。

以

依

正

不

二

故

、

衆

生

有

仏

性

則

草

木

有

仏

性

。

若

悟

諸

法

平

等

、

不

見

依

正

二

相

故

理

実

無

有

不

成

相

。

若

衆

生

成

仏

時

、

一

切

草

木

亦

得

成

仏

。

故

経

云

一

切

諸

法

皆

如

也

、

至

於

弥

陀

亦

如

也

。

若

彌

勒

得

菩

提

、

一

切

衆

生

皆

亦

応

得

。

此

明

以

衆

生

弥

勒

一

如

無

二

故

。

⑥

右

に

見

ら

れ

る

草

木

成

仏

説

を

認

め

た

背

景

に

は

、
「

心

外

無

別

法

」

に

代

表

さ

れ

る

唯

識

説

と

空

観

に

よ

る

依

正

不

二

の

立

場

が

あ

っ

た

こ

と

が

右

の

文

よ

り

知

ら

れ

る

。

こ

の

よ

う

な

草

木

成

仏

説

が

明

確

に

打

ち

出

さ

れ

る

の

は

、

確

か

に

『

大

乗

玄

論

』

に

お

い

て

で

あ

る

が

、

し

か

し

、

同

論

の

続

く

部

分

に

は

「

若

し

別

門

を

論

ぜ

ば

、

然

る

を

得

ず

」

と

し

て

、
「

何

以

故

明

衆

生

有

心

迷

故

得

有

覺

悟

之

理

。

草

木

無

心

故

不

迷

。

寧

得

有

覺

悟

之

義

。

喩

如

夢

覺

不

夢

則

不

覺

。

以

是

義

故

。

云

衆

生

有

佛

性

故

成

佛

草

木

無

佛

性

故

不

成

佛

也

。

成

與

不

成

。

皆

是

佛

語

。

有

何

驚

怪

也

。

上

來

至

此

。

明

理

外

無

佛

性

理

内

有

佛

性

也

。
」

⑦

と

い

い

、

別

論

で

は

、

草

木

に

心

が

な

い

の

で

仏

性

は

存

在

せ

ず

、

し

た

が

っ

て

草

木

の

成

仏

も

な

い

と

い

う

従

来

の

説

を

述

べ

て

お

り

、

二

説

併

記

と

い

う

慎

重

な

態

度

を

取

っ

て

い

る

。
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一

方

、

天

台

で

は

「

一

色

一

香

無

非

中

道

」

と

い

う

言

葉

が

あ

る

こ

と

は

あ

ま

り

に

も

有

名

な

こ

と

で

あ

る

。
『

摩

訶

止

観

』

巻

第

一

上

の

「

円

頓

者

初

縁

実

相

、

造

境

即

中

無

不

真

実

。

繋

縁

法

界

、

一

念

法

界

。

一

色

一

香

無

非

中

道

。

己

界

及

仏

界

、

衆

生

界

亦

然

」

⑧

を

注

釈

し

て

、

荊

溪

湛

然

（

七

一

一

ー

七

八

二

）

は

『

止

観

輔

行

伝

弘

決

』

巻

一

に

、
「

一

色

一

香

無

非

中

道

者

、

中

道

即

法

界

、

法

界

即

止

観

、

止

観

不

二

境

智

冥

一

」
。
「

所

縁

所

念

雖

属

於

境

。

且

語

能

縁

以

明

寂

照

」

⑨

（

所

縁

所

念

は

境

に

属

す

と

い

え

ど

も

、

し

ば

ら

く

能

縁

を

語

り

、

も

っ

て

寂

照

を

明

か

す

）

と

い

い

、

ま

た

『

金

剛

錍

』

に

お

い

て

積

極

的

に

草

木

成

仏

説

を

明

か

し

、

無

情

仏

性

説

を

主

張

し

て

い

る

こ

と

は

周

知

の

通

り

で

あ

る

⑩

。

そ

の

湛

然

の

主

張

の

論

拠

も

や

は

り

唯

心

論

的

な

心

具

説

と

真

如

隨

縁

説

を

依

用

し

て

の

真

如

と

万

法

と

の

相

即

説

で

あ

っ

た

。

湛

然

は

天

台

の

「

一

色

一

香

無

非

中

道

」

と

、

吉

蔵

『

二

諦

義

』

に

い

う

「

一

色

一

香

皆

為

顕

道

」

⑪

と

を

結

び

つ

け

て

、

吉

蔵

の

草

木

成

仏

説

中

に

二

諦

相

即

思

想

の

影

響

を

見

い

だ

し

て

い

る

。

ま

た

吉

蔵

に

は

『

法

華

玄

論

』

や

『

大

乗

玄

論

』

に

見

ら

れ

る

よ

う

に

「

顕

道

無

異

」

の

思

想

が

あ

り

、

さ

ら

に

大

き

な

背

景

で

い

え

ば

、

中

国

に

お

け

る

草

木

成

仏

説

の

根

底

に

は

、
『

荘

子

』

知

北

游

篇

に

見

ら

れ

る

汎

神

論

的

な

思

想

が

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

荘

子

と

東

郭

子

と

の

問

答

、
「

所

謂

道

悪

乎

在

。

荘

子

曰

。

無

所

不

在

」
（

い

わ

ゆ

る

道

は

い

ず

く

に

か

在

る

と

。

荘

子

曰

く

、

在

ら

ざ

る

所

無

し

と

」

の

中

に

見

ら

れ

る

「

道

は

在

ら

ざ

る

所

無

し

」

と

い

う

真

理

の

遍

在

性

の

思

想

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

は

す

で

に

諸

学

者

に

よ

っ

て

指

摘

さ

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

る

⑫

。

湛

然

は

『

摩

訶

止

観

』

の

「

一

色

一

香

。

無

非

中

道

」

の

文

を

『

弘

決

』

に

お

い

て

解

釈

し

て

、

中

道

と

は

別

圓

二

教

に

於

て

は

仏

性

で

あ

る

と

し

、

色

香

中

道

と

は

色

香

仏

性

、

即

ち

無

情

仏

性

の

こ

と

で

あ

る

、

無

情

仏

性

と

い

え

ば

世

人

の

耳

を

惑

わ

し

心

を

驚

か

す

か

ら

、

十

義

を

も

て

こ

れ

を

評

し

て

理

に

於

い

て

惑

わ

ざ

ら

し

め

ん

と

す

る

の

で

あ

る

と

い

う

。

こ

れ

は

法

・

報

・

応

の

三

身

相

即

と

身

土

相

称

、

即

ち

依

正

不

二

と

心

体

皆

徧

、

即

ち

心

外

無

法

と

の

三

つ

の

論

理

に

纏

め

る

こ

と

が

出

来

る

で

あ

ろ

う

。

湛

然

の

依

正

不

二

、

万

法

唯

識

の

道

理

に

よ

っ

て

草

木

に

も

仏

性

あ

り

と

し

た

思

想

と

、

吉

蔵

の

仏

性

説

と

は

、

思

想

基

盤

と

そ

の

形

成

に

お

い

て

、

著

し

く

異

っ

た

も

の

で

は

な

い

よ

う

に

考

え

ら

れ

る

。

『

金

錍

論

』

は

野

客

と

主

人

と

の

問

答

体

と

な

っ

て

い

る

。

客

が

『

涅

槃

経

』

に

「

仏

性

は

無

情

に

無
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し

」

と

説

い

て

い

る

と

し

て

、

主

人

の

無

情

有

性

説

に

反

問

し

た

の

に

対

し

て

、

主

人

は

『

涅

槃

経

』

迦

葉

品

の

「

衆

生

の

仏

性

は

猶

し

虚

空

の

如

く

、

内

に

も

非

ず

外

に

も

非

ず

。
」

の

文

を

引

い

て

、
「

若

し

内

外

な

ら

ば

云

何

ん

が

一

切

処

に

有

り

と

名

づ

く

る

こ

と

を

得

ん

や

。
」

と

し

て

、

衆

生

の

仏

性

を

理

性

正

因

と

解

し

、

理

性

の

正

因

の

体

が

一

切

処

に

遍

在

す

る

」

と

主

張

す

る

の

で

あ

る

⑬

。

四

、

小

結

三

論

、

天

台

と

も

に

同

じ

よ

う

に

空

観

に

基

づ

い

て

依

正

不

二

が

言

わ

れ

、

有

情

と

非

情

の

不

二

相

即

が

主

張

さ

れ

、

そ

こ

か

ら

草

木

成

仏

が

主

張

さ

れ

た

。

た

だ

し

三

論

は

、

吉

蔵

に

見

ら

れ

る

よ

う

に

、

理

論

と

し

て

は

草

木

成

仏

は

可

能

だ

が

、

実

際

は

草

木

は

心

を

も

た

な

い

の

で

、

現

実

と

し

て

は

草

木

成

仏

は

不

可

能

で

あ

る

と

し

て

、

理

論

の

み

に

と

ど

ま

っ

た

。

一

方

、

天

台

は

空

観

に

基

づ

い

て

い

る

の

は

三

論

と

同

じ

だ

が

、

そ

こ

に

は

一

心

三

観

に

よ

る

三

諦

円

融

、

一

念

三

千

、

一

色

一

香

無

非

中

道

の

思

想

に

よ

り

、

有

情

・

非

情

の

別

な

く

成

仏

可

能

で

あ

る

と

説

い

て

い

る

。

智

顗

の

「

一

念

三

千

」
「

一

色

一

香

無

非

中

道

」

を

基

礎

に

し

て

、

湛

然

は

有

情

と

無

情

の

区

別

を

一

層

取

り

払

い

、

草

木

成

仏

を

主

張

し

た

の

で

あ

る

。

註

①

『

法

華

玄

義

』

巻

一

下

に

「

若

爲

是

狹

。

若

言

今

因

體

廣

。

那

忽

言

法

華

明

一

乘

是

了

。

不

明

佛

性

是

不

了

。

那

復

言

法

華

明

縁

因

是

滿

。

不

明

了

因

是

不

滿

。

那

復

言

前

過

恒

沙

後

倍

上

數

。

猶

是

無

常

因

。

既

以

無

常

因

那

得

常

果

。

果

倶

無

常

。

此

無

常

人

那

見

佛

性

。

非

了

義

故

體

不

收

行

一

。

非

滿

字

故

體

不

收

教

一

。

非

常

住

故

體

不

收

人

一

。

不

見

佛

性

故

體

不

收

理

一

」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

三

、

六

九

一

頁

ｃ

～

六

九

二

頁

ａ

）

な

ど

と

あ

り

、
『

摩

訶

止

観

』

巻

三

下

に

は

、

仏

性

は

十

二

因

縁

で

あ

る

と

説

か

れ

る

。
「

若

中

道

縁

於

實

相

。

一

道

清

淨

是

慧

行

。

歴

一

切

法

門

諸

度

皆

是

摩

訶

衍

。

十

二

因

縁

即

是

佛

性

。

念

處

即

是

坐

道

場

等

是

行

行

。

此

兩

行

隨

中

智

入

實

相

也

」

（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

六

、

三

〇

頁

ｂ

）
。
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②

『

法

華

玄

義

』

巻

二

上

に

は

「

此

一

法

界

具

十

如

是

。

十

法

界

具

百

如

是

。

又

一

法

界

具

九

法

界

。

則

有

百

法

界

千

如

是

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

三

、

六

九

三

頁

ｃ

）

と

あ

り

、
『

摩

訶

止

観

』

巻

五

下

に

は

、
「

夫

一

心

具

十

法

界

。

一

法

界

又

具

十

法

界

百

法

界

。

一

界

具

三

十

種

世

間

。

百

法

界

即

具

三

千

種

世

間

。

此

三

千

在

一

念

心

。

若

無

心

而

已

。

介

爾

有

心

即

具

三

千

。

亦

不

言

一

心

在

前

一

切

法

在

後

。

亦

不

言

一

切

法

在

前

一

心

在

後

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

六

、

五

四

頁

ａ

）

と

あ

る

。

③

『

大

乗

玄

論

』

巻

三

に

「

既

有

兩

文

。

人

釋

亦

成

兩

種

。

一

師

。

衆

生

佛

性

本

來

自

有

。

理

性

眞

神

阿

梨

耶

識

故

。

涅

槃

亦

有

二

種

。

性

淨

涅

槃

本

來

清

淨

。

方

便

淨

涅

槃

從

修

始

成

也

。

第

二

解

云

。

經

既

説

佛

果

從

妙

因

而

生

。

何

容

食

中

已

有

不

淨

。

故

知

。

佛

性

始

有

。

復

有

人

言

。

本

有

於

當

故

名

本

有

。

問

若

爾

便

是

本

有

耶

。

答

復

有

始

有

義

。
・

・

・

」
（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

、

三

九

頁

ａ

～

ｂ

)

と

あ

る

。

④

『

大

正

蔵

』

巻

四

十

五

、

三

九

頁

ａ

⑤

「

今

明

涅

槃

未

曾

本

亦

不

曾

始

。

爲

破

本

故

。

道

始

亦

爲

洗

。

故

云

本

到

則

顯

。

道

非

本

始

非

本

始

。

並

是

方

便

也

。
」

（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

八

、

二

三

八

頁

ａ

）

ま

た

、

さ

ら

に

同

じ

『

涅

槃

経

遊

意

』

の

先

立

つ

文

に

「

有

復

爲

二

義

。

一

者

本

有

。

二

者

始

有

。

義

雖

本

始

不

同

。

並

是

常

本

有

此

常

始

有

此

常

也

。

今

難

此

義

。

若

涅

槃

有

本

有

始

。

亦

應

有

曾

有

今

。

若

有

曾

有

今

。

則

成

三

世

。

三

世

無

常

。

常

法

無

曾

無

今

者

。

常

法

無

本

如

。

既

有

本

有

始

。

則

應

有

曾

今

便

成

三

世

無

常

」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

八

、

二

三

八

頁

ａ

）

と

あ

っ

て

、

本

有

・

始

有

の

双

方

を

批

判

し

、

ど

ち

ら

の

立

場

も

取

ら

な

い

こ

と

を

い

う

。

⑥

『

大

正

蔵

』

巻

四

十

五

、

四

〇

頁

ｃ

⑦

同

前

書

、

同

頁

。

⑧

『

大

正

蔵

』

巻

四

十

六

、

一

頁

ｃ

⑨

『

大

正

蔵

』

巻

四

十

六

、

一

五

一

頁

ｃ

⑩

湛

然

『

金

剛

錍

』

に

「

一

切

法

無

相

。

是

則

眞

佛

體

。

既

眞

佛

體

在

一

切

法

。

請

子

思

之

。

當

免

迷

教

。

及

迷

佛

性

之

進

否

也

。

故

眞

如

隨

縁

即

佛

性

隨

縁

。

佛

之

一

字

即

法

佛

也

。

故

法

佛

與

眞

如

體

一

名

異

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

六

、

七

八

三

頁

ａ

～

ｂ

)

な

ど

と

あ

る

。

⑪

『

大

正

蔵

』

巻

四

十

五

、

九

四

頁

ｃ

⑫

た

と

え

ば

、

福

永

光

司

『

中

国

の

哲

学

・

宗

教

・

芸

術

』

一

〇

二

～

五

頁

（

人

文

書

院

、

一

九

八

八

年

）
、

藤

井

教
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公

「

如

来

蔵

系

の

仏

教

」

シ

リ

ー

ズ

東

ア

ジ

ア

仏

教

第

二

巻

『

仏

教

の

東

漸

』

二

〇

〇

頁

（

春

秋

社

、

一

九

九

七

年

）
、

な

ど

。

⑬

『

金

剛

錍

』

に

「

故

三

十

一

迦

葉

品

云

。

衆

生

佛

性

猶

如

虚

空

。

非

内

非

外

。

若

内

外

者

。

云

何

得

名

一

切

處

有

。

請

觀

有

之

一

字

。

虚

空

何

所

不

收

。

故

知

經

文

不

許

唯

内

專

外

。

故

云

非

内

外

等

及

云

如

空

。

既

云

衆

生

佛

性

。

豈

非

理

性

正

因

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

六

、

七

八

一

頁

ｃ

）

と

あ

る

。
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第

二

章

智

顗

と

吉

蔵

の

経

典

観

第

一

節

智

顗

と

吉

蔵

―

経

典

観

を

中

心

と

し

た

両

者

の

比

較

ー

一

、

は

じ

め

に

一

般

に

中

国

仏

教

に

お

い

て

天

台

は

実

践

的

、

三

論

は

教

学

的

と

い

わ

れ

て

い

る

が

、

実

際

に

は

天

台

は

教

観

双

流

で

あ

る

し

、

三

論

の

学

系

中

に

も

習

禅

を

重

ん

じ

て

定

慧

双

修

す

る

者

も

あ

る

。

そ

こ

で

本

節

で

は

、

天

台

と

三

論

の

両

学

派

に

つ

い

て

、

智

顗

と

吉

蔵

の

経

典

に

対

す

る

そ

れ

ぞ

れ

の

理

解

を

検

討

し

、

そ

れ

ぞ

れ

に

お

け

る

類

似

性

と

異

質

性

と

を

検

証

し

た

い

。

そ

の

場

合

、

経

典

解

釈

法

の

一

つ

と

し

て

の

『

大

智

度

論

』

所

説

の

四

悉

檀

を

鍵

概

念

と

し

て

検

討

す

る

こ

と

に

し

よ

う

。

二

、

天

台

と

三

論

の

経

典

理

解

智

顗

は

後

世

五

時

八

教

と

呼

ば

れ

る

教

判

を

樹

立

し

、

釈

尊

一

代

の

説

法

を

、

時

間

順

（

五

時

）
、

説

法

の

仕

方

（

化

儀

の

四

教

）
、

説

法

内

容

の

深

浅

（

化

法

の

四

教

）

と

い

う

三

つ

の

視

点

か

ら

再

配

列

を

行

っ

た

。

こ

れ

は

当

時

の

中

国

南

北

朝

仏

教

の

大

勢

で

あ

っ

た

、

北

朝

の

『

華

厳

経

』

重

視

、

南

朝

の

大

乗

『

涅

槃

経

』

重

視

を

厳

し

く

批

判

し

、
『

法

華

経

』

を

至

高

の

経

典

と

す

る

態

度

を

打

ち

出

し

た

も

の

で

あ

っ

た

。

し

か

し

、

智

顗

は

他

の

経

典

を

顧

み

な

か

っ

た

の

で

は

な

く

、

最

晩

年

に

は

『

維

摩

経

』

に

つ

い

て

『

玄

義

』
『

玄

疏

』
『

文

疏

』

を

製

し

、

そ

れ

ら

に

改

修

を

加

え

な

が

ら

晋

王

廣

（

後

の

隋

の

煬

帝

）

に

献

上

し

た

。

佐

藤

哲

英

氏

の

研

究

に

よ

れ

ば

①

、

こ

れ

ら

は

晩

年

の

智

顗

の

思

想

を

知

る

上

で

貴

重

な

資

料

で

あ

る

と

評

価

さ

れ

て

い

る

。

『

維

摩

経

』

は

天

台

の

五

時

判

で

は

、

方

等

時

の

代

表

的

な

経

典

で

あ

る

。

蔵

・

通

・

別

・

円

の

四

教
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が

併

説

さ

れ

て

お

り

、

二

乗

を

徹

底

的

に

批

判

し

て

大

乗

の

菩

薩

へ

の

転

化

を

促

す

。

智

顗

は

『

維

摩

経

』

の

本

質

は

不

思

議

真

性

解

脱

で

あ

る

と

い

う

。

真

性

解

脱

は

『

維

摩

経

玄

疏

』

巻

五

に

三

種

解

脱

の

一

つ

と

し

て

実

慧

解

脱

、

方

便

解

脱

と

と

も

に

説

か

れ

て

い

る

②

。

さ

ら

に

は

『

法

華

玄

義

』

巻

十

上

で

は

「

不

思

議

解

脱

に

三

種

有

り

。

真

性

・

実

慧

・

方

便

即

ち

こ

れ

三

仏

性

の

義

な

り

」

と

い

い

③

、
『

維

摩

経

』

を

引

用

し

て

正

因

、

縁

因

、

了

因

の

三

因

仏

性

を

配

当

し

て

い

る

。

経

で

は

婬

・

怒

・

痴

の

性

は

解

脱

で

あ

る

と

い

い

④

、

空

観

に

基

づ

い

た

差

別

相

対

の

解

消

を

説

く

。

智

顗

は

そ

の

相

対

差

別

の

払

拭

さ

れ

た

と

こ

ろ

に

顕

れ

る

真

実

相

を

実

相

と

呼

び

、

そ

れ

故

、

真

性

を

実

相

、

解

脱

を

究

竟

、

不

思

議

真

性

解

脱

と

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

智

顗

は

『

法

華

玄

義

』

巻

二

下

の

境

妙

段

、

三

諦

を

説

明

す

る

中

で

五

種

の

二

諦

に

就

い

て

、
「

中

道

を

論

ず

る

こ

と

を

得

ば

、

即

ち

五

種

の

三

諦

有

り

。
」

⑤

と

い

い

、

別

入

通

の

三

諦

、

円

入

通

の

三

諦

、

別

の

三

諦

、

円

入

別

の

三

諦

、

円

の

三

諦

の

五

種

を

挙

げ

て

い

る

。

そ

し

て

こ

れ

ら

の

三

諦

を

証

得

す

る

手

段

と

し

て

、

別

相

三

観

と

一

心

三

観

が

『

維

摩

経

玄

疏

』

で

説

か

れ

る

。

す

な

わ

ち

「

第

三

に

三

観

の

相

を

弁

ぜ

ば

、

即

ち

二

意

と

為

す

。

一

に

別

相

三

観

を

明

か

す

。

二

に

一

心

三

観

を

明

か

す

。
（

中

略

）

今

此

の

別

相

三

観

を

釋

せ

ば

、

即

ち

三

の

別

を

為

す

。

一

に

従

仮

入

空

観

、

二

に

従

空

入

仮

観

、

三

に

中

道

第

一

義

諦

観

を

明

か

す

也

。
」

⑥

と

あ

る

。

さ

ら

に

、
『

維

摩

経

文

疏

』

巻

二

十

一

で

は

、
「

今

但

だ

別

教

圓

教

の

二

種

に

約

し

て

以

て

三

観

の

相

を

簡

別

せ

ば

、

同

じ

か

ら

ず

。

則

ち

三

種

有

り

。

一

に

は

別

相

三

観

、

二

に

は

通

相

三

観

、

三

に

は

一

心

三

観

な

り

」

⑦

と

し

て

、

新

た

に

通

相

三

観

が

説

か

れ

て

全

部

で

三

種

の

三

観

が

説

か

れ

て

い

る

。

こ

の

通

相

三

観

は

円

教

に

属

す

る

が

、

い

ま

だ

法

華

の

円

教

に

は

及

ば

な

い

も

の

と

さ

れ

て

い

る

。
『

維

摩

経

文

疏

』

に

「

通

相

三

観

は

通

に

約

し

て

圓

を

論

ぜ

ば

、

此

れ

恐

ら

く

是

れ

方

等

教

の

帶

方

便

の

圓

な

り

。

法

華

の

所

明

の

如

く

に

非

ざ

る

也

」

⑧

（

同

前

）

と

い

う

通

り

で

あ

る

。

天

台

の

空

・

仮

・

中

の

三

諦

を

証

得

す

る

三

種

三

観

の

観

心

法

の

中

で

、

最

も

勝

れ

た

も

の

が

円

融

の

三

諦

を

証

得

す

る

一

心

三

観

で

あ

る

。

こ

の

一

心

三

観

は

天

台

三

大

部

中

に

も

勿

論

説

か

れ

て

い

る

が

、

『

維

摩

経

玄

疏

』

で

は

「

若

し

一

心

三

観

を

証

せ

ば

、

即

ち

是

れ

一

心

の

三

智

五

眼

な

り

」

⑨

と

あ

る

。

こ

の

三

智

五

眼

に

よ

っ

て

証

得

知

見

さ

れ

る

の

が

諸

法

実

相

で

あ

る

。
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諸

法

即

実

相

に

つ

い

て

は

、

地

論

と

摂

論

の

縁

起

説

を

智

顗

は

空

思

想

の

立

場

か

ら

厳

し

く

批

判

し

て

い

る

。

又

智

顗

の

観

法

は

、

諸

法

即

実

相

の

円

教

教

理

に

立

脚

し

て

、

諸

法

の

事

（

現

前

の

六

識

陰

妄

心

）

を

観

じ

て

実

相

の

理

を

悟

る

と

い

う

も

の

で

あ

る

か

ら

、

地

論

師

や

摂

論

師

の

立

て

る

七

識

・

八

識

と

い

う

唯

識

の

教

理

は

全

く

意

味

を

持

ち

得

な

い

も

の

で

あ

っ

た

。

智

顗

は

地

論

・

摂

論

の

よ

う

な

修

証

論

を

別

教

（

別

相

三

観

）
、

次

第

三

観

に

配

し

て

、

円

教

の

一

心

三

観

は

「

一

心

の

三

観

三

智

」

で

あ

る

か

ら

、

三

智

相

即

す

る

空

智

（

一

切

智

）
・

仮

智

（

道

種

智

）
・

中

智

（

一

切

種

智

）

を

一

心

に

証

得

す

る

こ

と

で

あ

る

と

い

う

の

で

あ

る

。

一

方

、

吉

蔵

に

つ

い

て

は

ど

う

だ

ろ

う

か

。

吉

蔵

の

経

典

観

に

つ

い

て

は

、

平

井

俊

栄

氏

や

菅

野

博

史

氏

な

ど

の

先

行

研

究

が

あ

る

⑩

。

吉

蔵

は

『

三

論

玄

義

』

で

、

次

の

よ

う

に

い

う

。
「

大

乗

は

正

し

く

正

観

を

明

か

す

。

故

に

諸

大

乗

経

は

同

じ

く

不

二

正

観

を

以

て

宗

と

為

す

」

⑪

と

。

だ

か

ら

大

乗

経

は

不

二

の

正

観

を

宗

と

し

て

い

る

と

す

る

。

無

得

正

観

が

三

論

教

学

の

基

本

的

立

場

で

あ

り

、

こ

の

無

所

得

と

不

二

相

即

正

観

の

基

本

立

場

は

吉

蔵

が

受

学

し

た

法

朗

か

ら

継

承

し

た

も

の

で

あ

る

と

い

う

。
『

三

論

玄

義

』

の

文

は

、

大

小

乗

の

経

典

は

一

道

を

明

か

し

て

い

る

と

し

て

、

経

典

そ

れ

ぞ

れ

に

存

在

意

義

を

認

め

て

い

る

よ

う

に

理

解

さ

れ

る

が

、

こ

の

こ

と

は

既

に

先

学

の

指

摘

す

る

と

お

り

で

あ

る

⑫

。

吉

蔵

の

経

典

観

は

す

べ

て

の

経

典

に

そ

れ

相

応

の

存

在

意

義

を

認

め

る

と

い

う

立

場

と

解

さ

れ

る

。

こ

の

こ

と

に

つ

い

て

も

す

で

に

平

井

俊

榮

氏

が

確

認

さ

れ

て

お

り

、

吉

蔵

は

大

乗

経

典

に

つ

い

て

は

す

べ

て

「

顕

道

無

異

」

で

、

価

値

的

に

同

一

と

し

て

い

た

と

さ

れ

て

い

る

⑬

。

吉

蔵

は

『

法

華

玄

論

』
『

法

華

統

略

』

に

至

る

ま

で

法

華

注

疏

を

多

く

著

し

、

世

親

『

法

華

論

』

に

対

し

て

、

そ

の

注

釈

『

法

華

論

疏

』

を

著

し

て

い

る

。

吉

蔵

は

智

顗

と

同

じ

く

『

法

華

経

』

に

仏

性

が

説

か

れ

て

い

る

こ

と

を

主

張

し

て

い

る

が

、
吉

蔵

の

教

判

に

対

す

る

理

解

は

智

顗

の

も

の

と

は

異

な

っ

て

お

り

、

吉

蔵

は

自

ら

が

盛

ん

に

依

用

す

る

大

乗

経

典

は

あ

る

に

し

て

も

、

経

典

間

に

価

値

的

な

序

列

を

認

め

て

は

い

な

い

。

こ

の

点

は

両

者

の

大

き

く

異

な

る

点

で

あ

ろ

う

。
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三

、

智

顗

と

吉

蔵

に

お

け

る

四

悉

檀

『

法

華

玄

義

』

巻

一

下

で

は

「

南

岳

師

に

お

い

て

は

、

大

涅

槃

経

に

例

し

て

梵

漢

兼

称

う

。
「

悉

」

は

是

れ

此

の

言

、
「

檀

」

は

是

れ

梵

語

な

り

。
「

悉

」

は

之

れ

遍

と

言

い

、
「

檀

」

は

翻

じ

て

施

と

為

す

。

仏

は

四

法

を

以

て

遍

く

衆

生

に

施

す

。

故

に

悉

檀

と

云

う

な

り

。
」

⑭

と

あ

る

が

、

智

顗

は

『

法

華

玄

義

』

と

『

維

摩

経

玄

疏

』

中

に

四

悉

檀

に

つ

い

て

ま

と

ま

っ

た

記

述

を

し

て

い

る

。

智

顗

の

四

悉

檀

に

対

す

る

解

釈

と

吉

蔵

の

そ

れ

と

は

、

藤

井

教

公

氏

と

奥

野

光

賢

氏

ら

⑮

が

詳

細

に

検

討

を

加

え

て

い

る

の

で

両

氏

の

成

果

に

拠

り

な

が

ら

検

討

し

よ

う

。

智

顗

に

お

け

る

四

悉

檀

解

釈

は

、

慧

思

以

来

の

「

仏

は

四

法

を

以

て

遍

く

衆

生

に

施

す

。

故

に

悉

檀

と

云

う

な

り

」

と

い

う

解

釈

が

示

す

よ

う

に

、

仏

の

衆

生

教

化

の

た

め

の

方

便

と

理

解

さ

れ

て

い

る

。

実

際

に

智

顗

は

四

悉

檀

を

そ

の

方

向

で

解

釈

し

、

そ

れ

が

根

本

的

に

は

仏

説

に

根

拠

を

持

つ

と

い

う

こ

と

を

論

じ

て

い

る

⑯

。

こ

の

四

悉

檀

解

釈

は

慧

思

の

解

釈

や

、
『

大

智

度

論

』

の

文

な

ど

に

そ

の

根

拠

が

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

が

、

し

か

し

よ

り

根

源

的

に

は

、

主

体

的

、

実

践

的

な

衆

生

教

化

に

関

す

る

智

顗

自

身

の

資

質

に

預

か

る

と

こ

ろ

が

大

き

い

と

さ

れ

る

。

智

顗

は

四

悉

檀

を

上

述

の

よ

う

に

解

し

た

上

で

、

自

己

の

教

学

中

に

取

り

込

み

、

教

観

二

門

に

積

極

的

に

組

み

込

ん

で

い

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

観

門

に

つ

い

て

は

「

理

に

契

う

観

は

悉

檀

に

非

ざ

れ

ば

起

こ

ら

ず

」

⑰

と

述

べ

て

、

悉

檀

に

よ

っ

て

「

観

」

が

起

こ

る

と

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

さ

ら

に

教

門

に

つ

い

て

は

、

四

教

お

よ

び

一

切

の

経

教

が

四

悉

檀

に

よ

っ

て

起

こ

る

と

説

い

て

い

る

。

そ

の

意

味

は

、

仏

の

説

法

は

す

べ

て

四

悉

檀

に

依

拠

し

、

根

拠

づ

け

ら

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

そ

れ

は

智

顗

が

四

悉

檀

を

「

観

」

や

「

教

」

に

先

立

つ

、

よ

り

根

源

的

な

と

こ

ろ

に

あ

る

も

の

と

考

え

て

い

る

こ

と

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

こ

の

よ

う

な

こ

と

か

ら

、

智

顗

に

あ

っ

て

は

四

悉

檀

は

人

師

の

経

典

解

釈

法

の

一

つ

で

は

な

く

、

仏

の

衆

生

教

化

の

際

に

働

く

奥

深

い

方

便

で

あ

っ

た

と

い

え

よ

う

。

吉

蔵

に

あ

っ

て

は

ど

う

か

。
『

法

華

玄

論

』

巻

四

に

は

四

悉

檀

の

そ

れ

ぞ

れ

に

つ

い

て

の

『

大

智

度

論

』

の

内

容

の

説

明

が

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

此

の

四

門

を

用

い

て

、

一

切

義

及

び

文

を

通

貫

す

べ

し

。

此

の

四

門

を

得

る

を

以

て

の

故

に

、

一

切

の
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経

を

講

ず

べ

し

。

一

切

の

病

を

治

す

べ

し

。

四

門

を

得

ず

ん

ば

、

一

句

の

経

を

も

尋

ぬ

べ

か

ら

ず

。

一

の

煩

悩

も

破

す

べ

か

ら

ざ

る

な

り

。

⑱

と

あ

る

。

こ

の

文

の

意

味

は

、

四

悉

檀

に

お

い

て

す

べ

て

の

仏

の

教

説

が

通

貫

し

、

矛

盾

な

く

一

切

の

経

を

講

説

す

る

こ

と

が

で

き

、

そ

れ

に

よ

っ

て

一

切

の

心

病

を

治

療

す

る

こ

と

が

で

き

よ

う

、

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

こ

こ

で

は

四

悉

檀

は

経

典

間

の

矛

盾

や

教

説

の

違

背

を

会

通

す

る

手

だ

て

と

し

て

捉

え

ら

れ

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。

別

な

文

例

に

よ

っ

て

み

て

も

こ

の

吉

蔵

の

理

解

は

変

わ

ら

ず

、

四

悉

檀

の

う

ち

三

悉

檀

は

方

便

、

第

一

義

悉

檀

は

究

極

的

真

実

と

さ

れ

て

い

る

。

吉

蔵

の

四

悉

檀

理

解

で

重

要

な

点

は

、

奥

野

氏

に

よ

れ

ば

、

四

悉

檀

を

二

諦

説

と

関

連

づ

け

て

説

い

て

い

る

こ

と

で

あ

る

と

い

う

⑱

。
「

二

諦

義

」

巻

下

に

よ

れ

ば

、

四

悉

檀

は

通

経

の

要

術

で

あ

り

、

こ

れ

を

知

ら

な

け

れ

ば

二

諦

相

即

の

意

味

が

理

解

で

き

な

い

と

す

る

の

で

あ

る

。

吉

蔵

の

四

悉

檀

解

釈

は

、
「

唯

悟

為

宗

」

と

い

う

目

的

の

た

め

、

つ

ま

り

衆

生

を

悟

り

に

導

く

た

め

の

解

釈

法

と

し

て

極

め

て

有

効

だ

っ

た

の

で

は

な

い

か

、

と

さ

れ

て

い

る

。

以

上

の

解

釈

を

み

る

と

、

吉

蔵

に

と

っ

て

四

悉

檀

は

、

そ

れ

な

く

し

て

は

矛

盾

な

く

一

切

の

経

を

会

通

す

る

こ

と

が

で

き

な

く

な

る

よ

う

な

重

要

な

経

典

解

釈

法

で

あ

る

。
し

か

し

あ

く

ま

で

方

便

手

段

で

あ

り

、

そ

れ

を

用

い

て

自

己

の

教

学

を

説

明

す

る

に

便

利

な

手

だ

て

で

も

あ

っ

た

。

四

、

小

結

こ

れ

ま

で

智

顗

と

吉

蔵

に

つ

い

て

、

両

者

の

経

典

観

を

中

心

に

そ

の

異

質

性

と

類

似

性

を

検

討

し

て

き

た

。

そ

の

結

果

を

ま

と

め

る

と

、

次

の

よ

う

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

智

顗

が

後

世

五

時

八

教

と

称

さ

れ

る

教

判

を

確

立

し

て

、

諸

経

の

上

に

『

法

華

経

』

を

置

く

法

華

至

上

主

義

の

立

場

を

取

っ

た

が

、

一

方

、

吉

蔵

の

経

典

に

対

す

る

基

本

的

立

場

は

、

諸

大

乗

経

典

は

「

顕

道

無

異

」

で

あ

る

と

し

て

、

基

本

的

に

同

価

値

で

あ

る

と

し

た

。

こ

の

点

が

大

き

な

相

違

で

あ

る

。

し

か

し

、

吉

蔵

も

智

顗

と

同

じ

く

『

法

華

経

』
『

涅

槃

経

』

を

重

視

し

て

い

る

点

は

両

者

共

通

す

る

も

の

が

あ

る

。

ま

た

、

四

悉

檀

に

対

す

る

解

釈

は

、

智

顗

が

仏

の

衆

生

教

化

を

前

提

と

し

た

主

体

的

実

践

的

解

釈

を

取
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る

の

に

対

し

、

あ

く

ま

で

吉

蔵

が

経

典

解

釈

の

方

法

と

し

て

捉

え

て

い

る

点

が

好

対

照

を

な

し

て

い

る

と

い

え

る

だ

ろ

う

。

註

①

佐

藤

哲

英

『

天

台

大

師

の

研

究

』

四

一

六

～

四

四

八

頁

、

百

華

苑

、

一

九

六

一

年

。

②

『

維

摩

経

玄

疏

』

に

「

二

約

十

二

因

縁

簡

別

三

種

思

議

不

思

議

解

脱

。

一

明

分

別

三

種

解

脱

相

者

。

一

眞

性

解

脱

。

二

實

慧

解

脱

。

三

方

便

解

脱

。

一

明

眞

性

解

脱

者

。

此

經

云

。

婬

怒

癡

性

即

是

解

脱

。

今

明

婬

怒

癡

性

。

即

是

勝

鬘

經

明

。

自

性

清

淨

心

不

爲

煩

惱

所

染

。

若

煩

惱

不

能

染

。

是

則

生

死

莫

之

能

拘

。

性

自

無

累

名

爲

解

脱

。

故

此

經

云

。

如

優

波

離

以

心

相

得

解

脱

時

。

寧

有

垢

不

。

一

切

衆

生

心

相

無

垢

亦

復

如

是

。

是

名

不

思

議

眞

性

解

脱

也

。
」

（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

八

、

五

五

二

頁

ｂ

）

と

あ

る

。

③

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

三

、

八

〇

二

頁

ｃ

④

『

維

摩

経

』

不

思

議

品

の

舎

利

弗

と

天

女

の

問

答

に

、
「

舍

利

弗

言

。

不

復

以

離

婬

怒

癡

爲

解

脱

乎

。

天

曰

。

佛

爲

増

上

慢

人

。

説

離

婬

怒

癡

爲

解

脱

耳

。

若

無

増

上

慢

者

。

佛

説

婬

怒

癡

性

即

是

解

脱

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

十

四

、

五

四

八

頁

ａ

）

と

あ

る

。

⑤

『

法

華

玄

義

』

巻

二

上

に

「

就

五

種

二

諦

得

論

中

道

。

即

有

五

種

三

諦

。

約

別

入

通

點

非

有

漏

非

無

漏

三

諦

義

成

。

有

漏

是

俗

無

漏

是

眞

。

非

有

漏

非

無

漏

是

中

。

當

教

論

中

但

異

空

而

已

。

中

無

功

用

不

備

諸

法

。

圓

入

通

三

諦

者

。

二

諦

不

異

前

。

點

非

漏

非

無

漏

具

一

切

法

。

與

前

中

異

也

。

別

三

諦

者

。

開

彼

俗

爲

兩

諦

。

對

眞

爲

中

中

理

而

已

云

云

。

圓

入

別

三

諦

者

。

二

諦

不

異

前

。

點

眞

中

道

具

足

佛

法

也

。

圓

三

諦

者

。

非

但

中

道

具

足

佛

法

。

眞

俗

亦

然

。

三

諦

圓

融

一

三

三

一

。

如

止

觀

中

説

云

云

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

三

、

七

〇

四

頁

ｃ

～

七

〇

五

頁

ａ

）

と

あ

る

。

⑥

「

第

三

辨

三

觀

相

者

即

爲

二

意

。

一

明

別

相

三

觀

。

二

明

一

心

三

觀

。

第

一

明

別

相

三

觀

者

。

觀

因

縁

所

生

三

諦

之

理

相

別

不

同

。

取

相

恒

沙

無

明

三

種

惑

障

麁

細

階

級

有

異

。

觀

理

破

惑

用

智

不

同

。

故

名

別

相

三

觀

也

。

即

是

大

品

經

三

慧

品

所

明

三

智

相

也

。

今

釋

此

別

相

三

觀

即

爲

三

別

。

一

從

假

入

空

觀

。

二

從

空

入

假

觀

。

三

明

中

道

第

一

義

諦

觀

也

。

第

一

正

明

從

假

入

空

觀

相

。
」

(

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

八

、

五

二

五

頁

ｃ

）

⑦

「

今

但

約

別

教

圓

教

二

種

以

簡

別

三

觀

之

相

不

同

則

有

三

種

一

者

別

相

三

觀

二

者

通

相

三

觀

三

者

一

心

三

觀

」
（
『

新
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纂

大

日

本

続

蔵

経

』

巻

十

八

、

六

二

七

頁

ａ

～

ｂ

）

⑧

「

通

相

三

觀

約

通

論

圓

此

恐

是

方

等

教

帶

方

便

之

圓

非

如

法

華

所

明

也

」
（

同

前

、

六

二

七

頁

ｂ

）

と

あ

る

。

⑨

『

維

摩

経

玄

疏

』

巻

二

に

「

若

證

一

心

三

觀

。

即

是

一

心

三

智

五

眼

也

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

八

、

五

二

九

頁

ａ

）

と

あ

る

。

⑩

平

井

俊

栄

『

中

国

般

若

思

想

史

の

研

究

―

吉

蔵

と

三

論

学

派

』
、

菅

野

博

史

『

中

国

法

華

思

想

の

研

究

』
（

春

秋

社

、

一

九

九

四

年

）
。

⑪

『

三

論

玄

義

』

に

「

大

乘

正

明

正

觀

。

故

諸

大

乘

經

同

以

不

二

正

觀

爲

宗

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

五

、

一

〇

頁

ｃ

）

と

あ

る

。

⑫

奥

野

光

賢

「

吉

蔵

の

い

う

「

無

諍

に

つ

い

て

」
『

日

本

仏

教

学

会

今

年

報

』

第

六

十

一

号

、

一

九

九

六

年

）
。

⑬

平

井

俊

榮

前

掲

書

、

四

八

二

～

四

八

三

頁

。

⑭

「

南

岳

師

例

大

涅

槃

梵

漢

兼

稱

。

悉

是

此

言

檀

是

梵

語

。

悉

之

言

遍

。

檀

翻

爲

施

。

佛

以

四

法

遍

施

衆

生

。

故

言

悉

檀

也

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

三

、

六

八

六

ｃ

）

と

あ

る

。

⑮

藤

井

教

公

「

天

台

智

顗

に

お

け

る

四

悉

檀

の

意

義

」
『

印

度

学

仏

教

学

研

究

』

四

十

七

巻

第

二

号

一

九

九

九

年

三

月

）
、

奥

野

光

賢

「

吉

蔵

に

お

け

る

四

悉

檀

義

」
（
『

仏

教

学

』

四

十

一

号

、

一

九

九

九

年

）
。

⑯

藤

井

教

公

氏

前

掲

論

文

五

三

九

頁

。

⑰

『

法

華

玄

義

』

巻

一

下

に

「

契

理

之

觀

非

悉

檀

不

起

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

三

、

六

八

七

頁

ｃ

）

と

あ

る

。

⑱

『

法

華

玄

論

』

巻

三

に

「

用

此

四

門

可

通

貫

一

切

義

及

文

。

以

得

此

四

門

故

一

切

經

可

搆

。

一

切

病

可

治

。

不

得

四

門

一

句

經

不

可

尋

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

三

九

一

頁

ｃ

）

と

あ

る

。

⑲

奥

野

光

賢

氏

前

掲

論

文

五

七

～

六

一

頁

。

第

二

節

吉

蔵

の

経

典

観

―

天

台

と

の

比

較

を

通

し

て

―

一

、

は

じ

め

に
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前

節

で

は

智

顗

と

吉

蔵

の

経

典

観

の

相

違

を

四

悉

檀

な

ど

を

観

点

と

し

て

比

較

し

た

が

、

本

節

で

は

そ

の

問

題

を

さ

ら

に

敷

衍

し

て

、

吉

蔵

の

経

典

観

を

よ

り

詳

細

に

検

討

し

て

天

台

と

比

較

し

た

い

。

中

国

天

台

宗

の

大

成

者

智

顗

（

五

三

八

～

五

九

七

）

は

、

三

論

宗

の

大

成

者

吉

蔵

（

五

四

九

～

六

二

三

）

に

十

一

年

先

立

つ

が

、

南

北

朝

末

か

ら

隋

初

に

か

け

て

の

時

代

を

共

に

生

き

、

両

者

は

わ

ず

か

な

が

ら

も

親

交

が

あ

っ

た

。

智

顗

の

講

説

を

潅

頂

が

ま

と

め

た

『

法

華

文

句

』

や

『

法

華

玄

義

』

な

ど

の

著

作

中

の

、

い

く

つ

か

の

文

言

は

、

吉

蔵

の

著

作

中

に

並

行

句

が

存

在

す

る

こ

と

が

従

来

知

ら

れ

て

い

た

が

、

先

述

の

よ

う

に

、

近

年

平

井

俊

栄

博

士

に

よ

っ

て

、

そ

れ

ら

は

潅

頂

が

修

治

の

際

に

取

り

込

ん

だ

も

の

で

あ

る

こ

と

が

明

ら

か

に

さ

れ

た

。

こ

の

点

に

注

意

し

な

が

ら

、

智

顗

と

吉

蔵

の

著

作

を

検

討

資

料

に

し

て

、

両

者

の

経

典

観

に

つ

い

て

検

討

し

た

い

。

た

だ

し

、

こ

の

問

題

に

つ

い

て

は

す

で

に

、

平

井

俊

栄

、

菅

野

博

史

、

伊

藤

隆

寿

な

ど

の

各

氏

の

先

行

研

究

が

あ

る

の

で

、

そ

れ

ら

を

踏

ま

え

て

検

討

し

て

い

く

こ

と

に

す

る

。

二

、
「

顕

道

無

異

」

吉

蔵

の

経

典

に

対

す

る

態

度

と

し

て

よ

く

知

ら

れ

て

い

る

言

葉

は

、
『

法

華

玄

論

』

巻

二

の

「

諸

の

大

乗

経

の

道

を

顕

わ

す

は

乃

ち

当

に

異

な

り

無

か

る

べ

し

」

①

や

、
『

大

乗

玄

論

』

巻

四

の

「

諸

の

大

乗

経

、

通

じ

て

道

を

顕

す

こ

と

を

為

す

も

、

道

既

に

二

無

し

」

②

の

文

言

で

あ

る

③

。

こ

れ

は

、

大

乗

経

典

は

種

々

な

説

き

方

で

真

理

を

明

か

し

て

い

る

が

、
そ

の

明

か

さ

れ

た

真

理

は

一

つ

で

あ

る

と

い

う

意

味

で

あ

る

。

こ

の

言

葉

は

大

乗

経

典

全

般

に

つ

い

て

だ

け

で

な

く

、

二

つ

の

経

典

同

士

に

つ

い

て

も

用

い

ら

れ

、
『

法

華

遊

意

』

で

は

、
『

法

華

経

』

と

『

般

若

経

』

と

の

比

較

に

つ

い

て

も

「

般

若

と

法

華

は

同

じ

く

是

れ

正

観

平

等

大

慧

に

し

て

道

を

顕

わ

す

こ

と

異

な

り

無

し

」

④

と

し

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

吉

蔵

の

経

典

に

対

す

る

見

方

の

基

本

的

態

度

が

「

顕

道

無

異

」

と

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

が

、

諸

経

を

比

較

し

て

結

果

的

に

そ

れ

ぞ

れ

の

経

典

が

顕

す

と

こ

ろ

は

一

つ

で

あ

る

か

ら

経

典

間

の

優

劣

は

な

い

と

す

る

考

え

方

は

、

古

く

羅

什

の

弟

子

僧

叡

の

「

小

品

経

序

」

に

原

型

を

も

つ

と

さ

れ

る

⑤

。

さ

ら

に

、

後

述

の

吉

蔵

の

教

判

に

つ

い

て

の

、

ひ

い

て

は

経

典

に

つ

い

て

の

見

方

に

帰

結

す

る

考

え

方

は

、
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浄

影

寺

慧

遠

（

五

二

三

～

五

九

二

）

の

影

響

を

受

け

て

い

る

と

指

摘

さ

れ

て

い

る

⑥

。

す

な

わ

ち

、

慧

遠

は

『

大

乗

義

章

』

巻

一

の

「

衆

経

教

迹

義

」

で

、
『

温

室

経

』

は

「

施

」

を

『

清

浄

毘

尼

優

婆

塞

戒

』

等

は

「

戒

」

を

、
『

華

厳

』
『

法

華

』
『

無

量

義

』

な

ど

は

「

三

昧

」

を

宗

と

な

し

、

乃

至

『

勝

鬘

』

は

「

一

乗

」

を

『

涅

槃

』

は

円

寂

妙

果

を

宗

と

し

て

い

る

が

、
「

是

く

の

如

き

等

の

経

、

明

か

す

所

は

各

異

な

る

も

、

然

る

に

其

の

所

説

は

皆

是

れ

大

乘

の

縁

起

の

行

徳

の

究

竟

了

義

な

り

。

階

漸

の

言

、

応

に

輒

ち

論

ぜ

ざ

る

べ

し

」

⑦

と

述

べ

て

い

る

。

こ

の

例

文

で

は

大

乗

経

典

は

、

そ

れ

ぞ

れ

説

い

て

い

る

内

容

に

よ

っ

て

「

宗

」

が

区

別

さ

れ

る

が

、

し

か

し

そ

の

説

く

と

こ

ろ

は

そ

れ

ぞ

れ

大

乗

の

縁

起

の

実

践

的

特

性

の

究

極

で

あ

る

か

ら

、

経

典

同

士

の

優

劣

浅

深

は

論

ず

る

べ

き

で

は

な

い

と

し

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

慧

遠

は

、

経

典

の

所

説

に

よ

っ

て

そ

れ

ぞ

れ

「

宗

」

は

区

別

さ

れ

る

が

、

究

極

的

に

は

大

乗

経

典

は

み

な

同

価

値

で

あ

る

と

述

べ

て

い

る

。

こ

れ

は

吉

蔵

の

「

顕

道

無

異

」

と

同

じ

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

吉

蔵

の

こ

の

「

顕

道

無

異

」

の

文

言

は

、
「

諸

大

乗

経

」

が

主

語

に

な

っ

て

い

る

よ

う

に

、

大

乗

経

典

に

つ

い

て

述

べ

た

も

の

で

あ

る

。

で

は

小

乗

経

典

に

つ

い

て

は

ど

う

で

あ

ろ

う

か

。

僧

叡

の

『

十

二

門

論

序

』

の

注

釈

で

あ

る

吉

蔵

の

『

十

二

門

論

疏

』

に

お

い

て

、

若

し

原

を

窮

む

れ

ば

、

理

は

唯

一

と

知

る

な

り

。

九

十

六

術

自

ら

理

を

得

た

り

と

謂

う

。

故

に

異

道

紛

然

た

り

。

若

し

理

を

盡

さ

ば

、

則

ち

衆

異

息

む

る

な

り

。

又

、

其

の

原

を

窮

む

れ

ば

、

大

乘

を

学

ぶ

人

の

有

所

得

の

執

を

成

ず

る

を

破

す

る

な

り

。

其

の

理

を

盡

さ

ば

、

小

乘

の

流

を

学

ぶ

を

斥

す

る

な

り

。

未

だ

理

を

盡

さ

ざ

る

を

以

て

の

故

に

小

有

る

の

み

。

如

し

其

れ

理

を

盡

さ

ば

、

理

既

に

二

無

し

。

何

ぞ

大

小

有

ら

ん

や

。

⑧

と

あ

っ

て

、

理

を

尽

く

せ

ば

理

は

唯

一

で

あ

り

、

大

小

の

二

が

存

在

す

る

こ

と

は

な

い

。

理

を

極

め

て

い

な

い

か

ら

小

乗

と

大

乗

の

区

別

が

存

在

す

る

こ

と

と

な

る

と

い

う

。

上

記

例

文

末

尾

の

「

理

既

に

二

無

し

」

と

い

う

言

は

吉

蔵

の

他

の

著

作

、
『

浄

名

玄

論

』

や

『

法

華

遊

意

』
、
『

法

華

義

疏

』

な

ど

に

も

見

ら

れ

、

吉

蔵

教

学

の

基

本

的

考

え

方

と

な

っ

て

い

る

と

い

え

よ

う

⑨

。

こ

の

「

理

は

唯

一

」

と

い

う

こ

と

か

ら

大

小

の

相

対

が

取

り

払

わ

れ

て

、

大

乗

、

小

乗

も

同

一

の

教

と

な

る

。

し

た

が

っ

て

、

吉

蔵

に

と

っ

て

究

極

的

に

は

大

乗

と

小

乗

の

本

来

的

な

区

別

は

存

在

し

な

い

こ

と

に

な

り

、
「

顕

道

無

異

」

は

大

乗

だ

け

に

限

ら

な

い

こ

と

に

な

る

わ

け

で

あ

る

⑩

。



- 54 -

し

か

し

な

が

ら

吉

蔵

は

、

理

を

い

ま

だ

究

め

て

い

な

い

段

階

に

お

い

て

は

大

小

乗

の

区

別

を

認

め

、

ま

た

大

乗

経

典

に

つ

い

て

、

経

典

そ

れ

ぞ

れ

の

説

法

内

容

の

比

較

を

行

っ

て

い

た

。

こ

の

大

小

の

教

を

吉

蔵

は

声

聞

蔵

と

菩

薩

蔵

の

言

葉

で

表

す

こ

と

が

多

い

が

、

こ

の

二

蔵

に

つ

い

て

吉

蔵

が

ど

の

よ

う

に

考

え

て

い

る

か

を

見

て

み

よ

う

。

三

、

声

聞

蔵

と

菩

薩

蔵

吉

蔵

は

上

述

の

よ

う

に

経

典

間

の

価

値

は

同

じ

と

す

る

の

が

基

本

的

態

度

で

あ

っ

た

。

そ

れ

ゆ

え

、

経

典

間

の

価

値

配

列

や

説

法

の

時

系

列

配

列

を

目

的

と

す

る

教

相

判

釈

に

批

判

的

で

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う

。

実

際

に

、

吉

蔵

は

従

来

の

南

北

朝

代

に

行

わ

れ

た

教

判

に

つ

い

て

、

と

く

に

江

南

の

慧

観

の

五

時

判

と

北

地

地

論

宗

南

道

派

の

慧

光

の

創

始

し

た

四

宗

判

を

取

り

上

げ

て

厳

し

く

批

判

し

て

い

る

⑪

。そ

れ

で

は

吉

蔵

は

従

来

の

教

判

を

批

判

し

た

上

で

、

自

身

は

釈

迦

一

代

の

説

法

に

対

し

、

ど

の

よ

う

な

見

方

を

し

た

の

で

あ

ろ

う

か

。

吉

蔵

は

『

三

論

玄

義

』

に

お

い

て

五

時

判

を

批

判

し

て

次

の

よ

う

に

言

う

⑫

。

難

じ

て

曰

く

。

但

だ

応

に

大

と

小

と

の

二

教

を

立

つ

べ

し

。

応

に

五

時

を

制

す

べ

か

ら

ず

。

略

し

て

三

経

と

三

論

と

を

引

い

て

之

を

証

せ

ん

。
『

大

品

経

』

に

云

く

、
「

諸

の

天

子

は

歎

じ

て

曰

く

、

我

れ

閻

浮

に

お

い

て

第

二

の

法

輪

の

転

ず

る

を

見

る

」

と

。

竜

樹

は

釈

し

て

云

く

、
「

鹿

苑

に

已

に

小

輪

を

転

じ

、

今

、

復

た

大

法

輪

を

転

ず

」

と

。
『

法

華

経

』

に

云

く

、
「

昔

、

波

羅

捺

に

於

い

て

四

諦

を

転

じ

、

今

、

霊

鷲

山

に

在

り

て

一

乗

を

説

け

り

」

と

。
『

涅

槃

経

』

に

云

く

、
「

昔

、

鹿

林

に

於

い

て

小

を

転

じ

、

今

、

双

樹

に

於

い

て

大

を

説

け

り

」

と

。

故

に

知

ん

ぬ

。

教

は

唯

だ

二

門

に

し

て

五

時

無

き

な

り

と

。
『

智

度

論

』

に

云

く

、
「

佛

法

に

二

有

り

。

一

に

は

三

蔵

、

二

に

は

大

乗

蔵

な

り

」

と

。
『

地

持

論

』

に

云

く

、

「

十

一

部

の

経

を

声

聞

蔵

と

名

づ

け

、

方

等

大

乗

を

菩

薩

蔵

と

名

づ

く

」

と

。
『

正

観

論

』

に

云

く

、
「

前

に

は

声

聞

の

為

に

生

滅

の

法

を

説

き

、

次

に

は

菩

薩

の

為

に

無

生

滅

の

法

を

説

く

」

と

。

経

と

論

と

を

以

て

之

を

験

す

る

に

、

唯

だ

二

蔵

の

み

有

り

て

五

時

無

き

な

り

。
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こ

こ

で

は

『

大

品

般

若

経

』
『

法

華

経

』
『

涅

槃

経

』

の

三

経

、
『

大

智

度

論

』
『

菩

薩

地

持

論

』
『

中

論

』

の

三

論

を

引

い

て

経

と

論

の

証

拠

と

し

、

教

は

大

小

の

二

種

の

区

別

、

二

蔵

を

立

て

る

べ

き

で

、

五

時

を

立

て

る

べ

き

で

は

な

い

と

い

う

。

周

知

の

よ

う

に

慧

観

の

五

時

判

は

、

説

法

の

仕

儀

に

よ

っ

て

頓

漸

二

教

を

分

け

、

頓

教

を

『

華

厳

経

』

と

し

、

漸

教

を

説

法

の

時

期

と

浅

深

の

内

容

と

に

よ

っ

て

、

三

乗

別

教

、

三

乗

通

教

、

抑

揚

教

、

同

帰

教

、

常

住

教

の

五

種

に

分

け

た

も

の

で

あ

る

。

吉

蔵

は

こ

れ

ら

の

区

別

を

排

し

、

た

だ

大

小

の

二

種

に

区

分

す

る

こ

と

を

言

う

。

そ

の

大

小

と

は

、

三

経

三

論

の

引

文

で

は

、

小

輪

と

大

輪

、

三

蔵

と

大

乗

蔵

、

声

聞

蔵

と

菩

薩

蔵

な

ど

と

記

さ

れ

る

が

、

内

容

は

大

乗

教

と

小

乗

教

と

で

あ

る

。

こ

の

二

種

は

後

に

声

聞

蔵

と

菩

薩

蔵

の

二

藏

と

し

て

吉

蔵

の

判

教

と

さ

れ

る

の

で

あ

る

が

⑬

、

本

来

究

極

的

に

は

無

差

別

で

あ

る

教

に

な

ぜ

大

小

の

区

別

が

あ

る

の

か

と

い

う

と

、

同

じ

『

三

論

玄

義

』

に

、

こ

の

よ

う

に

あ

る

。

通

じ

て

大

小

乗

の

経

を

論

ず

る

に

、

同

じ

く

一

道

を

明

か

す

。

故

に

無

得

正

観

を

以

て

宗

と

為

す

。

但

し

、

小

乗

教

は

正

観

猶

遠

し

。

故

に

四

諦

の

教

に

就

い

て

宗

と

為

す

。

大

乗

は

正

し

く

正

観

を

明

か

す

。

故

に

諸

の

大

乗

経

は

同

じ

く

不

二

の

正

観

を

以

て

宗

と

為

す

。

⑭

吉

蔵

は

、

総

論

的

に

い

え

ば

大

小

乗

の

経

典

は

同

じ

一

つ

の

道

を

説

い

て

お

り

、

無

得

正

観

を

そ

の

宗

と

し

て

い

る

と

い

う

が

、

そ

れ

ぞ

れ

個

別

的

に

み

れ

ば

、

小

乗

教

は

四

諦

の

教

説

を

、

大

乗

教

は

不

二

の

正

観

を

宗

と

す

る

と

い

う

。

そ

の

理

由

は

、

小

乗

教

は

無

得

正

観

を

達

成

す

る

こ

と

に

お

い

て

、

大

乗

教

よ

り

も

拙

劣

で

あ

る

か

ら

と

し

て

い

る

。
こ

の

よ

う

に

究

極

と

し

て

の

立

場

で

は

両

者

同

じ

で

は

あ

る

が

、

現

実

に

お

い

て

は

差

別

が

あ

る

こ

と

を

認

め

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

の

現

実

的

立

場

あ

る

い

は

見

方

に

立

っ

た

時

、

諸

大

乗

経

典

同

士

に

あ

っ

て

も

そ

れ

ぞ

れ

の

教

説

の

相

違

が

あ

り

、

ま

た

そ

の

教

説

の

相

違

に

よ

っ

て

、

そ

れ

ぞ

れ

の

説

き

方

の

相

違

が

存

在

す

る

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

を

述

べ

た

も

の

が

吉

蔵

が

『

法

華

玄

論

』

巻

三

で

説

く

「

傍

正

二

義

」

と

「

逗

縁

不

同

」

で

あ

る

。

「

傍

正

二

義

」

に

つ

い

て

は

、
「

問

う

。

若

し

皆

、

縁

正

の

二

因

有

ら

ば

、

云

何

が

四

経

の

異

な

り

有

る

や

。

答

う

。

但

だ

衆

經

に

皆

、

傍

正

の

二

義

有

り

。
」

⑮

と

し

て

、
『

法

華

経

』
『

般

若

経

』
『

華

厳

経

』

『

涅

槃

経

』

の

四

経

に

つ

い

て

、

そ

れ

ぞ

れ

の

経

に

は

主

要

な

経

旨

と

副

次

的

な

経

旨

と

が

あ

り

、

そ

れ

を

正

宗

、

傍

義

と

呼

ぶ

。

た

と

え

ば

、
『

般

若

経

』

は

広

く

有

所

得

を

破

し

無

依

無

得

を

正

宗

と

し

、

仏
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性

・

一

乗

を

傍

義

と

す

る

。
『

法

華

経

』

は

一

因

一

果

を

広

く

明

か

し

て

そ

れ

を

正

宗

と

し

、

無

所

得

と

仏

性

を

傍

義

と

す

る

。
『

涅

槃

経

』

は

広

く

仏

性

・

常

住

を

明

か

し

て

無

常

の

病

を

破

斥

す

る

こ

と

を

正

宗

と

し

、

一

乗

と

無

所

得

を

傍

義

と

す

る

、

と

い

う

具

合

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

経

典

の

相

違

区

分

を

正

宗

と

傍

義

と

い

う

概

念

に

よ

っ

て

説

明

し

て

い

る

。

次

に

「

逗

縁

不

同

」

と

は

、
『

法

華

玄

論

』

の

後

続

の

文

に

、
「

衆

経

の

逗

縁

不

同

に

し

て

互

に

相

い

開

避

す

」
（

同

前

）

と

あ

り

、
「

逗

縁

」

と

は

「

対

象

で

あ

る

機

根

に

ぴ

っ

た

り

ね

ら

い

を

つ

け

て

投

げ

る

」

の

意

味

で

あ

る

。

た

と

え

ば

、
『

般

若

経

』

は

す

で

に

無

所

得

実

相

を

明

か

し

て

い

る

の

で

、
『

法

華

経

』

は

こ

れ

を

明

か

さ

ず

、
『

般

若

経

』

が

ま

だ

説

い

て

い

な

い

一

乗

・

因

果

を

明

か

す

と

い

う

よ

う

に

、

経

典

同

士

が

所

説

の

経

旨

の

重

複

を

回

避

し

て

い

る

と

い

う

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

説

法

内

容

の

重

複

回

避

と

い

う

こ

と

が

、

現

実

の

経

典

内

容

の

相

違

の

存

在

を

説

明

す

る

と

す

る

。

こ

の

よ

う

な

「

傍

正

二

義

」

と

「

逗

縁

不

同

」

は

、

吉

蔵

に

と

っ

て

は

、

理

想

と

は

違

っ

て

現

実

の

世

界

で

は

経

典

間

の

相

違

が

存

在

せ

ざ

る

を

得

な

い

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

、

そ

れ

を

説

明

す

る

た

め

に

考

え

出

さ

れ

た

道

具

で

は

な

か

っ

た

か

。

吉

蔵

の

究

極

的

な

見

方

は

、

経

の

大

小

の

別

な

く

、
「

顕

道

無

異

」

で

あ

る

と

い

う

の

が

本

来

の

も

の

で

あ

ろ

う

。

四

、

智

顗

と

の

比

較

上

述

の

よ

う

に

、

吉

蔵

は

従

来

の

五

時

四

宗

判

に

対

し

て

批

判

し

た

が

、

ま

た

北

地

に

お

け

る

『

華

厳

経

』

重

視

や

南

地

に

お

け

る

『

涅

槃

経

』

を

『

法

華

経

』

の

上

に

見

る

風

潮

に

対

し

、
『

法

華

経

』

を

中

心

に

し

て

諸

大

乗

経

典

と

比

較

し

、
『

法

華

玄

論

』

や

『

法

華

義

疏

』
『

法

華

論

疏

』

な

ど

の

中

で

、

具

体

的

に

光

宅

寺

法

雲

の

『

法

華

経

』

解

釈

を

批

判

し

、
『

法

華

経

』

中

に

も

仏

性

が

説

か

れ

て

お

り

、

ま

た

常

住

性

と

い

う

点

で

も

『

涅

槃

経

』

と

『

法

華

経

』

と

は

同

価

値

で

あ

る

と

主

張

し

た

⑯

。

吉

蔵

の

こ

の

よ

う

な

法

華

経

解

釈

の

態

度

は

、

先

行

す

る

智

顗

に

も

同

じ

よ

う

に

見

ら

れ

る

も

の

で

あ

っ

て

、

両

者

の

類

似

性

は

高

い

と

い

え

る

⑰

。

し

か

し

、

智

顗

の

経

典

全

体

に

対

す

る

考

え

方

は

、

後

に

五

時

八

教

と

称

さ

れ

る

教

判

を

み

れ

ば

明

か

で

あ

る

。

智

顗

は

『

法

華

玄

義

』

巻

十

上

の

判

教

に

お

い

て

、
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従

来

の

南

三

北

七

の

教

判

を

批

判

し

て

、

自

ら

は

『

法

華

経

』

を

最

高

の

経

典

で

あ

る

と

し

て

、

他

の

経

典

を

教

説

内

容

の

深

浅

や

説

法

の

時

機

、

説

法

の

仕

儀

に

よ

っ

て

価

値

配

列

を

行

っ

た

。

そ

れ

が

蔵

・

通

・

別

・

円

の

化

法

四

教

、

頓

・

漸

・

秘

密

・

不

定

の

化

儀

四

教

、

華

厳

・

鹿

苑

・

方

等

・

般

若

・

法

華

涅

槃

の

五

時

で

あ

る

。

こ

れ

ら

の

教

判

の

目

指

す

と

こ

ろ

は

『

法

華

経

』

が

い

か

に

諸

経

と

異

な

っ

て

勝

れ

て

い

る

か

と

い

う

こ

と

を

示

す

こ

と

で

あ

る

。

五

時

に

法

華

と

涅

槃

と

が

並

列

さ

れ

、

ま

た

両

者

円

教

と

さ

れ

て

い

る

け

れ

ど

も

、

智

顗

は

『

涅

槃

経

』

よ

り

も

『

法

華

経

』

を

上

位

に

お

い

て

い

る

。

そ

れ

は

第

五

時

は

前

番

の

『

法

華

経

』

と

後

番

の

『

涅

槃

経

』

と

で

あ

る

が

、

前

番

の

『

法

華

経

』

で

仏

の

意

趣

は

尽

き

て

お

り

、
『

涅

槃

経

』

は

追

説

で

あ

る

と

す

る

。
『

法

華

玄

義

』

巻

十

下

に

は

問

う

。
『

涅

槃

』

は

追

っ

て

四

を

説

く

。

方

等

は

正

し

く

四

を

開

き

、

別

教

に

復

た

四

有

り

。

い

か

ん

が

分

別

せ

ん

。

答

う

。
『

涅

槃

』

は

四

に

当

た

り

て

通

じ

て

仏

性

に

入

り

、

別

教

は

次

第

に

後

に

仏

性

を

見

、

方

等

は

証

を

保

ち

、

二

は

仏

性

を

見

ず

。

云

云

。

⑱

と

あ

っ

て

、
『

涅

槃

経

』

は

追

っ

て

蔵

通

別

円

の

四

教

の

内

容

を

説

く

が

、

方

等

は

四

教

倶

説

な

の

で

ま

さ

し

く

四

教

を

説

い

て

い

る

。

そ

し

て

別

教

に

も

四

教

が

あ

る

が

、

そ

れ

ら

を

ど

の

よ

う

に

区

別

す

る

の

か

、

と

い

う

問

い

を

設

け

、

そ

れ

に

対

し

て

『

涅

槃

経

』

は

四

教

に

お

い

て

一

様

に

仏

性

に

入

る

こ

と

を

説

き

、

別

教

は

直

接

で

は

な

い

が

後

に

仏

性

を

見

る

こ

と

に

な

り

、

方

等

は

証

得

は

す

る

も

の

の

、

四

教

の

う

ち

の

藏

教

通

教

の

二

教

は

仏

性

を

見

る

こ

と

は

な

い

、

と

い

う

。

こ

の

よ

う

に

『

涅

槃

経

』

は

智

顗

に

と

っ

て

は

追

加

の

教

で

あ

り

、

四

教

を

説

い

て

、
『

法

華

経

』

説

法

ま

で

に

洩

れ

た

機

根

を

対

象

に

す

る

と

い

う

。

そ

れ

に

対

し

『

法

華

経

』

は

、

同

じ

『

法

華

玄

義

』

の

巻

十

上

に

「

且

く

涅

槃

は

猶

三

乗

の

得

道

を

帯

す

。

此

の

経

は

純

一

無

雑

な

り

」

⑲

と

い

っ

て

円

教

の

中

で

、
『

法

華

経

』

を

『

涅

槃

経

』

よ

り

も

勝

れ

た

も

の

と

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

、

智

顗

に

と

っ

て

経

典

に

対

す

る

見

方

は

明

確

で

あ

る

。
『

法

華

経

』

を

最

高

の

経

と

し

て

位

置

づ

け

、

他

の

諸

経

を

そ

の

下

に

置

い

て

価

値

配

列

し

て

い

る

。

そ

の

『

法

華

経

』

の

位

置

づ

け

の

た

め

に

は

従

来

の

『

涅

槃

経

』
、
『

華

厳

経

』

重

視

の

教

判

を

批

判

せ

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

の

で

あ

る

が

、

し

か

し

、

そ

れ

と

同

じ

よ

う

に

従

来

の

五

時

四

宗

判

を

批

判

し

た

吉

蔵

と

は

そ

の

意

図

は

異

な

る

も

の

で
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あ

っ

た

と

い

え

よ

う

。

五

、

小

結

吉

蔵

は

『

法

華

玄

論

』

な

ど

に

お

い

て

『

法

華

経

』

を

中

心

に

し

て

、
『

涅

槃

経

』
『

般

若

経

』
『

華

厳

経

』

な

ど

の

主

要

大

乗

経

典

の

比

較

を

行

い

、

結

果

的

に

は

『

法

華

経

』

と

『

般

若

経

』
、
『

涅

槃

経

』
、

『

華

厳

経

』

な

ど

と

の

間

に

は

価

値

的

優

劣

は

な

い

と

し

て

い

た

。

こ

の

こ

と

は

大

乗

経

典

に

つ

い

て

の

み

言

え

る

こ

と

で

は

な

く

、

小

乗

経

典

に

つ

い

て

も

敷

衍

さ

れ

る

こ

と

で

あ

っ

た

。

こ

の

よ

う

な

経

典

に

対

す

る

見

方

は

、

現

実

に

お

け

る

大

小

の

教

の

区

別

に

つ

い

て

は

こ

れ

を

声

聞

蔵

と

菩

薩

蔵

の

二

蔵

と

し

な

が

ら

、

究

極

的

に

は

二

蔵

の

区

別

は

存

在

し

な

い

と

す

る

教

判

否

定

的

な

態

度

と

一

致

す

る

。

吉

蔵

の

基

本

的

態

度

は

「

顕

道

無

異

」

の

語

に

端

的

に

示

さ

れ

る

と

い

っ

て

よ

い

だ

ろ

う

。

こ

の

よ

う

な

考

え

方

は

天

台

智

顗

の

経

典

観

と

比

較

す

る

と

き

に

よ

り

一

層

明

瞭

と

な

る

。

声

聞

蔵

・

菩

薩

蔵

の

二

蔵

は

浄

影

寺

慧

遠

の

影

響

と

さ

れ

て

い

る

が

、

吉

蔵

は

無

得

正

観

の

実

践

的

立

場

に

立

っ

て

、

そ

の

二

蔵

の

対

立

を

も

解

消

し

よ

う

と

す

る

。

こ

れ

は

吉

蔵

の

経

典

観

の

大

き

な

特

徴

と

い

え

る

だ

ろ

う

。

註

①

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

三

七

八

頁

ｃ

②

『

大

正

蔵

』

巻

四

十

五

、

五

七

頁

ａ

③

平

井

俊

栄

『

中

国

般

若

思

想

史

研

究

―

吉

蔵

と

三

論

学

派

』

四

八

七

頁

（

春

秋

社

、

一

九

七

六

年

）
、

菅

野

博

史

「

吉

蔵

の

経

典

観

」

三

四

七

頁

（
『

印

度

学

仏

教

学

研

究

』

三

十

巻

第

一

号

、

一

九

八

一

年

一

二

月

）
。

④

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

六

四

六

頁

ｂ

⑤

平

井

俊

栄

前

掲

書

四

八

六

頁

。

⑥

平

井

俊

栄

前

掲

書

五

〇

四

～

五

〇

五

頁

、

菅

野

博

史

前

掲

論

文

三

四

八

～

三

四

九

頁

な

ど

。

⑦

「

温

室

經

等

。

以

施

爲

宗

。

清

淨

毘

尼

優

婆

塞

戒

。

如

是

等

經

。

以

戒

爲

宗

。

華

嚴

法

華

無

量

義

等

。

三

昧

爲

宗

。
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般

若

經

等

。

以

慧

爲

宗

。

維

摩

經

等

。

解

脱

爲

宗

。

金

光

明

等

。

法

身

爲

宗

。

方

等

如

門

。

如

是

經

等

。

陀

羅

尼

爲

宗

。

勝

鬘

經

等

。

一

乘

爲

宗

。

涅

槃

經

等

。

以

佛

圓

寂

妙

果

爲

宗

。

如

是

等

經

。

所

明

各

異

。

然

其

所

説

。

皆

是

大

乘

縁

起

行

徳

究

竟

了

義

。

階

漸

之

言

。

不

應

輒

論

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

四

、

四

六

七

頁

ａ

）

⑧

「

若

窮

原

者

知

理

唯

一

也

。

九

十

六

術

自

謂

得

理

。

故

異

道

紛

然

。

若

盡

理

者

則

衆

異

息

矣

。

又

窮

其

原

破

學

大

乘

人

成

有

所

得

執

也

。

盡

其

理

者

斥

學

小

乘

之

流

也

。

以

未

盡

理

故

有

小

耳

。

如

其

盡

理

理

既

無

二

。

何

有

大

小

耶

。
」

（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

二

、

一

七

一

頁

ｃ

～

一

七

二

頁

ａ

）

⑨

こ

の

よ

う

な

吉

蔵

の

考

え

方

に

つ

い

て

、

松

本

史

郎

氏

や

伊

藤

隆

寿

氏

は

こ

れ

を

基

体

接

説

と

し

て

捉

え

、

中

国

の

老

荘

思

想

に

淵

源

す

る

も

の

と

し

て

厳

し

く

批

判

す

る

。

松

本

史

郎

「

三

論

教

学

の

批

判

的

考

察

」
（

平

井

俊

栄

監

修

『

三

論

教

学

の

研

究

』

春

秋

社

、

一

九

九

〇

年

）
、

伊

藤

隆

寿

「

僧

肇

と

吉

蔵

」
（
『

中

国

仏

教

の

批

判

的

研

究

』

第

五

章

、

大

藏

出

版

、

一

九

九

二

年

）

な

ど

を

参

照

。

⑩

こ

の

こ

と

は

す

で

に

松

本

史

郎

氏

に

よ

っ

て

指

摘

さ

れ

て

い

る

が

（

松

本

前

掲

論

文

、

二

〇

九

頁

）
、

菅

野

博

史

氏

は

「

顕

道

無

異

」

は

大

乗

の

み

に

つ

い

て

言

わ

れ

、

小

乗

は

除

外

さ

れ

て

い

る

と

す

る

（

菅

野

博

史

前

掲

論

文

三

四

八

頁

）
。

⑪

平

井

俊

栄

前

掲

書

、

四

九

四

～

四

九

九

頁

参

照

。

⑫

「

難

曰

。

但

應

立

大

小

二

教

。

不

應

制

於

五

時

。

略

引

三

經

三

論

證

之

。

大

品

經

云

。

諸

天

子

歎

曰

。

我

於

閻

浮

見

第

二

法

輪

轉

。

龍

樹

釋

云

。

鹿

苑

已

轉

小

輪

。

今

復

轉

大

法

輪

。

法

華

經

云

。

昔

於

波

羅

捺

轉

於

四

諦

。

今

在

靈

鷲

山

説

於

一

乘

。

涅

槃

經

云

。

昔

於

鹿

林

轉

小

。

今

於

雙

樹

説

大

。

故

知

教

唯

二

門

無

五

時

也

。

智

度

論

云

。

佛

法

有

二

。

一

者

三

藏

。

二

者

大

乘

藏

。

地

持

論

云

。

十

一

部

經

名

聲

聞

藏

。

方

等

大

乘

名

菩

薩

藏

。

正

觀

論

云

。

前

爲

聲

聞

説

生

滅

法

。

次

爲

菩

薩

説

無

生

滅

法

。

以

經

論

驗

之

。

唯

有

二

藏

無

五

時

矣

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

五

、

五

頁

ｂ

～

ｃ

）

⑬

こ

の

二

蔵

判

も

浄

影

寺

慧

遠

の

影

響

で

あ

る

こ

と

が

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

る

。

平

井

俊

栄

前

掲

書

、

五

九

四

～

五

八

五

頁

を

参

照

。

な

お

、

根

本

法

輪

、

枝

末

法

輪

、

摂

末

帰

本

法

輪

の

三

法

輪

も

吉

蔵

の

教

判

と

さ

れ

る

が

、

こ

の

三

種

法

輪

は

直

接

的

に

は

五

時

四

宗

の

教

判

が

『

華

厳

経

』

を

重

視

し

て

い

る

こ

と

に

つ

い

て

対

抗

し

、
『

法

華

経

』

と

の

一

を

逆

転

す

る

た

め

に

考

え

ら

れ

た

も

の

と

さ

れ

て

い

る

の

で

（

平

井

俊

栄

前

掲

書

、

五

〇

六

～

五

〇

七

頁

）
、

今

こ

こ

で

は

取

り

上

げ

な

い

。
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⑭

『

三

論

玄

義

』

に

「

通

論

大

小

乘

經

。

同

明

一

道

。

故

以

無

得

正

觀

爲

宗

。

但

小

乘

教

者

正

觀

猶

遠

。

故

就

四

諦

教

爲

宗

。

大

乘

正

明

正

觀

。

故

諸

大

乘

經

同

以

不

二

正

觀

爲

宗

。
」
（
『

大

正

蔵

』

四

十

五

、

一

〇

頁

ｃ

）

と

あ

る

。

⑮

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

三

八

八

頁

ｂ

⑯

こ

の

こ

と

に

つ

い

て

は

菅

野

博

史

「

吉

蔵

に

お

け

る

法

華

経

と

諸

大

乗

経

典

の

比

較

」
（
『

大

倉

山

論

集

』

第

十

九

輯

、

一

九

八

六

年

)

、
奥

野

光

賢

「

吉

蔵

の

『

法

華

論

』
の

依

用

に

つ

い

て

―

七

処

に

仏

性

有

り

の

文

を

め

ぐ

っ

て

―

」
（
『

佛

教

學

』

第

二

十

一

号

、

一

九

八

七

年

）
、

な

ど

を

参

照

。

し

か

し

、

一

方

で

吉

蔵

が

『

涅

槃

経

』

を

重

視

し

て

い

た

こ

と

は

明

か

で

、

平

井

俊

栄

氏

は

、
「

吉

蔵

に

お

い

て

は

、

こ

の

涅

槃

経

が

決

定

的

に

そ

の

思

想

・

教

学

の

枠

組

み

の

中

に

取

り

入

れ

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

っ

て

、

経

典

そ

の

も

の

の

重

用

と

い

う

点

で

は

、

教

相

判

釈

的

な

立

場

と

は

一

変

し

て

い

る

の

で

あ

る

。
」

と

述

べ

ら

れ

て

い

る

（

平

井

俊

栄

前

掲

書

、

五

一

一

頁

）

⑰

藤

井

教

公

「

天

台

智

顗

の

『

法

華

経

』

解

釈

―

如

来

蔵

仏

性

思

想

の

立

場

か

ら

―

」
（

勝

呂

信

靜

編

『

法

華

経

の

思

想

と

展

開

』
、

平

楽

寺

書

店

、

二

○

○

一

年

）

⑱

「

問

涅

槃

追

説

四

。

方

等

正

開

四

。

別

教

復

有

四

。

若

爲

分

別

。

答

涅

槃

當

四

通

入

佛

性

。

別

教

次

第

後

見

佛

性

。

方

等

保

證

二

不

見

性

。

云

云

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

三

、

一

〇

頁

ａ

）

⑲

同

前

書

、

八

〇

三

頁

ａ
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第

三

章

天

台

と

三

論

の

『

涅

槃

経

』
『

法

華

経

』

解

釈

前

章

で

、

智

顗

と

吉

蔵

が

そ

れ

ぞ

れ

経

典

に

つ

い

て

ど

の

よ

う

な

見

方

を

し

て

い

る

か

と

い

う

こ

と

を

検

討

し

た

。

本

章

と

次

章

で

は

、

そ

の

検

討

結

果

に

基

づ

き

な

が

ら

、

智

顗

と

吉

蔵

の

両

者

が

と

も

に

重

視

し

て

い

る

大

乗

『

涅

槃

経

』

と

『

法

華

経

』

の

二

経

に

つ

き

、

そ

れ

ぞ

れ

ど

の

よ

う

に

解

釈

し

、

ど

の

よ

う

に

扱

っ

て

い

る

か

、

そ

の

両

者

の

同

異

は

ど

の

よ

う

な

も

の

で

あ

る

か

に

つ

い

て

検

討

し

た

い

。

第

一

節

、

第

二

節

で

大

乗

『

涅

槃

経

』

を

、

第

三

節

で

『

法

華

経

』

を

検

討

す

る

。

第

一

節

章

安

潅

頂

と

吉

蔵

の

『

涅

槃

経

』

解

釈

の

比

較

一

、

は

じ

め

に

大

乗

『

涅

槃

経

』

は

中

国

に

も

た

ら

さ

れ

て

翻

訳

紹

介

さ

れ

る

や

、

す

ぐ

さ

ま

研

究

講

説

さ

れ

て

広

く

流

布

し

、

以

後

、

中

国

仏

教

界

に

多

く

の

影

響

を

与

え

て

い

る

。

本

節

は

こ

の

経

が

中

国

仏

教

者

に

ど

の

よ

う

に

理

解

さ

れ

て

い

る

の

か

と

い

う

問

題

を

、
具

体

的

に

天

台

の

章

安

潅

頂

と

吉

蔵

と

を

取

り

上

げ

て

、

そ

れ

ぞ

れ

の

著

作

、

潅

頂

『

涅

槃

経

玄

義

』

二

巻

と

吉

蔵

『

涅

槃

経

遊

意

』

一

巻

を

中

心

に

検

討

し

た

い

。

潅

頂

の

疏

を

取

り

上

げ

る

の

は

、

智

顗

に

は

『

涅

槃

経

』

の

疏

が

現

存

せ

ず

、

潅

頂

に

は

『

大

般

涅

槃

經

疏

』

と

『

涅

槃

経

玄

義

』

の

二

疏

が

あ

り

、

後

者

が

吉

蔵

唯

一

の

現

存

『

涅

槃

経

』

注

釈

書

の

『

涅

槃

経

遊

意

』

と

疏

の

性

格

が

近

似

し

て

い

る

た

め

で

あ

る

。
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二

、

潅

頂

と

吉

蔵

吉

蔵

は

隋

・

唐

初

に

か

け

て

、

三

論

の

教

学

を

大

成

し

た

が

、

そ

の

三

論

宗

は

無

所

得

中

道

を

証

す

る

中

道

正

観

を

重

視

し

、

こ

の

立

場

か

ら

多

く

の

注

釈

書

を

著

し

た

。

彼

は

『

涅

槃

経

』

も

『

法

華

経

』

と

同

様

に

重

視

し

て

お

り

、

そ

の

著

作

中

へ

の

引

用

も

多

い

。

し

か

し

、

そ

の

『

涅

槃

経

』

の

注

釈

は

現

在

『

涅

槃

経

遊

意

』

し

か

残

っ

て

い

な

い

。

吉

蔵

の

『

涅

槃

経

遊

意

』

一

巻

は

、

大

乘

『

涅

槃

経

』

三

十

六

巻

本

の

総

論

的

な

注

釈

書

で

あ

る

。

㈠

大

意

、

㈡

宗

旨

、

㈢

釈

名

、

㈣

弁

体

、

㈤

明

用

、

㈥

料

簡

、

の

六

段

か

ら

な

る

。

こ

の

う

ち

⑴

大

意

段

で

は

、

凡

と

聖

、

常

と

無

常

、

隠

と

顕

、

お

よ

び

半

と

満

、

な

ど

と

い

う

対

立

概

念

の

観

点

か

ら

大

涅

槃

の

意

味

を

論

じ

、

⑵

宗

旨

段

で

は

、

無

所

得

と

い

う

こ

と

が

『

涅

槃

経

』

の

根

本

趣

旨

で

あ

り

、

ま

た

す

べ

て

の

大

乗

経

典

の

正

意

で

あ

る

と

説

く

。

⑶

釈

名

段

で

は

、

涅

槃

と

い

う

外

来

語

の

翻

訳

に

つ

い

て

、

諸

師

の

解

釈

を

挙

げ

た

後

、

涅

槃

に

は

総

別

の

二

義

が

備

わ

っ

て

い

る

の

だ

か

ら

翻

訳

の

可

、

不

可

を

一

義

的

に

決

め

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

説

く

。

⑷

弁

体

段

で

は

、

善

有

（

妙

有

）
、

二

諦

、

涅

槃

の

三

徳

（

法

身

・

般

若

・

解

脱

）

及

び

四

徳

（

常

・

楽

・

我

・

浄

）

な

ど

の

観

点

か

ら

涅

槃

の

本

質

に

つ

い

て

論

じ

て

い

る

。

⑸

明

用

段

で

は

、

涅

槃

の

用

に

つ

い

て

照

境

の

用

と

発

智

の

用

の

二

義

を

説

く

。

そ

し

て

、

⑹

料

簡

段

で

は

、

経

に

小

乗

の

二

巻

本

と

大

乗

の

六

巻

本

・

大

本

の

三

本

が

あ

る

こ

と

を

い

う

①

。

次

に

章

安

潅

頂

に

つ

い

て

み

よ

う

。

潅

頂

に

は

『

涅

槃

経

』

の

注

釈

と

し

て

『

大

般

涅

槃

経

疏

』

三

十

三

巻

、
『

大

般

涅

槃

経

玄

義

』

二

巻

が

あ

る

。

後

者

は

智

顗

の

五

重

玄

義

を

用

い

て

涅

槃

の

意

義

を

解

明

し

た

も

の

で

あ

る

。

釈

名

段

で

、
『

大

般

涅

槃

経

』

の

梵

名

の

音

写

「

摩

訶

般

涅

槃

那

修

多

羅

」

を

「

大

滅

度

」

と

翻

訳

す

る

が

、

こ

の

三

字

を

通

釈

と

別

釈

に

よ

っ

て

解

釈

し

、
「

大

」

と

は

法

身

、
「

滅

」

と

は

解

脱

、
「

度

」

と

は

般

若

の

こ

と

で

あ

り

、

こ

れ

は

涅

槃

の

三

徳

に

異

な

ら

な

い

と

い

う

②

。

ま

た

涅

槃

の

「

体

」

に

つ

い

て

は

、

性

浄

涅

槃

、

法

身

徳

、

一

諦

、

不

生

不

生

、

正

性

、

の

五

項

目

に

よ

っ

て

解

釈

す

る

。
「

宗

」

に

つ

い

て

は

後

に

見

る

よ

う

に

、

宗

本

、

宗

要

、

宗

助

の

三

義

に

分

け

て

解

釈

し

、
「

用

」

に

つ

い

て

も

本

用

、

当

用

、

自

在

起

用

の

三

義

に

解

釈

し

て

い

る

。

ま

た

最

後

の

「

教

相

」

で

は

、

一

乳

・

二

字

・

三

修
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・

四

教

・

五

味

と

い

う

増

数

順

の

各

項

目

、

及

び

経

の

来

た

る

所

以

と

い

う

二

門

か

ら

解

釈

し

て

い

る

。

三

、

潅

頂

と

吉

蔵

の

『

涅

槃

経

』

解

釈

の

異

同

潅

頂

の

『

涅

槃

経

玄

義

』

と

吉

蔵

の

『

涅

槃

経

遊

意

』

を

比

較

対

照

し

て

み

る

と

、

両

者

に

共

通

な

内

容

と

表

現

が

多

く

見

出

さ

れ

る

。

こ

の

両

者

の

比

較

研

究

に

は

先

行

研

究

が

あ

り

、

両

者

の

共

通

部

分

は

潅

頂

が

『

涅

槃

経

玄

義

』

を

著

述

す

る

際

に

、

吉

蔵

の

『

涅

槃

経

遊

意

』

を

参

照

し

て

援

用

し

た

も

の

と

い

う

こ

と

が

す

で

に

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

る

③

。

こ

の

先

行

研

究

で

は

『

涅

槃

経

玄

義

』

の

名

・

体

・

宗

・

用

・

教

の

五

重

玄

義

の

う

ち

、
「

名

」

と

「

体

」

と

「

用

」

に

つ

い

て

検

討

さ

れ

て

い

る

の

で

、

本

稿

で

は

そ

の

結

果

を

踏

ま

え

た

上

で

、
「

宗

」

の

部

分

を

中

心

に

、

潅

頂

と

吉

蔵

の

解

釈

の

異

同

を

検

討

し

た

い

。

吉

蔵

の

『

涅

槃

経

遊

意

』

を

中

心

に

し

て

み

る

と

、

六

段

の

う

ち

の

第

二

段

の

「

経

の

宗

旨

を

明

か

す

」

で

は

、古

来

、

宗

と

体

の

異

な

り

を

明

か

す

に

、

常

住

を

以

て

宗

と

為

し

、

文

言

を

体

と

為

す

。

今

の

一

家

は

只

だ

宗

は

是

れ

体

な

り

と

明

か

す

。

豈

に

体

に

異

な

っ

て

別

に

宗

有

ら

ん

や

。
（

中

略

）

今

明

か

さ

く

、

此

の

語

未

だ

足

ら

ず

。

<

仏

性

と

は

第

一

義

空

に

名

づ

く

。

智

者

は

空

と

不

空

と

を

見

る

>

。

此

れ

始

め

て

一

句

を

成

す

の

み

。

是

の

故

に

初

発

に

他

と

異

な

る

。

他

は

此

の

経

を

明

か

す

に

常

を

以

て

宗

と

為

す

。

今

初

め

て

常

を

弁

ず

る

は

乃

ち

倒

写

の

用

な

り

。

未

だ

是

れ

正

意

な

ら

ず

。

常

は

薬

の

用

な

り

。

豈

に

正

宗

を

会

開

せ

ん

や

。
（

中

略

）

今

、

明

か

さ

く

、

前

の

薬

を

前

の

経

の

宗

と

為

せ

ば

、

前

の

経

に

無

量

の

種

有

り

。

豈

に

併

せ

て

無

常

を

以

て

経

の

前

の

宗

と

為

す

こ

と

を

得

ん

や

。

已

で

に

無

常

を

宗

と

為

す

べ

か

ら

ず

。

後

の

経

、

寧

ん

ぞ

常

を

以

て

宗

と

為

す

こ

と

を

得

ん

や

。

今

、

彼

に

対

す

る

が

故

に

無

得

を

以

て

宗

と

為

す

。

汝

の

常

を

以

て

宗

と

為

す

文

は

何

れ

に

出

る

所

ぞ

。

我

、

今

、

経

文

に

依

り

て

自

ら

云

う

。

無

得

と

は

大

涅

槃

に

名

づ

く

と

。

故

に

無

所

得

は

此

の

経

の

宗

な

り

。

④

と

あ

る

。

旧

来

の

解

釈

で

は

「

宗

」

と

「

体

」

と

を

分

け

、
『

涅

槃

経

』

の

「

宗

」

と

し

て

常

住

を

言

い

、

「

体

」

と

し

て

経

の

文

言

を

意

味

し

て

い

た

が

、

現

在

の

三

論

の

解

釈

で

は

、
「

宗

」

と

「

体

」

と

を

別
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々

な

物

と

せ

ず

、

一

体

の

物

と

す

る

と

い

う

⑤

。

そ

し

て

経

の

哀

歎

品

の

旧

医

と

客

医

の

た

と

え

を

用

い

て

、

従

来

、

経

の

「

宗

」

と

し

て

い

た

「

常

」

は

、

病

を

治

療

す

る

為

の

「

用

」

に

過

ぎ

な

い

と

解

釈

す

る

。

そ

し

て

、
「

無

所

得

」

こ

そ

が

経

の

「

宗

」

で

あ

る

と

説

く

の

で

あ

る

。

そ

の

根

拠

は

、

経

の

「

仏

性

と

は

第

一

義

空

に

名

づ

く

。

智

者

は

空

と

不

空

と

を

見

る

」

⑥

の

文

で

あ

る

。

一

方

、

潅

頂

は

ど

う

か

。
『

涅

槃

経

玄

義

』

巻

下

で

は

次

の

よ

う

に

い

う

。

第

三

に

涅

槃

の

宗

を

明

か

す

と

は

、

有

る

人

言

わ

く

「

宗

と

体

と

は

異

な

ら

ず

」

と

。

是

の

義

然

ら

ず

。

何

と

な

れ

ば

、

若

し

至

理

を

論

ず

れ

ば

、

二

即

不

二

、

不

二

即

二

に

し

て

、

此

れ

則

ち

宜

し

く

然

る

べ

し

。

若

し

名

事

を

論

ず

れ

ば

、

不

二

は

二

た

る

べ

か

ら

ず

。

二

は

不

二

た

る

べ

か

ら

ず

。

既

に

宗

と

体

と

を

立

て

り

。

寧

ん

ぞ

是

れ

同

じ

た

る

を

得

ん

や

。

宗

と

は

要

な

り

。

修

行

は

喉

な

り

。

因

果

を

過

ぎ

る

こ

と

莫

し

。

⑦

右

の

文

の

初

め

に

「

有

る

人

」

の

説

を

出

す

が

、

こ

れ

は

先

に

挙

げ

た

吉

蔵

の

説

と

同

じ

も

の

で

あ

る

。

こ

こ

で

は

そ

の

説

を

否

定

し

て

、
「

宗

」

と

「

体

」

と

は

別

の

も

の

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

吉

蔵

説

を

引

い

た

の

は

批

判

す

る

た

め

の

引

用

で

あ

る

。

そ

れ

で

は

潅

頂

は

「

宗

」

に

つ

い

て

ど

の

よ

う

に

解

釈

し

て

い

る

だ

ろ

う

か

。

右

に

続

く

文

で

、

此

の

経

は

因

を

明

か

す

。

略

し

て

三

種

有

り

。

一

に

は

無

常

を

破

し

て

常

を

修

す

。

哀

歎

品

の

如

く

、

常

楽

我

を

以

て

諸

比

丘

の

無

常

・

苦

・

無

我

を

斥

く

。

虚

偽

不

真

、

宜

し

く

捨

離

す

べ

し

。

今

、

当

に

汝

が

為

に

勝

の

三

修

を

説

く

べ

し

。

能

く

常

果

を

得

て

非

常

非

無

常

を

顕

わ

す

。
（

中

略

）

又

云

わ

く

、

如

來

は

之

を

体

と

す

。

是

の

故

に

常

と

為

す

。

体

と

は

履

な

り

。

履

い

て

之

を

行

ず

。

法

な

る

が

故

に

仏

も

亦

た

常

な

り

。

亦

た

是

の

法

、

非

常

非

無

常

な

る

が

故

に

仏

も

亦

た

非

常

非

無

常

な

り

と

。

⑧

と

あ

っ

て

、

こ

の

経

は

無

常

を

破

っ

て

常

住

を

明

か

し

、

さ

ら

に

非

常

非

無

常

を

顕

わ

す

も

の

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

従

来

の

解

釈

の

「

常

住

」

の

段

階

で

な

く

て

、
「

非

常

非

無

常

」

と

い

う

中

道

の

立

場

に

言

及

し

て

い

る

の

は

従

来

の

涅

槃

宗

の

解

釈

と

異

な

る

と

こ

ろ

だ

が

、

で

は

吉

蔵

の

空

観

に

も

と

づ

い

た

無

所

得

に

近

い

の

か

と

い

う

と

、

そ

う

で

は

な

い

。

右

の

引

文

の

後

の

文

で

潅

頂

は

純

陀

品

、

聖

行

品

、

徳

王

品

、

師

子

吼

品

の

例

を

挙

げ

て

、

行

に

つ

い

て

言

及

し

、
「

原

始

要

終

。

皆

宗

常

住

。

以

常

爲

宗

明

矣

」
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と

総

括

し

て

い

る

⑨

。

す

な

わ

ち

、

行

の

実

践

に

よ

っ

て

「

常

」

を

獲

得

す

る

と

い

う

観

点

か

ら

、
「

常

」

を

重

視

し

て

い

る

こ

と

が

分

か

る

。

さ

ら

に

、

次

の

よ

う

に

い

う

。

宗

に

三

義

有

り

。

一

に

は

宗

本

。

二

に

は

宗

要

。

三

に

は

宗

助

な

り

。

宗

本

と

は

、

諸

行

は

皆

、

大

涅

槃

心

を

以

て

本

と

為

す

。

本

立

ち

て

道

生

ず

。

綱

目

無

く

ん

ば

立

た

ず

、

皮

無

く

ん

ば

毛

付

く

こ

と

な

き

が

如

し

。

涅

槃

心

を

本

と

為

す

が

故

に

、

其

の

宗

立

つ

こ

と

を

得

る

な

り

。

宗

要

と

は

行

の

宗

要

な

り

。

要

は

常

に

在

り

。

行

は

常

に

会

す

。

能

く

非

常

非

無

常

を

顕

わ

す

こ

と

、

七

曜

の

北

辰

を

環

り

、

萬

川

の

東

海

に

注

ぐ

に

似

た

り

。

行

は

常

を

以

て

要

と

為

す

こ

と

、

亦

た

復

た

是

く

の

如

し

。

⑩

右

の

よ

う

に

宗

に

三

義

あ

り

と

し

て

、

宗

本

、

宗

要

、

宗

助

を

い

う

が

、

宗

本

と

し

て

大

涅

槃

心

を

根

本

に

据

え

、

そ

こ

を

基

盤

に

諸

行

が

立

て

ら

れ

る

と

し

、

そ

の

行

の

要

が

宗

要

で

あ

っ

て

、

そ

の

要

は

常

住

に

あ

る

と

し

て

い

る

。

こ

の

こ

と

か

ら

潅

頂

が

宗

要

を

「

常

」

に

あ

る

と

し

て

い

る

こ

と

が

知

ら

れ

る

。

究

極

的

に

は

非

常

非

無

常

を

い

う

の

だ

が

、

そ

の

前

提

と

し

て

「

常

」

の

達

成

が

あ

り

、

そ

れ

は

行

に

よ

る

と

す

る

。

こ

れ

は

潅

頂

の

『

涅

槃

経

』

解

釈

の

立

場

が

、

行

と

い

う

実

践

的

立

場

を

重

視

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

の

証

左

で

あ

ろ

う

。

四

、

小

結

以

上

、

潅

頂

と

吉

蔵

に

つ

い

て

の

『

涅

槃

経

』

解

釈

の

異

同

に

つ

い

て

、

潅

頂

の

『

涅

槃

経

玄

義

』

と

吉

蔵

の

『

涅

槃

経

遊

意

』

と

を

中

心

に

し

て

検

討

し

て

き

た

。

両

疏

に

は

多

く

の

並

行

す

る

表

現

、

内

容

的

類

似

点

が

あ

る

こ

と

が

す

で

に

指

摘

さ

れ

て

お

り

、

そ

れ

は

潅

頂

が

吉

蔵

の

疏

を

引

用

援

用

し

た

も

の

で

あ

る

と

い

う

こ

と

が

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

た

⑪

。

こ

れ

ら

の

結

果

を

踏

ま

え

、

本

稿

で

は

「

宗

」

段

の

検

討

を

行

っ

た

。

そ

の

こ

と

か

ら

次

の

こ

と

が

言

え

る

だ

ろ

う

。

す

な

わ

ち

、
『

涅

槃

経

』

解

釈

に

つ

い

て

、

潅

頂

は

五

重

玄

に

よ

っ

て

、

吉

蔵

は

六

段

に

よ

っ

て

解

釈

す

る

が

、
「

宗

」

と

「

体

」

に

つ

い

て

、

吉

蔵

は

両

者

は

一

体

と

し

て

、

そ

の

「

宗

」

に

つ

い

て

、

空

観

の

立

場

か

ら

無

所

得

と

し

て

解

釈

し

て

い

る

の

に

対

し

、

潅

頂

は

「

宗

」

と

「

体

」

と

は

、

別

々

の

名

称

が

あ

り

、

具

体

的

内

容

も

異

な

っ

て

い

る

か

ら

別

々

の

も

の

で

あ

る

と

し

て

、
「

宗

」

に

つ

い

て

は

、

実
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践

的

立

場

の

行

と

い

う

観

点

か

ら

は

従

来

の

涅

槃

宗

の

解

釈

と

同

様

に

「

常

」

と

し

て

い

る

。

た

だ

し

、

そ

れ

は

究

極

的

に

は

非

常

・

非

無

常

の

中

道

的

立

場

を

目

指

す

も

の

で

あ

っ

た

。

一

方

、

潅

頂

は

吉

蔵

の

『

涅

槃

経

遊

意

』

を

参

照

し

な

が

ら

『

涅

槃

経

玄

義

』

を

作

成

し

た

が

、

そ

の

作

成

の

態

度

は

、

自

説

と

異

な

る

場

合

に

は

吉

蔵

の

説

を

「

有

る

人

言

わ

く

」

と

し

て

他

説

と

し

て

出

し

て

批

判

し

、

そ

う

で

な

い

場

合

は

文

言

に

多

少

変

更

を

加

え

る

な

ど

し

て

、

そ

の

ま

ま

取

り

込

ん

で

自

説

と

す

る

と

い

う

方

法

を

採

っ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

、

潅

頂

が

吉

蔵

の

著

作

か

ら

引

用

す

る

場

合

で

も

、

無

批

判

に

取

り

込

む

の

で

は

な

く

、

明

確

な

自

覚

的

意

識

の

も

と

に

批

判

的

に

取

り

込

ん

で

い

る

こ

と

が

知

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

註

①

鎌

田

茂

雄

・

河

村

孝

照

他

編

『

大

蔵

経

全

解

説

大

事

典

』

五

〇

四

～

五

〇

五

頁

、

雄

山

閣

、

一

九

九

八

年

。

②

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

八

、

一

頁

ｂ

。

③

河

村

孝

照

「

灌

頂

撰

『

涅

槃

経

玄

義

』

に

お

け

る

「

有

る

人

」

と

は

誰

を

指

す

か

」
（
『

印

度

学

仏

教

学

研

究

』

第

三

十

四

巻

、

第

一

号

、

二

一

八

～

二

二

五

頁

、

一

九

八

五

年

、

一

二

月

）
。

④

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

八

、

二

三

二

頁

ｂ

⑤

こ

の

こ

と

に

つ

い

て

は

、

す

で

に

菅

野

博

史

氏

に

よ

る

指

摘

が

あ

る

（

菅

野

博

史

『

中

国

法

華

思

想

の

研

究

』

五

○

○

頁

、

春

秋

社

、

一

九

九

四

年

）
。

ま

た

同

氏

は

吉

蔵

に

宗

と

体

と

を

区

別

す

る

場

合

と

、

し

な

い

場

合

の

二

様

の

ケ

ー

ス

が

あ

り

、

こ

の

点

、

両

者

を

区

別

す

る

智

顗

と

一

面

で

は

類

似

す

る

場

合

が

あ

る

と

さ

れ

て

い

る

（

同

書

五

〇

三

～

五

〇

四

頁

）
。

⑥

『

大

正

蔵

』

巻

十

二

、

七

六

七

頁

ｃ

⑦

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

八

、

九

頁

ｂ

⑧

同

前

書

、

同

頁

同

段

。

⑨

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

八

、

九

頁

ｃ

⑩

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

八

、

一

〇

頁

ａ

⑪

平

井

俊

榮

『

法

華

文

句

の

成

立

に

関

す

る

研

究

』

春

秋

社

、

一

九

八

五

年

。
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第

二

節

『

涅

槃

経

遊

意

』

に

見

え

る

吉

蔵

の

仏

性

説

一

、

は

じ

め

に

前

節

で

吉

蔵

に

つ

い

て

は

『

涅

槃

経

遊

意

』
、

潅

頂

に

つ

い

て

は

『

涅

槃

経

玄

義

』

を

用

い

て

両

者

の

『

涅

槃

経

』

解

釈

の

同

異

を

検

討

し

た

。

そ

こ

で

は

吉

蔵

が

涅

槃

の

「

体

」

と

『

涅

槃

経

』

の

宗

旨

に

つ

い

て

、

従

来

の

よ

う

に

こ

の

二

つ

を

分

け

る

の

で

は

な

く

、
「

宗

」

と

「

体

」

を

一

体

の

も

の

と

し

て

解

釈

し

て

お

り

、
「

無

所

得

」

こ

そ

が

「

宗

」

で

あ

る

と

し

て

い

る

こ

と

が

確

認

さ

れ

た

。

し

か

し

、

右

の

論

文

で

は

、
『

涅

槃

経

遊

意

』

中

に

説

か

れ

る

吉

蔵

の

仏

性

説

に

つ

い

て

は

詳

し

い

検

討

は

し

て

い

な

い

。

そ

れ

で

本

論

で

は

、

そ

の

『

涅

槃

経

遊

意

』

を

中

心

に

、

ま

た

必

要

に

応

じ

て

吉

蔵

の

他

の

著

作

、
『

大

乗

玄

論

』

な

ど

の

著

作

に

言

及

す

る

こ

と

に

し

て

、

吉

蔵

の

仏

性

説

に

つ

い

て

検

討

し

た

い

。

二

、
『

涅

槃

経

遊

意

』

に

つ

い

て

『

涅

槃

経

遊

意

』

の

あ

ら

ま

し

に

つ

い

て

は

す

で

に

前

節

で

触

れ

た

が

再

説

す

る

と

、

次

の

通

り

で

あ

る

。

吉

蔵

の

『

涅

槃

経

遊

意

』

一

巻

は

六

段

に

よ

る

構

成

で

、

㈠

大

意

、

㈡

宗

旨

、

㈢

釈

名

、

㈣

弁

体

、

㈤

明

用

、

㈥

料

簡

、

と

な

っ

て

い

る

。

こ

の

う

ち

⑴

大

意

段

で

は

、

凡

と

聖

、

常

と

無

常

、

隠

と

顕

、

お

よ

び

半

と

満

、

な

ど

と

い

う

対

立

概

念

の

観

点

か

ら

大

涅

槃

の

意

味

を

論

じ

、

⑵

宗

旨

段

で

は

、
「

無

所

得

」

が

『

涅

槃

経

』

の

根

本

趣

旨

で

あ

り

、

ま

た

す

べ

て

の

大

乗

経

典

の

正

意

で

あ

る

と

い

う

。

⑶

釈

名

段

で

は

、

涅

槃

と

い

う

外

来

語

の

翻

訳

に

つ

い

て

、

諸

師

の

解

釈

を

挙

げ

た

後

、

涅

槃

に

は

総

別

の

二

義

が

備

わ

っ

て

い

る

の

だ

か

ら

翻

訳

の

可

、

不

可

を

一

義

的

に

決

め

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

説

く

。

⑷

弁

体

段

で

は

、

善

有

（

妙

有

）
、

二

諦

、

涅

槃

の

三

徳

（

法

身

・

般

若

・

解

脱

）

及

び

四

徳

（

常

・

楽

・

我

・

浄

）

な

ど

の

観

点

か

ら

涅

槃

の

体

に

つ

い

て

論

じ

て

い

る

。

⑸

明

用

段

で

は

、

涅

槃

の

用

に

つ

い

て

照

境

の

用

と

発

智

の

用

の

二

義

を

説

く

。

そ

し

て

、

⑹

料

簡

段

で

は

、

経

の

漢

訳

テ

キ

ス

ト

に

つ

い

て

に

小

乗
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の

二

巻

本

と

大

乗

の

六

巻

本

・

大

本

の

三

本

が

あ

る

こ

と

を

い

う

。

右

の

六

段

中

で

、

吉

蔵

が

仏

性

に

つ

い

て

述

べ

て

い

る

の

は

、

主

と

し

て

第

五

段

の

明

用

段

で

あ

る

。

こ

の

段

は

照

境

の

用

と

発

智

の

用

の

二

義

に

分

け

て

説

か

れ

て

い

る

が

、

仏

性

に

つ

い

て

言

及

し

て

い

る

の

は

前

者

の

「

照

境

の

用

」

を

明

か

す

部

分

で

あ

る

。

以

下

に

こ

の

叙

述

を

逐

っ

て

み

よ

う

。

三

、

明

用

段

に

お

け

る

仏

性

説

ま

ず

吉

蔵

は

「

第

五

に

涅

槃

の

用

を

明

か

す

に

、

此

れ

に

就

い

て

亦

た

二

義

有

り

。

一

に

照

境

の

用

を

明

か

し

、

二

に

発

智

の

用

を

明

か

す

」

①

と

い

う

。

そ

し

て

、
「

照

境

の

用

」

の

部

分

で

、
「

今

、

第

一

に

本

有

の

用

を

明

か

す

」

と

し

て

、
「

本

有

」

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

の

古

来

の

説

と

し

て

三

説

を

挙

げ

、

こ

れ

を

順

次

批

判

し

て

い

く

。

第

一

に

「

霊

味

の

高

高

」

②

、

第

二

に

「

障

安

の

瑶

師

」
（

法

瑶

）
、

第

三

に

開

善

寺

智

蔵

で

あ

る

。

第

一

の

説

に

つ

い

て

、

第

一

に

霊

味

の

高

高

は

生

死

の

中

に

已

に

真

神

の

法

有

り

、

但

、

未

だ

顕

現

せ

ざ

る

こ

と

黄

金

を

蔽

う

が

如

し

と

い

う

。

如

来

蔵

経

に

云

く

、

人

、

弊

帛

に

黄

金

の

像

を

裹

み

、

泥

中

に

堕

す

る

に

人

の

知

る

者

無

し

。

天

眼

を

得

る

者

有

り

て

、

提

げ

て

浄

洗

す

れ

ば

則

ち

金

像

宛

然

た

る

が

如

し

、

と

。

真

神

も

亦

爾

な

り

。

本

来

已

に

常

住

の

仏

体

有

り

、

万

徳

宛

然

た

り

。

但

だ

煩

悩

の

所

覆

と

為

る

。

若

し

煩

悩

を

断

ぜ

ば

、

仏

体

則

ち

現

ず

る

な

り

。

③
.

と

あ

る

。

こ

こ

で

は

仏

性

を

「

真

神

の

法

」

と

呼

ん

で

、

常

住

の

仏

の

体

と

し

て

い

る

。

そ

し

て

『

如

来

蔵

経

』

を

教

証

と

し

て

い

る

。
『

如

来

蔵

経

』

の

出

す

喩

え

は

、

弊

帛

つ

ま

り

煩

悩

に

包

ま

れ

た

黄

金

像

を

如

来

蔵

に

喩

え

て

い

る

が

、

そ

の

如

来

蔵

、

真

神

は

見

る

こ

と

が

で

き

な

い

だ

け

で

、

本

来

的

に

存

在

し

て

い

る

も

の

と

い

う

。

こ

の

説

は

『

大

乗

玄

論

』

巻

三

に

正

因

仏

性

の

解

釈

に

十

一

家

を

紹

介

し

て

い

る

う

ち

の

第

六

の

説

と

同

じ

で

あ

る

。

そ

こ

に

は

「

第

六

師

は

真

神

を

以

て

正

因

仏

性

と

な

す

。

若

し

真

神

無

く

ん

ば

、

那

ぞ

真

の

仏

に

成

る

を

得

ん

や

。

故

に

知

ん

ぬ

。

真

神

を

正

因

仏

性

と

な

す

な

り

。
」

④

と

あ

る

。

こ

こ

で

は

正

因

仏

性

と

い

う

観

点

か

ら

紹

介

し

て

い

る

が

、

こ

の

説

は

『

涅

槃

経

集

解

』

の

中

で

霊

味

寺

の

宝

亮

が

「

然

る

に

衆

生

の

身

、

即

時

に

乃

ち

正

因

有

り

。

要

ず

応

に

徳

を

積

み

道

を

修

す

べ
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し

。

無

明

の

障

を

滅

せ

ば

闇

黒

都

て

尽

き

、

仏

性

方

に

顕

わ

る

。

縁

具

わ

る

の

時

、

爾

し

て

乃

ち

用

有

り

。

其

の

事

、

如

箜

篌

の

要

ず

須

衆

縁

具

わ

る

を

須

い

る

が

故

に

、

声

、

方

に

出

ず

る

が

如

き

の

み

。
」

⑤

と

あ

る

説

に

同

じ

で

あ

る

⑥

。

右

の

説

に

対

し

て

吉

蔵

は

ど

の

よ

う

に

批

判

し

て

い

る

か

と

い

う

と

、

且

く

第

一

の

義

を

破

せ

ん

。

若

し

定

ん

で

本

よ

り

真

神

有

ら

ば

、

則

ち

僧

佉

⑦

に

同

ず

。

又

、

若

し

因

中

に

已

に

有

れ

ば

、

則

ち

乳

を

売

り

て

酪

価

を

求

め

、

草

馬

を

貸

し

て

駒

を

索

む

る

こ

と

直

な

る

に

同

じ

。

又

、

真

神

の

力

大

な

れ

ば

、

何

れ

の

意

に

て

煩

悩

中

に

住

し

て

煩

悩

を

排

し

て

出

づ

る

こ

と

能

わ

ず

、

修

道

断

惑

を

待

っ

て

乃

ち

出

づ

る

を

得

る

耶

。

⑧

と

い

う

。

す

な

わ

ち

、

も

し

衆

生

心

中

に

本

有

た

る

真

神

の

よ

う

な

も

の

が

あ

れ

ば

、

そ

れ

は

外

道

の

僧

佉

（

サ

ー

ン

キ

ャ

）

と

同

じ

に

な

っ

て

し

ま

う

と

い

う

。

サ

ー

ン

キ

ャ

学

派

は

神

我

（

プ

ル

シ

ャ

）

を

説

き

、

そ

れ

が

第

一

原

因

の

プ

ラ

ク

リ

テ

ィ

を

観

照

す

る

こ

と

に

よ

り

、

プ

ラ

ク

リ

テ

ィ

か

ら

二

十

五

の

原

理

が

次

々

と

展

開

し

、

そ

こ

か

ら

世

界

の

す

べ

て

の

存

在

が

生

じ

る

と

し

て

い

る

。

す

な

わ

ち

因

の

中

に

果

が

本

有

し

て

い

る

と

い

う

因

中

有

果

論

で

あ

る

。

こ

れ

を

「

乳

を

売

り

て

酪

価

を

求

め

」

と

「

草

馬

を

貸

し

て

駒

を

索

む

る

こ

と

直

」

と

い

う

喩

え

で

批

判

す

る

。

酪

と

は

如

来

蔵

、

仏

性

の

こ

と

で

あ

る

。

乳

の

中

に

は

酪

は

な

い

。

乳

を

撹

拌

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

初

め

て

酪

が

生

じ

る

の

が

道

理

な

の

に

、

最

初

か

ら

乳

の

中

に

酪

が

あ

る

と

考

え

る

の

は

誤

り

で

あ

る

と

い

う

の

で

あ

る

。

ま

た

、

真

神

の

力

が

大

な

る

も

の

で

あ

る

な

ら

、

ど

う

し

て

煩

悩

を

破

っ

て

自

力

で

煩

悩

の

覆

い

か

ら

出

る

こ

と

が

で

き

な

い

の

か

、

修

道

断

惑

は

必

要

な

い

で

は

な

い

か

、

と

言

い

、

そ

れ

が

必

要

な

の

は

真

神

に

そ

の

よ

う

な

力

が

な

い

こ

と

で

は

な

い

か

と

、

批

判

す

る

。

右

の

批

判

を

見

る

と

、

吉

蔵

が

「

霊

味

の

高

高

」

が

説

く

真

神

を

、

実

体

的

で

大

き

な

力

を

有

す

る

も

の

、

サ

ー

ン

キ

ャ

の

神

我

と

同

じ

よ

う

な

も

の

と

考

え

て

い

た

こ

と

が

分

か

る

。

無

所

得

空

の

立

場

に

立

つ

吉

蔵

に

と

っ

て

は

、

こ

の

よ

う

な

実

体

的

な

仏

性

、

如

来

蔵

を

認

め

る

こ

と

は

で

き

な

い

の

は

当

然

で

あ

ろ

う

。

第

二

の

「

障

安

の

瑶

師

」
（

法

瑶

）

の

説

を

み

る

と

、

次

に

障

安

の

瑤

師

有

り

。

云

く

、

衆

生

に

成

仏

の

道

理

有

り

。

此

の

理

、

是

れ

常

な

る

が

故

に

、

此

の

衆

生

を

説

い

て

正

因

仏

性

と

為

す

。

此

の

理

、

衆

生

に

附

す

る

が

故

に

、

説

い

て

本

有

と

為

す

な

り

。

⑨
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と

あ

る

。

こ

れ

は

先

の

第

一

説

と

同

様

に

、

吉

蔵

の

『

大

乗

玄

論

』

に

も

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

同

論

で

は

「

第

九

師

、

仏

を

得

る

の

理

を

以

て

正

因

仏

性

と

為

す

な

り

。
」

と

し

て

い

る

。

⑩

障

安

の

瑤

師

と

は

、

劉

宋

の

法

瑤

の

こ

と

で

、

布

施

浩

岳

博

士

に

よ

れ

ば

、

新

安

の

法

瑤

と

言

わ

れ

、

西

暦

四

○

○

～

四

七

五

の

涅

槃

宗

の

一

師

と

い

う

⑪

。

法

瑤

の

説

は

、

衆

生

に

内

在

す

る

成

仏

の

理

を

正

因

仏

性

と

す

る

と

い

う

。

こ

の

理

は

常

住

で

、

衆

生

に

本

有

と

い

う

。

右

の

説

に

対

し

て

吉

蔵

の

批

判

は

ど

の

よ

う

な

も

の

か

。
『

涅

槃

経

遊

意

』

は

、

第

二

の

義

解

を

破

せ

ん

。

若

し

得

仏

の

理

、

已

に

自

ら

是

れ

常

な

ら

ば

、

則

ち

衆

生

の

身

中

に

已

に

常

住

の

法

有

ら

ん

。

還

っ

て

常

見

の

執

を

成

ぜ

ん

。

真

神

の

法

に

非

ず

。

若

し

此

の

理

に

常

無

け

れ

ば

、

則

ち

本

有

の

義

を

成

ぜ

ず

。

⑫

と

あ

る

。

衆

生

が

成

仏

す

る

理

法

が

常

住

で

あ

る

な

ら

ば

、

最

初

か

ら

衆

生

の

心

中

に

常

住

の

法

が

あ

っ

て

、

こ

れ

は

仏

教

が

排

す

る

常

見

と

な

っ

て

し

ま

う

。

も

し

、

常

住

で

な

い

な

ら

ば

、

本

有

と

い

う

こ

と

が

成

り

立

た

な

い

で

は

な

い

か

、

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

法

瑤

の

説

は

、

衆

生

に

成

仏

の

理

が

附

随

し

て

お

り

、

そ

の

理

は

本

有

で

あ

り

、

常

住

で

あ

る

。

だ

か

ら

理

が

附

随

し

て

い

る

本

体

と

し

て

の

衆

生

を

正

因

仏

性

と

す

る

と

い

う

説

で

あ

る

。

そ

の

理

が

衆

生

に

内

在

す

る

と

い

う

あ

り

方

で

衆

生

に

附

随

し

て

い

た

と

し

て

も

、

そ

れ

は

常

見

を

免

れ

な

い

。

し

た

が

っ

て

こ

の

説

は

成

り

立

た

な

い

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

こ

こ

に

も

吉

蔵

が

常

住

の

一

辺

に

偏

っ

た

見

解

を

否

定

し

て

い

る

こ

と

が

分

か

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

で

は

次

に

第

三

の

開

善

寺

智

蔵

の

説

を

見

よ

う

。

第

三

に

開

善

に

具

さ

に

二

義

有

り

。

一

は

本

有

、

二

は

始

有

な

り

。

更

に

二

体

無

し

。

但

だ

両

義

を

将

っ

て

之

を

成

定

す

る

の

み

。

神

明

有

ら

ず

と

明

か

さ

ん

と

欲

す

る

も

、

定

ん

で

若

し

神

明

有

ら

ぱ

、

則

ち

本

来

当

果

の

理

有

り

。

此

の

本

有

の

義

、

但

だ

万

行

円

満

し

、

金

剛

心

謝

し

て

種

覚

起

こ

る

の

時

に

約

し

て

、

名

づ

け

て

始

有

と

為

す

の

み

。

大

経

に

具

さ

に

二

文

有

り

。

貧

女

の

宝

蔵

、

力

士

の

額

珠

、

闇

室

の

瓶

、

瓮

井

中

の

七

宝

の

如

し

。

本

よ

り

自

ら

此

れ

有

り

。

本

有

を

証

す

る

の

文

は

、

下

の

師

子

吼

及

び

迦

葉

品

中

に

、

皆

、

乳

酪

を

以

て

譬

と

為

す

。

乳

中

に

酪

無

き

こ

と

を

明

す

。

但

だ

酪

は

乳

従

り

生

ず

る

が

故

に

酪

有

り

と

言

う

の

み

。

又

云

く

、
「

仏

性

は

三

世

の

摂

に

非

ず

」

と

。

但

だ

衆

生

は

未

だ

清

浄

荘

厳

の

身

を

聚

め

ざ

る

が

故

に

、

仏

性

は

未

来

に

在

り

と

説

く

の

み

。

此

れ



- 71 -

は

則

ち

始

有

を

証

す

る

の

文

な

り

。

故

に

知

ん

ぬ

。

仏

性

に

は

具

さ

に

両

義

有

り

。

若

し

定

ん

で

木

石

の

流

な

ら

ば

、

之

を

成

ず

る

の

理

無

し

。

此

の

衆

生

必

ず

作

仏

す

べ

け

れ

ば

、

則

ち

本

有

の

義

な

り

。

若

し

仏

に

於

て

は

則

ち

今

の

利

は

是

れ

因

中

に

有

り

。

因

中

に

未

だ

果

有

ら

ざ

れ

ば

、

則

ち

始

有

の

義

な

り

、

と

。

⑬

右

に

あ

る

よ

う

に

、

智

蔵

は

仏

性

に

本

有

と

始

有

の

二

義

が

あ

る

と

す

る

。

た

だ

し

仏

性

に

二

つ

の

体

が

あ

る

わ

け

で

は

な

い

。

神

明

（

こ

こ

で

は

ア

ー

ト

マ

ン

の

よ

う

な

主

宰

者

や

霊

魂

な

ど

の

意

味

だ

ろ

う

）

は

存

在

し

な

い

と

い

う

べ

き

で

あ

る

が

、

も

し

そ

の

よ

う

な

神

明

が

あ

る

と

す

れ

ば

、

今

現

在

は

存

在

し

な

い

が

、

未

来

に

は

必

ず

存

在

す

る

仏

果

が

あ

る

。

こ

れ

は

仏

性

の

本

有

の

意

義

に

相

当

す

る

。

し

か

し

、

本

有

の

意

義

で

は

あ

る

が

、

こ

の

仏

果

は

修

行

が

完

成

し

て

金

剛

心

の

後

に

覚

り

が

実

現

す

る

の

で

、

こ

の

点

に

つ

い

て

い

え

ば

、

始

有

と

な

る

と

い

う

。
『

涅

槃

経

』

中

に

も

本

有

と

始

有

の

両

方

に

相

当

す

る

経

文

が

あ

る

。

仏

性

に

は

こ

の

よ

う

に

本

有

と

始

有

の

相

対

す

る

二

義

が

あ

る

と

す

る

。

要

す

る

に

仏

性

は

本

有

で

あ

る

が

、

し

か

し

、

現

在

に

は

な

く

、

未

来

の

果

と

し

て

あ

る

の

で

、

本

有

に

し

て

始

有

だ

と

す

る

の

で

あ

る

。

こ

の

場

合

、

智

蔵

は

仏

性

に

つ

い

て

こ

れ

を

仏

の

因

で

は

な

く

、

仏

果

そ

の

も

の

と

し

て

考

え

て

い

る

こ

と

が

分

か

る

。

そ

れ

で

は

こ

の

説

に

対

し

て

吉

蔵

は

ど

の

よ

う

に

批

判

し

て

い

る

だ

ろ

う

か

。
『

涅

槃

経

遊

意

』

に

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。

次

に

第

三

の

開

善

の

解

を

破

せ

ん

。

二

義

を

具

す

。

汝

が

言

う

常

住

の

法

は

常

有

・

始

有

な

ら

ば

、

亦

た

常

住

の

法

は

曾

て

有

り

、

今

有

る

べ

し

。

若

し

曾

て

有

り

、

今

有

れ

ば

、

則

ち

三

世

に

堕

し

、

無

常

を

成

ぜ

ん

。

反

詰

の

云

な

り

。

又

難

ぜ

ん

。

若

し

常

住

の

法

に

復

た

始

有

の

義

有

ら

ば

、

亦

た

応

に

無

常

の

法

な

る

べ

し

。

応

に

本

有

の

義

無

か

る

べ

し

。

若

し

無

常

の

法

な

ら

ば

、

但

だ

始

有

の

み

有

り

て

本

有

無

け

れ

ど

、

則

ち

常

住

の

法

な

ら

ば

、

但

だ

是

れ

本

有

な

る

の

み

に

し

て

、

始

有

無

き

な

り

。

又

、

常

住

の

法

に

二

義

を

具

す

と

は

、

何

れ

の

因

る

所

な

る

の

み

や

。

本

有

の

義

の

須

む

る

の

み

。

因

了

じ

て

始

有

の

義

を

出

だ

す

に

、

復

た

何

の

所

感

を

為

す

や

。

若

し

別

因

無

け

れ

ば

、

則

ち

別

有

無

か

る

べ

し

。

既

に

二

有

有

れ

ば

則

便

ち

両

因

有

り

。

若

し

生

因

従

り

す

れ

ば

則

ち

無

常

な

り

。

⑭
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吉

蔵

は

本

有

と

始

有

の

両

方

の

意

義

を

批

判

す

る

が

、

本

有

に

つ

い

て

は

、

常

有

と

言

い

換

え

て

、

仏

性

が

過

去

に

も

あ

り

、

今

も

有

り

、

未

来

に

も

あ

る

の

で

あ

れ

ば

、

そ

れ

は

三

世

の

摂

に

な

り

、

経

文

に

も

違

背

す

る

し

、

無

常

の

存

在

に

な

っ

て

し

ま

っ

て

、

常

住

の

意

義

が

成

立

し

な

い

と

い

う

。

こ

の

吉

蔵

の

批

判

は

、

常

住

不

変

と

い

う

、

本

来

時

間

を

超

え

た

概

念

を

過

去

・

現

在

・

未

来

と

い

う

時

間

の

世

界

に

意

図

的

に

置

き

換

え

て

い

る

も

の

で

、

作

意

的

な

詭

弁

に

近

い

も

の

だ

ろ

う

。

次

に

常

住

と

始

有

の

関

わ

り

に

つ

い

て

、

常

住

の

存

在

に

始

有

の

義

が

あ

る

と

す

れ

ば

、

そ

れ

は

常

住

で

は

な

く

無

常

で

あ

り

、

本

有

と

い

う

意

義

は

亡

く

な

る

。

し

た

が

っ

て

本

有

で

あ

る

と

す

る

な

ら

始

有

の

意

味

は

な

く

な

る

。

二

者

択

一

で

あ

る

。

そ

れ

を

常

住

の

仏

性

に

本

有

と

始

有

の

二

義

を

い

う

な

ら

ば

、

二

義

を

認

め

る

時

点

で

無

常

と

な

る

、

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

智

蔵

が

仏

性

に

本

有

と

始

有

の

二

義

を

い

う

の

は

、

も

と

も

と

『

涅

槃

経

』

の

経

文

に

両

義

を

証

す

る

そ

れ

ぞ

れ

の

譬

喩

が

存

在

す

る

か

ら

で

あ

る

が

、

そ

の

経

文

の

意

趣

を

汲

ん

で

仏

性

が

本

来

的

に

存

在

し

て

も

、

そ

れ

で

成

仏

し

て

い

る

の

で

は

な

い

、

あ

く

ま

で

修

行

の

結

果

と

し

て

仏

果

が

得

ら

れ

る

の

で

あ

り

、

そ

の

未

来

の

仏

果

を

仏

性

と

す

る

の

だ

と

考

え

て

い

た

た

め

で

あ

ろ

う

。

す

な

わ

ち

仏

性

の

本

有

と

当

有

を

両

立

し

よ

う

と

し

た

た

め

の

立

論

で

あ

ろ

う

。

吉

蔵

は

こ

の

矛

盾

点

を

衝

い

て

、

本

有

、

始

有

両

説

を

批

判

す

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

で

は

吉

蔵

自

身

の

解

釈

は

ど

う

か

。
『

涅

槃

経

遊

意

』

の

右

に

続

く

文

で

、

今

、

涅

槃

を

明

す

に

、

未

だ

曾

て

本

に

も

あ

ら

ず

、

亦

曾

て

始

に

も

あ

ら

ず

。

本

を

破

せ

ん

が

為

の

故

に

始

と

道

い

、

亦

た

洗

わ

ん

が

為

の

故

に

本

と

云

う

。

到

れ

ば

則

ち

顕

わ

る

。

本

始

に

非

ず

、

本

始

に

非

ず

と

道

う

は

⑮

、

並

び

に

是

れ

方

便

な

り

。

⑯

と

い

う

。

こ

こ

で

は

仏

性

で

は

な

く

、

涅

槃

と

な

っ

て

い

る

が

、

本

有

と

始

有

の

意

義

に

つ

い

て

は

、

仏

性

と

そ

の

結

果

と

し

て

の

涅

槃

の

両

方

に

通

ず

る

と

し

て

涅

槃

と

し

た

も

の

で

あ

ろ

う

。

涅

槃

は

こ

れ

ま

で

本

有

で

も

な

く

始

有

で

も

な

い

と

し

て

、

本

有

・

始

有

の

両

義

を

否

定

し

、

本

有

、

始

有

と

い

う

の

は

ど

ち

ら

も

方

便

で

あ

る

と

い

う

。

こ

の

吉

蔵

の

解

釈

も

、

ど

ち

ら

か

の

一

辺

に

偏

ら

な

い

中

道

を

目

指

す

吉

蔵

の

立

場

を

良

く

示

す

も

の

で

あ

ろ

う

。
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四

、

小

結

吉

蔵

の

仏

性

説

に

つ

い

て

、
『

涅

槃

経

遊

意

』

を

中

心

に

検

討

を

加

え

た

が

、

次

の

よ

う

な

結

果

を

得

た

。

吉

蔵

は

『

涅

槃

経

』

に

つ

い

て

六

段

構

成

で

そ

の

全

体

の

意

趣

を

表

そ

う

と

し

て

い

る

が

、

仏

性

に

関

し

て

は

「

明

用

段

」

中

の

「

照

境

の

用

」

の

部

分

で

、
「

本

有

」
「

始

有

」

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

、

霊

味

の

宝

亮

の

説

、

法

瑤

、

開

善

寺

智

蔵

の

三

師

の

説

を

挙

げ

、

こ

れ

を

順

次

批

判

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

自

身

の

立

場

を

表

し

て

い

る

。

そ

の

批

判

の

言

か

ら

窺

え

る

吉

蔵

の

立

場

は

、

無

得

正

観

の

立

場

か

ら

す

る

仏

性

解

釈

で

あ

り

、

ど

ち

ら

か

の

一

方

に

偏

し

な

い

中

道

の

立

場

で

あ

っ

た

。

な

お

、

吉

蔵

の

仏

性

説

は

『

涅

槃

経

遊

意

』

の

ほ

か

、

吉

蔵

の

著

作

の

処

々

に

お

い

て

述

べ

ら

れ

て

お

り

、

こ

れ

ら

を

総

合

的

に

ま

と

め

る

必

要

が

あ

る

が

、

こ

の

問

題

に

つ

い

て

は

今

後

の

課

題

と

し

た

い

。

註

①

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

八

、

二

三

七

頁

ｃ

②

平

井

俊

栄

博

士

は

こ

れ

を

、

霊

味

の

宝

亮

の

誤

り

で

は

な

い

か

、

と

す

る

。

平

井

俊

栄

「

吉

蔵

撰

『

涅

槃

経

遊

意

』

国

訳

」
『

駒

沢

大

学

仏

教

学

部

論

集

通

号

３

』

一

五

○

頁

、

一

九

七

二

年

一

二

月

。

③

『

涅

槃

経

遊

意

』

に

「

第

一

靈

味

高

高

生

死

之

中

已

有

眞

神

之

法

。

但

未

顯

現

。

如

蔽

黄

金

。

如

來

藏

經

云

。

如

人

弊

帛

裹

黄

金

像

墮

泥

中

。

無

人

知

者

。

有

得

天

眼

者

。

提

淨

洗

則

金

像

宛

然

。

眞

神

亦

爾

。

本

來

已

有

常

住

佛

體

。

萬

徳

宛

然

。

但

爲

煩

惱

所

覆

。

若

斷

煩

惱

佛

體

則

現

也

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

八

、

二

三

七

頁

ｃ

）

と

あ

る

。

④

「

第

六

師

以

眞

神

爲

正

因

佛

性

。

若

無

眞

神

。

那

得

成

眞

佛

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

五

、

三

五

頁

ｂ

）

⑤

「

然

衆

生

之

身

。

即

時

乃

有

正

因

。

要

應

積

徳

修

道

。

滅

無

明

障

。

闇

黒

都

盡

。

佛

性

方

顯

。

縁

具

之

時

。

爾

乃

有

用

。

其

事

如

箜

篌

。

要

須

衆

縁

具

。

故

聲

方

出

耳

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

七

、

五

三

九

頁

ｃ

）

⑥

こ

の

こ

と

は

す

で

に

指

摘

が

あ

る

（

仁

継

愈

主

篇

『

定

本

中

国

仏

教

史

Ⅲ

』

四

○

六

～

四

〇

七

頁

）
。

⑦

大

正

蔵

テ

キ

ス

ト

に

は

「

僧

法

」

と

あ

る

が

、

平

井

俊

栄

博

士

は

こ

れ

を

「

僧

佉

」

の

誤

り

と

す

る

（

平

井

俊

栄

前

掲

論

文

、

一

五

二

頁

）
。

今

、

こ

れ

に

従

う

。
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⑧

「

且

破

第

一

義

。

若

定

本

有

眞

神

則

同

僧

法

。

又

若

因

中

已

有

。

則

同

賣

乳

索

酪

價

貨

草

馬

索

駒

直

也

。

又

眞

神

力

大

。

何

意

住

煩

惱

中

而

不

能

排

煩

惱

出

。

而

待

修

道

斷

惑

乃

得

出

耶

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

八

、

二

三

七

頁

ｃ

）

⑨

「

次

有

障

安

瑤

師

云

。

衆

生

有

成

佛

之

道

理

。

此

理

是

常

。

故

説

此

衆

生

爲

正

因

佛

性

。

此

理

附

於

衆

生

。

故

説

爲

本

有

也

。
」
（

大

正

』

巻

三

十

八

、

二

三

七

頁

ｃ

）

⑩

『

大

正

蔵

』

巻

四

十

五

、

三

五

頁

ｃ

⑪

布

施

浩

岳

『

涅

槃

宗

の

研

究

』

後

篇

、

三

四

～

三

五

頁

、

復

刻

版

、

国

書

刊

行

会

、

一

九

七

三

年

。

⑫

「

破

第

二

義

解

。

若

得

佛

之

理

巳

自

是

常

。

則

衆

生

身

中

已

有

常

住

之

法

。

還

成

常

見

之

執

非

眞

神

之

法

。

若

此

理

無

常

則

不

成

本

有

之

義

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

八

、

二

三

七

頁

ｃ

～

二

三

八

頁

ａ

）

⑬

「

第

三

開

善

具

有

二

義

。

一

者

本

有

。

二

者

始

有

。

更

無

二

體

。

但

將

兩

義

成

定

之

耳

。

欲

明

不

有

神

明

。

定

若

有

神

明

則

本

來

有

當

果

之

理

。

此

本

有

義

但

約

萬

行

圓

滿

金

剛

心

謝

種

覺

起

時

名

爲

始

有

。

大

經

具

有

二

文

。

如

貧

女

寶

藏

力

士

額

珠

闇

室

瓶

瓫

井

中

七

寶

。

本

自

有

此

。

證

本

有

之

文

下

。

師

子

吼

及

迦

葉

品

中

皆

以

乳

酪

爲

譬

。

明

乳

中

無

酪

。

但

酪

從

乳

生

故

言

有

酪

。

又

云

。

佛

性

非

三

世

攝

。

但

衆

生

未

聚

莊

嚴

清

淨

之

身

故

説

佛

性

在

於

未

來

。

此

則

證

始

有

之

文

。

故

知

佛

性

具

有

兩

義

。

若

定

木

石

之

流

無

成

之

理

。

此

衆

生

必

應

作

佛

。

則

本

有

義

。

若

於

佛

則

今

利

是

因

中

因

中

未

有

果

。

則

始

有

義

也

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

八

、

二

三

七

頁

ｃ

）

⑭

「

次

破

第

三

三

開

善

解

具

二

義

。

汝

言

常

住

之

法

常

有

始

有

者

。

亦

應

常

住

之

法

有

曾

有

今

。

若

有

曾

有

今

則

墮

三

世

成

無

常

。

反

結

云

。

又

難

若

常

住

之

法

復

有

始

有

之

義

者

。

亦

應

無

常

之

法

。

應

無

本

有

之

義

。

若

無

常

法

但

有

始

有

無

本

有

者

。

則

常

住

法

但

是

本

有

無

始

有

也

。

又

常

住

之

法

具

二

義

者

。

何

因

所

耳

本

有

之

義

須

耳

因

了

出

始

有

之

義

復

爲

何

所

感

。

若

無

別

因

則

應

無

別

有

。

既

有

二

有

則

便

兩

因

。

若

從

生

因

則

無

常

也

。
」
（

大

正

』

巻

三

十

八

、

二

三

八

頁

ａ

）

⑮

大

正

蔵

テ

キ

ス

ト

で

は

「

道

非

本

始

非

本

始

。

並

是

方

便

也

」

と

あ

っ

て

、
「

道

非

本

始

非

本

始

」

の

部

分

が

同

一

句

の

繰

り

返

し

に

な

っ

て

い

る

。

本

来

は

「

非

本

始

非

非

本

始

」

で

、
「

非

」

の

一

時

が

脱

落

し

た

可

能

性

も

あ

る

。

⑯

「

今

明

涅

槃

未

曾

本

亦

不

曾

始

。

爲

破

本

故

。

道

始

亦

爲

洗

。

故

云

本

到

則

顯

。

道

非

本

始

非

本

始

。

並

是

方

便

也

。
」

（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

八

、

二

三

八

頁

ａ

）
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第

三

節

智

顗

と

吉

蔵

の

『

法

華

経

』

解

釈

―

「

小

善

成

仏

」

に

対

す

る

解

釈

の

異

同

ー

一

、

は

じ

め

に

『

妙

法

蓮

華

経

』

方

便

品

第

二

の

偈

頌

中

に

説

か

れ

る

易

行

（

小

善

）

に

つ

い

て

、

天

台

智

顗

と

吉

蔵

の

そ

れ

ぞ

れ

の

解

釈

を

比

較

し

、

両

者

の

実

践

に

対

す

る

考

え

方

の

相

違

を

検

討

す

る

。

『

法

華

経

』

の

方

便

品

の

、

い

わ

ゆ

る

過

去

仏

章

と

呼

ば

れ

る

部

分

に

は

、

過

去

の

仏

の

も

と

で

の

衆

生

達

の

仏

道

修

行

に

つ

い

て

述

べ

て

い

る

。

こ

の

内

容

は

、
「

子

供

た

ち

が

戯

れ

に

砂

を

集

め

て

仏

塔

を

造

る

と

い

う

よ

う

な

こ

と

で

も

、

す

で

に

仏

道

を

完

成

し

て

い

る

」
（

乃

至

童

子

戲

聚

沙

爲

佛

塔

如

是

諸

人

等

皆

已

成

佛

道

）

と

説

い

て

い

る

よ

う

に

①

、

極

め

て

簡

単

な

、

修

行

と

も

言

え

な

い

よ

う

な

修

行

を

説

い

て

い

る

。

そ

れ

で

古

来

、

こ

の

部

分

を

小

善

成

仏

と

呼

ん

で

い

る

が

、

こ

の

よ

う

な

安

易

な

修

行

法

に

対

し

て

、

智

顗

と

吉

蔵

は

そ

れ

ぞ

れ

ど

の

よ

う

な

理

解

を

示

し

て

い

る

の

か

、

こ

の

問

題

を

そ

れ

ぞ

れ

の

著

作

を

検

討

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

解

明

し

た

い

。

二

、

小

善

成

仏

の

内

容

小

善

成

仏

と

し

て

説

か

れ

る

内

容

は

、

偈

頌

の

以

下

の

部

分

で

あ

る

。

諸

佛

滅

度

已

供

養

舍

利

者

起

萬

億

種

塔

金

銀

及

頗

梨

車

璖

與

馬

腦

玫

瑰

琉

璃

珠

清

淨

廣

嚴

飾

莊

校

於

諸

塔

或

有

起

石

廟

栴

檀

及

沈

水

木

櫁

并

餘

材

塼

瓦

泥

土

等

若

於

曠

野

中

積

土

成

佛

廟

乃

至

童

子

戲

聚

沙

爲

佛

塔

如

是

諸

人

等

皆

已

成

佛

道

若

人

爲

佛

故

建

立

諸

形

像

刻

彫

成

衆

相

皆

已

成

佛

道

或

以

七

寶

成

鍮

石

赤

白

銅

白

鑞

及

鉛

錫

鐵

木

及

與

泥

或

以

膠

漆

布

嚴

飾

作

佛

像
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如

是

諸

人

等

皆

已

成

佛

道

彩

畫

作

佛

像

百

福

莊

嚴

相

自

作

若

使

人

皆

已

成

佛

道

乃

至

童

子

戲

若

草

木

及

筆

或

以

指

爪

甲

而

畫

作

佛

像

如

是

諸

人

等

漸

漸

積

功

徳

具

足

大

悲

心

皆

已

成

佛

道

但

化

諸

菩

薩

度

脱

無

量

衆

若

人

於

塔

廟

寶

像

及

畫

像

以

華

香

幡

蓋

敬

心

而

供

養

若

使

人

作

樂

撃

鼓

吹

角

貝

簫

笛

琴

箜

篌

琵

琶

鐃

銅

鈸

如

是

衆

妙

音

盡

持

以

供

養

或

以

歡

喜

心

歌

唄

頌

佛

徳

乃

至

一

小

音

皆

已

成

佛

道

若

人

散

亂

心

乃

至

以

一

華

供

養

於

畫

像

漸

見

無

數

佛

或

有

人

禮

拜

或

復

但

合

掌

乃

至

擧

一

手

或

復

小

低

頭

以

此

供

養

像

漸

見

無

量

佛

自

成

無

上

道

廣

度

無

數

衆

入

無

餘

涅

槃

如

薪

盡

火

滅

若

人

散

亂

心

入

於

塔

廟

中

一

稱

南

無

佛

皆

已

成

佛

道

於

諸

過

去

佛

在

世

或

滅

度

若

有

聞

是

法

皆

已

成

佛

道

②

（

諸

仏

、

滅

度

し

已

っ

て

舎

利

を

供

養

す

る

者

万

億

種

の

塔

を

起

て

て

金

銀

及

び

頗

梨

、

車

磲

と

馬

脳

玫

瑰

・

琉

璃

珠

と

を

も

っ

て

清

浄

に

広

く

厳

飾

し

諸

の

塔

を

荘

校

し

、

或

は

石

廟

を

起

て

栴

檀

及

び

沈

水

木

樒

並

び

に

余

の

材

塼

瓦

泥

土

等

を

も

っ

て

す

る

有

り

。

若

し

は

曠

野

の

中

に

於

い

て

土

を

積

ん

で

仏

廟

を

成

し

乃

至

、

童

子

の

戯

れ

に

沙

を

聚

め

て

仏

塔

と

為

せ

る

是

の

如

き

諸

人

等

皆

已

に

仏

道

を

成

じ

き

。

若

し

人

、

仏

の

為

の

故

に

諸

の

形

像

を

建

立

し

刻

彫

し

て

衆

相

を

成

せ

る

皆

已

に

仏

道

を

成

じ

き

。

或

は

七

宝

を

以

て

成

し

鍮

石

・

赤

白

銅

・

白

鑞

及

び

鉛

・

錫

・

鉄

・

木

及

与

び

泥

、

或

は

膠

漆

布

を

以

て

嚴

飾

し

て

仏

像

を

作

れ

る

是

の

如

き

諸

人

等

皆

已

に

仏

道

を

成

じ

き

。

彩

画

し

て

仏

像

の

百

福

荘

厳

の

相

を

作

す

こ

と

自

ら

も

作

し

、

若

し

は

人

を

し

て

も

せ

る

皆

已

に

仏

道

を

成

じ

き

。

乃

至

、

童

子

の

戯

れ

に

若

し

は

草

木

及

び

筆

或

は

指

の

爪

甲

を

以

て

画

い

て

仏

像

を

作

せ

る

是

の

如

き

諸

人

等

漸

漸

に

功

徳

を

積

み

大

悲

心

を

具

足

し

て

皆

已

に

仏

道

を

成

じ

て

、

但

、

諸

の

菩

薩

を

化

し

無

量

衆

を

度

脱

し

き

。

若

し

人

、

塔

廟

宝

像

及

び

画

像

に

於

い

て

華

香

幡

蓋

を

以

て

敬

心

に

し

て

供

養

し

、

若

し

は
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人

を

し

て

楽

を

作

さ

し

め

鼓

を

撃

ち

角

・

貝

を

吹

き

笙

・

笛

・

琴

・

箜

・

篌

・

琵

琶

・

鐃

・

銅

鈸

是

の

如

き

衆

の

妙

音

盡

く

持

っ

て

以

て

供

養

し

、

或

は

歓

喜

の

心

を

以

て

歌

唄

し

て

仏

徳

を

頌

し

乃

至

、

一

小

音

を

も

っ

て

せ

し

も

皆

已

に

仏

道

を

成

じ

き

。

若

し

人

、

散

乱

の

心

に

乃

至

、

一

華

を

以

て

画

像

に

供

養

せ

し

漸

く

無

数

の

仏

を

見

た

て

ま

つ

り

き

。

或

は

人

有

り

て

礼

拝

し

或

い

は

復

、

但

、

合

掌

し

乃

至

、

一

手

を

挙

げ

或

は

復

少

し

頭

を

低

れ

て

漸

く

無

量

の

仏

を

見

て

た

て

ま

つ

り

、

自

ら

無

上

道

を

成

じ

て

広

く

無

数

の

衆

を

度

し

無

余

涅

槃

に

入

る

こ

と

薪

尽

き

て

火

の

滅

ゆ

る

が

如

く

な

り

き

。

若

し

人

、

散

乱

の

心

に

塔

廟

の

中

に

入

っ

て

一

た

び

南

無

仏

と

称

せ

し

皆

已

に

仏

道

を

成

じ

き

。

諸

の

過

去

の

仏

の

在

世

或

い

は

滅

後

に

於

い

て

若

し

是

の

法

を

開

く

こ

と

有

り

し

皆

已

に

仏

道

を

成

じ

き

。
）

こ

れ

ら

を

見

る

と

、

仏

滅

度

後

の

舍

利

供

養

、

仏

塔

供

養

、

な

ら

び

に

仏

画

・

仏

像

に

対

す

る

供

養

を

説

い

て

い

る

。

そ

の

易

行

の

具

体

的

な

例

と

し

て

、
「

童

子

の

戯

れ

に

沙

を

聚

め

て

仏

塔

と

為

せ

る

」

「

童

子

の

戯

れ

に

若

し

は

草

木

及

び

筆

或

は

指

の

爪

甲

を

以

て

画

い

て

仏

像

を

作

せ

る

」
「

歌

唄

し

て

仏

徳

を

頌

し

乃

至

、

一

小

音

を

も

っ

て

せ

し

も

」
「

散

乱

の

心

に

乃

至

、

一

華

を

以

て

画

像

に

供

養

せ

し

」
「

人

有

り

て

礼

拝

し

或

い

は

復

、

但

、

合

掌

し

乃

至

、

一

手

を

挙

げ

或

は

復

少

し

頭

を

低

れ

て

」

な

ど

と

あ

る

。

仏

の

画

像

に

対

し

て

花

一

本

を

手

向

け

て

も

、

あ

る

い

は

合

掌

し

た

り

、

さ

ら

に

は

片

手

を

挙

げ

た

だ

け

で

も

、

あ

る

い

は

頭

を

少

し

下

げ

た

だ

け

で

も

、

そ

れ

だ

け

で

で

す

で

に

仏

道

を

完

成

し

た

の

だ

、

と

い

う

。

平

川

彰

氏

は

、
『

法

華

経

』

が

一

切

皆

成

を

説

き

、

そ

の

修

行

と

し

て

、

こ

の

よ

う

な

修

行

と

も

言

え

な

い

よ

う

な

こ

と

を

説

い

た

こ

と

か

ら

『

法

華

経

』

は

秘

説

で

あ

り

、

他

の

仏

教

者

か

ら

の

迫

害

も

受

け

た

の

で

あ

ろ

う

と

し

て

お

ら

れ

る

③

。

そ

れ

で

は

天

台

智

顗

、

三

論

の

吉

蔵

は

そ

れ

ぞ

れ

ど

の

よ

う

な

解

釈

を

し

て

い

る

の

で

あ

ろ

う

か

。

三

、

天

台

智

顗

の

解

釈

天

台

智

顗

は

こ

の

小

善

成

仏

を

ど

の

よ

う

に

解

釈

し

て

い

る

の

か

、

具

体

的

に

検

討

し

よ

う

。
『

法

華
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文

句

』

で

は

、

方

便

品

の

該

当

部

分

の

偈

頌

の

釈

に

次

の

よ

う

に

あ

る

。

供

養

舎

利

下

。

第

三

二

十

行

開

人

天

乗

。

不

彰

是

人

天

乗

。

但

明

造

像

起

塔

專

至

散

亂

。

故

知

是

天

人

業

。

地

師

解

云

。

童

子

是

童

眞

地

。

無

二

乗

凡

夫

二

邊

欲

心

。

聚

砂

爲

塔

。

砂

是

無

著

。

塔

是

衆

行

積

集

。

含

藏

正

覺

之

心

。

彼

謂

義

會

無

生

以

爲

深

詣

。

今

謂

乖

文

竪

狭

。

何

者

登

地

自

應

成

佛

。

如

脩

羅

度

海

何

足

爲

奇

。

今

以

童

稚

戲

砂

亂

心

歌

詠

指

微

即

著

。

如

凡

夫

度

海

不

可

思

議

。

佛

分

明

廣

會

五

乗

毫

善

不

漏

。

而

棄

收

羅

之

廣

意

徑

取

無

生

。

若

如

向

釋

。

殆

不

攝

二

乗

。

況

凡

夫

乎

。

論

深

但

是

一

致

。

定

廣

則

乖

經

文

。

問

人

天

小

善

應

住

果

報

。

云

何

皆

言

以

已

成

佛

道

。

答

此

應

明

三

佛

性

義

。

大

經

言

。

復

有

佛

性

善

根

人

有

闡

提

人

無

者

。

即

是

人

天

小

善

低

頭

擧

手

。

爲

山

始

簣

合

抱

初

毫

。

昔

方

便

未

開

謂

住

果

報

。

今

開

方

便

行

。

即

是

縁

因

佛

性

能

趣

菩

提

成

顯

實

之

義

也

。

就

此

爲

二

。

前

十

九

行

。

約

天

人

小

善

成

縁

因

種

子

。

以

明

顯

實

。

後

一

行

約

了

因

種

子

。

以

明

顯

實

。

尋

文

可

解

。

④

（

供

養

舎

利

の

下

、

第

三

に

二

十

行

は

人

天

乗

を

開

く

。

是

れ

人

天

乗

な

る

こ

と

を

彰

か

に

せ

ず

。

但

だ

造

像

起

塔

、

専

至

散

乱

を

明

す

。

故

に

知

ぬ

、

是

れ

天

人

業

な

る

こ

と

を

。

地

師

解

し

て

云

く

、

童

子

は

是

れ

童

眞

地

に

し

て

、

二

乗

凡

夫

の

二

邊

の

欲

心

無

し

。

砂

を

聚

め

て

塔

と

爲

す

、

砂

は

是

れ

無

著

、

塔

は

是

れ

衆

行

な

り

、

積

集

し

て

正

樂

覚

の

心

を

含

藏

す

と

。

彼

れ

謂

く

、

義

は

無

生

に

會

す

、

以

て

深

詣

と

爲

す

と

。

今

謂

く

、

文

に

乖

き

豎

に

狭

し

。

何

と

な

れ

ば

登

地

は

自

ら

応

に

成

佛

す

べ

し

、

修

羅

の

海

を

度

る

が

如

し

。

何

ぞ

奇

と

爲

す

に

足

ら

ん

。

今

、

童

稚

の

戲

砂

と

乱

心

の

歌

詠

、

微

を

指

す

に

即

ち

著

な

る

と

以

て

、

凡

夫

の

海

を

度

る

が

如

く

不

可

思

議

な

り

。

佛

は

分

明

に

廣

く

五

乗

を

會

し

て

毫

善

も

漏

さ

ず

し

て

、

而

も

収

羅

の

廣

意

を

棄

て

て

、

径

に

無

生

を

取

る

。

若

し

向

の

釋

の

如

く

な

ら

ば

殆

ん

ど

二

乗

を

収

攝

せ

す

、

況

ん

や

凡

夫

を

や

。

深

を

論

ず

れ

ば

但

だ

是

れ

一

致

な

る

の

み

。

廣

を

定

む

れ

ば

則

ち

経

文

に

乖

く

。

問

う

、

人

天

の

小

善

は

応

に

果

報

に

住

す

べ

し

。

云

何

ぞ

皆

已

に

佛

道

を

成

す

と

言

う

や

。

答

う

、

此

れ

応

に

三

佛

性

の

義

を

明

す

べ

し

。

大

経

に

「

復

佛

性

有

り

、

善

根

の

人

に

は

有

れ

ど

も

、

闡

提

の

人

に

無

し

」

と

言

う

は

、

即

ち

是

れ

人

天

の

小

善

の

低

頭

挙

手

な

り

、

山

を

爲

す

は

簣

に

始

ま

り

、

合

抱

は

毫

に

初

ま

る

、

昔

は

方

便

未

だ

開

か

ざ

れ

ば

果

報

に

住

す

と

謂

え

り

。

今

は

方

便

の

行

を

開

す

。

即

ち

是

れ

縁

因

佛

性

の

能

く

菩

提

に

趣

き

顯

實

の

義

を

成

ず

る

な

り

。

此

れ

に

就

て

二

と

爲

す

、

前

の

十

九

行

は

、

天

人

の

小

善

の

縁

因

の

種

子

を

成

ず

る

に

約

し

て

以

て

顯
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實

を

明

す

、

後

の

一

行

は

、

了

因

の

種

子

に

約

し

て

以

て

顯

實

を

明

す

、

文

を

尋

ね

て

解

す

可

し

）

「

供

養

舍

利

者

」

以

下

の

二

十

行

は

、
『

文

句

』

で

は

人

天

乗

を

明

か

す

と

す

る

。

す

な

わ

ち

、

三

乗

の

修

行

者

の

行

で

な

く

、

凡

夫

の

行

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

そ

し

て

以

下

に

人

乗

と

天

乗

に

分

け

て

解

釈

す

る

が

、
「

造

像

起

塔

」

の

行

い

は

、

専

心

し

て

事

に

当

た

る

が

、

散

乱

心

で

あ

る

の

で

、

天

と

人

の

行

い

で

あ

る

と

し

、

地

論

師

が

童

子

は

童

眞

地

、

す

な

わ

ち

十

住

の

第

八

住

の

菩

薩

で

あ

る

と

す

る

説

を

斥

け

て

い

る

。

続

い

て

『

文

句

』

で

は

、

凡

夫

の

小

善

は

果

報

に

住

す

る

、

す

な

わ

ち

六

道

輪

廻

の

中

に

と

ど

ま

る

の

に

、

何

故

に

仏

道

を

成

就

す

る

こ

と

が

で

き

る

の

か

と

い

う

問

を

設

け

、
「

此

れ

応

に

三

佛

性

の

義

を

明

す

べ

し

。
」

と

し

て

い

る

。

三

仏

性

と

は

天

台

の

仏

性

説

で

あ

る

三

因

仏

性

の

こ

と

で

、

正

因

仏

性

、

縁

因

仏

性

、

了

因

仏

性

の

こ

と

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

天

台

で

は

小

善

成

仏

の

解

釈

に

仏

性

説

を

適

用

し

て

解

釈

す

る

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、
『

涅

槃

経

』

に

「

復

佛

性

有

り

、

善

根

の

人

に

は

有

れ

ど

も

、

闡

提

の

人

に

無

し

」

と

言

っ

て

い

る

の

は

、

人

・

天

の

小

善

の

低

頭

挙

手

に

相

応

す

る

と

し

て

い

る

。

低

頭

挙

手

は

、

数

あ

る

小

善

の

中

の

一

つ

を

挙

げ

て

小

善

を

代

表

せ

し

め

た

も

の

で

あ

る

。

こ

れ

に

続

い

て

、
「

昔

は

方

便

未

だ

開

か

ざ

れ

ば

果

報

に

住

す

と

謂

へ

り

、

今

は

方

便

の

行

を

開

す

、

即

ち

是

れ

縁

因

佛

性

の

能

く

菩

提

に

趣

き

顯

實

の

義

を

成

ず

る

な

り

。
」

と

述

べ

て

、
『

法

華

経

』

以

前

に

は

方

便

が

明

か

さ

れ

ず

、

凡

夫

は

六

道

に

と

ど

ま

っ

た

が

、

今

は

方

便

と

し

て

の

行

が

明

か

さ

れ

て

、

そ

れ

が

仏

道

を

成

就

す

る

一

因

と

し

て

の

縁

因

仏

性

で

あ

り

、

そ

れ

を

修

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

仏

道

が

成

就

す

る

。

し

た

が

っ

て

凡

夫

成

仏

が

可

能

だ

と

解

釈

す

る

の

で

あ

る

。

右

の

説

の

根

底

に

は

『

涅

槃

経

』

の

一

切

衆

生

悉

有

仏

性

の

考

え

が

あ

り

、

凡

夫

成

仏

の

根

拠

と

し

て

適

用

さ

れ

て

い

る

。

そ

れ

で

、
「

前

の

十

九

行

は

、

天

人

の

小

善

の

縁

因

の

種

子

を

成

ず

る

に

約

し

て

以

て

顯

實

を

明

す

」

と

言

っ

て

、

三

因

仏

性

の

う

ち

の

、

縁

因

仏

性

が

人

天

の

小

善

の

低

頭

挙

手

な

ど

に

相

当

し

、

そ

し

て

次

に

「

後

の

一

行

は

、

了

因

の

種

子

に

約

し

て

以

て

顯

實

を

明

す

」

と

い

う

よ

う

に

、
「

於

諸

過

去

佛

在

世

或

滅

度

若

有

聞

是

法

皆

已

成

佛

道

」

の

一

偈

が

、

仏

道

の

成

就

に

つ

い

て

了

因

仏

性

の

観

点

か

ら

示

し

た

も

の

と

解

釈

し

て

い

る

。

正

因

仏

性

に

つ

い

て

は

、

上

に

引

用

し

た

小

善

成

仏

の

偈

の

前

の

部

分

の

偈

、
「

又

諸

大

聖

主

知

一
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切

世

間

天

人

群

生

類

深

心

之

所

欲

更

以

異

方

便

助

顯

第

一

義

」

⑤

（

又

、

諸

の

大

聖

主

一

切

世

間

の

天

・

人

・

群

生

類

の

深

心

の

所

欲

を

知

し

め

し

て

更

に

異

の

方

便

を

以

て

第

一

義

を

助

顕

し

た

ま

い

き

）

に

つ

い

て

の

解

釈

で

、
『

法

華

文

句

』

に

次

又

諸

大

聖

主

下

。

第

二

有

二

十

四

行

半

。

約

五

乘

廣

頌

顯

一

。

就

文

爲

二

。

初

一

行

半

。

總

約

五

乘

以

顯

一

。

天

人

群

生

類

。

是

擧

諸

乘

以

明

人

一

。

更

以

異

方

便

。

擧

諸

行

以

顯

行

一

。

兼

得

教

一

。

第

一

義

即

是

理

一

。

異

方

便

下

。

正

因

佛

性

即

第

一

義

理

。

若

用

圓

妙

正

觀

。

此

即

實

相

方

便

。

不

名

爲

異

。

若

用

七

方

便

觀

。

助

顯

第

一

義

者

。

名

異

方

便

。

⑥

(

次

に

又

諸

大

聖

主

の

下

、

第

二

に

二

十

四

行

半

有

り

、

五

乗

に

約

し

て

廣

く

顯

一

を

頌

す

、

文

に

就

て

二

と

爲

す

、

初

め

に

一

行

半

は

総

じ

て

五

乗

に

約

し

て

以

て

一

を

顯

は

す

。

天

人

群

生

類

と

は

、

是

れ

諸

乗

を

挙

げ

て

以

て

人

一

を

明

す

。

更

以

異

方

便

と

は

、

諸

行

を

挙

げ

て

以

て

行

一

を

顯

は

し

、

教

一

を

兼

ね

得

。

第

一

義

と

は

即

ち

是

れ

理

一

な

り

。

異

方

便

の

下

は

正

因

佛

性

、

即

ち

第

一

義

の

理

な

り

。

若

し

圓

妙

の

正

観

を

用

ふ

る

は

、

此

れ

即

ち

實

相

の

方

便

に

し

て

名

け

て

異

と

爲

さ

ず

、

若

し

七

方

便

の

観

を

用

ひ

て

第

一

義

を

助

顯

す

る

は

異

の

方

便

と

名

く

。

)

と

あ

る

。
『

文

句

』

で

は

過

去

仏

章

の

偈

文

は

全

体

で

五

乗

に

つ

い

て

の

過

去

世

の

修

行

の

樣

子

を

説

い

た

も

の

と

し

、

そ

の

う

ち

、

小

善

成

仏

の

部

分

を

人

天

乗

と

し

、

そ

れ

以

外

を

声

聞

二

乗

と

菩

薩

乘

の

三

乗

に

つ

い

て

説

い

た

も

の

と

解

釈

す

る

。
『

法

華

経

』

は

人

天

二

乗

を

含

め

た

五

乗

の

法

が

一

乗

に

帰

入

し

、

人

天

を

含

め

た

五

乗

の

人

々

が

、

た

だ

一

種

の

菩

薩

に

ほ

か

な

ら

な

い

と

説

い

て

い

る

の

で

、

教

の

一

、

人

の

一

が

言

わ

れ

、

易

行

も

含

め

た

様

々

な

行

が

説

か

れ

る

の

は

行

の

一

を

あ

ら

わ

す

と

言

い

、

そ

し

て

「

助

顯

第

一

義

」

と

い

う

の

は

、

理

の

一

を

い

う

も

の

だ

、

と

解

釈

す

る

。

こ

れ

に

よ

っ

て

『

法

華

経

』

が

教

・

行

・

人

・

理

の

四

種

の

点

か

ら

「

一

」

を

説

く

と

す

る

。

そ

し

て

さ

ら

に

、
「

異

方

便

の

下

は

正

因

佛

性

、

即

ち

第

一

義

の

理

な

り

」

と

述

べ

て

、

第

一

義

の

理

が

正

因

仏

性

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

し

た

が

っ

て

、

こ

こ

に

三

因

仏

性

が

そ

ろ

う

こ

と

に

な

る

。

こ

の

よ

う

に

、

天

台

で

は

過

去

仏

章

全

体

を

五

乗

に

区

分

し

、

小

善

成

仏

の

部

分

を

人

天

乗

と

規

定

し

、

小

善

の

修

行

を

凡

夫

の

行

と

解

釈

す

る

。

し

か

し

、

そ

の

凡

夫

の

行

も

仏

道

を

成

ず

る

た

め

の

一

行

に

集

約

さ

れ

、

成

仏

可

能

と

な

る

と

い

う

。

こ

の

成

仏

可

能

の

根

拠

と

し

て

、

す

べ

て

の

人

が

成

仏

の

可

能

性
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を

有

す

る

と

い

う

『

涅

槃

経

』

の

「

一

切

衆

生

悉

有

仏

性

」

の

教

説

が

据

え

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

以

上

の

よ

う

な

解

釈

は

、

同

じ

天

台

の

『

法

華

玄

義

』

の

中

に

も

見

ら

れ

る

。

同

書

巻

三

下

に

、

世

智

無

道

法

。

尚

以

邪

相

入

正

相

。

治

生

産

業

。

皆

與

實

相

不

相

違

背

。

低

頭

擧

手

開

麁

顯

妙

。

悉

成

佛

道

。

何

況

三

乘

出

世

之

智

。

⑦

（

世

智

無

道

の

法

も

尚

ほ

邪

相

を

以

て

正

相

に

入

る

。

治

生

産

業

、

皆

な

實

相

と

相

ひ

遠

背

せ

ず

。

低

頭

挙

手

、

麁

を

開

し

て

妙

を

顯

は

し

、

悉

く

佛

道

を

成

ず

。

何

に

況

ん

や

三

乗

出

世

の

智

を

や

。
）

右

の

文

で

は

、

世

智

無

道

の

法

も

す

べ

て

は

実

相

と

違

背

し

な

い

、

と

『

法

華

経

』

の

法

師

功

徳

品

の

文

を

拠

り

所

と

し

て

言

い

、

そ

の

類

似

と

し

て

「

低

頭

挙

手

」
、

す

な

わ

ち

小

善

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

そ

の

小

善

は

「

麁

」

で

は

あ

る

が

、

止

揚

さ

れ

て

「

妙

」

と

な

る

と

い

う

。

こ

れ

は

『

文

句

』

の

先

の

解

釈

と

同

趣

旨

で

あ

る

。

さ

ら

に

同

じ

『

玄

義

』

巻

六

下

に

、

又

開

麁

顯

妙

者

。

諸

經

明

麁

眷

屬

。

皆

不

見

佛

性

。

今

法

華

定

天

性

審

父

子

。

非

復

客

作

。

故

常

不

輕

深

得

此

意

。

知

一

切

衆

生

正

因

不

滅

。

不

敢

輕

慢

。

於

諸

過

去

佛

現

在

若

滅

後

。

若

有

聞

一

句

。

皆

得

成

佛

道

。

即

了

因

不

滅

。

低

頭

擧

手

皆

成

佛

道

。

即

縁

因

不

滅

也

。

一

切

衆

生

無

不

具

此

三

徳

。

即

是

開

麁

顯

妙

。

絶

待

明

眷

屬

妙

也

。

⑧

（

又

、

開

麁

顕

妙

と

は

、

諸

経

は

麁

の

眷

属

を

明

か

し

て

、

皆

仏

性

を

見

ず

。

今

の

法

華

は

、

天

性

を

定

め

、

父

子

を

審

ら

か

に

す

る

に

、

復

、

客

作

に

非

ず

。

故

に

常

不

軽

は

深

く

此

の

意

を

得

、

一

切

衆

生

の

正

因

滅

せ

ざ

る

こ

と

を

知

り

て

、

敢

え

て

軽

慢

せ

ず

。

諸

の

過

去

の

佛

、

現

在

、

若

し

は

滅

後

に

於

い

て

、

若

し

一

句

を

も

聞

く

こ

と

有

ら

ば

、

皆

な

佛

道

を

成

ず

る

こ

と

を

得

。

即

ち

了

因

滅

せ

ず

。
「

低

頭

擧

手

も

皆

な

佛

道

を

成

ず

」

と

は

、

即

ち

縁

因

滅

せ

ざ

る

な

り

。

一

切

衆

生

は

此

の

三

徳

を

具

せ

ざ

る

こ

と

無

し

。

即

ち

是

れ

開

麁

顕

妙

に

し

て

、

絶

待

に

眷

属

妙

を

明

す

な

り

。
）

と

あ

り

、
『

法

華

経

』

の

常

不

軽

菩

薩

品

で

常

不

軽

は

一

切

衆

生

の

正

因

仏

性

が

滅

し

な

い

こ

と

を

知

っ

て

い

て

、

誰

を

も

軽

慢

し

な

か

っ

た

の

だ

、

と

し

て

い

る

。

さ

ら

に

、

方

便

品

の

過

去

仏

章

で

「

於

諸

過
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去

佛

在

世

或

滅

度

若

有

聞

是

法

皆

已

成

佛

道

」

と

あ

る

こ

と

か

ら

、

そ

れ

を

了

因

不

滅

と

し

、

小

善

成

仏

の

「

低

頭

擧

手

皆

成

佛

道

」

は

縁

因

の

不

滅

、

と

解

釈

し

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

『

法

華

玄

義

』

中

に

も

三

因

仏

性

に

よ

る

同

趣

旨

の

解

釈

が

な

さ

れ

て

い

る

こ

と

が

知

ら

れ

る

。

四

、

吉

蔵

の

解

釈

そ

れ

で

は

吉

蔵

は

ど

の

よ

う

に

解

釈

し

て

い

る

で

あ

ろ

う

か

。
『

法

華

義

疏

』

の

方

便

品

の

釈

中

に

、

過

去

仏

章

を

、
「

仏

滅

度

後

の

修

行

成

仏

を

明

か

す

と

し

て

、

五

段

に

分

け

て

解

釈

す

る

。

そ

の

第

五

番

目

が

小

善

成

仏

の

段

で

あ

る

。

於

諸

過

去

佛

下

第

三

合

明

二

世

修

行

成

佛

。

聞

是

法

者

。

則

是

聞

上

來

所

説

法

皆

得

成

佛

也

。

問

低

頭

擧

手

善

云

可

成

佛

。

答

昔

竺

道

生

著

善

不

受

報

論

。

明

一

毫

之

善

並

皆

成

佛

不

受

生

死

之

報

。

今

見

瓔

珞

經

亦

有

此

意

成

論

師

云

。

一

念

善

有

習

報

兩

因

。

報

因

則

感

於

人

天

。

習

因

牽

性

相

生

作

佛

。

今

明

此

義

並

成

難

解

。

經

云

有

所

得

善

不

動

不

出

。

凡

夫

習

因

之

善

既

有

所

得

。

云

何

得

成

佛

耶

。

則

以

此

言

還

責

生

法

師

也

。

今

明

善

因

有

受

報

不

受

報

義

。

有

所

得

善

受

有

所

得

報

。

無

所

得

善

受

無

所

得

報

。

謂

受

報

義

也

。

⑨

（
「

於

諸

過

去

佛

」

の

下

は

、

第

三

に

合

し

て

二

世

に

修

行

し

て

佛

を

成

ず

る

こ

と

を

明

す

。

是

の

法

を

聞

く

と

は

、

則

ち

是

れ

上

來

所

説

の

法

を

聞

い

て

皆

成

佛

を

得

る

な

り

。

問

う

,

低

頭

擧

手

の

善

、

云

何

ぞ

成

佛

せ

ん

や

。

答

う

、

昔

、

竺

道

生

、

善

不

受

報

論

を

著

し

て

、

一

毫

の

善

も

並

に

皆

成

佛

し

て

、

生

死

の

報

を

受

け

ず

と

明

せ

り

。

今

、

瓔

珞

經

を

見

る

に

亦

此

の

意

あ

り

。

成

論

師

の

云

く

、

一

念

の

善

に

習

と

報

と

の

兩

因

あ

り

。

報

因

は

則

ち

人

天

を

感

ず

れ

ど

も

、

習

因

は

性

を

牽

き

相

生

し

て

佛

と

作

る

と

。

今

、

明

か

さ

く

。

此

の

義

並

に

難

解

を

成

ず

。

經

に

云

く

、

有

所

得

の

善

は

不

動

不

出

な

り

と

。

凡

夫

習

因

の

善

は

既

に

有

所

得

な

り

。

云

何

ぞ

成

佛

を

得

ん

や

。

則

ち

此

の

言

を

以

て

還

っ

て

生

法

師

を

責

む

る

な

り

。

今

、

明

か

さ

く

。

善

因

に

受

報

と

不

受

報

と

の

義

あ

り

。

有

所

得

の

善

は

有

所

得

の

報

を

受

け

、

無

所

得

の

善

は

無

所

得

の

報

を

受

く

。

謂

く

受

報

の

義

な
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り

。

有

所

得

の

善

は

無

所

得

の

報

を

受

け

ず

。

無

所

得

の

善

は

有

所

得

の

報

を

受

け

ず

。

謂

く

、

不

受

報

の

義

な

り

。
）

右

の

文

に

よ

れ

ば

、

過

去

仏

章

は

仏

の

在

世

、

仏

滅

後

の

二

世

に

お

け

る

修

行

で

の

成

仏

を

明

か

し

た

も

の

と

捉

え

て

い

る

。

そ

し

て

「

低

頭

擧

手

の

善

、

云

何

ぞ

成

佛

せ

ん

や

」

と

い

う

問

い

を

設

け

、

答

え

と

し

て

竺

道

生

の

「

一

毫

の

善

も

並

に

皆

成

佛

し

て

、

生

死

の

報

を

受

け

ず

」

と

い

う

言

を

挙

げ

、

さ

ら

に

『

瓔

珞

經

』

に

も

同

趣

旨

が

説

か

れ

て

い

る

と

す

る

。

し

か

し

、

さ

ら

に

そ

れ

を

補

足

す

る

よ

う

に

、

「

人

天

善

根

既

是

有

所

得

。

云

何

此

經

明

皆

成

佛

耶

。

答

人

天

善

根

蓋

是

得

佛

之

遠

縁

。

故

云

成

佛

耳

。
」

⑩

（

人

天

の

善

根

は

既

に

是

れ

有

所

得

な

り

。

云

何

ぞ

此

の

經

、

皆

成

佛

す

と

明

か

す

や

。

答

う

、

人

天

の

善

根

は

蓋

し

是

れ

佛

を

得

る

の

遠

縁

な

り

。

故

に

成

佛

す

と

云

う

）

と

自

問

自

答

し

て

い

る

。

そ

れ

に

続

け

て
「

遠

縁

」
に

つ

い

て

さ

ら

に

補

足

す

る

か

の

よ

う

に

自

問

自

答

を

設

け

て

い

る

。
す

な

わ

ち

、
「

問

。

人

天

善

根

云

何

遠

成

佛

耶

。

答

。

人

天

善

根

有

二

種

。

一

者

習

因

二

者

報

因

。

報

因

則

感

人

天

身

。

以

有

習

因

値

佛

菩

薩

。

聞

説

大

乘

生

一

念

無

所

得

信

。

此

無

所

得

信

是

佛

道

種

子

。
」

⑪

（

問

う

、

人

天

の

善

根

、

云

何

が

遠

く

佛

を

成

ず

る

や

。

答

う

、

人

天

の

善

根

に

二

種

有

り

。

一

に

は

習

因

、

二

は

報

因

な

り

。

報

因

は

則

ち

人

天

の

身

を

感

ず

。

習

因

有

る

を

以

て

佛

菩

薩

に

値

い

、

大

乘

を

説

く

を

聞

き

、

一

念

の

無

所

得

の

信

を

生

ず

。

此

の

無

所

得

の

信

は

是

れ

佛

道

の

種

子

な

り

）

と

い

う

。

人

天

の

善

根

に

習

因

と

報

因

と

が

あ

り

、

報

因

に

よ

っ

て

人

天

の

身

体

を

受

け

、

習

因

に

よ

っ

て

仏

菩

薩

に

値

い

、

一

念

の

無

所

得

の

信

を

生

じ

る

。

そ

の

信

は

仏

道

の

種

子

で

あ

る

か

ら

人

天

の

善

根

が

遠

縁

と

な

る

、

と

い

う

の

で

あ

る

。

こ

こ

で

は

天

台

の

よ

う

に

仏

性

説

に

よ

る

解

釈

を

し

て

い

な

い

。

吉

蔵

は

仏

性

説

を

『

法

華

経

』

に

持

ち

込

ん

で

解

釈

し

て

い

る

こ

と

は

周

知

の

こ

と

で

あ

る

が

⑫

、

こ

こ

で

は

仏

性

説

に

よ

っ

て

解

釈

し

て

い

な

い

。

そ

し

て

人

天

の

善

根

と

し

て

い

る

よ

う

に

、

こ

の

小

善

成

仏

は

凡

夫

成

仏

を

説

く

も

の

と

し

て

い

る

が

、

し

か

し

そ

の

成

仏

の

因

と

な

る

善

根

も

「

遠

縁

」

で

あ

る

と

し

て

い

る

点

が

注

目

さ

れ

る

。

そ

れ

は

同

じ

『

法

華

義

疏

』

中

の

譬

喩

品

の

釈

中

で

、

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

こ

と

と

併

せ

れ

ば

明

か

で

あ

る

。

次

擧

二

乘

以

信

得

入

者

。

則

是

顯

經

理

深

不

可

妄

傳

也

。

問

二

乘

何

故

以

信

得

入

此

經

耶

。

答

若

以

低

頭

擧

手

等

善

爲

此

經

宗

者

。

聖

人

豈

不

解

耶

。

則

知

意

不

在

此

。

今

明

二

乘

斷

常

之

心

不

能

深

悟

不

斷

常

法

。

但

得

仰

信

而

已

。

⑬
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（

次

に

二

乘

は

信

を

以

て

入

る

を

得

る

を

擧

ぐ

れ

ば

、

則

ち

是

れ

經

理

深

く

し

て

妄

に

傳

う

べ

か

ら

ざ

る

を

顯

す

な

り

。

問

う

。

二

乘

は

何

故

に

此

の

経

に

信

を

以

て

入

る

を

得

る

や

。

答

う

。

若

し

低

頭

擧

手

等

の

善

を

以

て

此

の

經

の

宗

と

爲

さ

ば

、

聖

人

豈

に

解

さ

ざ

ら

ん

や

。

則

ち

知

ん

ぬ

。

意

此

に

在

ら

ら

ざ

る

こ

と

を

。

今

、

明

さ

く

。

二

乘

の

斷

常

の

心

は

斷

常

な

ら

ざ

る

法

を

深

く

悟

る

こ

と

能

わ

ず

。

但

だ

得

る

に

信

を

仰

ぐ

の

み

。
）

こ

こ

で

は

、
『

法

華

経

』

と

い

う

経

典

は

、

二

乗

は

「

信

」

に

よ

っ

て

し

か

入

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

述

べ

て

い

る

が

、

そ

の

理

由

と

し

て

、

経

が

難

解

難

入

で

あ

る

か

ら

と

す

る

。

そ

の

こ

と

を

小

善

成

仏

を

引

き

合

い

に

出

し

て

、
「

若

し

低

頭

擧

手

等

の

善

を

以

て

此

の

經

の

宗

と

爲

さ

ば

、

聖

人

豈

に

解

さ

ざ

ら

ん

や

。

則

ち

知

ん

ぬ

。

意

此

に

在

ら

ら

ざ

る

こ

と

を

。
」

と

し

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

低

頭

擧

手

等

の

善

の

よ

う

な

容

易

な

修

行

に

よ

っ

て

仏

道

が

完

成

さ

れ

る

な

ら

ば

、

二

乗

人

が

理

解

不

能

で

あ

る

わ

け

が

な

い

、

し

た

が

っ

て

小

善

成

仏

が

こ

の

経

の

本

旨

で

あ

る

こ

と

な

ど

あ

り

え

な

い

、

と

述

べ

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

小

善

成

仏

は

凡

夫

の

易

行

で

あ

っ

て

、

出

家

の

二

乗

や

、

菩

薩

の

修

行

で

は

あ

り

え

な

い

と

し

て

、

小

善

成

仏

に

大

き

な

意

義

を

見

出

し

て

は

い

な

い

。

先

に

吉

蔵

が

人

天

の

善

根

は

仏

道

の

種

子

を

生

じ

さ

せ

る

原

因

で

あ

る

と

述

べ

て

い

る

の

を

見

た

が

、

し

か

し

そ

れ

も

「

遠

縁

」

と

し

て

い

た

の

で

あ

っ

た

。

こ

の

よ

う

な

こ

と

か

ら

す

る

と

、

吉

蔵

に

と

っ

て

小

善

成

仏

は

あ

く

ま

で

凡

夫

の

易

行

で

あ

り

、
『

法

華

経

』

の

本

旨

で

は

あ

り

え

な

い

と

し

て

、

さ

ほ

ど

価

値

を

お

い

て

い

な

い

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

そ

れ

で

は

他

の

著

作

で

は

ど

う

だ

ろ

う

か

。
『

法

華

玄

論

』

に

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。

亦

如

廣

乘

品

列

一

切

徳

行

。

後

皆

結

言

無

所

得

故

。

如

此

之

乘

名

爲

近

乘

。

若

説

低

頭

擧

手

皆

成

佛

者

。

此

是

有

所

得

善

名

爲

遠

乘

。

何

以

知

然

。

法

華

云

是

乘

微

妙

清

淨

第

一

。

於

諸

世

間

爲

無

有

上

。

此

豈

是

人

天

有

所

得

善

耶

。

今

菩

薩

所

行

從

初

發

心

即

行

無

所

得

觀

。

此

是

近

乘

無

有

遠

乘

。

但

就

無

所

得

中

自

有

明

晦

故

分

近

遠

耳

。

⑭

（

亦

、

廣

乘

品

の

如

き

は

一

切

徳

行

を

列

す

。

後

に

皆

、

結

し

て

無

所

得

と

言

う

が

故

に

、

如

此

く

の

如

き

の

乘

を

名

づ

け

て

近

乘

と

爲

す

。

若

し

低

頭

挙

手

皆

な

成

仏

と

説

か

ば

、

此

れ

は

是

れ

有

所

得

の

善

な

れ

ば

名

づ

け

て

遠

乗

と

為

す

。

何

を

以

て

然

り

と

知

る

と

な

ら

ば

、
『

法

華

』

に

「

是

の

乗

は

微

妙

清

浄

の

第

一

、

諸

の

世

間

に

於

い

て

は

上

有

る

こ

と

無

し

と

為

す

」

と

云

え

り

。

此

れ

豈

に

是

れ

人

天
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有

所

得

の

善

な

ら

ん

や

。

今

、

菩

薩

の

所

行

は

初

発

心

従

り

即

ち

無

所

得

の

観

を

行

ず

。

此

れ

は

是

れ

近

乗

に

し

て

遠

乗

有

る

こ

と

無

し

。

但

し

、

無

所

得

の

中

に

就

い

て

自

ず

か

ら

明

晦

有

り

。

故

に

近

遠

を

分

か

つ

の

み

。
）

右

の

文

で

は

、

教

を

近

乗

と

遠

乗

に

分

類

し

て

い

る

が

、
『

大

品

般

若

経

』

の

よ

う

に

、

一

切

の

徳

行

を

挙

げ

な

が

ら

、

そ

れ

ら

は

す

べ

て

無

所

得

と

し

て

い

る

の

で

、

近

乗

と

す

る

が

、
「

若

し

低

頭

挙

手

皆

な

成

仏

と

説

か

ば

、

此

れ

は

是

れ

有

所

得

の

善

な

れ

ば

名

づ

け

て

遠

乗

と

為

す

。
」

と

し

て

、

小

善

成

仏

を

有

所

得

の

教

え

、

遠

乗

と

し

て

い

る

。

そ

れ

と

い

う

の

も

、
『

法

華

経

』

中

に

「

是

の

乗

は

微

妙

清

浄

の

第

一

」

と

し

て

お

り

、

そ

の

よ

う

な

も

の

が

人

天

の

有

所

得

の

善

で

あ

る

は

ず

が

な

い

、

と

い

う

理

由

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

記

述

を

見

る

と

、

吉

蔵

が

小

善

成

仏

に

高

い

価

値

を

置

い

て

い

る

と

は

到

底

考

え

ら

れ

な

い

。

先

に

、
『

法

華

義

疏

』

の

方

便

品

の

釈

で

、

吉

蔵

が

小

善

成

仏

に

つ

い

て

仏

性

説

を

適

用

し

て

解

釈

し

て

い

な

い

こ

と

を

見

た

が

、

し

か

し

、
『

法

華

玄

論

』

を

見

る

と

、

仏

性

説

に

よ

る

解

釈

を

し

て

い

る

記

述

が

あ

る

。

又

釋

汝

等

所

行

是

菩

薩

道

。

及

低

頭

擧

手

之

善

發

菩

提

心

修

菩

薩

行

。

即

是

了

因

乃

爲

乘

縁

也

。

此

猶

是

三

種

佛

性

義

耳

。

乘

縁

謂

引

出

佛

性

即

了

因

也

。

乘

體

謂

因

佛

性

。

乘

果

謂

果

佛

性

。

不

説

果

果

性

者

。

果

果

性

還

屬

果

門

。

不

説

境

界

性

者

屬

因

門

故

也

。

⑮

（

又

、
「

汝

等

所

行

是

菩

薩

道

」

及

び

低

頭

挙

手

の

善

を

釈

す

。

菩

提

心

を

発

こ

せ

ば

菩

薩

行

を

修

す

。

即

ち

是

れ

了

困

、

乃

ち

乗

の

縁

と

為

す

な

り

。

此

れ

猶

お

是

れ

三

種

の

仏

性

の

義

な

る

の

み

。

乗

の

縁

と

は

謂

わ

ゆ

る

引

出

仏

性

な

り

。

即

ち

了

因

な

り

。

乗

の

体

と

は

謂

わ

ゆ

る

因

仏

性

な

り

。

乗

の

果

と

は

謂

わ

く

果

仏

性

な

り

。

果

果

を

説

か

ざ

る

こ

と

は

、

果

果

性

は

還

っ

て

果

門

に

属

す

。

境

界

性

を

説

か

ざ

る

こ

と

は

、

因

門

に

属

す

る

が

故

な

り

。
）

右

の

文

で

は

薬

草

喩

品

の

最

後

の

偈

文

の

句

「

汝

等

所

行

是

菩

薩

道

」

及

び

低

頭

挙

手

の

善

を

釈

す

と

し

て

、

引

出

仏

性

、

因

仏

性

、

果

仏

性

の

三

種

仏

性

を

説

い

て

い

る

。

因

出

仏

性

は

仏

性

を

引

き

出

す

修

行

を

い

い

、

因

仏

性

と

は

正

因

仏

性

、

果

仏

性

と

は

菩

提

果

と

し

て

の

仏

性

を

い

う

の

で

あ

ろ

う

。

こ

の
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よ

う

に

仏

性

説

の

内

容

は

天

台

と

異

な

る

が

、

吉

蔵

も

仏

性

説

を

適

用

し

て

『

法

華

経

』

を

解

釈

し

て

い

る

こ

と

が

知

ら

れ

る

。

し

か

し

、

小

善

成

仏

に

つ

い

て

は

吉

蔵

の

解

釈

は

価

値

的

に

低

い

も

の

と

み

な

し

て

い

る

こ

と

が

知

ら

れ

る

。

五

、

小

結

以

上

、
『

法

華

経

』

方

便

品

に

説

か

れ

る

小

善

成

仏

に

つ

い

て

、

天

台

智

顗

と

三

論

吉

蔵

の

解

釈

を

比

較

検

討

し

て

き

た

。

そ

の

結

果

を

ま

と

め

る

と

次

の

よ

う

に

な

る

。

智

顗

は

小

善

成

仏

の

易

行

を

、

三

乗

の

修

行

者

の

行

で

な

く

、

凡

夫

の

行

で

あ

る

と

位

置

づ

け

て

お

り

、

ま

た

、

教

行

人

理

の

一

を

説

き

、

人

天

二

乗

の

人

も

菩

薩

で

あ

る

か

ら

、

成

仏

可

能

で

あ

る

と

し

た

。

さ

ら

に

そ

の

根

拠

と

し

て

の

三

因

仏

性

説

に

よ

る

理

解

を

示

し

て

い

た

。

一

方

、

吉

蔵

は

小

善

成

仏

の

易

行

を

同

じ

く

人

天

乗

の

行

と

位

置

づ

け

た

が

、

そ

の

価

値

付

け

は

智

顗

よ

り

も

一

層

低

い

も

の

と

し

て

扱

っ

て

い

る

よ

う

に

考

え

ら

れ

る

。

そ

れ

は

成

仏

の

因

と

な

る

人

天

の

善

根

も

成

仏

の

「

遠

縁

」

と

し

、
「

遠

乗

」

と

表

現

し

て

い

る

こ

と

か

ら

も

窺

わ

れ

る

。

し

た

が

っ

て

、

吉

蔵

に

と

っ

て

、
『

法

華

経

』

の

本

質

は

小

善

成

仏

の

よ

う

な

易

行

に

あ

る

の

で

は

な

く

、

二

乗

の

聖

人

も

理

解

不

可

能

の

よ

う

な

、

深

い

旨

を

持

っ

た

も

の

と

解

釈

す

る

の

で

あ

る

。

ま

た

、

吉

蔵

は

小

善

成

仏

に

つ

い

て

、

引

出

仏

性

、

因

仏

性

、

果

仏

性

の

三

種

仏

性

に

よ

る

解

釈

も

し

て

い

る

。

こ

の

点

は

智

顗

と

同

様

で

あ

る

が

、

そ

の

解

釈

は

異

な

る

も

の

で

あ

る

。

註

①

『

大

正

蔵

』

巻

九

、

八

頁

ｃ

②

『

大

正

蔵

』

巻

九

、

八

頁

ｃ

～

九

頁

ａ

③

平

川

彰

『

初

期

大

乗

と

法

華

思

想

』
（

平

川

彰

著

作

集

第

六

巻

）
、

四

〇

九

頁

、

春

秋

社

、

一

九

八

九

年

。

④

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

五

六

頁

ｃ

～

五

七

頁

ａ
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⑤

『

大

正

蔵

』

巻

九

、

八

頁

ｃ

⑥

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

六

頁

ｃ

⑦

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

三

、

七

一

四

頁

ｂ

⑧

同

前

書

、

七

五

七

頁

ｂ

⑨

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

五

〇

五

頁

ａ

⑩

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

五

〇

五

頁

ｂ

⑪

同

前

書

、

同

頁

。

⑫

奥

野

光

賢

「

吉

蔵

の

『

法

華

論

』

の

依

用

に

つ

い

て

―

七

処

に

仏

性

有

り

の

文

を

め

ぐ

っ

て

―

」
（
『

仏

教

学

』

第

二

十

一

号

、

一

九

八

七

年

）

⑬

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

五

四

一

頁

ａ

⑭

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

三

九

〇

頁

ａ

⑮

同

前

書

、

三

九

一

頁

ａ

第

四

節

智

顗

と

吉

蔵

の

『

法

華

経

』

寿

量

品

解

釈

の

異

同

一

、

は

じ

め

に

周

知

の

よ

う

に

『

法

華

経

』

如

来

寿

量

品

に

は

、

そ

の

直

前

の

従

地

涌

出

品

に

お

け

る

地

涌

の

菩

薩

の

出

現

を

伏

線

と

し

て

、

釈

迦

牟

尼

仏

の

寿

命

長

遠

が

説

か

れ

て

い

る

。

そ

れ

は

伽

耶

始

成

の

釈

尊

が

、

実

は

五

百

億

塵

点

劫

の

久

遠

の

昔

よ

り

成

仏

し

て

お

り

、

こ

れ

か

ら

先

も

今

ま

で

に

経

過

し

て

き

た

劫

数

の

倍

以

上

の

寿

命

が

あ

る

と

い

う

も

の

で

あ

っ

た

。

こ

の

寿

命

無

量

の

釈

尊

の

存

在

を

ど

の

よ

う

に

捉

え

る

か

と

い

う

問

題

は

、

中

国

仏

教

者

に

よ

っ

て

種

々

解

釈

さ

れ

て

き

た

。

そ

の

解

釈

の

歴

史

は

先

学

の

研

究

に

よ

っ

て

ほ

ぼ

ト

レ

ー

ス

さ

れ

て

お

り

①

、

本

節

で

は

そ

の

成

果

に

導

か

れ

な

が

ら

智

顗

と

吉

蔵

が

こ

の
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問

題

に

対

し

て

ど

の

よ

う

な

解

釈

を

し

て

い

る

か

、

そ

し

て

そ

れ

ぞ

れ

の

解

釈

は

ど

の

点

が

同

じ

で

、

ど

の

点

が

異

な

る

の

か

、

と

い

う

問

題

を

検

討

し

た

い

。

そ

の

際

に

、

智

顗

、

吉

蔵

と

も

に

批

判

し

て

い

る

の

が

梁

代

の

光

宅

寺

法

雲

の

法

華

経

観

で

あ

り

、

両

者

は

法

雲

の

『

法

華

経

』

解

釈

を

乗

り

越

え

る

こ

と

で

そ

れ

ぞ

れ

の

『

法

華

経

』

解

釈

を

展

開

し

た

。

そ

れ

ゆ

え

、

両

者

の

解

釈

を

検

討

す

る

前

提

と

し

て

先

に

光

宅

寺

法

雲

の

解

釈

に

つ

い

て

み

て

み

よ

う

。

二

、

光

宅

寺

法

雲

の

解

釈

『

法

華

経

』

は

竺

法

護

訳

『

正

法

華

経

』

の

訳

出

後

、

一

世

紀

余

を

経

て

鳩

摩

羅

什

訳

『

妙

法

蓮

華

経

』

が

五

世

紀

初

め

に

漢

訳

さ

れ

る

に

及

ん

で

、

中

国

仏

教

界

に

広

く

流

布

し

た

。

羅

什

の

弟

子

の

道

生

は

『

妙

法

蓮

花

経

疏

』

を

作

成

し

、

現

存

『

妙

法

華

』

注

疏

の

最

古

の

も

の

と

し

て

残

っ

て

い

る

。

南

北

朝

時

代

に

至

っ

て

『

法

華

経

』

研

究

で

南

北

両

朝

を

通

じ

て

最

も

著

名

な

仏

教

者

が

光

宅

寺

法

雲

で

あ

っ

た

。

そ

の

『

法

華

経

』

解

釈

は

今

日

現

存

の

『

法

華

義

記

』

八

巻

中

に

伺

う

こ

と

が

で

き

る

。

智

顗

と

吉

蔵

は

次

章

で

触

れ

る

よ

う

に

、

そ

れ

ぞ

れ

の

『

法

華

経

』

解

釈

の

際

に

法

雲

の

解

釈

を

否

定

し

て

い

る

。

そ

れ

で

は

法

雲

の

『

法

華

経

』

解

釈

と

は

ど

の

よ

う

な

も

の

か

。

寿

量

品

の

中

心

テ

ー

マ

で

あ

る

仏

寿

と

い

う

点

に

焦

点

を

絞

っ

て

見

る

な

ら

ば

、

横

超

慧

日

氏

は

法

雲

の

『

法

華

経

』

仏

寿

観

を

「

法

雲

は

法

華

経

の

法

身

が

涅

槃

経

の

法

身

と

そ

の

内

容

異

る

を

以

て

、

涅

槃

経

に

説

か

る

る

如

き

仏

身

常

住

説

は

未

だ

全

く

こ

の

経

の

説

く

所

と

な

ら

ず

、

法

華

は

仏

寿

長

遠

を

説

く

と

い

え

ど

も

結

局

相

対

的

な

比

較

上

の

こ

と

に

過

ぎ

ず

し

て

、

実

に

は

有

限

の

域

を

脱

し

な

い

も

の

と

見

た

の

で

あ

っ

た

」

と

さ

れ

て

い

る

②

。

こ

れ

は

法

雲

は

『

法

華

経

』

を

『

涅

槃

経

』

と

比

較

し

て

、
『

涅

槃

経

』

は

法

身

常

住

に

基

づ

い

た

仏

身

常

住

を

説

い

て

い

る

の

に

対

し

、
『

法

華

経

』

寿

量

品

に

説

く

仏

寿

長

遠

は

衆

生

教

化

の

た

め

に

仏

が

神

通

力

に

よ

っ

て

寿

命

を

延

長

し

た

も

の

で

あ

る

か

ら

、

真

の

常

住

で

は

な

い

と

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

そ

れ

で

法

雲

の

解

釈

を

見

て

み

る

と

、
『

法

華

義

記

』

巻

一

に

次

の

よ

う

に

い

う

。

今

果

有

三

義

者

。

一

明

今

日

果

體

長

即

對

昔

日

果

體

短

。

第

二

義

言

。

今

日

果

義

廣

。

即

對

昔

日

果

義

狹

。

第

三

義

言

。

今

日

果

用

勝

。

即

對

昔

日

果

用

劣

也

。

所

以

言

今

日

果

體

長

者

。

但

昔

言

果

止

言

壽
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命

八

十

・

七

百

阿

僧

祇

。

今

日

明

果

壽

命

長

遠

復

倍

爲

數

。

是

故

下

經

文

言

。

壽

命

無

數

劫

久

修

業

所

得

。

取

五

百

那

由

他

阿

僧

祇

。

三

千

大

千

國

土

墨

點

取

爲

喩

。

言

壽

命

復

過

於

此

。

但

昔

日

無

有

如

此

之

壽

。

然

羅

漢

辟

支

不

無

邊

際

智

所

延

之

壽

。

然

終

自

無

有

長

遠

之

期

。

是

故

以

今

日

長

遠

之

果

。

對

昔

日

短

促

之

壽

。

昔

麁

今

妙

其

義

如

此

。

③

（

今

の

果

に

三

義

有

り

と

は

、

一

に

明

か

さ

く

、

今

日

の

果

体

長

き

は

即

ち

昔

日

の

果

体

短

き

に

対

す

。

第

二

義

に

言

わ

く

、

今

日

の

果

義

広

き

は

即

ち

昔

日

の

果

義

狭

き

に

対

す

。

第

三

義

に

言

わ

く

、

今

曰

の

果

用

勝

る

る

は

即

ち

昔

日

の

果

用

劣

る

る

に

対

す

る

な

り

。

今

日

の

果

体

長

し

と

言

う

所

以

は

、

但

だ

昔

、

果

を

言

う

に

、

止

だ

寿

命

八

十

、

七

百

阿

僧

祇

と

言

え

ば

な

り

。

今

日

、

果

を

明

か

す

は

寿

命

長

遠

に

し

て

復

倍

を

数

と

為

す

。

是

の

故

に

下

の

経

文

に

言

わ

く

、
「

寿

命

無

数

劫

久

修

業

所

得

」

と

。

五

百

那

由

他

阿

僧

紙

の

三

千

大

千

国

土

の

墨

点

を

取

り

、

取

り

て

喩

え

と

為

し

て

、
「

寿

命

復

過

於

此

」

と

言

う

。

但

だ

昔

日

に

は

此

く

の

如

き

の

寿

有

る

こ

と

無

し

。

然

る

に

、

羅

漢

・

辟

支

は

無

際

智

の

延

ば

す

所

の

寿

な

ら

ず

。

然

る

に

、

終

自

に

長

遠

の

期

有

る

こ

と

無

し

。

是

の

故

に

今

日

の

長

遠

の

果

を

以

て

、

昔

日

の

短

促

の

寿

に

対

す

。

昔

は

麁

、

今

は

妙

、

其

の

義

此

く

の

如

し

）

こ

の

段

は

法

雲

が

『

法

華

経

』

を

因

果

と

い

う

観

点

か

ら

捉

え

、
『

法

華

経

』

と

そ

れ

以

前

の

三

乗

教

を

「

今

日

」
「

昔

日

」

と

表

現

し

、

そ

れ

ぞ

れ

の

教

の

修

行

を

因

、

そ

の

結

果

を

果

と

し

て

解

釈

す

る

部

分

で

、

こ

こ

に

掲

げ

た

の

は

「

今

日

」
「

昔

日

」

そ

れ

ぞ

れ

の

果

の

長

短

に

つ

い

て

比

較

し

た

部

分

で

あ

る

。

こ

れ

に

よ

れ

ば

、

今

日

の

教

で

あ

る

『

法

華

経

』

の

果

に

三

義

あ

る

う

ち

、

そ

の

第

一

の

「

果

体

長

」

と

は

、
「

昔

日

」

の

三

乗

教

は

、

仏

の

寿

命

は

八

十

歳

、

七

百

阿

僧

祇

劫

で

あ

る

の

に

、

今

の

『

法

華

経

』

の

説

く

仏

の

寿

命

は

五

百

億

塵

點

劫

の

倍

の

寿

命

が

あ

る

、

そ

れ

故

、

昔

は

麁

、

今

は

妙

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

こ

れ

は

『

法

華

経

』

の

仏

の

寿

命

は

長

遠

で

あ

る

と

述

べ

て

い

る

も

の

の

、

寿

命

無

量

と

は

言

っ

て

い

な

い

。

あ

く

ま

で

五

百

億

塵

點

劫

の

倍

と

い

う

だ

け

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

は

『

法

華

義

記

』

の

下

の

部

分

で

「

長

寿

」

に

つ

い

て

次

の

よ

う

に

補

説

さ

れ

て

い

る

。

就

此

經

所

明

長

壽

之

義

。

但

昔

七

百

阿

僧

祇

爲

短

今

復

倍

稱

位

長

。

然

今

者

更

無

別

長

。

只

續

昔

七

百

阿

僧

祇

爲

長

。

如

柱

長

五

丈

埋

藏

二

丈

。

唯

出

三

丈

。

覩

三

丈

爲

短

。

又

出

二

丈

則

有

長

義

。

但

無

別
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有

長

正

以

今

二

丈

續

昔

三

丈

有

五

丈

之

用

也

。

壽

命

亦

爾

。

昔

七

百

爲

短

。

今

復

倍

爲

長

。

但

無

別

長

。

續

短

成

長

。

無

異

三

丈

是

短

是

麁

。

今

日

復

倍

是

長

是

妙

也

。

此

是

無

別

長

義

。

④

(
此

の

経

の

明

か

す

所

の

長

寿

の

義

に

就

か

ば

、

但

だ

昔

の

七

百

阿

僧

祗

を

短

と

為

し

、

今

の

復

倍

を

位

長

と

称

す

る

の

み

。

然

る

に

今

者

、

更

に

別

の

長

無

し

。

只

だ

昔

の

七

百

阿

僧

祗

に

続

く

る

を

長

と

為

す

の

み

。

柱

の

長

さ

五

丈

、

二

丈

を

埋

蔵

し

、

唯

だ

三

丈

の

み

を

出

だ

す

が

如

し

。

三

丈

を

覩

て

短

と

為

す

。

又

、

二

丈

を

出

だ

せ

ば

、

則

ち

長

の

義

有

り

。

但

だ

別

に

長

有

る

こ

と

無

き

の

み

。

正

し

く

今

の

二

丈

を

以

て

昔

の

三

丈

に

続

か

し

め

ば

、

五

丈

の

用

有

る

な

り

。

寿

命

も

亦

た

爾

り

。

昔

の

七

百

を

短

と

為

し

、

今

の

復

倍

を

長

と

為

す

。

但

だ

別

の

長

無

く

、

短

に

続

け

て

長

を

成

ず

る

の

み

。

三

丈

は

是

れ

短

、

是

れ

麁

に

し

て

、

今

日

の

復

倍

は

是

れ

長

、

是

れ

妙

な

る

に

異

な

る

こ

と

無

き

な

り

。

此

れ

は

是

れ

別

の

長

の

義

無

し

）

す

な

わ

ち

、

こ

こ

で

は

柱

の

喩

え

で

『

法

華

経

』

の

仏

寿

長

遠

を

解

釈

し

て

い

る

。

そ

れ

は

長

さ

五

丈

の

柱

の

う

ち

、

地

中

に

二

丈

埋

ま

っ

て

お

り

、

三

丈

分

が

表

に

出

て

い

る

時

、

三

丈

分

だ

け

見

て

い

れ

ば

そ

れ

は

「

短

」

だ

が

、

こ

こ

に

地

中

の

二

丈

分

を

出

せ

ば

、

そ

れ

は

も

と

の

三

丈

よ

り

さ

ら

に

二

丈

分

の

「

長

」

と

な

る

。

こ

の

場

合

、

柱

の

長

さ

は

五

丈

と

最

初

か

ら

決

ま

っ

て

い

る

。

他

に

別

の

「

長

」

が

あ

る

わ

け

で

は

な

い

。

こ

れ

と

同

じ

く

、

仏

寿

も

、

も

と

か

ら

の

七

百

阿

僧

祇

劫

を

「

短

」
、

今

の

復

倍

を

「

長

」

と

す

る

の

で

あ

っ

て

、

こ

の

他

に

別

な

「

長

」

が

あ

る

わ

け

で

は

な

い

と

い

う

の

で

あ

る

。

こ

の

例

文

に

よ

っ

て

、

横

超

慧

日

氏

も

指

摘

す

る

よ

う

に

⑤

、

法

雲

は

『

法

華

経

』

に

説

く

仏

寿

は

、

有

限

な

も

の

に

有

限

な

る

も

の

を

続

け

た

も

の

で

あ

る

か

ら

、

結

局

有

限

な

も

の

で

あ

る

と

解

釈

し

て

い

る

こ

と

に

な

る

。

法

雲

の

考

え

に

よ

れ

ば

、

五

百

億

塵

點

劫

と

い

う

無

限

に

近

い

長

時

で

あ

っ

て

も

、

そ

れ

が

有

限

な

数

に

よ

っ

て

表

さ

れ

て

い

る

限

り

、

完

全

な

無

限

と

は

言

え

な

い

と

い

う

こ

と

な

の

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

で

は

法

雲

は

『

法

華

経

』

の

説

く

仏

寿

長

遠

は

ど

の

よ

う

な

意

義

が

あ

る

と

し

て

い

る

の

で

あ

ろ

う

か

。

如

来

寿

量

品

の

解

釈

を

見

て

み

る

と

、

四

段

名

字

者

。

第

一

明

釋

迦

如

來

過

去

世

中

神

通

益

物

。

此

即

是

上

述

勸

序

中

言

諸

佛

自

在

神

通

之

力

。

第

二

從

諸

善

男

子

如

來

見

諸

衆

生

樂

於

小

法

以

下

明

如

來

現

在

中

神

通

益

物

。

此

則

是

上

諸

佛

師

子

奮

迅

之

力

。

第

三

應

明

如

來

未

來

世

中

神

通

益

物

。

此

則

是

上

諸

佛

威

猛

大

勢

之

力

。

此

是

法

説

中

所

無
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者

今

者

玄

出

應

下

譬

中

及

偈

中

有

。

第

四

又

善

男

子

諸

佛

如

來

法

皆

如

是

下

通

三

世

隱

顯

。

明

益

物

不

虚

妄

止

物

誹

謗

之

心

。

⑥

(
四

段

の

名

字

と

は

、

第

一

に

釈

迦

如

来

の

過

去

世

の

中

の

神

通

益

物

を

明

か

す

。

此

れ

は

即

ち

是

れ

上

の

述

勧

序

の

中

に

「

諸

仏

在

神

通

之

力

」

と

言

う

。

第

二

に

「

諸

善

男

子

。

如

来

見

諸

衆

生

楽

於

小

法

」

従

り

以

下

は

、

如

来

の

現

在

の

中

の

神

通

益

物

を

明

か

す

。

此

れ

は

則

ち

是

れ

上

の

「

諸

仏

師

子

奮

迅

之

力

」

第

三

に

応

に

如

来

の

未

来

世

の

中

の

神

通

益

物

を

明

か

す

べ

し

。

此

れ

は

則

ち

是

れ

上

の

「

諸

仏

威

猛

大

勢

之

力

」

な

り

。

此

れ

は

是

れ

法

説

の

中

に

無

き

所

の

者

な

り

。

今

者

、

玄

に

出

す

。

応

に

下

の

譬

の

中

、

及

び

偈

の

中

に

有

る

べ

し

。

第

四

に

「

又

善

男

子

。

諸

仏

如

来

法

皆

如

是

」

以

下

は

、

三

世

に

通

じ

て

、

隠

顕

し

て

益

物

す

る

こ

と

虚

妄

な

ら

ざ

る

を

明

か

し

、

物

の

誹

謗

の

心

を

止

む

）

と

あ

る

。

こ

こ

で

は

寿

量

品

の

法

説

部

分

を

四

段

に

分

け

て

解

釈

し

て

い

る

が

、

そ

の

第

一

段

は

釈

迦

仏

の

過

去

世

の

神

通

益

物

を

明

か

す

も

の

で

、
「

諸

佛

自

在

神

通

之

力

」

が

こ

れ

に

相

当

し

、

第

二

段

は

「

諸

善

男

子

如

來

見

諸

衆

生

樂

於

小

法

」

以

下

の

部

分

で

、

こ

こ

は

現

在

世

に

お

け

る

神

通

益

物

を

明

か

す

も

の

で

「

諸

佛

師

子

奮

迅

之

力

」

の

文

句

が

相

当

し

す

る

。

第

三

段

は

未

来

世

の

中

の

神

通

益

物

を

明

か

し

、

「

諸

佛

威

猛

大

勢

之

力

」

の

文

句

が

相

当

す

る

。

第

四

は

「

又

善

男

子

諸

佛

如

來

法

皆

如

是

」

以

下

の

部

分

で

、

三

世

に

通

じ

て

隠

顕

し

て

神

通

益

物

し

、

虚

妄

な

ら

ざ

る

こ

と

を

明

か

す

、

と

し

て

い

る

。

つ

ま

り

、

寿

量

品

の

正

説

部

分

を

三

世

に

亘

る

神

通

益

物

と

解

釈

し

て

い

る

こ

と

が

知

ら

れ

る

。

そ

れ

は

今

の

部

分

の

少

し

前

の

部

分

に

長

行

部

分

を

法

説

と

譬

説

に

分

け

る

こ

と

を

示

す

文

に

「

第

一

是

法

説

明

長

遠

相

益

物

」

⑦

（

第

一

に

是

れ

法

説

も

て

長

遠

の

相

、

益

物

を

明

か

す

）

と

あ

る

こ

と

か

ら

も

知

ら

れ

、

そ

の

益

物

は

長

遠

の

相

に

よ

っ

て

な

さ

れ

る

と

解

釈

し

て

い

る

。

な

ぜ

な

ら

、

仏

に

よ

る

過

去

、

現

在

、

未

来

の

三

世

に

亘

る

益

物

は

仏

の

寿

命

長

遠

が

あ

っ

て

可

能

に

な

る

か

ら

で

あ

る

。
法

雲

の

寿

量

品

解

釈

は

、

経

が

仏

寿

の

長

遠

を

明

か

す

の

は

、

仏

寿

の

無

量

を

明

か

す

た

め

で

な

く

、

神

通

力

に

よ

っ

て

延

長

し

た

寿

命

、

そ

れ

は

無

限

で

は

な

く

「

復

倍

上

数

」

と

い

う

言

葉

で

表

現

で

き

る

数

の

寿

命

で

あ

る

が

、

そ

れ

に

よ

っ

て

仏

が

三

世

に

亘

る

衆

生

教

化

を

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

を

明

か

す

た

め

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

法

雲

の

『

法

華

経

』

理

解

は

、

仏

の

三

世

に

亘

る

衆

生

教

化

の

働

き

と

い

う

こ

と

に

力

点

が

置

か

れ

て

い

た

の

で

は

な

い

か

、

と

考

え

ら

れ

る

。
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法

雲

は

教

判

論

か

ら

い

え

ば

慧

観

ら

の

五

時

教

判

に

依

拠

し

て

い

た

こ

と

は

確

か

で

、
『

法

華

義

記

』

中

に

も

五

時

教

の

語

が

見

ら

れ

る

こ

と

が

指

摘

さ

れ

て

い

る

⑧

。

こ

の

五

時

教

判

は

第

五

時

の

説

法

で

あ

る

『

涅

槃

経

』

の

特

徴

を

、

仏

身

の

常

住

性

に

見

出

し

て

常

住

教

と

す

る

も

の

で

あ

る

か

ら

、

仏

の

常

住

性

と

い

う

点

で

は

『

法

華

経

』

よ

り

完

全

な

も

の

で

あ

る

。
『

法

華

経

』

は

五

百

億

塵

点

劫

の

倍

以

上

と

い

う

表

現

で

あ

る

か

ら

、

法

雲

は

こ

れ

を

常

住

と

は

言

わ

ず

、

長

遠

と

言

っ

た

も

の

で

あ

ろ

う

。

こ

の

よ

う

な

解

釈

を

法

雲

が

す

る

の

は

、

法

雲

が

『

涅

槃

経

』

の

仏

性

説

と

そ

の

基

礎

と

な

る

法

身

説

を

『

法

華

経

』

に

読

み

込

ん

で

い

な

い

た

め

で

あ

ろ

う

。
『

法

華

経

』

の

仏

寿

長

遠

を

解

釈

す

る

の

に

『

涅

槃

経

』

の

仏

身

常

住

と

比

較

し

た

り

、

仏

性

の

概

念

を

用

い

て

説

明

し

た

り

し

て

い

な

い

。

こ

の

点

は

法

雲

の

『

法

華

経

』

解

釈

の

大

き

な

特

徴

で

あ

る

。

三

、

智

顗

の

解

釈

そ

れ

で

は

智

顗

の

寿

量

品

解

釈

は

ど

の

よ

う

な

も

の

で

あ

ろ

う

か

。
『

法

華

文

句

』

の

寿

量

品

の

釈

中

に

從

我

本

行

下

。

擧

因

況

果

以

明

常

住

。

舊

人

據

此

以

證

無

常

云

。

前

過

恒

沙

後

倍

上

數

。

神

通

延

壽

猶

是

無

常

。

僻

取

文

意

大

有

所

失

。

經

擧

因

況

果

果

非

數

也

。

經

云

久

修

業

所

得

壽

命

無

數

劫

。

非

神

通

延

壽

也

。

何

者

。

佛

修

圓

因

登

初

住

時

。

已

得

常

壽

。

常

壽

叵

壽

。

已

倍

上

數

。

況

復

果

耶

。

云

何

棄

所

況

之

果

。

苟

執

能

況

之

因

。

縱

令

此

因

已

是

於

常

。

非

無

常

也

。

⑨

（
「

我

本

行

」

よ

り

下

、

因

を

挙

げ

て

果

を

況

し

、

以

て

常

住

を

明

か

す

。

旧

人

は

此

れ

に

拠

り

て

以

て

無

常

を

証

し

て

云

く

、
「

前

は

恒

沙

に

過

ぎ

、

後

は

上

数

に

倍

す

る

は

、

神

通

延

寿

に

し

て

、

猶

お

是

れ

無

常

な

り

」

と

。

僻

し

て

文

意

を

取

り

、

大

い

に

失

う

所

有

り

。

経

は

因

を

挙

げ

て

果

を

況

す

。

果

は

数

に

非

ざ

る

な

り

。
「

経

」

に

「

久

修

業

所

得

寿

命

無

数

劫

」

と

云

う

は

、

神

通

延

寿

に

非

ざ

る

な

り

。

何

と

な

れ

ば

、

仏

は

円

因

を

修

し

て

初

住

に

登

る

時

、

已

に

常

寿

を

得

た

り

。

常

寿

は

寿

た

り

叵

し

。

已

に

上

の

数

に

倍

す

。

況

ん

や

復

た

果

を

や

。

云

何

ん

ぞ

所

況

の

果

を

棄

て

、

苟

も

能

況

の

因

に

執

せ

ん

。

縦

令

い

此

れ

因

な

る

も

、

已

に

是

れ

常

に

於

い

て

す

。

無

常

に

非

ざ

る

な

り

。
）



- 93 -

と

述

べ

て

、
「

我

本

行

」

よ

り

以

下

の

文

は

、

仏

が

久

遠

の

昔

か

ら

成

仏

し

て

衆

生

教

化

を

行

っ

て

き

た

、

そ

の

結

果

を

挙

げ

て

常

住

を

明

か

す

の

だ

と

解

釈

し

て

い

る

。

こ

の

解

釈

は

法

雲

と

は

反

対

の

解

釈

で

あ

る

。

さ

ら

に

、
「

旧

人

」

と

し

て

い

る

の

は

名

は

挙

げ

て

い

な

い

も

の

の

、

以

下

の

「

神

通

延

寿

は

猶

、

是

れ

無

常

」

と

い

う

説

を

見

れ

ば

法

雲

の

解

釈

で

あ

る

と

察

せ

ら

れ

る

。

こ

の

説

に

対

し

て

『

法

華

文

句

』

で

は

、
「

僻

ん

で

文

意

を

取

り

、

大

い

に

失

う

所

有

り

」

と

し

て

、

経

意

を

誤

っ

て

取

り

、

大

い

に

失

う

と

こ

ろ

が

あ

る

と

す

る

。

ま

た

、

経

に

は

「

久

修

業

所

得

壽

命

無

數

劫

」

と

あ

る

の

で

、

神

通

延

寿

で

は

な

い

、

そ

の

訳

は

仏

は

円

教

の

因

を

修

し

て

初

住

位

に

登

っ

た

時

に

已

に

常

住

の

寿

を

実

現

し

て

い

る

か

ら

だ

と

す

る

。

こ

の

よ

う

に

寿

量

品

で

は

仏

の

常

住

性

が

明

か

さ

れ

て

い

る

と

す

る

の

が

智

顗

の

解

釈

で

あ

る

。

ま

た

、

法

身

常

住

と

い

う

点

に

つ

い

て

も

、

次

の

よ

う

に

経

文

を

挙

げ

て

、

法

身

常

住

が

説

か

れ

て

い

る

と

す

る

。

す

な

わ

ち

、

方

便

品

云

。

世

間

相

常

住

。

於

道

場

知

已

。

導

師

方

便

説

。

此

文

即

未

來

常

住

不

滅

。

又

云

我

常

住

於

此

。

又

云

常

在

靈

鷲

山

。

及

餘

諸

住

處

。

普

賢

觀

云

。

常

波

羅

蜜

所

攝

成

處

。

我

波

羅

蜜

所

安

立

處

。

如

此

常

文

亦

復

不

少

。

又

此

經

處

處

明

法

身

。

法

身

豈

不

常

耶

。

⑩

(

方

便

品

に

云

く

、
「

世

間

相

常

住

な

り

。

道

場

に

お

い

て

知

り

已

り

て

、

導

師

は

方

便

も

て

説

く

」

と

。

此

の

文

は

即

ち

未

来

常

住

不

滅

な

り

。

又

云

く

、
「

我

は

常

に

此

に

住

す

」

と

。

又

云

く

、
「

常

に

霊

鷲

山

、

及

び

余

の

諸

の

住

処

に

在

り

」

と

。
『

普

賢

観

』

に

云

く

、
「

常

波

羅

蜜

の

摂

成

す

る

所

の

処

な

り

。

我

波

羅

蜜

の

安

立

す

る

所

の

処

な

り

」

と

。

此

く

の

如

き

常

の

文

は

亦

復

た

少

か

ら

ず

。

又

、

此

の

経

の

処

処

に

法

身

を

明

か

す

。

法

身

は

豈

に

常

な

ら

ん

や

。
）

と

い

い

、

方

便

品

の

偈

頌

「

世

間

相

常

住

。

於

道

場

知

已

。

導

師

方

便

説

」

の

句

、

及

び

寿

量

品

の

偈

頌

の

「

常

在

靈

鷲

山

及

餘

諸

住

處

」

の

句

は

法

身

の

常

住

を

説

い

た

も

の

で

あ

る

と

し

、

ま

た

結

経

の

『

観

普

賢

菩

薩

行

法

経

』

中

の

、

常

波

羅

蜜

、

我

波

羅

蜜

の

句

も

同

様

で

あ

る

と

し

、
『

法

華

経

』

中

の

処

々

に

法

身

常

住

が

説

か

れ

て

い

る

と

し

て

い

る

。

ま

た

『

法

華

玄

義

』

で

は

釈

名

段

で

、

旧

解

と

し

て

法

雲

が

『

法

華

経

』

を

因

果

に

よ

っ

て

解

釈

し

、

今

の

『

法

華

経

』

の

因

果

と

昔

の

三

乗

教

の

因

果

に

つ

い

て

比

べ

、
『

法

華

経

』

の

因

果

を

妙

、

昔

の

因
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果

を

麁

と

し

て

い

る

說

を

紹

介

し

、

そ

れ

に

対

し

て

智

顗

は

仏

性

と

常

住

の

二

点

か

ら

批

判

し

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

次

の

よ

う

に

い

う

。

若

言

今

因

體

廣

。

那

忽

言

法

華

明

一

乘

是

了

。

不

明

佛

性

是

不

了

。

那

復

言

法

華

明

縁

因

是

滿

。

不

明

了

因

是

不

滿

。

那

復

言

前

過

恒

沙

後

倍

上

數

。

猶

是

無

常

因

。

既

以

無

常

因

那

得

常

果

。

因

果

倶

無

常

。

此

無

常

人

那

見

佛

性

。

非

了

義

故

體

不

收

行

一

。

非

滿

字

故

體

不

收

教

一

。

非

常

住

故

體

不

收

人

一

。

不

見

佛

性

故

體

不

收

理

一

。

當

知

。

今

因

狹

中

之

狹

。

狹

則

是

麁

。

昔

體

既

廣

昔

還

是

妙

。

此

一

難

已

知

麁

妙

。

薳

復

具

作

後

難

耳

。

⑪

（

若

し

今

の

因

の

体

広

し

と

言

わ

ば

、

那

ん

ぞ

忽

ち

法

華

に

一

乗

を

明

か

す

は

是

れ

了

、

仏

性

を

明

か

さ

ざ

る

は

是

れ

不

了

な

り

と

言

わ

ん

。

那

ん

ぞ

復

た

法

華

に

縁

因

を

明

か

す

は

是

れ

満

、

了

因

を

明

か

さ

ざ

る

は

是

れ

不

満

な

り

と

言

わ

ん

。

那

ん

ぞ

復

た

前

は

恒

沙

を

過

ぎ

、

後

は

上

の

数

に

倍

す

れ

ど

も

、

猶

お

是

れ

無

常

の

因

な

り

と

言

わ

ん

。

既

に

無

常

の

因

を

以

て

、

那

ん

ぞ

常

果

を

得

ん

。

因

果

倶

に

無

常

な

ら

ば

、

此

の

無

常

の

人

は

那

ん

ぞ

仏

性

を

見

ん

。

了

義

に

非

ざ

る

が

故

に

、

体

に

行

一

を

収

め

ず

。

満

字

に

非

ざ

る

が

故

に

体

に

教

一

を

収

め

ず

。

常

住

に

非

ざ

る

が

故

に

、

体

に

人

一

を

収

め

ず

。

仏

性

を

見

ざ

る

が

故

に

、

体

に

理

一

を

収

め

ず

。

当

に

知

る

べ

し

。

今

の

因

は

狭

が

中

の

狭

な

り

。

狭

な

れ

ば

則

ち

是

れ

麁

な

り

。

昔

の

体

既

に

広

け

れ

ば

、

昔

は

還

っ

て

是

れ

妙

な

り

。

此

の

一

難

已

に

麁

妙

を

知

る

。

薳

い

よ

復

た

具

さ

に

後

の

難

を

作

す

の

み

。
）

こ

こ

で

は

法

雲

が

、
『

法

華

経

』

が

一

乗

を

明

か

し

て

い

る

点

で

了

、

仏

性

を

明

か

し

て

い

な

い

と

い

う

こ

と

で

不

了

と

し

、

縁

因

仏

性

を

明

か

し

て

い

る

点

で

満

、

了

因

仏

性

を

明

か

し

て

い

な

い

点

で

不

満

と

し

て

い

る

と

い

う

仏

性

に

関

す

る

問

題

、

ま

た

次

に

仏

寿

に

つ

い

て

、

恒

沙

を

過

ぎ

、

復

倍

上

数

で

あ

る

の

に

な

ぜ

無

常

と

し

て

い

る

の

か

と

い

う

点

に

つ

い

て

、

智

顗

が

厳

し

い

表

現

で

批

判

し

て

い

る

箇

所

で

あ

る

。

こ

の

批

判

を

通

し

て

、

智

顗

は

『

法

華

経

』

中

に

仏

性

に

関

し

て

は

、

縁

因

仏

性

ば

か

り

で

な

く

了

因

仏

性

も

説

か

れ

て

お

り

、
仏

寿

に

関

し

て

は

常

住

が

説

か

れ

て

い

る

と

し

て

い

る

こ

と

が

分

か

る

。

ま

た

、

智

顗

は

蔵

通

別

円

の

四

教

の

教

判

、

涅

槃

と

法

華

を

第

五

時

に

置

く

五

時

判

か

ら

し

て

、
『

法

華

経

』

を

最

も

価

値

あ

る

経

典

と

し

て

い

る

こ

と

は

周

知

の

こ

と

で

あ

り

、

そ

の

価

値

判

定

の

も

と

に

智

顗

は

同

じ

く

第

五

時

の

教

で

あ

る

『

涅

槃

経

』

に

説

か

れ

て

い

る

仏

身

常

住

と

仏

性

說

が

『

法

華

経

』

に
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も

説

か

れ

て

い

る

と

説

い

て

、
『

涅

槃

経

』

と

『

法

華

経

』

の

従

来

の

評

価

を

覆

そ

う

と

し

た

の

で

あ

る

。

四

、

吉

蔵

の

解

釈

次

に

吉

蔵

の

解

釈

は

ど

う

で

あ

ろ

う

か

。
『

法

華

義

疏

』

巻

十

の

寿

量

品

第

十

六

の

釈

を

中

心

に

検

討

し

よ

う

。

吉

蔵

は

寿

量

品

の

寿

量

に

つ

い

て

解

釈

す

る

に

三

種

あ

り

と

し

て

、

次

の

よ

う

に

い

う

。

第

二

得

失

門

者

。

釋

此

經

壽

量

凡

有

三

師

。

一

用

五

時

教

者

。

云

過

去

過

塵

沙

未

來

倍

上

數

。

猶

是

無

常

。

終

歸

盡

滅

。

故

前

云

終

歸

於

空

。

故

如

來

壽

有

限

量

也

。

二

執

四

時

教

者

。

云

此

經

覆

相

辨

常

。

則

覆

相

明

壽

無

量

也

。

第

三

半

滿

義

者

。

云

一

切

大

乘

經

皆

明

佛

常

。

謂

顯

了

明

佛

壽

無

量

也

。

今

謂

初

謗

經

罪

重

。

爲

下

根

人

也

。

次

爲

過

小

輕

。

謂

中

根

人

也

。

後

得

經

之

用

未

識

經

體

。

三

種

之

中

謂

上

根

人

也

。

⑫

（

第

二

に

得

失

門

と

は

、

此

の

経

の

寿

量

を

釈

す

る

に

凡

て

三

師

あ

り

。

一

に

は

五

時

教

を

用

う

る

者

の

云

く

、
「

過

去

は

塵

沙

に

過

ぎ

、

未

来

は

上

数

倍

せ

る

も

、

猶

お

是

れ

無

常

な

り

。

終

に

尽

滅

に

帰

す

。

故

に

前

に

終

に

空

に

帰

す

と

云

う

。

故

に

如

来

の

寿

に

限

量

あ

る

な

り

」

と

。

二

に

は

四

時

教

を

執

す

る

者

の

云

く

、
「

此

の

経

は

覆

相

し

て

常

を

弁

ず

」

と

。

則

ち

覆

相

し

て

寿

の

無

量

を

明

す

な

り

。

第

三

に

半

満

義

の

者

の

云

く

、
「

一

切

の

大

乗

経

に

皆

仏

は

常

な

り

と

明

す

」

と

。

謂

く

、

顕

了

に

仏

寿

無

量

を

明

す

な

り

。

今

謂

く

、

初

は

経

を

謗

ず

る

罪

重

し

、

下

根

の

人

と

な

す

。

次

は

過

を

な

す

こ

と

少

し

く

軽

し

、

謂

く

、

中

根

の

人

な

り

。

後

の

は

経

の

用

を

得

て

未

だ

経

の

体

を

識

ら

ず

。

三

種

の

中

に

は

謂

く

、

上

根

の

人

な

り

）

こ

こ

で

は

第

一

の

師

は

、

仏

は

過

去

は

恒

沙

を

過

ぎ

、

未

来

に

は

復

倍

上

数

の

寿

量

が

あ

っ

て

も

な

お

無

常

で

あ

り

、

最

終

的

に

は

滅

盡

す

る

と

い

う

説

が

紹

介

さ

れ

て

い

る

が

、

こ

れ

は

明

ら

か

に

法

雲

の

説

で

あ

る

。

こ

の

説

に

つ

い

て

吉

蔵

は

三

種

の

中

で

も

最

も

経

に

対

す

る

謗

法

の

罪

が

重

い

と

し

て

、

下

根

で

あ

る

と

判

定

し

て

い

る

。

こ

の

中

で

す

べ

て

の

大

乗

経

は

仏

の

常

住

を

明

か

し

て

い

る

と

す

る

の

を

上

根

と

し

て

い

る

が

、

し

か

し

、

そ

れ

ぞ

れ

の

経

の

本

旨

を

ま

だ

知

ら

な

い

も

の

で

あ

る

と

、

こ

れ

も

批

判

の

対

象

と

し

て

い

る

。
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次

に

吉

蔵

は

如

来

の

寿

量

を

『

法

華

論

』

の

三

種

如

来

、

す

な

わ

ち

化

身

、

報

身

、

法

身

の

三

身

說

に

よ

っ

て

如

来

の

寿

量

を

解

し

、

化

仏

は

有

始

有

終

、

報

身

仏

は

有

始

無

終

、

法

身

仏

は

無

始

無

終

と

し

て

い

る

が

、

こ

の

寿

量

品

は

三

種

の

仏

そ

れ

ぞ

れ

の

寿

量

を

明

か

し

て

い

る

と

解

釈

す

る

。

す

な

わ

ち

、

化

身

の

寿

量

は

「

開

方

便

門

」
、

法

報

二

身

の

寿

量

は

「

顕

身

実

義

」

で

あ

る

と

す

る

⑬

。

ま

た

、

経

文

の

「

如

是

我

成

仏

以

来

」

か

ら

「

常

住

不

滅

」

ま

で

の

解

釈

で

は

、
「

成

仏

久

し

き

の

義

を

結

す

る

な

り

。

已

で

に

常

住

に

し

て

滅

せ

ず

と

称

す

。

即

ち

是

れ

顕

了

に

常

を

明

か

す

な

り

。

復

た

覆

相

と

言

い

、

及

び

無

常

を

以

て

此

の

経

を

釈

す

る

こ

と

を

得

ず

」

と

し

て

お

り

⑭

、
『

法

華

経

』

で

は

仏

の

常

住

が

明

瞭

に

説

か

れ

て

お

り

、

こ

の

経

を

無

常

に

よ

っ

て

解

釈

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

す

る

。

ま

た

、

経

の

「

復

倍

上

数

」

の

解

釈

で

は

『

法

華

論

』

の

文

⑮

に

依

っ

て

次

の

よ

う

に

い

う

。

復

倍

上

數

者

。

依

法

華

論

云

。

所

成

壽

命

復

倍

上

數

。

上

明

本

願

未

滿

。

故

佛

不

得

入

無

餘

永

滅

涅

槃

。

故

將

本

願

未

滿

以

釋

常

義

。

斥

小

乘

人

謂

佛

無

常

永

入

無

餘

。

則

是

違

於

本

願

。

今

明

復

倍

上

數

。

擧

壽

命

不

可

數

。

以

釋

成

常

義

。

蓋

是

具

擧

因

果

兩

義

。

以

釋

於

常

。

但

經

文

語

迮

。

又

講

者

不

詳

論

意

。

故

合

釋

之

耳

。

⑯

（

復

た

上

の

数

に

倍

せ

り

と

は

、

法

華

論

に

依

っ

て

云

わ

ば

、

所

成

の

寿

命

復

た

上

の

数

に

倍

す

と

は

、

上

に

は

本

願

未

だ

滿

せ

ざ

る

が

故

に

、

仏

無

余

の

永

滅

涅

槃

に

入

る

こ

と

を

得

ざ

る

を

明

か

せ

り

。

故

に

本

願

の

未

だ

満

た

さ

ざ

る

を

將

っ

て

以

っ

て

常

の

義

を

釈

し

、

小

乗

人

の

、

仏

は

無

常

に

し

て

永

く

無

余

に

入

り

た

も

う

と

謂

え

る

、

則

ち

是

れ

本

願

に

達

せ

り

と

斥

す

。

今

は

復

た

上

の

数

に

倍

せ

り

と

明

し

、

寿

命

の

不

可

数

を

挙

げ

て

以

っ

て

常

の

義

を

釈

成

す

。

蓋

し

是

れ

具

に

因

果

の

両

義

を

挙

げ

て

以

っ

て

常

を

釈

す

る

な

り

。

但

し

経

文

は

語

迮

し

。

又

講

ず

る

者

、

論

の

意

を

詳

に

せ

ず

。

故

に

合

し

て

之

を

釈

す

る

の

み

。
）

こ

こ

で

は

『

法

華

論

』

が

如

来

の

寿

命

を

常

と

解

釈

し

て

い

る

こ

と

を

依

り

ど

こ

ろ

と

し

て

、

如

来

の

寿

命

を

本

願

と

い

う

観

点

か

ら

解

釈

し

た

従

来

の

解

釈

を

捨

て

、

仏

の

寿

命

が

数

え

る

こ

と

が

不

可

能

で

あ

る

と

い

う

点

か

ら

常

住

を

解

釈

す

る

も

の

で

あ

る

。

以

上

の

よ

う

に

、

吉

蔵

は

法

雲

の

仏

身

無

常

説

を

批

判

し

て

仏

身

の

常

住

を

主

張

す

る

。

そ

れ

は

『

法

華

論

』

の

三

身

説

や

「

復

倍

上

数

」

の

解

釈

を

利

用

し

た

も

の

で

あ

り

、

吉

蔵

の

『

法

華

論

』

重

視

の

態
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度

が

窺

わ

れ

る

。

奥

野

光

賢

氏

は

吉

蔵

が

そ

の

著

作

中

に

『

法

華

論

』

に

は

七

カ

所

に

仏

性

を

明

か

し

て

い

る

と

し

て

い

る

、

そ

の

文

に

着

目

し

、

そ

の

七

カ

所

を

『

法

華

経

』

中

に

探

さ

れ

て

い

る

⑰

。

こ

の

よ

う

に

吉

蔵

は

『

法

華

経

』

が

す

で

に

仏

性

を

明

か

し

て

い

る

と

し

て

お

り

、

仏

身

常

住

と

仏

性

説

と

が

『

法

華

経

』

中

に

説

か

れ

て

い

る

と

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

は

先

に

見

た

智

顗

の

場

合

と

同

様

で

、

吉

蔵

が

『

法

華

論

』

を

重

視

し

て

い

る

点

が

異

な

っ

て

い

る

。

し

か

し

、

吉

蔵

が

智

顗

と

異

な

っ

て

い

る

最

も

大

き

な

点

は

、

前

章

で

検

討

し

た

よ

う

に

、

吉

蔵

が

大

乗

経

典

は

「

顕

道

無

異

」

で

、

経

典

の

間

に

価

値

的

優

劣

は

な

い

と

し

て

い

る

点

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

う

は

言

い

な

が

ら

も

吉

蔵

が

『

法

華

経

』

に

つ

い

て

多

く

の

経

疏

を

作

成

し

て

い

る

こ

と

、

智

顗

と

同

じ

く

『

法

華

経

』

中

に

『

涅

槃

経

』

の

仏

性

説

と

仏

身

常

住

説

と

を

読

み

込

ん

で

い

る

と

い

う

事

実

は

重

い

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

。

五

、

小

結

こ

れ

ま

で

『

法

華

経

』

の

寿

量

品

に

つ

い

て

、

ま

ず

光

宅

寺

法

雲

の

解

釈

を

検

討

し

、

そ

れ

に

対

し

て

智

顗

と

吉

蔵

が

そ

れ

ぞ

れ

ど

の

よ

う

に

法

雲

の

解

釈

に

対

し

た

か

を

見

て

き

た

。

そ

の

結

果

を

か

い

つ

ま

ん

で

記

せ

ば

、

ま

ず

、

法

雲

は

五

時

判

に

依

っ

て

『

涅

槃

経

』

を

最

上

の

経

と

考

え

、

そ

こ

に

は

仏

身

常

住

が

説

か

れ

て

い

る

と

し

て

い

た

。

そ

の

仏

身

常

住

説

と

の

対

比

か

ら

『

法

華

経

』

の

仏

寿

無

量

を

見

た

た

め

に

、
『

法

華

経

』

の

仏

身

は

無

常

で

あ

る

と

す

る

見

方

に

立

っ

た

。

こ

の

仏

身

無

常

説

に

対

し

て

厳

し

い

批

判

を

投

げ

か

け

た

の

が

智

顗

と

吉

蔵

で

あ

っ

た

。

両

者

と

も

に

『

法

華

経

』

中

に

『

涅

槃

経

』

と

同

じ

く

仏

身

常

住

説

と

仏

性

説

と

が

説

か

れ

て

い

る

と

主

張

し

た

た

め

に

論

点

が

共

通

し

て

お

り

、

両

者

の

主

張

は

一

見

似

通

っ

て

い

る

。

し

か

し

、

根

本

的

に

異

な

る

の

は

、

智

顗

が

『

法

華

経

』

至

上

主

義

に

立

っ

て

『

法

華

経

』

の

優

位

性

を

主

張

し

た

の

に

対

し

、

吉

蔵

は

「

顕

道

無

異

」

の

立

場

か

ら

経

典

間

の

優

劣

を

認

め

な

か

っ

た

点

で

あ

ろ

う

。
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註

①

横

超

慧

日

『

法

華

思

想

の

研

究

』

二

三

九

～

二

六

四

頁

、

平

楽

寺

書

店

、

一

九

七

一

年

二

月

。

②

同

上

書

、

二

四

六

頁

。

③

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

三

、

五

七

三

頁

～

b

c

④

同

上

、

五

七

三

～

五

七

四

頁

c

a

⑤

同

上

、

六

六

七

頁

～

六

六

八

c

a

⑥

同

上

、

六

六

七

頁

c

⑦

同

上

、

六

六

七

頁

c

⑧

菅

野

博

史

訳

注

『

法

華

義

記

』

三

一

～

三

五

頁

、

大

藏

出

版

、

一

九

九

六

年

。

⑨

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

一

三

三

a

⑩

同

上

、

一

二

七

頁

c

⑪

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

三

、

六

九

一

ｃ

～

六

九

二

a

⑫

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

六

○

三

a

⑬

「

所

言

如

來

壽

量

者

。

依

法

華

論

三

種

如

來

。

一

者

化

身

如

來

。

二

報

身

如

來

。

三

法

身

如

來

。

壽

量

亦

有

三

種

。

化

佛

壽

量

有

始

有

終

。

故

爲

二

乘

人

八

相

成

道

王

宮

現

生

雙

林

示

滅

也

。

二

報

身

佛

壽

量

有

始

無

終

。

故

下

文

云

。

我

本

行

菩

薩

道

所

成

壽

命

今

猶

未

盡

。

以

行

因

滿

初

證

佛

果

是

故

有

始

。

一

證

已

後

湛

然

不

滅

。

故

無

有

盡

終

。

三

法

身

佛

壽

本

自

在

之

不

生

不

滅

無

始

無

終

。
」
（

同

上

）

⑭

「

如

是

我

成

佛

以

來

至

常

住

不

滅

者

上

辨

過

去

無

前

中

開

爲

三

別

。

一

者

標

證

佛

已

久

。

二

者

釋

疑

顯

成

證

佛

已

久

。

此

二

門

竟

。

今

是

第

三

結

成

佛

久

義

。

既

稱

常

住

不

滅

。

即

是

顯

了

明

常

不

得

復

言

覆

相

及

以

無

常

釋

此

經

也

」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

六

○

六

）

b

⑮

『

法

華

論

』

勒

那

摩

提

訳

に

「

所

成

壽

命

復

倍

上

數

者

。

示

現

如

來

常

命

。

方

便

顯

多

數

。

過

上

數

量

不

可

數

知

故

」

（
『

大

正

蔵

』

巻

二

十

六

、

一

九

頁

）

と

あ

る

。

a

⑯

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

六

○

六

頁

c

⑰

奥

野

光

賢

「

吉

蔵

の

『

法

華

論

』

の

依

用

に

つ

い

て

―

七

処

に

仏

性

有

り

の

文

を

め

ぐ

っ

て

―

」
『

佛

教

學

』

第

二

十

一

号

、

二

九

～

五

三

頁

、

一

九

八

七

年

三

月
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第

四

章

光

宅

寺

法

雲

と

智

顗

・

吉

蔵

の

関

係

南

朝

梁

の

三

大

法

師

の

一

人

で

あ

る

光

宅

寺

法

雲

は

南

北

朝

期

に

お

い

て

『

法

華

経

』

解

釈

の

第

一

人

者

で

あ

っ

た

。

智

顗

と

吉

蔵

は

と

も

に

『

法

華

経

』

を

重

視

し

、

同

じ

く

仏

性

思

想

に

よ

っ

て

新

解

釈

を

打

ち

出

し

た

。

そ

の

際

に

乗

り

越

え

る

べ

き

壁

が

光

宅

寺

法

雲

で

あ

っ

た

の

で

あ

る

。

本

章

で

は

智

顗

と

法

雲

と

吉

蔵

の

三

者

の

関

係

に

つ

い

て

検

討

し

た

い

。

第

一

節

吉

蔵

に

よ

る

光

宅

寺

法

雲

批

判

―

吉

蔵

の

法

華

注

疏

を

中

心

に

―

一

、

は

じ

め

に

吉

蔵

の

『

法

華

経

』

の

現

存

注

釈

書

に

は

『

法

華

玄

論

』
『

法

華

義

疏

』
『

法

華

統

略

』
『

法

華

遊

意

』

が

あ

り

、

ま

た

世

親

の

『

法

華

論

』

の

注

釈

書

で

あ

る

『

法

華

論

疏

』

も

著

し

て

い

る

①

。

そ

れ

ら

の

著

作

中

に

は

吉

蔵

の

博

引

旁

証

ぶ

り

を

示

す

か

の

よ

う

に

、

多

く

の

人

師

の

説

が

引

か

れ

て

い

る

が

、

具

体

的

な

名

前

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

人

師

の

中

で

、

河

西

道

朗

な

ど

と

と

も

に

し

ば

し

ば

引

か

れ

る

の

が

梁

の

三

大

法

師

の

一

人

、

光

宅

寺

法

雲

（

四

六

七

～

五

二

九

）

で

あ

る

。

吉

蔵

が

『

法

華

経

』

の

注

釈

書

の

中

で

法

雲

の

説

を

多

く

引

く

理

由

に

つ

い

て

、

す

で

に

横

超

慧

日

氏

士

は

、

大

略

次

の

よ

う

に

述

べ

て

お

ら

れ

る

②

。

す

な

わ

ち

、

法

雲

は

南

北

朝

時

代

に

『

法

華

経

』

研

究

に

お

い

て

最

も

知

ら

れ

た

学

僧

で

あ

り

、

彼

の

『

法

華

経

』

の

解

釈

が

一

つ

の

基

準

に

な

っ

て

い

た

。

す

な

わ

ち

、
『

法

華

経

』

は

第

五

時

の

『

涅

槃

経

』

の

前

の

第

四

時

の

説

法

で

あ

り

、

未

だ

仏

性

も

仏

身

常

住

も

説

か

れ

て

い

な

い

、

と

い

う

点

で

『

涅

槃

経

』

に

劣

る

も

の

と

さ

れ

て

い

た

と

い

う

も

の

で

あ

っ

た

。

吉

蔵

は

光

宅

寺

法

雲

の

所

説

を

批

判

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

こ

の

解

釈

を

覆

し

て

、
『

法

華

経

』

に

は

す

で
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に

仏

性

も

説

か

れ

て

お

り

、

仏

身

常

住

も

説

か

れ

て

い

る

こ

と

を

主

張

し

、
『

法

華

経

』

と

『

涅

槃

経

』

と

の

優

劣

を

逆

転

し

よ

う

と

し

た

、

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

後

に

、

平

井

俊

栄

氏

も

こ

の

点

に

つ

い

て

、

吉

蔵

の

法

華

注

疏

に

お

け

る

光

宅

寺

法

雲

批

判

を

検

討

し

て

、
「

法

華

経

に

因

位

に

お

い

て

仏

性

の

遍

在

が

説

か

れ

て

い

る

の

か

、

ま

た

果

位

に

お

け

る

仏

身

は

常

住

か

無

常

か

と

い

う

問

題

が

、

光

宅

と

吉

蔵

の

最

大

の

争

点

で

あ

っ

た

」

と

さ

れ

、

吉

蔵

の

光

宅

法

雲

批

判

に

つ

い

て

、

よ

り

詳

細

に

論

じ

ら

れ

て

い

る

③

。

本

節

で

は

、

吉

蔵

の

法

華

注

疏

の

中

に

見

ら

れ

る

光

宅

寺

法

雲

の

引

用

に

つ

い

て

検

討

し

、

従

来

の

成

果

を

踏

ま

え

て

再

検

討

を

試

み

た

い

。

二

、

吉

蔵

法

華

注

疏

に

お

け

る

光

宅

寺

法

雲

の

引

用

回

数

中

国

仏

教

者

の

製

疏

に

当

た

っ

て

の

一

般

的

方

法

は

、

先

行

す

る

勝

れ

た

注

疏

を

手

本

と

し

て

そ

れ

を

自

疏

に

取

り

込

み

、

そ

の

上

に

自

身

の

見

解

を

加

上

し

て

い

く

と

と

も

に

、

異

説

を

取

捨

選

択

し

て

取

り

込

ん

で

い

く

。

そ

の

際

に

手

本

と

し

た

疏

の

内

容

で

、

自

ら

の

意

見

主

張

と

異

な

る

箇

所

に

つ

い

て

は

、

こ

の

部

分

を

「

○

○

云

く

」

な

ど

と

し

て

手

本

作

者

の

名

を

出

し

て

引

用

の

形

で

示

し

、

こ

れ

に

反

論

を

加

え

る

と

い

う

こ

と

が

多

い

。

吉

蔵

の

『

勝

鬘

宝

窟

』

は

浄

影

寺

慧

遠

の

『

勝

鬘

義

記

』

を

取

り

込

ん

で

成

っ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

が

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

る

④

。

こ

の

よ

う

な

こ

と

か

ら

、
「

○

○

云

く

」

と

し

て

具

体

的

な

人

師

の

名

を

記

し

て

引

用

す

る

場

合

に

は

、

批

判

の

為

に

挙

げ

る

、

有

力

な

異

説

と

し

て

紹

介

す

る

、

な

ど

の

疏

主

の

何

ら

か

の

意

味

が

込

め

ら

れ

て

い

る

こ

と

が

考

え

ら

れ

る

。

そ

こ

で

本

稿

で

は

、

吉

蔵

が

光

宅

寺

法

雲

の

名

を

出

し

て

引

用

し

て

い

る

箇

所

を

『

法

華

経

』

注

疏

中

か

ら

取

り

出

し

て

検

討

を

加

え

た

い

。

光

宅

寺

法

雲

の

名

を

出

す

場

合

、
「

光

宅

」
「

光

宅

法

師

」
「

光

宅

雲

公

」
「

光

宅

雲

法

師

」
「

光

宅

学

士

和

闍

梨

」

な

ど

と

記

さ

れ

る

が

、

こ

の

名

が

現

れ

る

回

数

を

疏

ご

と

に

数

え

て

み

る

と

、
『

法

華

玄

論

』

二

十

回

、
『

法

華

義

疏

』

十

四

回

、
『

法

華

統

略

』

六

回

、
『

法

華

論

疏

』

一

回

、
『

法

華

遊

意

』

○

回

と

い

う

結

果

に

な

る

。

た

だ

し

、
『

法

華

玄

論

』

中

に

は

同

一

パ

ラ

グ

ラ

フ

に

三

回

あ

る

い

は

二

回

現

れ

る
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場

合

が

あ

る

の

で

こ

れ

を

差

し

引

く

と

引

用

説

の

数

と

し

て

は

と

な

る

。

ま

た

○

回

の

『

法

華

遊

意

』

15

の

場

合

も

、
『

法

華

玄

論

』

中

で

は

「

光

宅

法

師

云

く

」

と

し

て

名

を

出

し

て

そ

の

所

説

を

批

判

し

て

い

る

の

に

、
『

法

華

遊

意

』

中

で

は

そ

の

同

じ

説

を

「

有

人

言

わ

く

」

と

し

て

名

を

出

し

て

い

な

い

⑤

。

さ

て

、

こ

れ

ら

の

引

用

説

を

、

．

批

判

の

た

め

に

引

い

た

も

の

、

．

単

に

異

説

の

紹

介

と

し

て

、

A

B

あ

る

い

は

光

宅

に

関

す

る

記

事

な

ど

を

記

述

す

る

、

こ

の

二

種

に

分

け

る

こ

と

に

す

る

。

す

る

と

次

の

よ

う

な

結

果

を

得

た

。

『

法

華

玄

論

』
・

・

・

．

．

A

13

B

2

『

法

華

義

疏

』
・

・

・

．

．

A

7

B

7

『

法

華

統

略

』
・

・

・

．

．

A

6

B

0

『

法

華

論

疏

』
・

・

・

．

．

A

1

B

0

『

法

華

遊

意

』
・

・

・

．

．

A

0

B

0

こ

の

結

果

に

よ

る

と

、

光

宅

の

名

を

出

し

て

い

る

場

合

は

、

異

説

の

列

挙

と

し

て

よ

り

も

、

そ

の

説

を

批

判

す

る

た

め

に

出

し

て

い

る

こ

と

の

方

が

多

い

と

い

う

こ

と

が

分

か

る

。

三

、

引

用

の

意

味

上

述

の

よ

う

に

、

吉

蔵

が

光

宅

寺

法

雲

の

名

を

挙

げ

て

引

用

す

る

意

味

に

つ

い

て

、

二

種

に

分

け

A

B

た

が

、

そ

の

各

々

に

つ

い

て

具

体

的

に

見

て

み

よ

う

。

叙

述

の

便

宜

か

ら

か

ら

先

に

検

討

す

る

。

B

（

一

）

．

単

に

異

説

の

紹

介

と

し

て

、

あ

る

い

は

光

宅

に

関

す

る

叙

述

B

『

法

華

玄

論

』

巻

一

に

、

光

宅

の

相

承

と

事

績

を

紹

介

し

て

次

の

よ

う

に

言

う

⑥

。

爰

至

梁

始

三

大

法

師

碩

學

當

時

名

高

一

代

。

大

集

數

論

遍

釋

衆

經

。

但

開

善

以

涅

槃

騰

譽

。

莊

嚴

以

十

地

勝

鬘

擅

名

。

光

宅

法

華

當

時

獨

歩

。

但

光

宅

受

經

於

中

興

寺

印

法

師

。

印

本

壽

春

人

俗

姓

朱

氏

。

少

遊

彭

城

從

曇

度

受

論

。

次

從

匡

山

惠

龍

受

學

法

華

。

而

印

講

斯

經

自

少

至

老

凡

得

二

百

五

十

遍

。

春

秋

六

十

六

。

永

明

元

年

卒

。

光

宅

雲

法

師

息

慈

之

歳

隨

印

在

鍾

山

下

定

林

寺

聽

法

華

經

。

下

講

竟

住

寺

後

石

澗

中

累

石

爲

高

座

及

以

聽

衆

。

於

是

自

登

石

座

霞

述

所

聞

。
。

印

未

知

之

密

聽

其

所

説

。

一

言

靡

遺

。
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年

至

三

十

。

於

妙

音

寺

開

法

華

淨

名

二

經

題

。

機

辨

縱

横

道

俗

歎

伏

。

由

是

已

來

法

華

譽

顯

。

（

爰

に

梁

の

始

め

に

至

っ

て

、

三

大

法

師

の

碩

学

、

当

時

に

名

を

一

代

に

高

く

し

て

、

大

い

に

数

・

論

を

集

め

て

遍

く

衆

経

を

釈

す

。

但

し

、

開

善

は

涅

槃

を

以

て

誉

れ

を

騰

げ

、

荘

厳

は

十

地

・

勝

鬘

を

以

て

名

を

擅

（

ほ

し

い

ま

ま

）

に

し

、

光

宅

は

法

華

も

て

当

時

に

独

歩

す

。

但

し

、

光

宅

は

経

を

中

興

寺

の

印

法

師

に

受

け

た

り

。

印

は

本

、

寿

春

の

人

、

俗

姓

は

朱

氏

な

り

。

少

く

し

て

彭

城

に

遊

び

、

曇

度

に

従

っ

て

論

を

受

く

。

次

に

匡

山

の

慧

龍

に

従

っ

て

法

華

を

受

学

す

。

而

し

て

、

印

、

斯

の

経

を

講

ず

る

こ

と

、

少

よ

り

老

に

至

る

ま

で

、

凡

そ

二

百

五

十

遍

を

得

た

り

。

春

秋

六

十

六

、

永

明

元

年

に

卒

す

。

光

宅

雲

法

師

は

、

息

慈

の

歳

に

印

に

随

っ

て

、

鍾

山

下

の

定

林

寺

に

在

っ

て

、

法

華

経

を

聴

く

。

講

を

下

り

竟

わ

っ

て

、

寺

の

後

の

石

澗

の

中

に

住

し

、

石

を

累

ね

て

高

座

と

及

以

び

聴

衆

と

為

す

。

是

に

於

い

て

、

自

ら

石

座

に

登

り

、

霞

か

に

所

聞

を

述

ぶ

。

印

未

だ

之

を

知

ら

ず

。

密

か

に

斯

の

所

説

を

聴

く

に

、

一

言

も

遺

す

こ

と

靡

し

。

年

三

十

に

至

っ

て

、

妙

音

寺

に

於

い

て

法

華

・

浄

名

の

二

経

の

題

を

開

く

。

機

を

縦

横

に

弁

じ

、

道

俗

歎

伏

す

。

是

れ

由

り

巳

米

、

法

華

の

誉

れ

顕

る

る

な

り

。
）

上

例

は

、

吉

蔵

が

梁

の

三

大

法

師

を

挙

げ

、

そ

の

中

で

光

宅

法

雲

を

取

り

上

げ

て

紹

介

し

た

部

分

で

、

梁

代

に

法

雲

は

「

光

宅

法

華

當

時

獨

歩

」

と

い

う

よ

う

に

法

華

に

ぬ

き

ん

で

て

い

た

と

い

う

。

吉

蔵

が

『

法

華

玄

論

』

の

第

一

巻

に

法

雲

を

紹

介

し

た

の

は

、

主

な

る

批

判

対

象

と

し

て

紹

介

す

る

と

い

う

意

味

が

あ

る

と

推

測

さ

れ

る

。

実

際

に

、

吉

蔵

は

法

雲

が

僧

印

、

慧

龍

の

二

人

に

受

学

し

た

こ

と

に

つ

い

て

、

法

雲

批

判

の

中

で

た

び

た

び

触

れ

て

い

る

⑦

。

同

じ

く

『

法

華

玄

論

』

巻

八

に

、

安

楽

行

品

の

釈

で

、

四

安

楽

行

に

つ

い

て

、

第

二

明

四

行

名

不

同

。

光

宅

云

。

一

空

慧

行

。

二

説

法

行

。

三

離

過

行

。

四

慈

悲

行

。

但

初

行

中

辨

空

慧

。

後

三

不

明

。

故

初

名

空

慧

行

也

。

⑧

（

第

二

に

四

行

の

名

の

不

同

を

明

か

す

。

光

宅

の

云

く

、

一

に

は

空

慧

行

、

二

に

は

説

法

行

、

三

に

は

離

過

行

、

四

に

は

慈

悲

行

な

り

。

但

だ

初

行

の

中

に

の

み

空

慧

を

弁

じ

、

後

の

三

に

は

明

か

さ

ざ

る

が

故

に

初

め

を

空

慧

行

と

名

づ

く

。
）

と

あ

り

、

四

行

の

名

称

と

解

釈

が

人

師

に

よ

っ

て

異

な

る

と

し

、

光

宅

の

説

を

紹

介

し

て

い

る

。

こ

の

後
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の

段

で

は

、

吉

蔵

は

一

々

の

行

に

つ

い

て

異

な

る

解

釈

を

出

し

て

結

果

的

に

光

宅

の

説

を

批

判

す

る

こ

と

に

な

る

。

次

に

『

法

華

義

疏

』

で

は

ど

う

で

あ

ろ

う

か

。

巻

一

の

序

品

の

釈

中

に

、

こ

の

よ

う

に

あ

る

⑨

。

光

宅

云

。

如

是

者

將

傳

所

聞

前

題

擧

一

部

也

。

如

是

一

部

經

我

親

從

佛

聞

。

即

爲

我

聞

作

咔

胤

也

。

（

光

宅

云

く

、

如

是

と

は

將

に

所

聞

を

伝

え

ん

と

し

て

前

に

題

し

て

一

部

を

擧

ぐ

る

な

り

。

是

の

如

き

一

部

の

経

を

我

親

し

く

仏

に

従

つ

て

聞

く

と

。

即

ち

我

聞

の

爲

に

咔

胤

と

作

す

な

り

。
）

こ

れ

は

幾

人

か

の

人

師

の

説

と

と

も

に

、

法

雲

の

「

如

是

」

の

解

釈

を

紹

介

し

た

も

の

で

あ

っ

て

、

こ

こ

で

は

異

説

と

し

て

挙

げ

ら

れ

る

だ

け

で

批

判

の

対

象

と

は

さ

れ

て

い

な

い

。

『

法

華

義

疏

』

に

は

こ

の

よ

う

に

異

説

と

し

て

掲

げ

る

た

め

の

引

用

が

あ

と

六

例

ほ

ど

あ

る

⑩

。

も

う

一

例

を

挙

げ

る

と

、

巻

六

の

譬

喩

品

の

釈

注

に

、

こ

の

よ

う

に

あ

る

⑪

。

問

衆

生

云

何

是

佛

子

耶

。

答

昔

光

宅

學

士

和

闍

梨

云

。

凡

夫

識

能

更

生

識

。

所

生

之

識

則

是

己

兒

。

故

名

爲

子

。

得

無

漏

意

識

不

復

生

識

也

。

成

論

師

云

。

衆

生

從

無

明

識

窟

流

來

。

爲

佛

所

愛

念

故

名

爲

子

。

（

問

う

、

衆

生

云

何

が

是

れ

仏

子

な

る

や

。

答

う

、

昔

、

光

宅

學

士

和

闍

梨

の

云

く

、
「

凡

夫

の

識

は

能

く

更

に

識

を

生

ず

。

所

生

の

識

は

則

ち

是

れ

己

の

児

な

り

。

故

に

名

づ

け

て

子

と

為

す

。

無

漏

の

意

識

を

得

れ

ば

復

た

識

を

生

ぜ

ざ

る

な

り

」

と

。

成

論

師

の

云

く

、
「

衆

生

は

無

明

の

識

窟

よ

り

流

來

し

て

仏

に

愛

念

せ

ら

る

る

が

故

に

子

と

為

す

」

と

。

こ

の

例

も

成

論

師

と

並

列

し

て

挙

げ

ら

れ

る

異

説

の

一

つ

の

扱

い

で

あ

る

。

『

法

華

統

略

』

の

引

用

は

に

属

す

る

も

の

だ

け

で

、

単

な

る

異

説

の

紹

介

や

法

雲

に

関

す

る

記

述

は

A

な

い

。

そ

れ

で

は

次

に

に

つ

い

て

見

よ

う

。

A

（

二

）

．

批

判

の

た

め

に

引

い

た

も

の

A

に

分

類

さ

れ

る

引

用

は

多

い

が

、

そ

の

批

判

の

内

容

は

ど

の

よ

う

な

も

の

か

、

こ

の

点

に

つ

い

て

注

A

意

し

な

が

ら

検

討

し

よ

う

。

ア

、

仏

身

無

常

説

へ

の

批

判

『

法

華

玄

論

』

で

は

、

巻

第

二

、

釈

名

段

で

「

妙

」

に

つ

い

て

、

總

論

十

對

者

。

問

。

此

言

妙

者

。

佛

果

爲

是

常

故

言

妙

。

爲

未

是

常

故

言

妙

。

答

。

光

宅

雲

公

言

。

猶
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是

無

常

。

所

以

然

者

教

有

五

時

。

唯

第

五

涅

槃

是

常

住

教

。

四

時

皆

無

常

。

法

華

是

第

四

時

教

。

是

故

佛

身

猶

是

無

常

。

⑫

（

総

じ

て

十

対

を

論

ぜ

ば

、

問

う

、

此

の

妙

と

言

う

は

、

仏

果

は

是

れ

常

な

る

が

故

に

妙

と

言

う

と

や

為

ん

、

未

だ

是

れ

常

な

ら

ざ

る

が

故

に

妙

と

言

う

と

や

為

ん

。

答

う

、

光

宅

の

雲

公

言

わ

く

、

猶

お

是

れ

無

常

な

り

。

然

る

所

以

は

教

に

五

時

有

り

。

唯

だ

第

五

の

涅

槃

の

み

是

れ

常

住

教

、

四

時

は

皆

な

無

常

な

り

。

法

華

は

是

れ

第

四

時

の

教

な

り

。

是

の

故

に

仏

身

は

猶

お

是

れ

無

常

な

り

、

と

。
）

こ

こ

は

法

雲

が

『

法

華

経

』

は

第

四

時

の

教

で

、

ま

だ

仏

身

の

常

住

が

明

か

さ

れ

て

い

な

い

と

し

て

い

る

こ

と

を

紹

介

す

る

引

用

文

で

あ

る

。

吉

蔵

は

『

法

華

経

』

寿

量

品

で

明

か

さ

れ

る

仏

の

寿

量

は

無

限

で

あ

る

と

し

て

、

仏

身

常

住

が

『

法

華

経

』

で

明

か

さ

れ

て

い

る

と

し

て

法

雲

を

批

判

す

る

の

で

あ

る

が

、

こ

の

法

雲

の

説

は

、

同

じ

『

法

華

玄

論

』

巻

二

、

釈

名

段

で

も

、

光

宅

云

次

章

明

果

猶

是

數

量

。

叡

公

云

壽

量

定

其

非

數

。

非

數

者

常

恒

不

變

無

有

限

數

。

二

不

同

也

。

光

宅

云

此

經

未

明

常

唯

一

法

身

而

垂

萬

迹

。

叡

公

云

分

身

明

其

不

實

。

不

實

者

釋

迦

之

與

分

身

皆

是

應

迹

。

非

是

實

身

則

顯

法

身

爲

實

。

三

不

同

也

。

⑬

（

光

宅

の

云

く

、

次

の

章

に

は

果

を

明

か

す

、

猶

お

是

れ

数

量

な

り

、

と

。

叡

公

の

云

く

、

寿

量

は

其

の

非

数

を

定

む

、

と

。

非

数

と

は

、

常

恒

不

変

に

し

て

限

数

有

る

こ

と

無

し

。

二

の

不

同

な

り

。

光

宅

の

云

く

、

此

の

経

は

未

だ

常

を

明

か

さ

ず

。

唯

一

の

法

身

、

万

迹

を

垂

る

、

と

。

叡

公

の

云

く

、

分

身

は

其

の

不

実

を

明

か

す

、

と

。

不

実

と

は

釈

迦

と

分

身

と

皆

な

是

れ

応

迹

な

り

。

是

れ

実

身

に

非

ず

。

則

ち

法

身

を

実

と

為

す

こ

と

を

顕

わ

す

。

三

の

不

同

な

り

。
）

と

あ

り

、

法

雲

が

『

法

華

経

』

は

常

住

を

明

か

し

て

い

な

い

こ

と

を

紹

介

す

る

。

こ

こ

で

は

叡

公

、

す

な

わ

ち

羅

什

の

弟

子

で

、
「

法

華

後

序

」

を

製

し

た

僧

叡

の

説

と

法

雲

の

説

と

が

四

点

に

お

い

て

不

同

で

あ

る

と

指

摘

し

、

批

判

し

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

こ

こ

で

僧

叡

を

出

す

の

は

、

吉

蔵

が

同

巻

で

、

次

引

關

河

舊

説

以

證

常

無

常

義

。

昔

竺

法

護

翻

舊

法

華

猶

未

見

判

其

宗

旨

。

自

羅

什

所

譯

新

本

長

安

僧

叡

法

師

親

對

翻

之

。

⑭
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（

次

に

関

河

旧

説

を

引

い

て

以

て

常

無

常

の

義

を

証

す

。

昔

、

竺

法

護

は

旧

法

華

を

翻

ず

。

猶

お

未

だ

其

の

宗

旨

を

判

ず

る

を

見

ず

。

羅

什

所

訳

の

新

本

よ

り

、

長

安

の

僧

叡

法

師

、

親

し

く

こ

れ

を

対

翻

せ

り

。
）

と

し

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

ま

た

、
『

法

華

論

疏

』

の

冒

頭

で

も

、
『

法

華

経

』

の

経

文

を

講

釈

す

る

に

、

三

種

の

疏

を

以

て

す

る

と

い

い

、

そ

の

三

種

と

は

、

関

河

叡

朗

の

旧

宗

、

龍

樹

・

提

婆

、

並

び

に

世

親

の

『

法

華

論

』

で

あ

る

と

し

て

い

る

⑮

。

関

河

叡

朗

の

旧

宗

と

は

、

僧

叡

と

河

西

道

朗

の

二

人

を

指

し

て

お

り

、

平

井

俊

栄

博

士

は

、

吉

蔵

が

『

法

華

経

』

解

釈

に

梁

代

の

法

雲

よ

り

も

さ

ら

に

古

い

権

威

を

用

い

た

の

は

、

法

雲

に

対

抗

し

、

そ

の

学

説

を

超

え

よ

う

と

し

た

た

め

で

あ

る

と

解

釈

さ

れ

て

い

る

⑯

。

ま

た

、

仏

身

の

常

・

無

常

に

つ

い

て

は

『

法

華

統

略

』

に

お

い

て

も

議

論

さ

れ

て

お

り

、

巻

中

の

本

で

は

譬

喩

品

の

釈

中

に

次

の

よ

う

に

あ

る

⑰

。

又

初

是

解

脱

徳

。

後

是

般

若

法

身

。

亦

與

涅

槃

三

德

不

異

。

而

光

宅

等

乃

言

壽

量

。

終

入

無

餘

。

還

是

小

滅

。

既

是

小

滅

。

猶

是

拔

子

重

苦

。

未

拔

輕

苦

。

但

有

與

小

。

竟

無

賜

大

。

開

善

莊

嚴

明

。

此

經

未

是

顯

了

常

住

。

並

無

大

滅

。

云

何

得

等

賜

大

車

。

拔

子

輕

苦

。

(

又

、

初

め

は

是

れ

解

脱

の

徳

、

後

は

是

れ

般

若

・

法

身

な

り

。

亦

た

涅

槃

の

三

徳

と

異

な

ら

ざ

れ

ど

も

、

光

宅

等

は

乃

ち

「

寿

量

は

終

に

無

余

に

入

り

、

還

た

是

れ

小

滅

な

り

」

と

言

う

。

既

に

是

れ

小

滅

な

れ

ば

、

猶

お

是

れ

子

の

重

苦

を

抜

い

て

、

未

だ

軽

苦

を

抜

か

ざ

る

が

ご

と

し

。

但

だ

小

を

与

う

る

こ

と

有

れ

ど

も

、

竟

に

大

を

賜

う

る

こ

と

無

し

。

開

善

・

荘

厳

は

、
「

此

の

経

は

未

だ

是

れ

常

住

な

ら

ず

」

と

明

か

す

。

並

び

に

大

滅

無

し

。

云

何

ん

が

等

し

く

大

車

を

賜

い

、

子

の

軽

苦

を

抜

く

こ

と

を

得

ん

や

。

)

周

知

の

よ

う

に

、

法

雲

は

如

来

寿

量

品

で

明

か

さ

れ

る

仏

寿

は

神

通

延

寿

の

仏

で

あ

り

、

仏

寿

無

量

は

あ

く

ま

で

見

か

け

の

無

量

で

あ

っ

て

、

常

住

で

は

な

い

と

い

う

立

場

を

取

っ

て

い

る

の

で

⑱

、

吉

蔵

は

こ

の

よ

う

な

解

釈

に

対

し

て

あ

ら

ゆ

る

点

か

ら

批

判

を

加

え

る

の

で

あ

る

。

ま

た

、

同

様

の

批

判

は

同

じ

『

法

華

統

略

』

巻

下

の

本

の

五

百

弟

子

授

記

品

の

釈

中

に

、

次

破

邪

門

。

釋

法

華

唯

有

三

師

。

光

宅

云

。

壽

量

佛

終

歸

無

餘

。

即

是

化

城

故

。

壽

量

佛

終

以

化

城

為

涅

槃

。

又

終

是

化

城

。

竟

無

寶

所

。

又

終

是

化

城

。

終

無

度

二

百

。

此

說

大

悲

（

＝

非

）
。

⑲

（

次

に

破

邪

門

な

り

。

法

華

を

釈

す

る

に

、

唯

だ

三

師

有

る

の

み

。

光

宅

云

わ

く

、
「

寿

量

の

仏

は

、

終
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に

無

余

に

帰

す

」

と

。

即

ち

是

れ

化

城

な

り

。

故

に

寿

量

の

仏

は

終

に

化

城

を

以

て

涅

槃

と

為

す

。

又

、

終

に

是

れ

化

城

に

し

て

、

竟

に

宝

所

無

し

。

又

、

終

に

是

れ

化

城

に

し

て

、

終

に

二

百

を

度

る

こ

と

無

し

。

此

の

説

は

大

い

に

非

な

り

。
）

こ

こ

で

は

、

法

雲

は

寿

量

品

の

仏

は

無

余

に

帰

す

と

し

て

い

る

の

で

、

こ

れ

は

究

極

の

目

的

地

の

宝

処

で

は

な

く

、

方

便

と

し

て

の

化

城

に

な

っ

て

し

ま

い

、

経

の

意

趣

に

背

く

と

い

う

。

こ

れ

も

法

雲

の

仏

身

無

常

に

対

す

る

批

判

で

あ

る

。

ま

た

同

じ

『

法

華

統

略

』

巻

下

の

本

、

法

師

品

の

釈

で

、

釋

全

身

在

塔

中

。

光

宅

云

。

謂

佛

無

常

磨

滅

。

但

有

碎

身

耳

。

⑳

（
「

全

身

在

塔

中

」

を

釈

す

。

光

宅

云

わ

く

、
「

仏

は

無

常

に

し

て

磨

滅

し

、

但

だ

砕

身

の

み

有

る

を

謂

う

」

と

。
）

と

あ

り

、

光

宅

が

仏

身

を

無

常

に

し

て

磨

滅

し

、

碎

身

あ

る

の

み

と

す

る

説

を

出

し

て

い

て

、

そ

し

て

「

今

明

此

經

辨

佛

無

生

滅

。

壽

無

始

終

。

故

有

全

身

。
」
（

同

前

）
（

今

、

此

の

経

は

、

仏

の

無

生

滅

、

寿

の

無

始

終

を

辨

ず

る

を

明

か

す

。

故

に

全

身

有

り

）

と

批

判

す

る

の

で

あ

る

。

イ

、

因

果

双

説

へ

の

批

判

法

雲

は

『

法

華

義

記

』

巻

一

に

、
「

今

此

法

花

則

以

因

果

爲

宗

。

自

安

樂

之

前

開

三

顯

一

以

明

因

義

。

自

涌

出

之

後

開

近

顯

遠

以

明

果

義

」

㉑

（

今

、

此

の

法

花

は

則

ち

因

果

を

以

て

宗

と

為

す

。

安

楽

よ

り

前

、

開

三

顕

一

は

以

て

因

の

義

を

明

か

す

。

涌

出

よ

り

の

後

、

開

近

顕

遠

は

以

て

果

の

義

を

明

か

す

。
）

と

い

い

、
『

法

華

経

』

は

因

果

を

本

旨

と

す

る

と

し

た

。

こ

れ

に

対

し

、

吉

蔵

は

、
『

法

華

玄

論

』

巻

二

で

、

法

雲

の

説

を

消

化

し

紹

介

し

、

こ

れ

を

批

判

す

る

。

す

な

わ

ち

、

第

五

光

宅

法

師

受

學

印

公

之

經

而

不

用

印

公

之

釋

。

云

此

經

以

一

乘

因

果

爲

宗

故

經

辨

果

也

。

評

曰

。

光

宅

所

明

盛

傳

於

世

末

學

推

之

。

又

既

有

因

果

之

文

應

符

經

旨

。

今

以

文

義

推

尋

意

猶

未

允

。

何

者

後

明

開

近

顯

遠

可

得

是

果

。

前

辨

開

三

顯

一

非

專

明

因

。

所

以

然

者

。

昔

日

明

三

則

有

因

三

果

三

。

今

日

辨

一

則

有

因

一

果

一

。

爲

眞

實

。

何

得

開

三

顯

一

以

辨

因

耶

。

又

因

果

乃

圓

本

迹

未

足

如

前

評

也

。

㉒

（

第

五

に

光

宅

法

師

は

学

を

印

公

の

経

に

受

く

。

而

し

て

印

公

の

釈

を

用

い

ず

。

云

く

、

此

の

経

は

一
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乗

の

因

果

を

以

て

宗

と

為

す

。

故

に

経

に

両

段

有

り

。

初

め

の

開

三

顕

一

は

以

て

因

を

明

か

し

、

後

の

開

近

顕

遠

は

以

て

果

を

弁

ず

る

な

り

、

と

。

評

し

て

曰

く

、

光

宅

の

明

か

す

所

、

盛

ん

に

世

に

伝

わ

れ

り

。

末

学

之

れ

を

推

す

に

、

又

、

既

に

因

果

の

文

有

り

。

応

に

経

旨

に

符

う

べ

し

。

今

、

文

義

を

以

て

推

尋

す

る

に

、

意

猶

お

未

だ

允

な

ら

ず

。

何

と

な

れ

ば

、

後

に

開

近

顕

遠

を

明

か

す

は

、

是

れ

果

な

る

こ

と

を

得

べ

し

。

前

に

開

三

顕

一

を

弁

ず

る

は

、

専

ら

因

を

明

か

す

に

は

非

ず

。

然

る

所

以

は

、

昔

日

、

三

を

明

か

す

は

則

ち

因

三

果

三

有

り

。

今

日

、

一

を

弁

ず

る

は

則

ち

因

一

果

一

有

り

。

昔

の

因

三

果

三

を

開

く

は

皆

な

是

れ

方

便

な

り

。

今

の

因

一

果

一

を

顕

わ

す

は

並

び

に

真

実

と

為

す

。

何

ぞ

開

三

顕

一

を

得

て

、

以

て

因

を

弁

ぜ

ん

や

。

亦

、

因

果

は

乃

ち

円

か

に

、

本

迹

は

未

だ

足

ら

ず

。

前

に

評

す

る

が

如

し

。
）

上

例

に

つ

い

て

は

す

で

に

先

学

の

指

摘

が

あ

る

が

㉓

、

経

の

宗

旨

に

つ

い

て

の

十

三

家

の

説

を

挙

げ

る

中

、

五

番

目

に

法

雲

の

説

を

取

り

上

げ

て

例

文

の

よ

う

に

言

う

。

法

雲

の

因

果

説

は

ま

だ

十

分

で

は

な

く

、

壽

量

品

の

本

仏

の

壽

命

無

量

が

明

か

さ

れ

て

い

な

い

の

で

本

仏

・

迹

仏

の

概

念

が

具

わ

っ

て

い

な

い

と

言

う

の

で

あ

る

。

ま

た

、

因

果

説

に

つ

い

て

、
『

法

華

統

略

』

巻

上

の

末

、

方

便

品

の

釈

で

次

の

よ

う

に

言

う

㉔

。

次

別

破

江

南

二

師

釋

此

文

。

光

宅

云

。

一

乘

之

因

。

無

復

三

乘

。

故

言

常

寂

。

其

人

所

以

作

此

釋

者

。

謂

初

分

經

。

正

明

於

因

。

未

辨

果

故

也

。

今

明

雖

是

一

句

之

經

。

實

為

大

事

。

所

以

然

者

。

因

果

斯

經

大

宗

。

又

為

衆

義

根

本

。

宜

審

詳

定

。

今

所

以

者

。

正

是

二

果

相

對

。

明

昔

小

果

滅

非

真

滅

。

今

大

果

滅

是

真

滅

。

即

昔

小

涅

槃

。

非

真

涅

槃

。

今

大

涅

槃

。

是

真

涅

槃

。

昔

小

涅

槃

非

真

涅

槃

。

謂

開

方

便

門

。

今

大

涅

槃

是

真

涅

槃

。

謂

顯

真

實

義

。

所

以

就

果

論

權

實

者

。

以

此

經

正

用

果

為

宗

。

又

法

華

教

起

正

判

三

果

權

實

故

也

。

（

次

に

別

し

て

江

南

の

二

師

の

此

の

文

を

釈

す

る

を

破

す

。

光

宅

云

わ

く

、
「

一

乗

の

因

に

復

た

三

乗

無

し

。

故

に

常

寂

と

云

う

」

と

。

其

の

人

、

此

の

釈

を

作

す

所

以

は

、

初

分

の

経

は

正

し

く

因

を

明

か

し

、

未

だ

果

を

辨

ぜ

ず

と

謂

う

が

故

な

り

。

今

明

さ

く

、

是

れ

一

句

の

経

な

り

と

雖

も

、

実

に

大

事

と

為

す

。

然

る

所

以

は

、

因

果

は

是

れ

斯

の

経

の

大

宗

な

り

。

又

、

衆

義

の

根

本

と

為

す

。

宜

し

く

審

詳

し

て

定

む

べ

し

。

今

、

謂

う

所

は

、

正

し

く

是

れ

二

果

相

対

し

て

、

昔

の

小

果

の

滅

は

真

の

滅

に

非

ず

、

今

の
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大

果

の

滅

は

是

れ

真

の

滅

な

り

と

明

か

す

。

即

ち

昔

の

小

涅

槃

は

真

の

涅

槃

に

非

ず

、

今

の

大

涅

槃

は

是

れ

真

の

涅

槃

な

り

。

昔

の

小

涅

槃

、

真

の

涅

槃

に

非

ざ

る

は

、

方

便

門

を

開

く

を

謂

う

。

今

の

大

涅

槃

、

是

れ

真

の

涅

槃

な

る

は

、

真

実

の

義

を

顕

わ

す

を

謂

う

。

果

に

就

い

て

権

実

を

論

ず

る

所

以

は

、

斯

の

経

は

正

し

く

果

を

用

て

宗

と

為

す

を

以

て

な

り

。

又

、

法

華

の

教

起

こ

る

は

、

正

し

く

三

果

の

権

実

を

判

ず

る

が

故

な

り

。
）

法

雲

は

一

乗

の

因

に

三

乗

は

な

く

、

そ

れ

ゆ

え

「

常

寂

」

と

い

う

と

す

る

が

、

こ

の

説

は

一

因

一

果

を

い

う

の

だ

が

、

法

雲

は

経

の

前

半

の

開

三

顯

一

を

因

と

の

み

捉

え

て

い

て

、

果

に

つ

い

て

考

慮

し

て

い

な

い

、

す

な

わ

ち

、

法

雲

は

二

果

相

対

を

説

い

て

い

な

い

と

し

て

、

法

雲

の

因

果

説

を

批

判

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

ウ

、

そ

の

他

の

批

判

『

法

華

玄

論

』

巻

二

の

薬

草

喩

品

の

釈

で

、

問

。

藥

草

喩

品

云

究

竟

涅

槃

常

寂

滅

相

終

歸

於

空

。

豈

非

終

入

無

餘

捨

無

常

身

智

耶

。

評

曰

。

光

宅

此

言

不

識

文

意

也

。

若

云

此

經

明

涅

槃

空

即

是

滅

身

智

者

。

涅

槃

云

大

涅

槃

空

可

得

然

耶

。

又

若

身

智

終

無

常

者

與

二

乘

竟

復

何

異

耶

。

今

明

藥

草

品

分

明

有

二

究

竟

凡

擧

兩

果

。

一

者

初

文

云

究

竟

至

於

一

切

種

智

。

此

擧

智

果

究

竟

。

顯

二

乘

人

智

不

究

竟

也

。

二

者

云

究

竟

涅

槃

常

寂

滅

相

。

終

歸

於

空

。

此

擧

斷

究

竟

。

顯

二

乘

人

斷

不

究

竟

。

（

問

う

、

薬

草

喩

品

に

云

く

、
「

究

竟

の

涅

槃

は

常

に

寂

滅

の

相

な

り

。

終

に

空

に

帰

す

」

と

。

豈

に

終

に

無

余

に

入

っ

て

無

常

の

身

智

を

捨

つ

る

に

非

ず

や

。

評

し

て

曰

く

、

光

宅

の

此

の

言

は

文

意

を

識

ら

ざ

る

な

り

。

若

し

此

の

経

に

涅

槃

の

空

を

明

か

す

は

、

即

ち

是

れ

身

智

を

滅

す

と

云

わ

ば

、
『

涅

槃

』

に

「

大

涅

槃

は

空

な

り

」

と

云

う

も

然

る

こ

と

を

得

べ

け

ん

や

。

又

、

若

し

身

智

終

に

無

常

な

ら

ば

、

二

乗

と

竟

に

復

た

何

ぞ

異

な

ら

ん

や

。

今

、

薬

草

品

を

明

か

す

に

、

分

明

に

二

の

究

竟

有

り

。

凡

そ

両

果

を

挙

ぐ

れ

ば

、

一

に

は

初

の

文

に

云

く

、

「

究

竟

し

て

一

切

種

智

に

至

る

」

と

。

此

れ

は

智

果

の

究

竟

を

挙

げ

て

、

二

乗

人

の

智

は

究

竟

な

ら

ざ

る

こ

と

を

顕

わ

す

。

二

に

は

云

く

、
「

究

竟

涅

槃

は

常

に

寂

滅

の

相

な

り

。

終

に

空

に

帰

す

」

と

。

此

れ

は

断

の

究

竟

を

挙

げ

、

二

乗

人

の

断

は

究

竟

な

ら

ざ

る

こ

と

を

顕

わ

す

。
）
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と

い

う

㉕

。

薬

草

喩

品

の

経

文

に

対

し

て

「

終

に

無

余

に

入

っ

て

無

常

の

身

智

を

捨

つ

」

と

い

う

の

が

法

雲

の

解

釈

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

に

対

し

て

、

身

体

と

智

慧

と

が

無

常

で

空

に

帰

す

な

ら

ば

、

二

乘

の

灰

身

滅

智

と

変

わ

ら

な

い

わ

け

で

、

そ

れ

で

「

文

意

を

識

ら

ざ

る

な

り

」

と

批

判

し

て

、

薬

草

喩

品

は

智

と

断

の

二

果

の

究

竟

を

明

か

し

て

い

る

と

す

る

の

で

あ

る

。

ま

た

、

三

車

四

車

に

関

わ

る

批

判

も

あ

る

。

法

雲

は

四

車

家

の

立

場

で

あ

る

が

、

吉

蔵

は

三

車

家

の

立

場

で

あ

る

こ

と

は

周

知

の

こ

と

で

あ

る

が

、

四

車

家

の

立

場

で

は

三

車

中

の

牛

車

と

大

白

牛

車

と

は

別

物

と

さ

れ

て

い

る

。

し

た

が

っ

て

菩

薩

乗

の

中

に

淘

汰

さ

れ

る

菩

薩

乗

と

仏

乗

と

等

し

い

と

さ

れ

る

菩

薩

乗

の

二

種

が

あ

る

こ

と

に

な

る

が

、

法

雲

は

三

乗

中

の

菩

薩

乗

を

偏

行

六

度

の

菩

薩

と

し

、

こ

れ

を

方

便

と

し

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

に

対

し

吉

蔵

は

こ

の

方

便

と

し

て

の

偏

行

六

度

の

菩

薩

を

認

め

な

い

。

こ

の

こ

と

を

前

提

と

し

て

、
『

法

華

玄

論

』

巻

四

で

、

如

父

手

中

唯

有

一

菓

欲

引

諸

子

説

一

菓

爲

三

菓

。

考

實

而

論

唯

有

一

菓

無

二

菓

。

是

故

二

文

無

相

違

也

。

以

三

二

既

明

會

義

可

領

。

晩

見

法

華

論

。

釋

十

方

佛

土

中

尚

無

二

乘

何

況

有

三

。

與

今

意

同

。

論

云

此

是

遮

義

。

是

遮

者

明

無

二

乘

涅

槃

。

唯

佛

究

竟

無

上

菩

提

。

有

大

涅

槃

耳

。

此

但

明

無

有

二

乘

唯

有

佛

乘

。

不

言

無

偏

行

六

度

菩

薩

乘

。

故

光

宅

失

旨

也

。

（

父

の

手

中

に

唯

だ

一

菓

の

み

有

り

。

諸

子

を

引

か

ん

と

欲

し

て

一

菓

を

説

い

て

三

菓

と

為

す

が

如

し

。

実

を

考

え

て

論

ず

れ

ば

、

唯

だ

一

菓

の

み

有

り

て

二

菓

無

し

。

是

の

故

に

二

文

は

相

違

す

る

こ

と

無

き

な

り

。

三

と

二

と

既

に

明

か

せ

る

を

以

て

会

の

義

は

領

す

べ

し

。

晩

に

『

法

華

論

』

を

見

る

に

、
「

十

方

の

仏

土

中

に

尚

お

二

乗

す

ら

無

し

。

何

ぞ

況

ん

や

三

有

ら

ん

や

」

を

釈

す

る

こ

と

、

今

の

意

と

同

じ

。
『

論

』

に

云

く

、
「

此

れ

は

是

れ

遮

の

義

な

り

。

是

の

遮

と

は

二

乗

の

涅

槃

無

く

、

唯

だ

仏

の

み

無

上

菩

提

を

究

竟

し

て

、

大

涅

槃

の

み

有

る

こ

と

を

明

か

す

」

と

。

此

れ

は

但

だ

二

乘

有

る

こ

と

無

し

、

唯

だ

仏

乗

の

み

有

り

と

明

か

し

て

、

偏

行

六

度

の

菩

薩

乗

無

し

と

は

言

わ

ず

。

故

に

光

宅

は

旨

を

失

す

る

な

り

。
）

㉖

と

い

う

。

こ

こ

で

は

吉

蔵

は

『

法

華

論

』

を

用

い

て

、

唯

だ

二

乘

が

存

在

し

な

い

こ

と

だ

け

が

言

わ

れ

て

い

て

三

乗

に

つ

い

て

は

言

及

が

な

い

、
だ

か

ら

世

親

に

よ

っ

て

偏

行

菩

薩

の

存

在

は

考

慮

さ

れ

て

い

な

い

、

し

た

が

っ

て

そ

の

存

在

は

否

定

さ

れ

る

、

と

述

べ

て

い

る

よ

う

で

あ

る

。

か

な

り

無

理

の

あ

る

解

釈

で

あ
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る

。

同

様

の

記

述

が

『

法

華

義

疏

』

に

も

見

え

る

。

同

書

巻

三

に

次

の

よ

う

に

あ

る

㉗

。

佛

以

方

便

力

示

以

三

乘

教

。

下

文

云

菩

薩

聞

是

法

疑

網

皆

已

除

。

今

何

故

唯

二

乘

生

疑

不

明

菩

薩

疑

。

答

以

此

文

責

光

宅

。

既

明

別

有

偏

行

六

度

菩

薩

。

足

二

乘

爲

三

者

。

何

故

不

明

菩

薩

疑

耶

。

若

言

略

故

不

説

者

。

菩

薩

正

爲

偏

執

之

大

。

何

故

略

大

而

存

小

耶

。

又

下

三

周

中

皆

明

三

根

聲

聞

得

悟

。

不

明

菩

薩

受

解

。

以

此

推

之

。

知

無

偏

行

六

度

之

人

也

。

（

佛

、

方

便

力

を

以

て

示

す

に

三

乗

の

教

を

以

て

す

。

下

の

文

に

も

菩

薩

是

の

法

を

聞

き

て

疑

網

皆

已

に

除

く

と

云

う

。

今

何

が

故

に

唯

だ

二

乗

の

み

疑

を

生

ず

と

い

い

て

、

菩

薩

の

疑

を

明

さ

ざ

る

や

。

答

う

、

此

の

文

を

以

て

光

宅

を

責

む

。

既

に

別

に

偏

行

六

度

の

菩

薩

あ

り

と

明

か

し

、

二

乗

に

足

し

て

三

と

な

さ

ば

、

何

が

故

に

菩

薩

の

疑

を

明

さ

ざ

る

や

。

若

し

略

す

る

が

故

に

説

か

ず

と

言

わ

ば

、

菩

薩

は

正

し

く

偏

執

の

大

た

り

。

何

が

故

に

大

を

略

し

て

小

を

存

す

る

や

。

又

、

下

の

三

周

の

中

に

皆

三

根

の

声

聞

の

得

悟

を

明

か

し

、

菩

薩

の

受

解

を

明

さ

ず

。

此

れ

を

以

て

之

を

推

す

に

、

偏

行

六

度

の

人

な

き

こ

と

を

知

る

な

り

。
）

こ

こ

で

は

、

経

文

が

二

乘

の

み

疑

い

を

懐

い

た

の

に

、

菩

薩

に

つ

い

て

は

言

わ

れ

て

い

な

い

。

経

が

省

略

し

た

わ

け

で

は

な

い

。

し

た

が

っ

て

偏

行

六

度

の

菩

薩

は

存

在

し

な

い

こ

と

が

分

か

る

、

と

い

い

、

法

雲

の

説

を

批

判

し

て

い

る

。

そ

の

他

に

、

吉

蔵

は

経

の

、

特

に

迹

門

の

範

囲

で

詳

細

な

点

を

挙

げ

て

批

判

し

て

い

る

の

が

見

ら

れ

る

。

た

と

え

ば

、
『

法

華

義

疏

』

の

序

品

の

釈

で

、

奇

瑞

の

数

や

光

瑞

の

意

義

の

解

釈

な

ど

で

あ

る

が

㉘

、

煩

瑣

に

過

ぎ

る

の

で

そ

の

一

々

は

記

さ

な

い

。

三

小

結

こ

れ

ま

で

、

吉

蔵

の

『

法

華

』

疏

中

の

光

宅

寺

法

雲

の

引

用

に

つ

い

て

検

討

し

て

き

た

が

、

そ

の

結

果

は

次

の

よ

う

に

ま

と

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

吉

蔵

の

『

法

華

玄

論

』
『

法

華

義

疏

』
『

法

華

統

略

』
『

法

華

遊

意

』

中

に

は

法

雲

の

名

を

明

記

し

て

の
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引

用

が

多

く

あ

る

が

、

そ

れ

ら

を

検

討

し

て

み

る

と

、

名

を

出

し

て

の

引

用

は

、

卑

行

の

批

判

の

対

象

と

し

て

出

し

て

い

る

こ

と

が

数

字

の

上

か

ら

確

認

で

き

た

。

し

か

し

、
『

法

華

玄

論

』

中

で

は

「

光

宅

法

師

云

く

」

と

し

て

名

を

出

し

て

批

判

し

て

い

る

の

に

、
『

法

華

遊

意

』

中

で

は

そ

の

同

じ

説

を

「

有

人

言

わ

く

」

と

し

て

名

を

出

し

て

い

な

い

と

い

う

こ

と

が

あ

り

、

一

概

に

決

定

で

き

な

い

と

こ

ろ

も

見

ら

れ

た

。

ま

た

、

批

判

の

為

の

引

用

で

な

い

場

合

は

、

異

説

を

列

挙

し

て

博

引

旁

証

化

す

る

効

果

も

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

法

雲

説

に

対

す

る

批

判

は

、

経

の

迹

門

部

分

に

集

中

し

て

い

る

が

、

そ

の

主

な

内

容

は

、

法

雲

の

経

に

対

す

る

因

果

説

と

、

仏

身

無

常

説

と

い

え

る

。

こ

れ

は

吉

蔵

の

法

雲

批

判

が

『

法

華

経

』

に

仏

性

と

仏

身

常

住

が

『

涅

槃

経

』

と

同

様

に

説

か

れ

て

い

る

こ

と

を

主

張

す

る

た

め

で

あ

っ

た

と

す

る

先

学

の

意

見

を

裏

付

け

る

も

の

で

あ

る

が

、

吉

蔵

が

目

指

し

た

の

は

、
『

法

華

経

』

と

『

涅

槃

経

』

の

優

劣

を

解

消

し

、

彼

の

大

乗

経

典

に

対

す

る

経

典

観

で

あ

る

「

顕

道

無

異

」

を

立

証

し

よ

う

と

し

た

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

る

。註

①

著

作

成

立

の

順

に

つ

い

て

は

、

横

超

慧

日

博

士

は

国

訳

『

法

華

義

疏

』

の

解

題

中

に

『

法

華

玄

論

』
『

法

華

義

疏

』

『

法

華

遊

意

』
『

法

華

論

疏

』
『

法

華

統

略

』

の

順

と

さ

れ

た

が

（
「

法

華

義

疏

解

題

」
『

国

訳

一

切

經

』

和

漢

撰

述

部

、

経

疏

部

三

、

五

～

七

頁

）
、

近

年

、

菅

野

博

史

博

士

は

、

後

二

者

の

『

法

華

統

略

』

と

『

法

華

論

疏

』

の

順

を

逆

に

す

る

見

解

を

出

さ

れ

た

（

菅

野

博

史

「

吉

蔵

撰

『

法

華

統

略

』

と

『

法

華

論

疏

』

と

の

撰

述

順

序

に

つ

い

て

」

『

印

度

学

仏

教

学

研

究

』

第

二

十

八

巻

第

一

号

、

一

九

七

九

年

一

二

月

）
。

②

横

超

慧

日

「

法

華

教

学

に

お

け

る

仏

身

無

常

説

」
（
『

法

華

思

想

の

研

究

』

二

三

一

～

二

五

六

頁

、

平

楽

寺

書

店

、

一

九

七

五

年

）

③

平

井

俊

栄

「

法

華

玄

論

と

法

華

義

記

」
『

法

華

玄

論

の

註

釈

的

研

究

』

第

二

章

、

三

一

～

六

八

頁

、

春

秋

社

、

一

九

八

七

年

）

④

藤

井

教

公

「

天

台

と

三

論

の

交

流

―

潅

頂

の

『

法

華

玄

義

』

修

治

と

吉

蔵

『

法

華

玄

論

』

を

め

ぐ

っ

て

―

」
（

鎌

田
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茂

雄

博

士

還

暦

記

念

論

文

集

『

中

国

の

仏

教

と

文

化

』

一

四

一

～

一

六

五

頁

、

大

蔵

出

版

、

一

九

八

八

年

一

二

月

）

を

参

照

。

⑤

『

法

華

玄

論

』

で

は

「

第

五

光

宅

法

師

受

學

印

公

之

經

而

不

用

印

公

之

釋

。

云

此

經

以

一

乘

因

果

爲

宗

故

經

有

兩

段

。

初

開

三

顯

一

以

明

因

。

後

開

近

顯

遠

以

辨

果

也

」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

三

八

〇

頁

ａ

）

と

あ

り

、

こ

の

同

じ

説

が

『

法

華

遊

意

』

で

は

「

有

人

言

。

此

經

具

以

一

乘

因

果

爲

宗

。

故

初

分

明

一

乘

之

因

。

後

章

明

一

乘

之

果

。

借

蓮

花

爲

喩

者

。

此

花

不

有

而

已

。

有

即

花

實

倶

含

。

此

經

不

説

而

已

。

説

即

有

因

果

雙

辨

也

」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

六

三

七

頁

ａ

）

と

し

て

、
「

有

人

」

の

説

と

な

っ

て

い

る

。

ま

た

『

法

華

義

疏

』

中

に

も

「

有

人

言

」

と

し

て

光

宅

寺

法

雲

の

説

を

出

し

て

批

判

し

て

い

る

場

合

が

幾

度

か

あ

る

。

た

と

え

ば

、
『

法

華

義

疏

』

巻

五

に

「

答

有

人

言

。

具

約

智

斷

優

劣

。

聲

聞

但

斷

正

使

。

縁

覺

斷

小

習

。

菩

薩

結

習

倶

傾

。

今

謂

中

乘

斷

習

經

論

無

文

。

但

取

智

有

優

劣

譬

三

車

不

同

耳

」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

五

二

六

頁

ａ

）

と

あ

る

が

、

こ

れ

は

光

宅

法

雲

の

『

法

華

義

記

』

巻

四

に

「

所

以

有

此

羊

鹿

牛

車

三

種

優

劣

者

。

聲

聞

止

斷

正

使

別

相

枝

條

。

能

荷

負

最

劣

取

譬

羊

車

。

縁

覺

侵

斷

小

習

知

見

少

廣

取

譬

鹿

車

。

菩

薩

斷

習

淨

盡

知

見

圓

明

運

用

最

勝

取

譬

牛

車

。

負

重

致

遠

横

語

知

見

。

有

勝

負

之

殊

。

是

故

有

三

優

劣

」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

三

、

六

二

〇

頁

ｂ

～

ｃ

）

と

あ

る

説

の

取

意

で

あ

る

。

⑥

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

三

六

三

頁

ｃ

⑦

『

法

華

玄

論

』

巻

二

で

、

経

の

宗

旨

に

つ

い

て

十

三

家

を

挙

げ

る

中

、

第

二

の

龍

師

の

説

に

つ

い

て

、
「

評

曰

。

光

宅

受

經

於

印

印

禀

承

於

龍

。

龍

爲

法

華

之

匠

。

然

此

釋

以

文

義

兩

推

實

符

會

經

致

」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

三

七

九

頁

ｃ

）

と

い

い

、

慧

龍

は

光

宅

の

法

華

の

師

で

あ

る

と

記

し

て

い

る

。

ま

た

同

じ

箇

所

で

、

第

五

に

光

宅

の

説

を

挙

げ

る

際

に

、
「

第

五

光

宅

法

師

受

學

印

公

之

經

而

不

用

印

公

之

釋

。
」
（

同

前

書

、

三

八

〇

頁

ａ

）

な

ど

と

い

う

。

⑧

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

四

三

〇

頁

ｂ

⑨

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

四

五

四

頁

ｂ

⑩

残

り

５

例

は

、
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

四

六

四

頁

ｃ

、

四

六

七

頁

ｃ

、

四

六

九

頁

ｂ

、

四

七

〇

頁

ａ

、

五

六

九

頁

ｃ

の

五

箇

所

。

⑪

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

五

三

九

頁

ｂ

⑫

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

三

七

二

頁

ａ
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⑬

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

三

八

〇

頁

ｃ

⑭

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

三

七

六

頁

ｃ

⑮

『

法

華

論

疏

』

巻

上

に

「

余

講

斯

經

文

疏

三

種

。

一

用

關

河

叡

朗

舊

宗

。

二

依

龍

樹

提

婆

通

經

大

意

。

三

採

此

論

綱

領

以

釋

法

華

」
（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

、

七

八

五

頁

ｂ

）

と

あ

る

。

⑯

平

井

俊

栄

『

法

華

玄

論

の

註

釈

的

研

究

』

三

四

頁

。

⑰

『

新

纂

大

日

本

続

蔵

経

』

巻

二

十

七

、

四

八

二

頁

ａ

⑱

法

雲

の

『

法

華

義

記

』

巻

一

に

「

就

此

經

所

明

長

壽

之

義

。

但

昔

七

百

阿

僧

祇

爲

短

今

復

倍

稱

位

長

。

然

今

者

更

無

別

長

只

續

昔

七

百

阿

僧

祇

爲

長

。

如

柱

長

五

丈

埋

藏

二

丈

。

唯

出

三

丈

。

覩

三

丈

爲

短

又

出

二

丈

則

有

長

義

。

但

無

別

有

長

正

以

今

二

丈

續

昔

三

丈

有

五

丈

之

用

也

。

壽

命

亦

爾

。

昔

七

百

爲

短

今

復

倍

爲

長

但

無

別

長

續

短

成

長

。

無

異

三

丈

是

短

是

麁

今

日

復

倍

是

長

是

妙

也

。

此

是

無

別

長

義

」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

三

、

七

三

頁

ｃ

～

五

七

四

頁

）

と

あ

る

。

a

⑲

『

新

纂

大

日

本

続

蔵

経

』

巻

二

十

七

、

五

〇

三

頁

ｂ

⑳

『

新

纂

大

日

本

続

蔵

経

』

巻

二

十

七

、

五

〇

七

頁

ａ

㉑

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

三

、

五

七

四

頁

ｂ

㉒

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

三

八

〇

頁

ａ

㉓

平

井

俊

栄

『

法

華

玄

論

の

註

釈

的

研

究

』

四

四

頁

。

㉔

『

新

纂

大

日

本

続

蔵

経

』

巻

二

十

七

、

四

七

〇

頁

ｂ

㉕

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

三

七

七

頁

ａ

～

ｂ

㉖

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

三

八

九

頁

ａ

㉗

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

四

九

〇

頁

ｃ

㉘

奇

瑞

の

数

に

つ

い

て

は

「

問

瑞

有

幾

種

。

答

光

宅

云

。

前

現

六

瑞

於

此

土

。

次

現

六

瑞

於

他

方

。

合

十

二

瑞

也

。

現

六

瑞

於

此

土

者

。

一

説

法

。

二

入

定

。

三

雨

華

。

四

動

地

。

五

衆

歡

喜

。

六

放

光

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

三

十

四

、

四

六

九

頁

ｂ

）

と

し

て

光

宅

の

説

を

出

し

、

以

下

に

一

々

検

討

を

加

え

て

批

判

し

て

い

る

。
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第

二

節

天

台

智

顗

よ

り

見

た

三

論

一

、

は

じ

め

に

天

台

と

三

論

の

同

異

と

い

う

大

き

な

テ

ー

マ

を

考

え

る

上

で

、

本

節

は

天

台

智

顗

の

文

献

中

に

見

え

る

三

論

に

対

す

る

言

及

を

取

り

上

げ

て

検

討

し

、

智

顗

の

三

論

に

対

す

る

態

度

に

つ

い

て

考

え

た

い

。

そ

れ

は

す

で

に

指

摘

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

、

三

論

の

文

献

中

、

特

に

吉

蔵

の

著

作

中

に

は

天

台

に

つ

い

て

言

及

す

る

こ

と

が

極

め

て

少

な

い

か

ら

で

あ

る

①

。

逆

に

智

顗

の

著

作

と

さ

れ

て

い

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

智

顗

晩

年

の

も

の

と

さ

れ

る

著

作

で

、

現

存

の

『

四

教

義

』
『

三

観

義

』
『

維

摩

経

玄

疏

』
『

維

摩

経

文

疏

』

な

ど

に

は

、

吉

蔵

以

前

の

三

論

に

つ

い

て

の

言

及

が

あ

る

。

こ

れ

ら

の

中

に

見

ら

れ

る

三

論

へ

の

言

及

に

つ

い

て

は

、

す

で

に

先

行

研

究

と

し

て

大

野

栄

人

氏

の

業

績

が

あ

り

②

、

そ

の

論

文

中

に

、

お

お

よ

そ

の

検

討

が

さ

れ

て

い

る

。

本

稿

で

は

、

そ

の

大

野

論

文

の

成

果

を

踏

ま

え

、

天

台

の

三

論

に

対

す

る

言

及

を

補

遺

的

に

取

り

上

げ

て

検

討

し

た

い

。

二

、
『

維

摩

経

文

疏

』

に

み

え

る

言

及

『

維

摩

経

文

疏

』

は

智

顗

が

最

晩

年

に

晋

王

廣

に

献

上

し

た

維

摩

経

疏

の

一

部

を

な

す

も

の

で

あ

る

。

佐

藤

哲

英

氏

の

研

究

に

よ

れ

ば

、

晋

王

廣

へ

の

維

摩

経

疏

の

献

上

は

三

回

に

わ

た

り

、

智

顗

寂

後

の

三

回

目

に

『

維

摩

経

玄

疏

』

六

巻

、
『

維

摩

経

文

疏

』

二

十

五

巻

が

献

上

さ

れ

た

と

す

る

。

ま

た

『

維

摩

経

文

疏

』

二

十

八

巻

は

、

門

人

潅

頂

が

後

に

補

遺

を

加

え

た

も

の

で

あ

る

と

い

う

③

。
『

維

摩

経

文

疏

』

中

の

三

論

に

つ

い

て

の

言

及

部

分

は

、

管

見

の

及

ぶ

限

り

で

は

六

例

あ

る

。

大

野

博

士

の

取

り

上

げ

ら

れ

て

い

な

い

四

例

を

以

下

に

列

挙

す

る

。

ア

、

此

是

四

明

空

中

聲

勸

捨

女

也

。

空

中

聲

者

關

河

舊

解

云

。

是

化

魔

菩

薩

因

機

助

化

。

汝

向

欲

施

持

世

。

今

淨

名

索

何

得

不

與

與

之

。

不

違

本

心

。

乃

得

去

耳

。

或

是

淨

名

空

中

作

聲

。

為

調

伏

魔

。

或
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釋

迦

法

身

毗

盧

遮

那

之

聲

。

如

普

賢

經

所

明

也

。

④

『

維

摩

経

』

菩

薩

品

の

「

即

聞

空

中

聲

曰

。

波

旬

。

以

女

與

之

乃

可

得

去

」

⑤

の

文

に

対

す

る

解

釈

部

分

で

あ

る

。

こ

こ

で

は

「

関

河

旧

解

」

と

あ

る

。

平

井

俊

栄

氏

の

研

究

に

よ

れ

ば

、
「

関

河

旧

説

」

と

は

、

関

中

長

安

の

僧

叡

と

河

西

道

朗

の

説

を

指

し

、

関

内

、

関

中

と

称

す

る

場

合

は

、

長

安

の

羅

什

と

そ

の

門

下

を

指

す

と

さ

れ

る

の

で

⑥

、

こ

こ

で

も

僧

叡

と

河

西

道

朗

の

説

を

指

す

の

で

あ

ろ

う

。

イ

、

此

是

第

二

述

不

堪

之

由

。

由

於

父

舍

設

大

施

會

。

供

養

一

切

。

期

滿

日

不

知

法

施

之

會

也

。

所

言

父

舍

者

。

是

善

得

父

祖

。

相

乘

舊

所

居

住

之

處

。

故

言

父

舍

也

。

設

大

施

會

者

。

關

河

舊

解

云

。

其

家

父

祖

邪

見

。

世

代

恒

修

邪

祠

祭

祀

神

祇

。

下

祠

用

羊

。

中

祠

宰

牛

。

上

祠

用

人

。

善

得

既

是

菩

薩

。

教

化

其

父

回

邪

入

正

。

絕

此

邪

祠

。

勸

修

正

道

。

行

真

檀

施

。

其

家

大

富

。

四

事

豐

有

。

故

營

斯

大

會

。

供

養

一

切

出

家

在

家

內

道

外

道

及

諸

貧

賤

。

來

者

無

隔

。

供

給

所

須

。

期

滿

七

日

也

。

⑦

こ

の

文

は

、

維

摩

経

の

菩

薩

品

の

「

所

以

者

何

。

憶

念

我

昔

自

於

父

舍

設

大

施

會

。

供

養

一

切

沙

門

婆

羅

門

及

諸

外

道

貧

窮

下

賤

孤

獨

乞

人

。

期

滿

七

日

」

⑧

に

対

す

る

解

釈

部

分

で

、
「

関

河

旧

解

」

と

し

て

長

者

子

善

得

が

設

け

た

大

施

会

に

つ

い

て

の

解

説

を

出

し

て

い

る

。

僧

叡

、

河

西

道

朗

ら

の

解

釈

と

い

う

こ

と

に

な

る

が

、

か

な

り

具

体

的

に

大

施

会

に

つ

い

て

記

し

て

い

る

。
『

注

維

摩

』

に

羅

什

の

解

釈

と

し

て

「

什

曰

。

大

施

會

有

二

種

。

一

不

用

禮

法

但

廣

布

施

。

二

用

外

道

經

書

種

種

禮

法

祭

祀

兼

行

大

施

。

今

善

徳

禮

法

施

也

。
」

⑨

と

あ

る

が

、

例

文

の

解

釈

ほ

ど

詳

細

で

は

な

い

。

智

顗

在

世

当

時

、

僧

叡

あ

る

い

は

道

朗

な

ど

の

経

の

講

説

録

な

ど

が

存

在

し

て

い

た

可

能

性

を

伺

わ

せ

る

。

ウ

、

明

室

有

天

女

現

身

者

。

關

河

解

云

。

此

是

淨

名

宅

神

守

護

方

丈

。

聞

法

歡

喜

現

身

供

養

也

。

今

解

此

是

大

慈

法

身

。

影

響

淨

名

。

共

弘

大

道

。

本

地

與

淨

名

同

。

⑩

こ

の

文

は

、

維

摩

経

の

観

衆

生

品

の

「

時

維

摩

詰

室

有

一

天

女

。

見

諸

大

人

聞

所

説

方

便

現

其

身

。
」

⑪

部

分

に

対

す

る

解

釈

の

一

部

分

で

あ

る

。
「

関

河

解

云

」

と

し

て

、

天

女

は

維

摩

の

家

の

守

護

神

と

い

う

解

釈

を

示

し

て

い

る

。

そ

れ

に

対

し

て

「

今

解

」

と

し

て

、

天

女

は

大

慈

法

身

で

あ

り

、

本

地

は

維

摩

と

同

じ

だ

と

い

う

解

釈

を

示

し

て

い

る

。

こ

の

解

釈

は

『

注

維

摩

』

中

の

「

肇

曰

。

天

女

即

法

身

大

士

也

。

常

與

淨

名

共

弘

大

乘

不

思

議

道

。
」

⑫

と

ほ

ぼ

同

じ

で

あ

る

。

智

顗

は

僧

肇

の

解

釈

に

依

っ

て

い

る

と

考
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え

ら

れ

る

。

と

こ

ろ

が

、
「

関

河

解

」

と

は

僧

叡

、

道

朗

を

指

す

と

い

う

こ

と

で

あ

る

か

ら

、

同

じ

羅

什

門

下

で

も

僧

叡

と

僧

肇

と

で

は

解

釈

が

異

な

っ

て

い

た

の

で

あ

ろ

う

か

。

エ

、

正

為

入

假

分

別

。

故

約

法

門

明

於

眷

屬

也

。

若

關

河

舊

解

。

外

國

無

父

母

宗

親

眷

屬

。

非

為

貴

人

。

今

約

此

解

仍

為

理

釋

。

言

無

眷

屬

是

賤

人

者

。

即

是

二

乘

見

偏

真

灰

斷

。

無

智

度

母

善

權

父

萬

行

功

德

眷

屬

也

。

故

法

華

經

以

窮

子

譬

也

。

若

是

大

乘

法

身

。

眷

屬

臣

佐

吏

民

倉

庫

衆

多

為

譬

也

。

淨

名

具

此

。

即

是

佛

法

貴

人

。

故

以

偈

答

言

有

眷

屬

也

。

⑬

こ

の

文

は

経

の

仏

道

品

の

偈

「

智

度

菩

薩

母

方

便

以

爲

父

・

・

・

歌

詠

誦

法

言

以

此

爲

音

樂

」

⑭

に

対

す

る

解

釈

の

一

部

分

で

あ

る

。
「

関

河

旧

解

」

と

し

て

、

眷

屬

に

対

す

る

僧

叡

あ

る

い

は

河

西

道

朗

の

解

釈

を

紹

介

し

て

い

る

。

現

存

の

三

論

関

係

の

諸

注

釈

中

に

は

管

見

の

及

ぶ

限

り

で

は

同

様

の

解

釈

を

見

い

だ

せ

な

か

っ

た

。

智

顗

の

時

代

に

は

何

ら

か

の

講

説

書

あ

る

い

は

疏

な

ど

が

存

在

し

て

い

た

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

る

。

以

上

、
『

維

摩

経

文

疏

』

の

六

例

中

の

四

例

を

挙

げ

た

が

、

三

論

の

人

師

の

呼

称

は

、

こ

こ

で

は

ア

、

イ

、
「

関

河

旧

解

」
、

ウ

、
「

関

河

解

」
、

エ

、
「

関

河

旧

解

」

で

あ

る

。

平

井

俊

栄

氏

に

よ

る

吉

蔵

の

用

い

方

に

よ

れ

ば

、

ア

か

ら

エ

ま

で

は

僧

叡

、

河

西

道

朗

（

あ

る

い

は

そ

の

ど

ち

ら

か

）

を

指

す

こ

と

に

な

る

。
『

維

摩

経

文

疏

』

中

の

六

例

の

三

論

說

の

紹

介

で

特

徴

的

な

こ

と

は

、

時

代

的

に

は

羅

什

門

下

の

人

師

か

ら

摂

山

三

論

の

法

朗

ま

で

に

限

ら

れ

て

い

て

、

同

時

代

の

三

論

人

師

の

說

が

挙

げ

ら

れ

て

い

な

い

こ

と

で

あ

ろ

う

。

こ

れ

は

『

維

摩

経

文

疏

』

だ

け

で

は

な

く

、

智

顗

著

作

の

三

論

引

用

の

す

べ

て

に

つ

い

て

言

え

る

こ

と

で

あ

る

。

ま

た

、

三

論

說

の

引

用

の

、

特

に

イ

の

例

な

ど

の

内

容

か

ら

み

る

と

、

三

論

の

人

師

た

ち

の

経

の

講

説

録

の

よ

う

な

も

の

、

あ

る

い

は

、

疏

が

智

顗

在

世

当

時

存

在

し

て

い

た

の

で

は

な

い

か

と

推

測

さ

れ

る

。

三

、
『

維

摩

経

玄

疏

』
『

四

教

義

』
『

三

観

義

』

に

お

け

る

言

及

『

維

摩

経

玄

疏

』

と

『

四

教

義

』
、

そ

れ

に

『

三

観

義

』

は

、

い

ず

れ

も

智

顗

の

晩

年

の

著

作

で

あ

る

。

こ

の

三

書

中

に

お

け

る

三

論

へ

の

言

及

に

つ

い

て

は

、

す

で

に

大

野

論

文

に

お

い

て

検

討

さ

れ

て

い

る

の
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で

、

こ

こ

で

は

引

用

文

を

挙

げ

て

、

必

要

な

コ

メ

ン

ト

の

み

を

述

べ

よ

う

。

（

一

）
『

維

摩

経

玄

疏

』

オ

、

若

不

取

四

邊

之

定

相

即

是

無

相

三

昧

入

實

相

也

。

若

爾

豈

全

同

地

論

師

用

本

有

佛

性

如

闇

室

瓶

盆

。

亦

不

全

同

三

論

師

破

乳

中

酪

性

畢

竟

盡

淨

無

所

有

性

也

。

⑮

こ

の

文

例

中

の

三

論

師

は

僧

朗

・

僧

詮

・

法

朗

の

三

師

の

中

の

法

朗

で

は

な

い

か

と

さ

れ

て

い

る

。

な

お

、

こ

の

説

は

後

述

の

『

三

観

義

』

中

に

も

出

る

。

カ

、

次

此

下

明

四

教

所

詮

約

諸

教

立

義

。

其

尋

覽

者

則

知

與

諸

禪

師

及

三

論

師

破

義

及

立

義

意

不

同

也

。

⑯

こ

の

文

例

と

ほ

ぼ

同

内

容

が

後

出

の

『

四

教

義

』

中

に

み

え

る

。

キ

、

第

一

釋

不

思

議

解

脱

名

者

・

・

・
（

中

略

）

諸

法

師

解

釋

乃

多

。

今

略

出

七

家

不

同

。

一

者

什

法

師

云

。

不

思

議

解

脱

者

三

昧

神

通

之

名

也

。

二

生

法

師

解

云

。

不

思

議

解

脱

者

莫

測

之

用

也

。

三

肇

法

師

解

云

。

不

思

議

解

脱

者

幽

微

難

測

出

二

乘

之

境

名

不

思

議

。

塵

累

所

不

能

拘

名

爲

解

脱

也

。

四

關

内

舊

解

不

思

議

解

脱

云

。

六

地

斷

結

與

羅

漢

齊

功

。

七

地

侵

除

習

氣

。

八

地

習

氣

都

盡

道

觀

雙

流

名

不

思

議

。

正

習

倶

盡

名

爲

解

脱

也

。

近

代

南

土

諸

法

師

解

不

思

議

解

脱

。

終

傍

前

解

釋

雖

復

小

異

大

意

終

自

是

同

。

今

不

具

述

。

⑰

こ

こ

で

は

不

思

議

解

脱

の

釈

名

に

つ

い

て

、

羅

什

、

道

生

、

僧

肇

ら

の

說

を

挙

げ

、

続

い

て

「

関

内

旧

解

」

と

し

て

八

地

断

結

の

說

を

出

す

。

こ

の

関

内

旧

解

の

語

は

長

安

の

羅

什

門

下

の

旧

義

の

こ

と

を

指

す

と

す

る

か

ら

、

こ

の

説

は

羅

什

及

び

道

生

、

僧

肇

の

三

人

を

除

い

た

羅

什

門

下

の

人

師

の

說

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

ク

、

此

相

離

解

脱

即

是

不

思

議

解

脱

也

。

七

三

論

師

云

。

若

他

明

縛

脱

。

縛

是

自

縛

。

脱

是

自

脱

。

即

是

自

性

之

縛

脱

。

此

非

假

縛

脱

。

不

得

是

非

縛

非

脱

之

縛

脱

。

此

非

不

思

議

之

解

脱

也

。

⑱

こ

の

文

は

キ

、

と

同

じ

く

不

思

議

解

脱

の

解

釈

部

分

で

、

地

論

、

眞

諦

三

蔵

說

を

出

し

た

の

ち

に

第

七

番

目

に

「

三

論

師

云

く

」

と

し

て

縛

・

脱

の

解

釈

を

出

す

。

大

野

論

文

は

、

こ

の

三

論

師

は

具

体

的

に

法

朗

の

說

で

は

な

い

か

と

推

測

さ

れ

て

い

る

⑲

。

ケ

、

四

關

内

舊

解

不

思

議

解

脱

八

地

習

氣

都

盡

道

觀

雙

流

名

不

思

議

解

脱

者

。

亦

是

通

教

慧

行

行

行

意

也

。

⑳
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こ

の

文

は

先

の

キ

、

と

同

じ

内

容

の

說

を

「

関

内

旧

解

」

と

し

て

出

し

て

い

る

が

、

そ

の

説

を

通

教

の

慧

と

行

と

規

定

し

て

い

る

の

が

天

台

の

意

見

で

あ

る

。

コ

、

六

眞

諦

三

藏

意

同

地

論

別

教

。

七

三

論

師

釋

解

脱

。

雖

作

假

名

虚

玄

之

語

。

宗

旨

莫

知

所

趣

。

㉑

こ

こ

も

不

思

議

解

脱

の

解

釈

の

第

七

番

目

に

「

三

論

師

」

の

說

を

出

し

、
「

宗

旨

莫

知

所

趣

」

と

い

う

厳

し

い

批

判

を

述

べ

て

い

る

。

サ

、

三

明

不

定

教

者

。

亦

不

同

舊

解

別

有

遍

方

不

定

之

説

。

今

但

於

五

味

教

内

利

根

之

人

不

同

教

教

悉

皆

得

見

佛

性

。

故

有

滿

字

之

義

。

故

涅

槃

經

云

。

譬

如

有

人

置

毒

於

乳

乃

至

醍

醐

亦

能

殺

人

。

所

以

梁

武

流

支

攝

山

三

家

此

經

大

品

皆

是

滿

字

明

佛

性

辨

常

。

意

在

此

也

。

㉒

こ

こ

で

は

不

定

教

の

解

釈

で

、

摂

山

三

家

が

『

涅

槃

経

』

を

重

視

し

て

い

た

こ

と

を

紹

介

し

て

い

る

。

次

に

『

四

教

義

』

中

の

言

及

を

四

例

挙

げ

る

。

（

二

）
『

四

教

義

』

シ

、

經

教

者

。

問

曰

立

四

教

名

義

。

若

無

經

論

明

文

。

豈

可

承

用

。

答

曰

古

來

諸

師

講

説

。

何

必

盡

有

經

論

明

文

。

如

開

善

光

宅

五

時

明

義

。

莊

嚴

四

時

判

教

。

地

論

四

宗

五

宗

六

宗

。

攝

山

單

複

中

假

。

興

皇

四

假

並

無

明

文

。

皆

是

隨

情

所

立

助

揚

佛

化

。

㉓

摂

山

は

普

通

に

は

僧

朗

、

僧

詮

、

法

朗

の

三

師

を

い

う

が

、

こ

こ

で

は

法

朗

（

興

皇

）

は

別

に

出

し

て

い

る

の

で

、

僧

朗

、

僧

詮

の

二

人

を

指

す

こ

と

と

な

る

。

ス

、

前

明

三

觀

豎

破

諸

法

。

略

為

數

十

番

。

其

尋

覽

者

則

知

。

與

諸

禪

師

及

三

論

師

所

説

意

有

殊

也

。

㉔

こ

こ

で

は

諸

禅

師

と

三

論

師

と

で

は

教

判

に

お

い

て

立

教

意

義

の

開

廃

に

お

い

て

異

な

り

が

あ

る

こ

と

を

言

う

が

、

先

の

『

維

摩

経

玄

疏

』

の

カ

、

の

例

文

と

ほ

ぼ

同

文

で

あ

る

。

セ

、

三

明

用

四

悉

檀

起

別

教

四

門

者

。

不

生

生

不

可

説

。

以

四

悉

檀

因

縁

故

。

得

赴

縁

起

教

説

四

門

也

。

但

地

論

師

明

。

阿

梨

耶

識

是

如

來

藏

。

即

是

用

別

教

有

門

。

入

道

三

論

人

云

。

汝

是

不

見

真

空

亦

是

水

義

。

三

論

師

明

諸

法

畢

竟

無

所

有

。

㉕

こ

こ

に

「

三

論

人

」
「

三

論

師

」

と

あ

る

の

は

、

大

野

論

文

に

よ

れ

ば

、

前

者

は

羅

什

な

い

し

僧

叡

を

言

い

、

後

者

は

僧

朗

や

法

朗

を

指

す

と

す

る

㉖

。

ソ

、

若

方

便

。

即

墮

有

無

中

也

。

但

脱

諸

三

論

師

。

或

云

。

道

非

有

非

無

。

何

必

毘

曇

見

鄰

虚

細

色

有
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得

道

也

。

㉗

こ

こ

で

は

諸

三

論

師

の

四

念

處

の

内

の

法

念

處

に

つ

い

て

の

見

解

を

出

し

て

い

る

が

、

大

野

論

文

に

よ

れ

ば

僧

朗

が

そ

の

一

人

で

あ

る

と

す

る

㉘

。

以

上

、
『

四

教

義

』

中

の

三

論

に

対

す

る

言

及

を

挙

げ

た

が

、

三

論

の

呼

称

と

し

て

「

摂

山

」

と

「

興

皇

」
、
「

三

論

師

」
、
「

三

論

人

」

を

出

し

て

い

る

。

（

三

）
『

三

観

義

』

『

三

観

義

』

に

は

一

例

の

み

で

あ

る

。

そ

の

例

文

は

三

三

昧

の

無

相

三

昧

の

解

釈

で

、
『

維

摩

経

玄

疏

』

の

オ

、

の

例

文

と

ほ

ぼ

同

内

容

で

あ

る

。

タ

、

次

觀

無

相

三

昧

者

。

即

觀

無

生

實

相

。

非

有

相

。

不

如

暗

室

瓶

瓫

之

有

相

也

。

非

無

相

。

非

如

乳

內

無

酪

性

也

。

非

亦

有

亦

無

相

。

不

如

智

者

見

空

及

不

空

也

。

非

非

有

相

非

無

相

。

非

取

著

即

是

愚

癡

論

。

若

不

取

四

邊

之

定

相

。

即

是

無

相

三

昧

。

入

實

相

也

。

若

爾

。

豈

全

同

地

論

師

。

用

本

有

佛

性

如

闇

室

瓫

。

亦

不

全

同

三

論

師

。

破

乳

中

酪

性

。

畢

竟

清

淨

無

所

有

性

義

也

。

㉙

こ

こ

の

三

論

師

も

僧

朗

・

僧

詮

・

法

朗

の

三

師

を

指

す

が

、

す

で

に

見

た

よ

う

に

、

さ

ら

に

狭

め

て

法

朗

で

は

な

い

か

と

さ

れ

て

い

る

。

四

、

小

結

こ

れ

ま

で

、

智

顗

著

作

中

で

三

論

に

つ

い

て

言

及

さ

れ

て

い

る

部

分

を

抽

出

し

て

、

そ

れ

ら

を

検

討

し

て

き

た

。

智

顗

著

作

中

に

見

え

る

「

三

論

」
「

三

論

師

」
「

関

河

旧

解

」
「

摂

山

」

な

ど

の

呼

称

で

紹

介

さ

れ

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

智

顗

の

前

期

時

代

の

著

作

中

に

は

見

ら

れ

ず

、

ま

た

天

台

三

大

部

中

に

も

見

ら

れ

な

い

。

今

回

検

討

し

た

も

の

す

べ

て

が

智

顗

最

晩

年

の

維

摩

経

疏

の

一

部

を

な

す

も

の

で

あ

っ

た

。

こ

の

よ

う

な

引

用

状

況

か

ら

す

る

と

、

智

顗

に

よ

っ

て

三

論

が

批

判

の

対

象

と

し

て

明

瞭

に

意

識

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

は

、

智

顗

の

晩

年

に

な

っ

て

か

ら

の

こ

と

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

ま

た

、

引

用

の

内

容

を

見

る

と

、

引

用

は

吉

蔵

以

前

の

三

論

諸

師

に

限

ら

れ

て

お

り

、

批

判

の

対

象

と

し

て

挙

げ

ら

れ

て

い

る

も

の

が

多

い

。

ま

た

、
『

維

摩

経

』

の

経

文

解

釈

な

ど

の

場

合

に

は

、

紹

介

さ

れ
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た

解

釈

の

内

容

が

具

体

的

で

、

詳

細

な

も

の

が

あ

り

、

特

に

吉

蔵

以

前

の

三

論

師

た

ち

の

講

説

録

あ

る

い

は

疏

が

存

在

し

て

い

た

可

能

性

が

大

い

に

考

え

ら

れ

る

。

註

①

平

井

俊

栄

『

法

華

文

句

の

成

立

に

関

す

る

研

究

』

九

頁

。
（

春

秋

社

、

一

九

八

五

年

）

②

大

野

栄

人

「

天

台

文

献

に

み

ら

れ

る

吉

蔵

以

前

の

三

論

教

学

」

平

井

俊

栄

監

修

『

三

論

教

学

の

研

究

』

三

一

九

～

三

四

四

頁

（

春

秋

社

、

一

九

九

○

年

）
。

③

佐

藤

哲

英

『

天

台

大

師

の

研

究

』

四

四

六

～

四

四

八

頁

（

百

華

苑

、

一

九

六

一

年

）
。

④

『

新

纂

続

蔵

』

巻

十

八

、

六

一

〇

頁

ｂ

⑤

『

大

正

蔵

』

巻

十

四

、

五

四

三

頁

ａ

⑥

平

井

俊

栄

『

中

国

般

若

思

想

史

研

究

』

六

六

～

六

九

頁

（

春

秋

社

、

一

九

七

六

年

）
。

⑦

『

新

纂

続

蔵

』

巻

十

八

、

六

〇

四

頁

ａ

～

ｂ

⑧

『

大

正

蔵

』

巻

十

四

、

五

四

三

頁

ｃ

⑨

『

大

正

蔵

』

巻

三

八

、

三

六

七

頁

ｃ

⑩

『

新

纂

続

蔵

』

巻

十

八

、

六

五

二

頁

ｃ

⑪

『

大

正

蔵

』

巻

十

四

、

五

四

七

頁

ｃ

⑫

『

大

正

蔵

』

巻

三

八

、

三

八

七

頁

ａ

⑬

『

新

纂

続

蔵

』

巻

十

八

、

六

六

九

頁

ｂ

⑭

『

大

正

蔵

』

巻

十

四

、

五

四

九

頁

ｃ

⑮

『

大

正

蔵

』

巻

三

八

、

五

二

八

頁

ｂ

⑯

『

大

正

蔵

』

巻

三

八

、

五

三

四

頁

ａ

⑰

『

大

正

蔵

』

巻

三

八

、

五

四

九

頁

ｂ

⑱

『

大

正

蔵

』

巻

三

八

、

五

四

九

頁

ｃ

⑲

大

野

上

掲

論

文

、

三

三

七

頁

。



- 121 -

⑳

『

大

正

蔵

』

巻

三

八

、

五

四

九

頁

ｃ

㉑

『

大

正

蔵

』

巻

三

八

、

五

五

〇

頁

ａ

㉒

『

大

正

蔵

』

巻

三

八

、

五

六

二

頁

ａ

㉓

『

大

正

蔵

』

巻

四

六

、

七

二

三

頁

ａ

～

ｂ

㉔

『

大

正

蔵

』

巻

四

六

、

七

二

五

頁

ａ

㉕

『

大

正

蔵

』

巻

四

六

、

七

三

〇

頁

ｃ

㉖

大

野

上

掲

論

文

、

三

三

二

～

三

三

四

頁

。

㉗

『

大

正

蔵

』

巻

四

六

、

七

三

六

頁

ｂ

㉘

大

野

上

掲

論

文

、

三

三

四

～

三

三

五

頁

。

㉙

『

新

纂

続

蔵

』

巻

五

五

、

六

七

三

頁

ａ

～

ｂ
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第

五

章

智

顗

と

吉

蔵

の

実

践

修

行

論

第

一

節

智

顗

の

三

種

止

観

一

、

は

じ

め

に

天

台

智

顗

は

南

岳

慧

思

に

教

え

を

受

け

た

が

、

師

の

慧

思

は

極

め

て

実

践

的

性

格

の

強

い

仏

教

者

で

あ

っ

た

。

智

顗

は

そ

の

宗

教

的

実

践

の

側

面

を

受

け

継

ぎ

な

が

ら

、

同

時

に

教

学

研

鑽

に

も

力

を

注

い

だ

。

智

顗

が

前

期

時

代

に

修

禅

の

実

践

法

を

『

大

智

度

論

』

に

基

づ

い

て

整

理

体

系

づ

け

て

、

そ

れ

を

『

次

第

禅

門

』

と

し

て

著

し

た

。

こ

の

『

次

第

禅

門

』

は

順

序

次

第

を

追

っ

て

進

ん

で

い

く

も

の

で

、

漸

次

止

観

と

い

わ

れ

る

。

同

じ

く

前

期

時

代

の

著

作

と

し

て

數

息

観

を

基

礎

に

し

て

発

展

さ

せ

た

『

六

妙

法

門

』

が

あ

る

。

後

世

こ

れ

を

不

定

止

観

を

説

い

た

も

の

と

位

置

づ

け

る

が

、

智

顗

は

こ

れ

ら

に

基

づ

き

な

が

ら

、

後

期

時

代

、

さ

ら

に

そ

の

境

地

を

進

め

て

、

順

序

次

第

を

経

な

い

円

頓

止

観

に

よ

る

観

心

法

の

体

系

化

に

成

功

し

た

。

そ

れ

が

『

摩

訶

止

観

』

で

あ

る

。

本

節

で

は

『

次

第

禅

門

』

と

『

六

妙

法

門

』
、
『

摩

訶

止

観

』

に

つ

い

て

、

そ

の

構

成

を

見

な

が

ら

そ

の

概

要

を

示

す

こ

と

に

す

る

。

二

、

天

台

の

実

践

行

と

し

て

の

止

観

天

台

仏

教

は

教

観

双

美

と

い

わ

れ

る

。

教

と

観

が

、

す

な

わ

ち

学

解

と

実

践

と

が

車

の

両

輪

の

よ

う

に

機

能

し

て

い

る

と

い

う

意

味

で

あ

る

。

天

台

の

観

門

の

中

心

は

止

観

で

あ

り

、

そ

の

止

観

の

具

体

的

内

容

は

四

種

三

昧

で

あ

る

。

本

節

で

は

三

種

止

観

の

概

略

を

示

し

、

天

台

の

実

践

門

に

つ

い

て

検

討

す

る

。

止

観

に

漸

次

止

観

、

不

定

止

観

、

円

頓

止

観

の

三

種

が

あ

り

、

こ

れ

が

南

岳

慧

思

（

五

一

五

～

五

七

七

）

か

ら

智

顗

に

伝

え

ら

れ

た

こ

と

は

、
『

摩

訶

止

観

』

巻

一

上

の

章

安

大

師

潅

頂

の

序

に

「

天

台

は

南

岳

よ
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り

三

種

の

止

観

を

伝

う

。

一

に

は

漸

次

、

二

に

は

不

定

、

三

に

は

円

頓

な

り

。

皆

是

れ

大

乗

に

し

て

、

と

も

に

実

相

を

縁

じ

、

同

じ

く

止

観

と

名

づ

く

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

六

、

一

ｃ

）

と

あ

る

こ

と

よ

り

明

か

で

あ

る

。

こ

の

三

種

止

観

の

一

々

は

、

漸

次

止

観

は

『

次

第

禅

門

』

に

、

不

定

止

観

は

『

六

妙

法

門

』

に

、

円

頓

止

観

は

『

摩

訶

止

観

』

に

詳

説

さ

れ

て

い

る

。

『

次

第

禅

門

』

『

次

第

禅

門

』

は

、

正

式

に

は

『

釈

禅

波

羅

蜜

次

第

法

門

』

と

呼

称

さ

れ

、

天

台

大

師

智

顗

が

師

匠

の

慧

思

と

別

れ

て

大

蘇

山

を

下

り

、

建

康

瓦

官

寺

を

拠

点

に

布

教

を

行

っ

た

際

に

講

説

さ

れ

た

智

顗

前

半

生

の

代

表

的

典

籍

で

あ

る

。

佐

藤

哲

英

博

士

に

よ

れ

ば

「

摩

訶

止

観

に

は

南

岳

所

伝

の

三

種

止

観

と

し

て

、

漸

次

止

観

・

不

定

止

観

・

圓

頓

止

観

の

名

を

列

ね

て

い

る

が

、
次

第

禅

門

は

そ

の

中

の

漸

次

止

観

で

あ

る

。

印

度

以

来

行

わ

れ

て

き

た

あ

ら

ゆ

る

実

践

法

門

を

ば

、
『

禅

波

羅

蜜

』

と

い

う

言

葉

で

統

括

し

、

浅

深

の

次

第

に

組

織

体

系

づ

け

た

著

作

で

あ

る

。

さ

れ

ば

本

書

は

禅

観

の

発

達

史

上

に

一

時

代

を

劃

し

た

貴

重

な

文

献

で

、

か

の

摩

訶

止

観

が

後

期

時

代

に

お

け

る

実

践

法

を

み

る

代

表

的

著

作

で

あ

る

の

に

対

し

、

こ

の

次

第

禅

門

は

、

そ

の

前

期

時

代

に

お

け

る

実

践

法

の

大

綱

を

来

す

代

表

的

撰

述

で

あ

る

」

と

述

べ

ら

れ

て

い

る

①

。

『

次

第

禅

門

』

は

智

顗

が

講

説

し

た

も

の

を

弟

子

の

法

慎

が

記

述

し

、

さ

ら

に

灌

頂

に

よ

っ

て

再

治

さ

れ

た

も

の

が

今

日

伝

わ

っ

て

い

る

②

。

こ

の

『

次

第

禅

門

』

が

最

初

に

掲

げ

る

「

十

義

」

に

つ

い

て

以

下

概

略

を

列

挙

す

れ

ば

次

の

よ

う

で

あ

る

③

。

（

第

一

）

禅

波

羅

蜜

を

修

す

る

大

意

。

「

菩

薩

發

心

所

爲

。

正

求

菩

提

淨

妙

之

法

。

必

須

簡

擇

眞

僞

。

善

識

祕

要

。

若

欲

具

足

一

切

諸

佛

法

藏

。

唯

禪

爲

最

。

如

得

珠

玉

。

衆

寶

皆

獲

」
（

菩

薩

の

発

心

の

所

為

、

正

し

く

菩

提

浄

妙

の

法

を

求

む

れ

ば

、

必

ず

す

べ

か

ら

く

真

偽

を

簡

擇

し

、

善

く

秘

要

を

識

る

べ

し

。

も

し

一

切

諸

仏

の

法

蔵

を

具

足

せ

ん

と

欲

さ

ば

、

た

だ

禅

を

最

と

な

す

。

珠

玉

を

得

れ

ば

衆

宝

み

な

獲

る

が

ご

と

し

）
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（

第

二

）

禅

波

羅

蜜

の

「

名

」

を

釈

す

。

「

是

故

發

意

修

禪

。

既

欲

修

習

。

應

知

名

字

。

尋

名

取

理

。

其

義

不

虚

。

以

釋

禪

名

」
（

こ

の

故

に

意

を

発

し

て

禅

を

修

す

。

す

で

に

修

習

せ

ん

と

欲

さ

ば

ま

さ

に

名

字

を

知

る

べ

し

。

名

を

尋

ね

て

理

を

取

ら

ば

、

そ

の

義

は

虚

な

ら

ず

。

も

っ

て

禅

の

名

を

釈

す

）

（

第

三

）

禅

波

羅

蜜

の

「

門

」

を

明

か

す

。

「

尋

名

求

理

。

理

則

非

門

不

通

。

次

明

禪

門

。

禪

定

幽

遠

。

無

由

頓

入

」
（

名

尋

ね

理

を

求

め

る

も

。

理

は

す

な

わ

ち

門

に

非

ざ

れ

ば

通

ぜ

ず

。

次

に

禅

門

を

明

か

す

。

禅

定

は

幽

遠

に

し

て

頓

か

に

入

る

に

由

な

し

）

（

第

四

）

禅

波

羅

蜜

の

「

詮

次

」

を

弁

ず

。

「

必

須

從

淺

至

深

。

故

應

辯

詮

次

」
（

必

ず

す

べ

か

ら

く

浅

よ

り

深

に

至

る

べ

し

。

故

に

ま

さ

に

詮

次

を

弁

ず

べ

し

）

（

第

五

）

禅

波

羅

蜜

の

「

法

心

」

を

簡

ぶ

。

「

既

明

識

法

心

。

若

欲

習

行

。

事

須

善

巧

」
（

す

で

に

明

ら

か

に

法

心

を

識

る

。

も

し

行

を

習

わ

ん

と

欲

せ

ば

、

事

に

善

巧

を

須

う

）

（

第

六

）

禅

波

羅

蜜

の

「

前

方

便

」

を

分

別

す

。

「

依

法

而

行

。

必

有

所

證

」
（

法

に

よ

っ

て

行

ず

れ

ば

、

か

な

ら

ず

所

証

あ

り

）

（

第

七

）

禅

波

羅

蜜

の

「

修

証

」

を

釈

す

。

「

若

得

内

心

相

應

。

因

成

則

感

果

」
（

も

し

内

心

相

応

を

得

て

、

因

を

成

ず

れ

ば

、

す

な

わ

ち

果

を

感

ず

）

（

第

八

）

禅

波

羅

蜜

の

「

果

報

」

を

顕

示

す

。

「

從

因

至

果

。

自

行

既

圓

。

便

樹

立

益

物

之

功

」
（

因

よ

り

果

に

至

り

、

自

行

す

で

に

円

な

れ

ば

、

す

な

わ

ち

物

を

益

す

る

の

功

を

樹

立

す

）

（

第

九

）

禅

波

羅

蜜

の

「

教

門

」

を

釈

す

。

「

理

教

既

已

圓

備

。

法

相

同

歸

平

等

一

實

之

道

」
（

理

教

は

す

で

に

円

備

し

て

、
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法

相

同

じ

く

平

等

一

実

の

道

に

帰

す

）

（

第

十

）

禅

波

羅

蜜

の

「

帰

趨

」

を

結

会

す

。

「

次

結

會

指

歸

」
（

次

に

指

帰

を

結

会

す

）

こ

の

内

、
「

大

意

」
「

名

」
「

門

」
「

詮

次

」
「

法

心

」

が

第

一

巻

、
「

前

方

便

」

が

第

二

巻

か

ら

第

四

巻

、

「

修

証

」

が

第

五

巻

か

ら

第

十

巻

に

説

か

れ

て

い

る

。
「

果

報

」
「

教

」
「

帰

趨

」

は

説

か

れ

て

い

な

い

。

こ

の

こ

と

は

『

摩

訶

止

観

』

に

も

共

通

し

て

お

り

、

同

書

に

お

い

て

も

「

大

意

」
「

釈

名

」
「

体

相

」
「

偏

円

」
「

方

便

」
「

正

修

」
「

果

報

」
「

起

教

」
「

旨

帰

」

の

う

ち

、
「

果

報

」
「

起

教

」
「

旨

帰

」

は

説

か

れ

て

い

な

い

。

そ

の

内

容

の

一

々

に

つ

い

て

簡

潔

に

触

れ

る

な

ら

ば

、

次

の

と

お

り

で

あ

る

。

（

一

）

修

禅

波

羅

蜜

大

意

（

禅

波

羅

蜜

の

大

意

を

修

す

）

大

乗

の

菩

薩

は

禅

こ

そ

が

「

一

切

諸

仏

の

法

蔵

」

の

「

秘

要

」

で

あ

り

「

珠

玉

」

で

あ

る

こ

と

を

知

り

、

禅

を

修

す

べ

き

こ

と

を

概

説

す

る

。

ま

ず

菩

薩

が

禅

波

羅

蜜

を

修

め

よ

う

と

す

る

な

ら

ば

日

常

生

活

に

お

い

て

墨

守

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

事

が

二

つ

あ

る

こ

と

を

説

く

。

す

な

わ

ち

、

ア

．

非

を

簡

ぶ

、

イ

．

正

し

く

菩

薩

の

行

人

が

禅

波

羅

蜜

を

修

す

る

内

実

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

、

の

二

つ

で

あ

る

。

ア

．

非

を

簡

ぶ

と

は

、

仏

道

修

行

に

お

い

て

否

定

し

遠

離

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

心

を

分

別

す

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

否

定

す

べ

き

心

と

は

、

Ⅰ

利

養

貪

着

に

よ

っ

て

地

獄

に

堕

す

地

獄

心

、

Ⅱ

名

聞

を

求

め

、

邪

偽

を

為

し

て

鬼

神

に

墜

ち

る

鬼

神

心

、

Ⅲ

眷

属

の

た

め

に

修

禅

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

生

ず

る

畜

生

心

、

Ⅳ

嫉

妬

を

原

因

と

し

て

生

ず

る

修

羅

心

、

Ⅴ

悪

道

の

苦

報

を

畏

れ

、

諸

々

の

不

善

業

を

息

め

る

こ

と

に

よ

っ

て

苦

楽

両

方

の

果

を

受

け

る

人

心

、
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Ⅵ

善

心

・

安

楽

を

求

め

る

六

欲

天

心

、

Ⅶ

勢

力

・

自

在

を

得

よ

う

と

し

て

修

禅

す

る

魔

羅

心

、

Ⅷ

利

智

・

捷

疾

を

得

よ

う

と

す

る

外

道

心

、

Ⅸ

梵

天

処

に

生

ぜ

ん

と

し

て

修

禅

す

る

色

無

色

界

心

、

Ⅹ

老

病

死

の

苦

を

脱

し

て

涅

槃

を

得

よ

う

と

し

て

修

禅

す

る

二

乗

心

の

十

種

類

で

あ

る

。

こ

れ

ら

の

非

心

は

善

悪

の

面

か

ら

観

察

す

れ

ば

様

々

で

あ

る

が

、

総

じ

て

大

悲

・

正

観

な

く

、

二

辺

に

堕

し

て

中

道

に

趣

か

ず

、

禅

波

羅

蜜

の

門

に

相

応

し

な

い

の

で

否

定

す

べ

き

で

あ

る

と

説

く

。

イ

．

正

し

く

菩

薩

の

行

人

が

禅

波

羅

蜜

を

修

す

る

内

実

と

は

、

第

一

に

菩

薩

の

発

心

の

相

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

で

あ

り

、

第

二

に

菩

薩

が

禅

を

修

す

る

所

以

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

で

あ

る

。

菩

薩

の

発

心

の

相

と

は

発

菩

提

心

で

あ

り

、

菩

提

心

と

は

菩

薩

が

中

道

正

観

（

諸

法

無

自

性

＝

空

）

を

保

ち

、

諸

法

実

相

の

境

地

か

ら

一

切

衆

生

に

対

し

て

大

悲

心

を

起

こ

す

こ

と

で

あ

る

。

そ

れ

は

具

体

的

に

は

四

弘

誓

願

の

文

句

と

な

る

。

四

弘

誓

願

に

つ

い

て

『

次

第

禅

門

』

で

は

現

在

よ

く

知

ら

れ

て

い

る

「

度

・

断

・

知

・

成

」

の

文

句

以

外

に

も

『

妙

法

蓮

華

経

』

ま

た

『

菩

薩

瓔

珞

本

業

経

』

の

文

句

を

挙

げ

、

こ

れ

を

四

諦

（

苦

・

集

・

滅

・

道

）

に

相

対

さ

せ

て

説

明

す

る

。

四

諦

は

二

乗

の

心

中

に

あ

れ

ば

た

だ

単

に

「

四

諦

」

で

あ

る

が

、

一

切

衆

生

に

対

す

る

利

他

行

を

専

ら

に

す

る

菩

薩

の

心

中

で

は

「

四

弘

誓

願

」

と

な

る

の

で

あ

る

。

次

に

菩

薩

が

禅

を

修

す

る

理

由

と

は

、

菩

薩

は

四

弘

誓

願

に

代

表

さ

れ

る

菩

提

心

を

起

こ

し

た

後

、

そ

れ

を

具

現

化

す

る

た

め

に

実

践

が

必

要

と

な

る

が

、

そ

の

た

め

の

大

い

な

る

指

標

と

な

る

も

の

が

禅

波

羅

蜜

で

あ

る

。

誓

願

を

為

し

て

も

実

践

修

行

を

伴

わ

な

け

れ

ば

無

意

味

で

あ

る

こ

と

を

、
「

人

を

彼

岸

に

度

せ

ん

と

欲

す

る

に

、

あ

え

て

船

筏

を

備

え

ざ

る

が

如

し

。

ま

さ

に

知

る

べ

し

。

常

に

此

岸

に

あ

っ

て

終

に

度

す

る

こ

と

を

得

ず

」

等

々

の

様

々

な

譬

喩

を

も

っ

て

説

明

す

る

。

す

な

わ

ち

菩

薩

は

菩

提

心

（

四

弘

誓

願

）

を

土

台

と

し

て

禅

波

羅

蜜

の

修

行

を

実

践

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

六

神

通

・

四

無

碍

智

・

十

波

羅

蜜

を

も

具

足

し

て

自

利

・

利

他

の

菩

薩

道

を

成

就

す

る

こ

と

が

可

能

と

な

る

こ

と

を

説

明

す

る

。

ま

た

こ

の

説

明

は

『

摩

訶

止

観

』

に

も

継

承

さ

れ

て

い

る

。
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（

二

）

釈

禅

波

羅

蜜

名

（

禅

波

羅

蜜

の

名

を

釈

す

）

こ

こ

で

は

「

禅

」

及

び

「

禅

波

羅

蜜

」

の

語

義

に

つ

い

て

漢

訳

仏

典

中

を

探

る

こ

と

に

よ

り

、

小

乗

禅

と

大

乗

禅

そ

れ

ぞ

れ

の

観

法

を

説

明

し

、

さ

ら

に

禅

波

羅

蜜

の

意

味

を

規

定

す

る

。

そ

し

て

ア

．

簡

別

共

不

共

、

イ

．

翻

訳

、

ウ

．

料

簡

、

に

分

け

て

禅

波

羅

蜜

に

つ

い

て

解

釈

す

る

。

ア

．

簡

別

共

不

共

は

共

名

と

不

共

名

に

区

別

さ

れ

、

禅

波

羅

蜜

以

外

の

諸

禅

と

禅

波

羅

蜜

と

を

厳

密

に

定

義

す

る

。

共

名

は

凡

夫

・

外

道

・

二

乗

・

菩

薩

・

諸

仏

共

に

得

た

と

こ

ろ

の

諸

禅

を

指

し

、

不

共

名

と

は

波

羅

蜜

す

な

わ

ち

「

到

彼

岸

」

を

目

的

と

し

て

菩

薩

・

諸

仏

に

属

す

る

禅

を

指

す

。

イ

．

翻

訳

で

は

「

共

」

す

な

わ

ち

諸

禅

の

同

意

味

の

訳

語

と

し

て

「

思

惟

修

」
「

定

」
「

功

徳

叢

林

」

を

挙

げ

、

ま

た

「

不

共

」

す

な

わ

ち

波

羅

蜜

の

訳

語

と

し

て

「

到

彼

岸

」
「

事

究

竟

」
「

度

無

極

」

を

挙

げ

、

そ

れ

ぞ

れ

通

別

の

二

意

（

二

つ

の

観

点

）

を

も

っ

て

解

釈

す

る

。

こ

こ

で

い

う

通

別

と

は

大

野

栄

人

・

武

藤

明

範

の

両

氏

に

よ

れ

ば

④

、

通

と

は

「

禅

と

い

う

言

葉

を

ど

の

よ

う

に

中

国

語

に

翻

訳

す

る

か

に

つ

い

て

は

、

訳

経

僧

の

間

で

統

一

さ

れ

て

い

た

」

と

す

る

観

点

、

別

と

は

「

禅

と

い

う

言

葉

を

ど

の

よ

う

に

中

国

語

に

翻

訳

す

る

か

に

つ

い

て

は

訳

経

僧

の

間

で

異

な

っ

て

い

た

」

と

す

る

観

点

と

さ

れ

る

。

ウ

．

料

簡

と

は

分

別

す

る

こ

と

で

あ

る

が

具

体

的

に

は

禅

波

羅

蜜

に

仏

教

に

お

け

る

全

て

の

修

行

法

と

全

て

の

功

徳

が

包

含

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

説

明

し

、

仏

教

思

想

上

に

お

け

る

禅

波

羅

蜜

の

優

位

性

を

明

ら

か

に

す

る

。

（

三

）

明

禅

波

羅

蜜

門

（

禅

波

羅

蜜

の

門

を

明

か

す

）

小

乗

系

の

禅

と

大

乗

系

の

禅

を

人

々

の

機

根

に

合

わ

せ

て

分

別

す

る

、

す

な

わ

ち

入

口

を

設

け

摂

取

引

導

し

て

、

禅

波

羅

蜜

の

実

践

法

を

明

ら

か

に

す

る

。

禅

門

と

は

諸

禅

及

び

禅

波

羅

蜜

の

言

葉

の

意

味

を

よ

く

吟

味

し

た

後

に

す

べ

か

ら

く

禅

を

修

す

る

た

め

の

入

り

口

で

あ

る

。

禅

波

羅

蜜

の

門

と

は

禅

波

羅

蜜

に

よ

っ

て

仏

の

真

理

を

悟

る

た

め

の

法

門

（

入

口

）

を

意

味

す

る

。

こ

こ

で

は

様

々

な

禅

法

に

つ

い

て

ア

．

標

禅

門

、

イ

．

解

釈

、

ウ

．

料

簡

の

三

種

に

分

け
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て

禅

門

を

説

明

す

る

。

ア

．

標

禅

門

と

は

「

禅

門

を

標

す

」

と

い

う

こ

と

で

あ

り

、

禅

波

羅

蜜

の

法

門

に

つ

い

て

掲

げ

て

示

す

こ

と

で

あ

る

。

標

す

べ

き

禅

門

と

は

色

・

心

の

二

法

で

あ

り

、

色

法

と

は

不

浄

観

門

と

阿

那

波

那

門

、

心

法

と

は

仏

典

に

よ

れ

ば

一

門

で

あ

る

が

、

今

、

色

・

法

を

開

い

て

改

め

て

心

法

を

別

に

分

け

て

立

て

る

な

ら

ば

三

種

類

あ

っ

て

、

Ⅰ

世

間

禅

門

（

阿

那

波

那

門

＝

数

息

観

門

）
、

Ⅱ

出

世

間

禅

門

（

不

浄

観

門

）
、

Ⅲ

出

世

間

上

上

禅

門

で

あ

る

。

イ

．

解

釈

は

ア

．

で

開

い

た

三

門

に

つ

い

て

通

別

に

分

け

て

解

釈

す

る

。

Ⅰ

世

間

禅

門

と

は

数

息

観

に

よ

っ

て

心

を

摂

す

る

禅

法

で

あ

り

、

四

禅

・

四

空

・

四

無

量

心

・

十

六

特

勝

・

通

明

等

の

禅

法

が

含

ま

れ

る

。

出

法

摂

心

と

も

名

付

け

ら

れ

凡

夫

の

禅

門

で

あ

り

欲

界

定

で

あ

る

。

Ⅱ

出

世

間

禅

門

と

は

不

浄

観

に

よ

っ

て

心

を

摂

す

る

禅

法

で

あ

り

、

九

相

・

八

念

・

十

想

・

八

背

捨

・

八

勝

処

・

十

一

切

処

・

九

次

第

定

・

獅

子

奮

迅

三

昧

・

超

越

三

昧

等

の

禅

法

が

含

ま

れ

る

。

ま

た

滅

法

摂

心

と

も

名

付

け

ら

れ

二

乗

の

禅

門

で

あ

り

、

色

界

定

で

あ

る

。

Ⅲ

出

世

間

上

上

禅

門

と

は

心

法

で

あ

り

、

智

慧

に

よ

っ

て

心

を

摂

す

る

禅

法

で

法

華

三

昧

、

般

舟

三

昧

、

首

楞

厳

三

昧

、

自

性

禅

、

清

浄

浄

禅

等

の

禅

法

が

含

ま

れ

る

。

ま

た

非

出

非

滅

法

摂

心

と

名

付

け

菩

薩

の

禅

門

で

あ

る

。

（

四

）

弁

禅

波

羅

蜜

詮

次

（

禅

波

羅

蜜

の

詮

次

を

弁

ず

）

こ

こ

で

は

禅

波

羅

蜜

の

実

践

の

次

第

を

説

明

す

る

。

ア

．

有

漏

禅

→

イ

．

亦

有

漏

亦

無

漏

禅

→

ウ

．

無

漏

禅

の

次

第

で

あ

る

。

ア

．

有

漏

禅

は

阿

那

波

那

（

数

息

観

）

を

修

し

て

欲

界

定

に

入

り

、

引

き

続

き

色

界

定

（

四

禅

・

四

無

量

心

）

に

入

り

、

最

終

的

に

無

色

界

定

（

四

空

処

定

）

に

入

る

。

さ

ら

に

イ

．

亦

有

漏

亦

無

漏

禅

の

六

妙

門

・

十

六

特

勝

・

通

妙

観

を

修

し

、

ウ

．

無

漏

禅

に

入

る

。

無

漏

禅

は

観

錬

薫

修

の

行

行

次

第

と

声

聞

・

縁

覚

・

菩

薩

の

慧

次

第

の

別

が

あ

る

と

説

明

さ

れ

る

。
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（

五

）

簡

禅

波

羅

蜜

法

心

（

禅

波

羅

蜜

の

法

心

を

簡

ぶ

）

諸

禅

の

法

と

心

を

説

明

す

る

。

法

を

弁

じ

心

を

明

か

し

て

法

と

心

を

簡

別

し

て

善

悪

の

心

を

顕

か

に

す

る

。

法

と

心

と

共

通

し

て

ア

．

有

漏

法

、

イ

．

無

漏

法

、

エ

．

亦

有

漏

亦

無

漏

法

、

オ

．

非

有

漏

非

無

漏

法

の

四

種

が

あ

る

。

（

六

）

分

別

禅

波

羅

蜜

前

方

便

（

禅

波

羅

蜜

の

前

方

便

を

分

別

す

）

禅

法

を

実

践

す

る

た

め

の

方

便

に

つ

い

て

述

べ

る

。

方

便

は

ア

．

外

方

便

と

イ

．

内

方

便

に

分

か

れ

る

が

、

ア

．

外

方

便

と

は

禅

法

に

入

る

前

段

階

で

実

践

す

る

方

便

行

の

こ

と

で

、

イ

．

内

方

便

と

は

禅

観

に

入

っ

て

か

ら

実

践

す

る

方

便

行

の

こ

と

で

あ

る

。

ア

．

外

方

便

は

Ⅰ

具

五

縁

、

Ⅱ

呵

五

欲

、

Ⅲ

棄

五

蓋

、

Ⅳ

調

五

事

、

Ⅴ

行

五

法

、

か

ら

な

り

、

こ

れ

を

合

わ

せ

て

二

十

五

方

便

と

い

う

。

な

お

、

こ

の

二

十

五

方

便

は

『

天

台

小

止

観

』

さ

ら

に

は

『

摩

訶

止

観

』

に

も

継

承

さ

れ

て

お

り

、

こ

の

こ

と

に

よ

り

天

台

大

師

智

顗

の

修

行

体

系

の

基

盤

が

す

で

に

『

次

第

禅

門

』

講

説

の

際

に

確

立

し

、

そ

の

後

も

揺

る

が

な

か

っ

た

事

が

わ

か

る

。

今

、

Ⅰ

具

五

縁

か

ら

Ⅴ

行

五

法

ま

で

を

そ

れ

ぞ

れ

を

概

説

す

る

な

ら

ば

次

の

通

り

で

あ

る

。

Ⅰ

具

五

縁

と

は

、

１

持

戒

清

浄

、

２

衣

食

具

足

、

３

閑

居

静

処

、

４

息

諸

縁

務

、

５

得

善

知

識

で

あ

る

。

１

持

戒

清

浄

と

は

具

足

戒

を

基

本

に

自

ら

を

清

浄

に

保

つ

こ

と

で

あ

る

が

、

懺

悔

を

重

視

し

、

法

儀

と

し

て

は

法

華

懺

法

、

弥

陀

懺

法

、

観

音

懺

法

、

方

等

懺

法

等

を

用

い

て

自

ら

の

行

為

を

戒

め

、

禅

法

の

実

践

に

入

る

た

め

に

身

心

の

清

浄

を

保

つ

こ

と

を

強

調

す

る

。

２

衣

食

具

足

と

は

服

装

と

食

事

を

適

切

に

保

つ

こ

と

で

あ

る

。

３

閑

居

静

処

は

居

住

域

や

修

行

を

行

う

場

所

に

つ

い

て

静

か

で

心

落

ち

着

く

場

所

を

設

定

す

る

こ

と

に

注

意

す

る

。

４

息

諸

縁

務

は

修

行

に

専

念

す

る

た

め

に

諸

々

の

業

務

、

雑

務

あ

る

い

は

親

族

・

友

人

・

仕

事

仲

間

等

々

の

人

間

関

係

か

ら

離

れ

る

こ

と

で

あ

る

。

５

得

善

知

識

と

は

自

ら

の

修

行

を

様

々

に

助

力

し

て

く

れ

る

人

の

必

要

を

説

く

も

の

で

、

こ

れ

に

は

外

護

の

善

知

識

、

同

行

の

善

知

識

、

教

授

の

善

知

識

の

別

が

あ

る

。
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Ⅱ

呵

五

欲

と

は

、

感

官

（

五

根

）

か

ら

の

外

的

刺

激

に

よ

っ

て

生

じ

る

凡

夫

の

執

着

の

因

と

な

る

五

欲

、

す

な

わ

ち

色

・

声

・

香

・

味

・

触

等

を

受

け

付

け

ず

、

断

固

と

し

て

厭

離

す

る

こ

と

で

あ

る

。

Ⅲ

棄

五

蓋

と

は

六

根

の

内

、

残

る

意

根

に

係

わ

る

迷

い

を

遮

断

し

捨

て

去

る

こ

と

で

あ

る

。

呵

五

欲

が

修

行

の

妨

げ

と

な

る

外

的

要

因

の

排

除

と

す

る

な

ら

ば

、

棄

五

蓋

は

内

的

要

因

の

排

除

と

い

え

よ

う

。

五

蓋

と

は

貪

欲

蓋

（

貪

り

の

欲

望

に

よ

る

妨

害

）
・

瞋

恚

蓋

（

怒

り

に

よ

る

妨

害

）
・

睡

眠

蓋

（

怠

惰

に

よ

る

妨

害

）
・

掉

悔

蓋

（

後

悔

に

よ

る

妨

害

）
・

疑

蓋

（

自

分

や

師

や

法

に

対

し

て

疑

い

を

持

つ

こ

と

に

よ

る

妨

害

）

で

あ

る

。

こ

れ

ら

の

五

蓋

を

捨

て

去

る

こ

と

に

努

力

す

る

こ

と

で

あ

る

。

Ⅳ

調

五

事

と

は

最

終

調

整

で

あ

る

。

先

の

三

項

に

よ

っ

て

外

的

・

内

的

条

件

を

整

備

し

た

が

、

実

際

に

禅

法

を

修

す

る

た

め

に

は

更

に

生

活

面

で

の

調

整

を

必

要

と

す

る

。

飲

食

・

睡

眠

・

身

（

姿

勢

）
・

気

息

（

呼

吸

）
・

心

を

整

え

る

の

で

あ

る

が

、

飲

食

や

睡

眠

は

生

活

面

に

お

け

る

事

項

で

あ

る

が

、

身

の

調

整

か

ら

気

息

の

調

整

を

経

て

心

の

調

整

に

至

る

の

は

当

に

行

を

修

す

る

直

前

の

行

為

と

も

言

え

る

。

こ

れ

ら

の

五

事

を

調

和

さ

せ

る

こ

と

で

身

心

の

平

安

を

得

る

の

で

あ

る

。

Ⅴ

行

五

法

と

は

前

四

項

に

基

づ

き

条

件

が

整

っ

た

後

に

自

ら

の

心

に

欲

（

世

間

法

を

棄

て

禅

定

・

智

慧

を

得

よ

う

と

す

る

強

力

な

意

思

）
・

精

進

・

念

（

世

間

法

を

省

み

ず

禅

定

・

智

慧

の

獲

得

を

尊

ぶ

思

い

）

・

巧

慧

（

世

間

法

と

禅

定

・

智

慧

の

獲

得

の

両

者

に

得

失

軽

重

を

明

ら

か

に

す

る

智

慧

）
・

一

心

（

決

定

し

て

行

に

勉

励

し

よ

う

す

る

思

い

）

と

い

う

堅

固

な

意

思

を

立

て

る

こ

と

で

あ

る

。

イ

．

内

方

便

は

Ⅰ

修

止

門

、

Ⅱ

験

善

悪

根

性

、

Ⅲ

安

心

法

、

Ⅳ

治

病

法

、

Ⅴ

覚

魔

事

、

の

五

項

目

か

ら

な

る

。

Ⅰ

修

止

門

（

止

門

を

修

む

）

と

は

散

乱

す

る

心

を

鎮

め

安

定

さ

せ

る

行

法

で

あ

り

、

こ

れ

に

１

繋

縁

止

、

２

制

心

止

、

３

体

真

止

が

あ

り

、

こ

の

三

項

目

の

総

合

的

実

践

が

止

門

で

あ

る

。

１

繋

縁

止

と

は

心

を

身

体

の

特

定

の

場

所

（

頭

頂

・

生

え

際

・

鼻

柱

・

臍

間

・

地

輪

）

に

止

め

心

を

集

中

し

て

安

定

さ

せ

る

こ

と

で

あ

る

。

２

制

心

止

は

心

が

五

根

の

主

で

あ

り

無

自

性

空

と

知

り

、

こ

れ

を

制

す

る

こ

と

で

あ

る

。

３

体

真

止

は

一

切

諸

法

が

心

に

基

づ

き

因

縁

よ

り

生

じ

無

自

性

空

で

あ

る

こ

と

を

知

っ

て

妄

念

な

き

よ

う

に

す

る

こ

と

で

あ

る

。
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Ⅱ

験

善

悪

根

性

は

外

善

・

内

善

・

悪

根

性

か

ら

な

り

、

こ

れ

ら

は

止

門

を

修

め

た

が

故

に

心

に

表

出

し

た

要

素

で

あ

る

。
外

善

と

は

布

施

・

持

戒

・

孝

養

父

母

師

長

・

信

敬

三

宝

精

進

供

養

・

読

誦

聴

学

で

あ

り

、

内

善

と

は

阿

那

波

那

門

・

不

浄

観

門

・

慈

心

門

・

因

縁

門

・

念

仏

門

で

あ

る

。
悪

根

性

と

は

覚

観

不

善

法

、

貪

欲

不

善

法

、

瞋

恚

不

善

法

、

愚

痴

不

善

法

、

悪

業

不

善

法

の

五

種

類

で

あ

る

。

こ

れ

ら

の

悪

根

性

は

対

治

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

が

、

こ

れ

ら

の

対

治

は

内

善

の

そ

れ

ぞ

れ

が

対

応

す

る

。

す

な

わ

ち

覚

観

に

は

阿

那

波

那

門

が

、

貪

欲

に

は

不

浄

観

門

が

、

瞋

恚

に

は

慈

心

門

が

、

愚

痴

に

は

因

縁

門

が

、

悪

業

に

は

念

仏

門

が

対

応

し

て

そ

れ

ぞ

れ

対

治

す

る

。

こ

れ

ら

の

対

治

法

は

五

門

禅

と

呼

ば

れ

る

イ

ン

ド

仏

教

伝

統

の

禅

観

で

あ

る

。

Ⅲ

安

心

法

と

は

便

宜

・

対

治

成

就

・

楽

欲

・

次

第

・

第

一

義

そ

れ

ぞ

れ

に

従

っ

て

心

中

に

安

楽

を

生

じ

さ

せ

る

こ

と

の

必

要

性

を

強

調

す

る

。

Ⅳ

治

病

法

と

は

心

の

病

を

取

り

除

く

こ

と

で

あ

る

。
心

の

安

心

が

深

ま

る

ほ

ど

病

は

顕

わ

に

な

る

の

で

、

そ

れ

を

治

療

（

対

治

）

す

る

た

め

の

方

法

を

説

明

す

る

。

す

な

わ

ち

気

息

治

病

・

仮

想

治

病

・

呪

術

治

病

・

用

心

主

境

治

病

・

観

析

治

病

の

五

種

類

の

治

病

方

法

で

あ

る

。

Ⅴ

覚

魔

事

と

は

煩

悩

魔

・

陰

入

界

魔

・

死

魔

・

天

子

魔

の

四

種

の

魔

を

対

治

す

る

方

法

を

説

明

す

る

。

な

お

、

内

方

便

の

内

容

は

、
『

次

第

禅

門

』

の

他

、
『

天

台

小

止

観

』

第

六

章

「

正

修

行

」

か

ら

第

九

章

「

治

病

患

」

に

説

か

れ

て

い

る

。

さ

ら

に

は

『

摩

訶

止

観

』

巻

第

五

上

か

ら

第

十

上

に

お

い

て

、

正

修

止

観

で

あ

る

十

境

・

十

乗

観

法

の

一

部

と

し

て

〈

巧

安

止

観

・

業

相

境

・

病

患

境

・

魔

事

境

〉

の

内

容

で

整

理

し

て

説

か

れ

て

い

る

。

（

七

）

釈

禅

波

羅

蜜

修

証

（

禅

波

羅

蜜

の

修

証

を

釈

す

）

『

次

第

禅

門

』

の

眼

目

で

あ

り

、

第

五

巻

か

ら

第

十

巻

ま

で

に

説

か

れ

る

。

智

顗

は

イ

ン

ド

伝

来

の

禅

観

、

禅

法

を

網

羅

し

て

こ

れ

を

分

類

し

、

漸

次

に

修

行

階

梯

と

し

て

構

築

し

説

示

す

る

。

そ

れ

ら

は

大

き

く

四

種

に

分

別

さ

れ

る

。

ア

．

修

性

世

間

禅

相

凡

夫

禅

で

あ

り

、

Ⅰ

四

禅

（

第

五

巻

）
、

Ⅱ

四

無

量

心

（

第

六

巻

）
、

Ⅲ

四

無

色

定

（

第

六

巻

）

の

三
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種

で

あ

る

。

イ

．

修

性

亦

世

間

禅

亦

出

世

間

禅

相

亦

有

漏

亦

無

漏

と

も

説

か

れ

、

凡

夫

禅

で

あ

る

。

Ⅰ

六

妙

門

（

第

七

巻

）
、

Ⅱ

十

六

特

勝

（

第

七

巻

）
、

Ⅲ

通

明

観

（

第

八

巻

）

に

分

別

し

て

説

明

さ

れ

る

。

ウ

．

修

性

出

世

間

禅

相

二

乗

禅

で

あ

り

無

漏

で

あ

る

。

対

治

無

漏

と

縁

理

無

漏

に

分

か

れ

、

対

治

無

漏

（

第

九

巻

と

第

十

巻

）

は

Ⅰ

九

想

。

Ⅱ

八

念

、

Ⅲ

十

想

、

Ⅳ

八

背

捨

、

Ⅴ

八

勝

処

、

Ⅵ

十

一

切

処

、

Ⅶ

六

神

通

、

Ⅷ

十

四

変

化

、

Ⅸ

九

次

第

定

、

Ⅹ

獅

子

奮

迅

三

昧

、

超

越

三

昧

で

あ

る

。

縁

理

無

漏

に

つ

い

て

は

説

か

れ

て

い

な

い

。

Ⅺ

エ

．

修

性

非

世

間

禅

非

出

世

間

禅

相

菩

薩

禅

で

あ

る

が

こ

れ

も

内

容

は

『

次

第

禅

門

』

に

は

説

か

れ

て

お

ら

ず

表

題

の

み

で

あ

る

。

（

八

）

顕

示

禅

波

羅

蜜

果

報

（

禅

波

羅

蜜

の

果

報

を

顕

示

す

る

）

（

九

）

起

禅

波

羅

蜜

教

（

禅

波

羅

蜜

の

教

を

起

こ

す

）

（

十

）

結

会

禅

波

羅

蜜

帰

趨

（

禅

波

羅

蜜

の

帰

趨

を

結

会

す

）

こ

れ

ら

三

項

に

つ

い

て

は

先

述

の

通

り

説

か

れ

て

い

な

い

。

以

上

、
『

次

第

禅

門

』

で

は

漸

次

止

観

の

内

容

と

し

て

、

止

観

に

入

る

前

の

準

備

か

ら

、

禅

観

を

実

践

す

る

方

法

に

至

る

ま

で

極

め

て

具

体

的

に

順

序

の

次

第

を

追

っ

て

解

説

さ

れ

て

い

る

。

以

上

が

『

次

第

禅

門

』

の

梗

概

で

あ

る

。

『

六

妙

法

門

』

そ

れ

で

は

次

に

不

定

止

観

を

説

く

『

六

妙

法

門

』

を

見

よ

う

。

こ

の

書

は

佐

藤

哲

英

博

士

の

研

究

に

よ

れ

ば

⑤

、
「

六

妙

門

の

思

想

は

、

大

安

般

守

意

経

の

六

事

に

そ

の

先

駆

が

見

ら

れ

、

元

來

小

乗

の

数

息

観

に

関

す

る

規

定

で

あ

つ

た

が

、

智

顗

は

こ

れ

を

三

乘

得

道

の

要

逕

と

し

、

或

は

旋

轉

し

て

獨

菩

薩

の

六

妙

門

を

述

べ

、

ま

た

圓

観

と

し

て

不

思

議

絶

対

の

六

妙

門

を

述

べ

る

な

ど

、

不

定

止

観

を

説

い

た

も

の

で

あ
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る

」

と

さ

れ

る

。
「

六

妙

門

」

と

は

、

１

．
「

数

」

２

．
「

隨

」
、

３

．
「

止

」
、

４

．
「

観

」
、

５

．
「

還

」
、

６

．
「

浄

」

の

六

つ

の

観

点

を

い

い

、

こ

の

観

点

か

ら

実

践

修

行

を

体

系

づ

け

た

も

の

で

あ

る

。

こ

の

書

は

次

の

十

門

の

組

織

か

ら

構

成

さ

れ

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

第

一

歴

別

對

諸

禪

六

妙

門

第

二

次

第

相

生

六

妙

門

第

三

隨

便

宜

六

妙

門

第

四

隨

對

治

六

妙

門

第

五

相

摂

六

妙

門

第

六

通

別

六

妙

門

第

七

旋

転

六

妙

門

第

八

観

心

六

妙

門

第

九

圓

観

六

妙

門

第

十

證

相

六

妙

門

で

あ

る

。

同

様

に

佐

藤

哲

英

氏

の

説

明

に

よ

れ

ば

⑥

、

次

の

通

り

で

あ

る

。

第

一

歴

別

對

諸

禪

六

妙

門

は

、

三

乗

歴

別

の

諸

禅

法

に

対

応

し

て

六

妙

門

を

明

か

し

た

も

の

。

第

二

次

第

相

生

六

妙

門

は

六

法

が

次

第

相

生

し

て

入

道

の

階

梯

と

な

り

、

三

乘

の

無

漏

の

智

慧

を

発

す

る

こ

と

を

明

か

し

た

も

の

で

、

数

息

等

の

六

法

の

各

々

に

修

と

證

と

を

分

つ

て

詳

説

し

て

い

る

。

第

三

隨

便

宜

六

妙

門

は

、

行

者

が

そ

の

実

修

に

当

た

っ

て

、

心

の

便

宜

に

随

つ

て

順

序

次

第

に

よ

ら

ず

、

一

々

の

妙

門

を

適

宜

に

用

い

て

ゆ

く

方

法

を

具

体

的

に

述

べ

た

も

の

と

さ

れ

る

。

第

四

隨

對

治

六

妙

門

は

、

三

乗

の

行

者

が

こ

の

六

妙

門

を

巧

み

に

用

い

て

、

一

切

の

惑

障

を

對

治

す

る

方

法

を

述

べ

た

も

の

。

第

五

相

摂

六

妙

門

と

は

、

(

イ

)

自

体

相

摂

と

(

ロ

)

出

生

勝

進

相

摂

と

の

二

種

に

分

っ

て

説

い

て

い

る

。

す

な

わ

ち

(

イ

)

自

体

相

摂

と

は

六

妙

門

の

一

々

の

自

体

に

他

の

五

法

を

摂

し

、

一

の

中

に

六

相

を

具

す

る

こ

と

を

述

べ

た

も

の

、

(

ロ

)

勝

進

相

摂

と

は

六

妙

法

門

の

何

れ

か

の

一

法

を

巧

修

す

れ

ば

、

他

の

五

門

は

自

ら

出

生

勝

進

す

る

の

で

六

六

三

十

六

妙

門

と

な

り

、

行

者

が

巧

み

に

こ

の

六

妙

門

を

修

す

れ

ば

、

種

々
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の

深

禅

定

智

慧

を

得

て

三

乘

の

涅

槃

に

入

る

と

し

て

い

る

。

第

六

通

別

六

妙

門

と

は

、

凡

夫

・

外

道

・

二

乗

・

菩

薩

が

何

れ

も

共

通

し

て

数

息

観

を

修

す

る

が

、

機

根

の

相

違

に

よ

つ

て

理

解

が

不

同

で

あ

る

た

め

、

果

報

が

別

な

る

こ

と

を

明

し

た

も

の

。

第

七

旋

轉

六

妙

門

と

は

、

前

六

門

が

二

乗

・

菩

薩

等

の

共

行

の

法

門

で

あ

る

の

に

對

し

、

こ

の

一

門

は

独

り

菩

薩

の

み

の

不

共

の

行

で

あ

る

と

し

、

第

六

通

別

六

妙

門

で

は

従

仮

入

空

観

を

用

い

て

慧

眼

一

切

智

を

得

る

の

に

対

し

、

こ

の

第

七

門

は

従

空

出

仮

門

を

用

い

て

旋

轉

を

起

し

、

法

眼

道

種

智

を

得

る

と

す

る

。

第

八

観

心

六

妙

門

は

、

大

根

性

の

行

人

は

次

第

に

よ

ら

ず

、

諸

法

の

源

た

る

衆

生

の

心

を

観

ず

る

べ

き

で

あ

り

、

一

切

萬

法

は

心

に

よ

っ

て

起

る

が

故

に

、

直

ち

に

心

性

を

観

ず

れ

ば

、

一

切

が

具

足

す

る

と

い

う

こ

と

を

示

し

た

も

の

。

第

九

圓

観

六

妙

門

と

は

、

更

に

進

ん

で

一

心

を

観

じ

て

一

切

心

及

び

一

切

法

を

見

、

一

法

を

観

じ

て

一

切

法

及

び

一

切

心

を

見

る

の

で

、

た

だ

一

心

の

中

に

一

切

法

を

分

別

す

る

の

み

で

な

く

、

一

微

塵

の

中

に

一

切

世

界

の

凡

聖

色

心

、

数

量

の

法

門

に

通

達

す

る

の

が

、

圓

教

の

観

門

で

あ

り

、

他

の

五

妙

門

も

こ

れ

と

同

様

に

修

し

て

仏

知

見

を

開

く

べ

き

こ

と

を

説

い

た

も

の

。

第

十

證

相

六

妙

門

と

は

、

前

九

種

の

六

妙

門

が

概

ね

修

因

の

相

を

示

し

た

の

に

對

し

、

専

ら

證

果

の

相

を

説

い

て

お

り

、

そ

の

證

に

一

．

次

第

證

、

二

．

亙

證

、

三

．

旋

轉

證

、

四

．

圓

頓

證

の

四

種

を

分

っ

た

も

の

。

右

の

六

妙

門

に

つ

い

て

は

、

先

に

触

れ

た

智

顗

の

『

次

第

禅

門

』

の

第

七

巻

と

『

法

界

次

第

初

門

』

の

巻

上

の

下

の

二

箇

所

で

触

れ

ら

れ

て

い

る

。

し

か

し

、
『

次

第

禅

門

』

に

説

か

れ

る

六

妙

門

は

簡

略

に

釈

名

、

位

次

、

修

證

の

三

段

か

ら

な

る

の

み

で

あ

る

。

こ

の

『

六

妙

法

門

』
『

次

第

禅

門

』
『

法

界

次

第

初

門

』

の

三

書

に

つ

い

て

は

撰

述

の

順

序

や

次

第

に

つ

い

て

議

論

が

あ

る

と

さ

れ

て

い

る

⑦

。

し

か

し

、

内

容

と

し

て

は

い

ず

れ

も

ま

だ

円

教

の

一

心

三

観

の

段

階

に

到

達

し

て

い

な

い

も

の

で

あ

る

。

『

摩

訶

止

観

』

そ

れ

に

対

し

、
『

摩

訶

止

観

』

は

円

教

の

円

頓

止

観

を

説

く

書

で

あ

る

。

仏

教

の

一

切

の

禅

法

を

「

止

観

」

の

も

と

に

体

系

づ

け

、

修

行

者

に

不

次

第

の

一

心

三

観

を

実

現

さ

せ

る

べ

く

、

そ

の

準

備

か

ら

止

観
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の

実

修

ま

で

詳

細

に

説

い

て

い

る

。

本

書

は

、

智

顗

が

隋

の

開

皇

十

四

年

(

五

九

四

)

四

月

二

十

六

日

よ

り

荊

州

玉

泉

寺

で

講

説

し

た

も

の

を

潅

頂

が

聴

記

し

、

そ

の

後

、

再

三

再

四

に

わ

た

る

整

理

修

治

を

経

て

完

成

し

た

も

の

が

、

現

行

の

『

摩

訶

止

観

』

で

あ

る

と

さ

れ

る

⑧

。

本

書

第

一

巻

上

で

、

潅

頂

に

よ

る

略

説

縁

起

の

後

、
「

今

當

開

章

爲

十

。

一

大

意

。

二

釋

名

。

三

體

相

。

四

攝

法

。

五

偏

圓

。

六

方

便

。

七

正

観

。

八

果

報

。

九

起

教

。

十

旨

歸

」

⑨

と

あ

る

よ

う

に

、

全

体

は

十

章

か

ら

成

る

。

今

、

そ

の

構

成

を

示

す

と

次

の

よ

う

で

あ

る

。

一

、

大

意

（

五

略

）

二

、

釈

名

三

、

体

相

四

、

摂

法

五

、

偏

円

六

、

方

便

七

、

正

観

八

、

果

報

九

、

起

教

十

、

旨

帰

最

初

の

第

一

章

の

「

大

意

」

は

、
『

摩

訶

止

観

』

全

体

の

要

旨

を

、
「

発

大

心

」
「

修

大

行

」
「

感

大

果

」

「

裂

大

網

」
「

帰

大

処

」

の

五

項

目

に

ま

と

め

て

、

最

初

に

出

し

た

も

の

で

あ

る

。

こ

れ

に

よ

っ

て

十

巻

上

下

全

体

の

要

旨

を

知

る

こ

と

が

で

き

る

。

第

二

の

「

釈

名

」

は

「

止

観

」

の

語

の

解

釈

で

あ

る

。

第

三

の

「

体

相

」

で

は

、
「

止

観

」

の

本

体

で

あ

る

「

理

」

と

「

止

観

」

の

様

相

を

説

く

章

で

あ

る

。

第

四

の

「

摂

法

」

は

、
「

止

観

」

の

語

の

中

に

あ

ら

ゆ

る

教

法

が

収

ま

っ

て

い

る

こ

と

を

説

く

章

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、
「

止

観

」

に

は

、
「

理

」

や

「

煩

悩

」
、
「

智

」
、
「

行

」
、
「

修

道

位

」
「

教

法

」

な

ど

、

お

よ

そ

仏

教

す

べ

て

に

関

わ

る

も

の

が

納

め

ら

れ

て

い

る

と

説

く

。

第

五

の

「

偏

円

」

は

、
「

止

観

」

が

包

摂

す

る

法

に

つ

い

て

、

そ

の

大

と

小

、

半

と

満

、

偏

と

円

、

頓
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と

漸

、

権

と

実

の

相

違

が

あ

る

こ

と

を

説

く

。

第

六

の

「

方

便

」

は

、

止

観

を

実

践

す

る

前

の

段

階

で

の

心

身

の

準

備

に

つ

い

て

述

べ

た

も

の

で

あ

る

。

「

具

五

縁

」
「

呵

五

欲

」
「

棄

五

蓋

」
「

調

五

事

」
「

行

五

法

」

の

五

項

目

か

ら

成

る

が

、

そ

れ

ぞ

れ

の

項

目

に

五

つ

ず

つ

あ

る

の

で

計

二

十

五

あ

る

こ

と

に

な

り

、

こ

れ

を

二

十

五

方

便

と

い

う

。

こ

れ

は

先

の

『

次

第

禅

門

』

の

第

六

章

「

分

別

禅

波

羅

蜜

前

方

便

」

中

の

「

外

方

便

」

と

同

じ

も

の

で

あ

る

。

第

七

の

「

正

観

」

は

、
「

正

し

く

止

観

を

修

す

」

こ

と

で

、
『

摩

訶

止

観

』

の

核

心

部

分

で

あ

る

。

本

章

に

お

い

て

、

止

観

実

践

の

際

の

十

種

の

心

身

の

環

境

、

問

題

点

な

ど

を

取

り

上

げ

る

。

す

な

わ

ち

、
「

陰

入

界

境

」
「

煩

悩

境

」
「

病

患

境

」
「

業

相

境

」
「

魔

事

境

」
「

禅

定

境

」
「

諸

見

境

」
「

上

慢

境

」
「

二

乘

境

」
「

菩

薩

境

」

の

十

種

で

、

こ

れ

を

十

境

と

い

う

。

た

だ

し

、

こ

の

十

境

の

中

、
「

上

慢

境

」
「

二

乘

境

」

「

菩

薩

境

」

の

三

境

は

省

略

さ

れ

て

お

り

、

不

説

と

な

っ

て

い

る

。

ま

た

こ

の

十

境

の

一

々

に

対

し

て

十

種

の

観

法

を

修

す

る

の

が

十

乗

観

法

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、
「

観

不

思

議

境

」
「

起

慈

悲

心

」
「

巧

安

止

観

」
「

破

法

遍

」
「

識

通

塞

」
「

道

品

調

適

」
「

助

道

対

治

」
「

知

次

位

」
「

能

安

忍

」
「

無

法

愛

」

の

十

種

の

観

法

で

あ

る

。

本

章

の

眼

目

は

十

境

の

最

初

の

陰

入

界

境

は

つ

ま

る

と

こ

ろ

、

衆

生

の

介

爾

の

妄

念

で

あ

り

、

こ

の

衆

生

の

介

爾

の

心

を

十

乗

観

法

で

観

察

す

る

の

で

あ

る

が

、

十

乗

観

法

で

最

も

基

本

と

な

る

の

が

、

観

不

思

議

境

の

観

法

「

心

は

不

思

議

な

境

で

あ

る

と

観

ず

る

」

観

法

で

あ

る

。

こ

の

観

法

に

よ

っ

て

「

一

念

三

千

」

の

法

門

が

説

か

れ

る

の

で

あ

る

。

第

八

の

「

果

報

」
、

第

九

の

「

起

教

」
、

第

十

の

「

旨

帰

」

の

三

章

は

省

略

さ

れ

て

お

り

、

不

説

と

な

っ

て

い

る

。

し

か

し

、

第

一

章

「

大

意

」

の

中

の

「

感

大

果

」
「

裂

大

網

」
「

帰

大

処

」

の

三

項

に

よ

っ

て

そ

の

大

意

を

知

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

三

章

の

不

説

は

、

先

の

『

次

第

禅

門

』

に

お

け

る

第

八

か

ら

第

十

項

ま

で

の

不

説

と

同

様

で

あ

っ

て

、

意

図

的

に

省

略

し

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

以

上

、

円

頓

止

観

を

説

く

『

摩

訶

止

観

』

の

概

略

を

記

し

た

が

、

天

台

に

あ

っ

て

は

、

仏

教

の

目

指

す

悟

り

へ

の

修

行

法

が

明

確

に

示

さ

れ

、

修

行

者

の

心

構

え

か

ら

実

践

修

行

の

内

容

、

そ

の

成

果

に

至

る

ま

で

も

が

規

定

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

、

そ

れ

に

よ

っ

て

実

現

さ

れ

る

修

行

者

の

修

道

の

階

位

も

円

教

の

菩

薩

の

四

十

二

位

、

六

即

な

ど

と

し

て

示

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

が

天

台

の

実

践

修

行

の

特

徴

で

あ

る

。
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三

、

小

結

以

上

、

三

種

止

観

の

そ

れ

ぞ

れ

の

具

体

的

内

容

を

示

す

『

次

第

禅

門

』
『

六

妙

法

門

』
『

摩

訶

止

観

』

の

三

書

の

構

成

を

見

て

き

た

。

成

立

の

時

代

は

前

期

と

後

期

に

分

け

ら

れ

る

が

、

そ

の

示

す

実

践

形

態

と

内

容

と

は

深

く

繫

が

っ

て

い

る

こ

と

が

知

ら

れ

る

。

た

と

え

ば

『

次

第

禅

門

』

で

説

か

れ

る

内

外

方

便

は

、

止

観

の

た

め

の

準

備

で

あ

る

が

、

こ

れ

ら

は

『

摩

訶

止

観

』

の

第

六

章

「

方

便

」

の

内

容

に

な

っ

て

い

る

、

と

い

う

よ

う

な

具

合

で

あ

る

。

天

台

で

は

実

践

法

門

に

お

い

て

禅

波

羅

蜜

や

止

観

な

ど

の

も

と

に

全

仏

教

の

禅

法

が

体

系

づ

け

ら

れ

て

い

る

点

が

特

徴

的

で

あ

り

、

三

論

の

場

合

と

比

較

し

て

著

し

い

対

比

を

な

し

て

い

る

。

註

①

佐

藤

哲

英

『

天

台

大

師

の

研

究

』

一

〇

三

頁

。

②

近

年

の

研

究

に

大

野

栄

人

・

武

藤

明

範

共

著

に

よ

る

訳

注

研

究

『

天

台

次

第

禅

門

の

研

究

』

第

一

巻

（

山

喜

房

佛

書

林

、

二

○

一

二

年

）

が

あ

り

、
『

次

第

禅

門

』

全

十

巻

の

内

の

巻

第

一

之

上

ま

で

を

扱

っ

て

い

る

。

③

「

十

義

」

の

原

文

は

以

下

の

と

お

り

で

あ

る

。
「

菩

薩

發

心

所

爲

。

正

求

菩

提

淨

妙

之

法

。

必

須

簡

擇

眞

僞

。

善

識

祕

要

。

若

欲

具

足

一

切

諸

佛

法

藏

。

唯

禪

爲

最

。

如

得

珠

玉

衆

寶

皆

獲

。

是

故

發

意

修

禪

。

既

欲

修

習

。

應

知

名

字

。

尋

名

取

理

。

其

義

不

虚

。

以

釋

禪

名

。

尋

名

求

理

。

理

則

非

門

不

通

。

次

明

禪

門

。

禪

定

幽

遠

。

無

由

頓

入

。

必

須

從

淺

至

深

。

故

應

辯

詮

次

。

夫

欲

渉

淺

遊

深

。

復

當

善

識

禪

中

境

智

。

是

以

次

簡

法

心

。

既

明

識

法

心

。

若

欲

習

行

。

事

須

善

巧

。

次

分

別

方

便

。

依

法

而

行

。

必

有

所

證

。

次

釋

修

證

。

若

得

内

心

相

應

。

因

成

則

感

果

。

次

顯

示

果

報

。

從

因

至

果

。

自

行

既

圓

。

便

樹

立

益

物

之

功

。

次

釋

教

門

。

理

教

既

已

圓

備

。

法

相

同

歸

平

等

一

實

之

道

。

次

結

會

指

歸

」

（
『

大

正

蔵

』

巻

四

十

六

、

四

七

六

頁

）

a

④

大

野

栄

人

・

武

藤

明

範

『

天

台

次

第

禅

門

の

研

究

』

第

一

巻

、

二

四

六

頁

。

⑤

佐

藤

哲

英

前

掲

書

、

一

七

一

頁

。

⑥

同

前

書

、

一

六

二

～

一

六

三

頁

。
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⑦

同

前

書

、

一

六

九

～

一

七

○

頁

。

⑧

同

前

書

、

三

九

九

頁

。

⑨

『

大

正

蔵

』

巻

四

十

六

、

三

頁

ｂ

第

二

節

天

台

と

三

論

の

同

異

―

一

心

三

観

と

無

所

得

正

観

―

一

、

は

じ

め

に

前

節

で

天

台

智

顗

の

実

践

法

門

の

概

要

を

窺

っ

た

が

、

で

は

三

論

の

実

践

の

具

体

的

状

況

は

ど

の

よ

う

な

も

の

か

と

い

え

ば

、

実

は

三

論

に

は

天

台

の

よ

う

な

実

践

修

行

に

関

す

る

著

作

が

存

在

し

な

い

。

し

か

し

、

無

得

正

観

を

証

得

す

る

修

行

者

は

現

実

に

存

在

し

て

い

た

。

で

は

、

そ

の

実

状

は

ど

の

よ

う

な

も

の

で

あ

っ

た

の

か

と

い

う

点

に

つ

い

て

検

討

し

、

天

台

の

場

合

と

比

較

し

て

み

よ

う

。

二

、

三

論

の

修

禅

実

践

者

前

節

で

、

天

台

に

お

け

る

止

観

の

実

践

法

で

あ

る

三

種

止

観

と

、

そ

れ

を

説

い

た

『

次

第

禅

門

』
『

六

妙

門

』
『

摩

訶

止

観

』

の

概

略

を

見

て

来

た

。

そ

れ

で

は

三

論

の

実

践

は

ど

の

よ

う

な

も

の

か

と

な

る

と

、

実

は

そ

れ

を

示

す

資

料

が

見

当

た

ら

な

い

。

実

際

に

僧

伝

な

ど

を

検

討

す

れ

ば

、

三

論

の

人

師

が

実

践

修

行

を

熱

心

に

し

て

い

た

と

い

う

よ

う

な

記

述

が

あ

り

、

修

行

者

が

い

た

こ

と

は

確

実

で

あ

る

。

先

学

に

よ

る

三

論

の

修

禅

者

の

系

譜

の

検

討

が

あ

る

の

で

①

、

そ

れ

ら

を

参

照

す

る

と

、

以

下

の

よ

う

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

羅

什

を

継

い

だ

の

が

僧

叡

と

僧

肇

で

あ

り

、

そ

の

学

を

江

南

に

伝

え

た

の

が

摂

山

大

師

僧

朗

（

六

世

紀

前

半

）

だ

と

さ

れ

る

。

さ

ら

に

摂

山

棲

霞

寺

で

僧

朗

に

受

学

し

、

そ

れ

を

承

け

た

の

が

摂

山

止

観

寺

の

僧

詮

（

六

世

紀

）

で

あ

る

が

、

こ

の

僧

詮

は

定

慧

双

修

を

目

指

し

た

と

い

う

。

こ

の

僧

詮

か

ら

教

学

的
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側

面

を

承

け

た

の

が

興

皇

法

朗

（

五

○

七

～

五

八

一

）

で

あ

り

、

そ

れ

が

次

に

吉

蔵

（

五

四

九

～

六

二

三

）

に

至

っ

て

三

論

学

派

の

教

学

が

大

成

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

と

い

う

②

。

そ

の

一

方

で

、

僧

詮

の

修

禅

重

視

の

方

向

は

慧

布

（

五

一

五

～

五

八

七

）

ら

へ

と

受

け

継

が

れ

、

さ

ら

に

保

恭

（

五

四

二

～

六

二

一

）

な

ど

に

伝

わ

っ

た

が

、

法

朗

の

弟

子

の

中

で

は

特

に

茅

山

に

入

っ

た

明

法

師

（

生

没

年

不

詳

）

の

系

統

に

継

承

さ

れ

、

そ

れ

が

や

が

て

達

摩

系

の

禅

の

流

れ

へ

と

合

流

し

た

と

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

、

こ

の

明

法

師

の

弟

子

の

一

人

に

は

牛

頭

禅

の

開

祖

と

な

っ

た

法

融

が

い

る

と

い

う

具

合

に

、

三

論

の

学

系

の

う

ち

禅

観

を

重

視

し

た

系

統

は

禅

の

流

れ

の

中

に

解

消

す

る

こ

と

に

な

っ

た

と

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

流

れ

を

み

る

と

、

三

論

の

人

師

は

禅

の

修

習

者

と

し

て

の

側

面

を

持

っ

て

い

た

が

、

修

禅

に

関

す

る

方

法

論

や

教

学

思

想

を

書

い

た

物

は

遺

し

て

い

な

か

っ

た

よ

う

で

あ

る

。

先

学

の

指

摘

に

よ

る

と

③

、

僧

詮

の

門

下

に

は

智

辨

が

い

て

、

道

宣

『

続

高

僧

伝

』

巻

七

の

法

朗

伝

の

中

に

「

勝

業

清

明

に

し

て

定

慧

両

な

が

ら

挙

ぐ

。

故

に

其

の

講

唱

は

兼

ね

て

禅

衆

を

存

す

。

抑

も

亦

た

詮

公

の

篤

厲

な

り

」

④

と

記

さ

れ

、
「

定

慧

」

の

両

方

に

優

れ

た

と

い

う

。

ま

た

同

じ

く

僧

詮

門

下

の

慧

布

は

、
『

続

高

僧

伝

』

の

伝

に

よ

れ

ば

、
「

常

に

坐

禅

を

楽

み

、

囂

擾

を

遠

離

す

。

誓

っ

て

講

説

せ

ず

、

護

持

を

務

と

為

す

」

⑤

と

あ

り

、

も

っ

ぱ

ら

坐

禅

を

行

い

、

講

説

は

一

切

し

な

か

っ

た

と

い

う

。

こ

の

慧

布

は

同

じ

『

続

高

僧

伝

』

の

記

述

中

に

「

嘗

て

思

禅

師

に

造

り

、

与

に

大

義

を

論

ず

。

日

夜

に

連

徹

し

て

食

息

を

覚

え

ず

。

理

致

彌

よ

密

に

し

て

、

言

勢

止

ま

ず

。
」

と

記

さ

れ

て

お

り

⑥

、

慧

思

禅

師

と

論

議

を

し

て

い

た

と

さ

れ

て

い

る

。

慧

思

は

い

う

ま

で

も

な

く

智

顗

の

師

で

あ

る

か

ら

、

天

台

と

三

論

の

近

さ

が

う

か

が

わ

れ

る

事

例

で

あ

る

。

も

う

一

方

の

興

皇

法

朗

の

門

下

に

つ

い

て

は

、

平

井

俊

栄

氏

は

こ

の

法

朗

門

下

の

系

統

の

人

々

を

義

解

を

中

心

と

し

た

「

三

論

講

論

者

の

系

譜

」

と

、

修

禅

の

実

践

的

傾

向

の

強

い

「

三

論

系

修

禅

者

の

系

譜

」

と

の

二

つ

の

系

統

に

分

け

ら

れ

て

い

る

⑦

。

吉

蔵

は

、
「

三

論

講

論

者

の

系

譜

」

に

属

す

る

。

一

方

、
「

三

論

系

修

禅

者

の

系

譜

」

の

人

々

に

は

羅

雲

（

五

四

二

～

六

一

六

）

や

法

安

（

生

没

年

不

詳

）
、

智

鍇

（

五

三

三

～

六

一

○

）
、

真

観

（

五

三

八

～

六

一

一

）

な

ど

が

い

る

と

さ

れ

、

天

台

と

交

流

の

あ

っ

た

人

と

し

て

、

智

鍇

・

真

観

ら

が

指

摘

さ

れ

て

い

る

。

特

に

智

鍇

は

『

続

高

僧

伝

』

の

巻

十

七

に

載

せ

る

智

鍇

伝

に

よ

れ

ば

、
「

開

皇

十

五

年

、

天

台

の

顗

公

に

遇

い

、

禅

法

を

修

習

し

、

特

に

念

力

有

り

。

顗

、

之

を

歎

じ
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重

ん

ず

」

⑧

と

あ

り

、

智

鍇

が

開

皇

十

五

年

（

五

九

五

）

に

、

智

顗

に

会

っ

て

禅

法

を

学

ん

だ

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

右

の

よ

う

な

三

論

の

修

禅

者

の

有

り

様

は

天

台

の

修

禅

者

と

極

め

て

近

似

し

て

い

る

。

特

に

天

台

で

修

禅

を

学

ん

だ

人

々

に

と

っ

て

は

天

台

の

実

践

書

を

そ

の

ま

ま

学

ん

だ

の

で

あ

れ

ば

、

三

論

独

自

の

実

践

書

を

著

す

必

要

が

な

い

。

三

論

に

『

摩

訶

止

観

』

の

よ

う

な

実

践

と

理

論

の

著

作

が

な

い

の

は

、

そ

の

必

要

が

な

か

っ

た

か

ら

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

三

、

一

心

三

観

と

無

得

正

観

さ

て

、

天

台

に

お

い

て

は

教

観

双

美

が

そ

の

特

質

と

さ

れ

、

そ

の

理

論

と

実

践

の

手

引

き

が

『

摩

訶

止

観

』

で

あ

っ

た

。

天

台

の

目

指

す

止

観

は

三

種

止

観

の

う

ち

の

円

教

の

円

頓

止

観

で

あ

り

、

そ

の

円

頓

止

観

の

究

極

が

一

心

三

観

で

あ

る

。

こ

れ

は

一

心

に

従

仮

入

空

観

、

従

空

入

仮

観

、

中

道

第

一

義

観

の

三

種

の

観

法

を

同

時

に

行

う

も

の

で

あ

る

。

三

観

の

起

源

は

す

で

に

智

顗

自

身

が

『

維

摩

経

玄

疏

』

の

中

で

三

観

之

名

出

瓔

珞

經

。

云

從

假

入

空

名

二

諦

観

。

從

空

入

假

名

平

等

觀

。

是

二

観

爲

方

便

道

。

因

是

二

空

観

得

入

中

道

第

一

義

諦

観

雙

照

二

諦

心

心

寂

滅

自

然

流

入

薩

婆

若

海

也

。

（

三

観

の

名

は

瓔

珞

經

に

出

ず

。

從

假

入

空

と

云

う

は

二

諦

観

と

名

づ

け

、

從

空

入

假

を

平

等

観

と

名

づ

く

。

こ

の

二

観

を

方

便

道

と

為

し

、

こ

の

二

空

観

に

因

り

て

中

道

第

一

義

諦

観

に

入

る

を

得

。

二

諦

を

雙

照

し

て

心

心

寂

滅

し

、

自

然

に

薩

婆

若

海

に

流

入

す

る

な

り

）

と

い

い

⑨

、
『

瓔

珞

經

』

に

あ

る

こ

と

を

述

べ

て

い

る

。

佐

藤

哲

英

氏

の

研

究

に

よ

れ

ば

、

天

台

山

隠

棲

か

ら

再

び

金

陵

に

出

た

後

期

時

代

に

「

化

法

四

教

判

が

確

立

し

て

瓔

珞

經

の

五

十

二

位

を

も

つ

て

別

圓

二

教

の

行

位

論

を

構

成

し

た

よ

う

に

、

瓔

珞

經

の

三

諦

三

観

説

を

採

り

入

れ

て

別

教

の

隔

歴

三

諦

、

次

第

三

観

を

示

す

と

共

に

、

圓

教

の

圓

融

三

諦

、

一

心

三

観

を

説

い

て

、

天

台

教

學

の

教

観

二

門

を

特

色

づ

け

た

の

で

あ

る

。
」

と

い

う

⑩

。

一

心

三

観

は

『

法

華

文

句

』

や

『

法

華

玄

義

』
、
『

維

摩

経

玄

疏

』

な

ど

に

説

か

れ

る

が

、

今

、
『

摩

訶

止

観

』

中

の

記

述

を

出

せ

ば

、

次

の

よ

う

で

あ

る

⑪

。
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若

一

心

三

観

法

相

即

破

竪

中

之

通

塞

。

三

観

一

心

破

横

中

之

通

塞

。

空

即

三

観

故

破

歩

渉

山

壁

三

百

之

通

塞

。

假

即

三

観

破

乘

馬

四

百

之

通

塞

。

中

即

三

観

破

神

通

之

通

塞

。

良

以

一

心

能

即

空

假

中

者

。

一

切

山

河

石

壁

衆

魔

群

道

皆

如

虚

空

。

一

心

三

観

遊

之

無

礙

。

終

不

去

下

陵

高

避

山

從

谷

。
（

一

心

三

観

の

法

相

の

ご

と

き

は

即

ち

竪

の

中

の

通

塞

を

破

し

、

三

観

一

心

は

横

の

中

の

通

塞

を

破

す

。

空

即

ち

三

観

な

る

が

故

に

山

壁

を

歩

渉

す

る

三

百

の

通

塞

を

破

す

。

假

即

ち

三

観

な

れ

ば

、

乘

馬

四

百

の

通

塞

を

破

す

。

中

即

ち

三

観

な

れ

ば

神

通

の

通

塞

を

破

す

。

良

に

以

み

れ

ば

一

心

は

能

く

即

空

、

假

中

な

れ

ば

、

一

切

の

山

河

、

石

壁

、

衆

魔

の

群

道

も

皆

、

虚

空

の

如

し

。

一

心

三

観

は

こ

れ

に

遊

ん

で

無

礙

な

れ

ば

、

終

に

下

を

去

っ

て

高

き

を

陵

ぎ

、

山

を

避

け

、

谷

に

従

わ

ず

。
）

こ

こ

に

は

空

・

仮

・

中

の

三

観

を

一

心

に

修

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

す

べ

て

の

通

塞

を

超

え

る

こ

と

が

山

谷

に

喩

え

て

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

ま

た

、

空

仮

中

の

三

諦

が

円

融

し

て

い

る

こ

と

に

つ

い

て

は

、
『

法

華

玄

義

』

巻

第

二

下

に

「

圓

三

諦

者

。

非

但

中

道

具

足

佛

法

。

眞

俗

亦

然

。

三

諦

圓

融

一

三

三

一

。

如

止

観

中

説

」

⑫

（

円

の

三

諦

と

は

、

但

だ

中

道

に

仏

法

を

具

す

る

の

み

に

非

ず

、

真

俗

も

亦

た

然

り

。

三

諦

円

融

し

て

一

は

三

、

三

は

一

な

り

。

『

止

観

』

中

に

説

く

が

如

し

。

云

々

）

と

あ

り

、

空

仮

中

の

三

諦

は

一

々

が

そ

れ

ぞ

れ

別

個

の

諦

で

は

な

く

、

三

者

が

円

融

し

て

い

る

こ

と

を

明

か

し

て

い

る

。

介

爾

の

妄

念

で

あ

る

一

念

心

を

観

察

し

、

空

観

・

仮

観

・

中

道

第

一

義

諦

観

を

同

時

に

修

す

る

こ

と

に

よ

り

、

空

仮

中

の

三

諦

円

融

が

実

現

す

る

。

こ

れ

が

天

台

仏

教

の

目

指

す

究

極

的

目

標

で

あ

る

。

そ

れ

で

は

三

論

の

吉

蔵

に

つ

い

て

は

ど

う

で

あ

ろ

う

か

。

吉

蔵

は

自

身

の

目

指

す

三

論

の

目

標

を

「

無

（

所

）

得

正

観

」

と

し

、

そ

れ

を

著

作

中

の

随

処

に

示

し

て

い

る

。

た

と

え

ば

『

仁

王

般

若

經

疏

』

で

は

、

大

乘

滿

字

教

者

若

明

其

理

至

極

。

平

等

無

得

正

観

不

二

爲

宗

。

語

其

因

果

即

説

無

作

四

諦

。

斯

乃

教

稱

大

乘

宗

語

極

圓

旨

。

説

稱

大

根

進

成

大

行

具

足

無

缺

。

名

之

爲

滿

故

云

大

乘

名

菩

薩

藏

也

。
」

（

大

乘

の

滿

字

の

教

は

、

も

し

其

の

理

の

至

極

を

明

か

さ

ば

平

等

な

り

。

無

得

正

観

不

二

を

宗

と

為

す

。

其

の

因

果

を

語

れ

ば

即

ち

無

作

の

四

諦

を

説

く

。

斯

れ

乃

ち

教

を

大

乘

宗

と

称

し

、

極

圓

の

旨

を

語

る

。

説

い

て

大

根

進

成

し

て

大

行

具

足

し

缺

無

し

と

称

す

。

こ

れ

を

名

づ

け

て

滿

と

為

す

。

故

に

大

乘

と

云

い

、

菩

薩

藏

と

名

づ

く

る

な

り

）
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と

あ

り

⑬

、

無

得

正

観

不

二

を

い

う

。

こ

の

目

標

を

実

現

す

る

た

め

の

実

践

論

に

つ

い

て

は

吉

蔵

に

そ

の

専

論

が

な

い

。

こ

の

こ

と

に

つ

い

て

、

平

井

俊

栄

氏

は

、

嘉

祥

に

お

い

て

は

「

大

品

」

乃

至

「

大

智

度

論

」

の

根

本

趣

意

が

、

般

若

道

、

方

便

道

を

説

く

点

に

存

す

る

こ

と

を

明

し

な

が

ら

、

そ

の

<

道

>

を

し

て

智

顗

の

観

法

の

よ

う

な

組

織

立

っ

た

実

践

論

へ

と

展

開

せ

し

め

る

こ

と

が

遂

に

な

か

つ

た

の

は

、

嘉

祥

が

あ

く

ま

で

、

印

度

伝

来

の

羅

什

訳

「

大

智

度

論

」

に

学

的

に

忠

実

で

あ

ろ

う

と

し

て

、

慧

思

乃

至

智

顗

の

よ

う

に

自

己

の

観

心

修

道

の

用

心

に

資

せ

ん

と

す

る

特

別

の

意

図

が

な

か

っ

た

か

ら

と

考

え

ざ

る

を

得

な

い

。

と

述

べ

ら

れ

て

い

る

⑭

。

つ

ま

り

、

吉

蔵

は

イ

ン

ド

伝

来

の

『

大

品

般

若

経

』
、

そ

の

注

釈

書

た

る

『

大

智

度

論

』

に

学

的

に

忠

実

た

ら

ん

と

し

た

た

め

に

、

恣

意

的

な

解

釈

を

斥

け

た

こ

と

が

そ

の

原

因

で

あ

ろ

う

と

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

こ

れ

ま

で

検

討

し

て

き

た

こ

と

よ

り

す

れ

ば

、

よ

り

根

本

的

な

原

因

は

、

智

顗

に

は

あ

っ

て

、

吉

蔵

に

は

な

か

っ

た

一

念

三

千

説

な

ど

の

中

国

的

創

見

を

含

め

た

宗

教

的

資

質

に

よ

る

も

の

で

あ

ろ

う

。

た

だ

し

、

吉

蔵

の

中

観

思

想

の

基

調

を

な

す

無

所

得

正

観

は

何

に

よ

っ

て

実

現

で

き

る

か

と

い

え

ば

、

そ

れ

は

空

観

の

実

修

に

よ

っ

て

空

に

徹

し

、

あ

ら

ゆ

る

有

所

得

心

を

排

す

る

し

か

な

い

の

で

あ

る

。

こ

の

点

は

吉

蔵

も

智

顗

も

究

極

的

な

と

こ

ろ

で

は

空

性

の

体

得

と

い

う

こ

と

で

一

致

す

る

と

言

っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う

。

四

、

小

結

三

論

宗

に

お

け

る

実

践

の

状

態

を

検

討

し

て

み

る

と

、

義

解

を

中

心

と

す

る

人

師

と

修

行

を

中

心

と

す

る

人

師

た

ち

と

の

二

つ

の

棲

み

分

け

が

あ

っ

た

よ

う

で

あ

る

。

僧

詮

門

下

の

慧

布

の

グ

ル

ー

プ

は

修

禅

を

専

ら

に

し

天

台

と

も

交

渉

が

あ

っ

た

。

同

じ

く

僧

専

門

下

の

法

朗

の

グ

ル

ー

プ

に

も

義

解

を

中

心

に

す

る

人

師

と

修

禅

を

も

っ

ぱ

ら

に

す

る

人

師

と

が

あ

り

、

吉

蔵

は

前

者

の

中

心

的

存

在

で

あ

っ

た

。

修

禅

を

目

指

す

人

師

は

天

台

や

禅

宗

へ

流

れ

た

と

い

う

事

実

か

ら

す

れ

ば

、

三

論

に

実

践

法

門

を

説

き

示

す

書

が

な

い

の

も

首

肯

で

き

る

。

智

顗

と

吉

蔵

は

と

も

に

空

観

に

基

盤

を

置

き

な

が

ら

も

、

そ

の

表

出

す

る

宗

教

的
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態

度

や

内

容

が

異

な

っ

て

い

る

こ

と

は

二

人

の

宗

教

的

資

質

の

相

違

を

考

え

る

上

で

重

要

で

あ

る

。

註

①

平

井

俊

栄

『

中

国

般

若

思

想

史

研

究

―

吉

蔵

と

三

論

学

派

―

』

第

一

篇

「

吉

蔵

か

ら

み

た

三

論

学

派

の

成

立

史

的

研

究

」

二

七

～

三

四

一

頁

（

春

秋

社

、

一

九

七

六

年

）
、

及

び

鎌

田

茂

雄

『

中

国

仏

教

史

』

第

六

巻

五

三

五

頁

以

下

（

東

大

出

版

、

一

九

九

九

年

）
、

藤

井

教

公

「

天

台

と

三

論

―

そ

の

異

質

性

と

類

似

性

―

」
（
『

印

度

哲

学

仏

教

学

』

第

十

五

号

二

〇

五

頁

以

下

、

二

○

○

○

年

一

〇

月

）

な

ど

。

②

藤

井

教

公

前

掲

論

文

、

二

〇

四

～

二

〇

七

頁

。

③

同

前

。

④

「

然

辯

公

勝

業

清

明

。

定

慧

兩

擧

。

故

其

講

唱

兼

存

禪

衆

。

抑

亦

詮

公

之

篤

厲

也

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

五

十

、

四

七

七

頁

ｃ

）

と

あ

る

。

⑤

「

常

樂

坐

禪

遠

離

囂

擾

。

誓

不

講

説

護

持

爲

務

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

五

十

、

四

八

〇

頁

ｃ

）

と

あ

る

。

⑥

「

嘗

造

思

禪

師

與

論

大

義

。

連

徹

日

夜

不

覺

食

息

。

理

致

彌

密

言

勢

不

止

。
」
（
『

大

正

蔵

』

巻

五

十

、

四

八

〇

頁

ｃ

）

と

あ

る

。

⑦

平

井

俊

栄

前

掲

書

、

二

九

二

～

二

九

三

頁

。

⑧

『

大

正

蔵

』

巻

五

十

、

五

七

〇

頁

ｂ

⑨

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

八

、

五

二

五

頁

ｂ

⑩

佐

藤

哲

英

『

天

台

大

師

の

研

究

』

七

三

三

頁

。

⑪

『

大

正

蔵

』

巻

四

十

六

、

八

七

頁

ｂ

⑫

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

三

、

七

〇

五

頁

ａ

⑬

『

大

正

蔵

』

巻

三

十

三

、

三

一

五

頁

ｃ

⑭

平

井

俊

栄

「
「

中

国

三

論

宗

の

歴

史

的

性

格

(

下

)

ー

吉

蔵

と

智

顗

・

隋

唐

新

仏

教

者

と

し

て

の

意

識

と

思

想

を

め

ぐ

っ

て

ー

」

一

二

五

頁

。
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結

論
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こ

れ

ま

で

五

章

に

亘

っ

て

天

台

智

顗

と

三

論

吉

蔵

の

両

者

に

つ

い

て

、

様

々

な

視

点

か

ら

そ

の

同

異

に

つ

い

て

検

討

し

て

き

た

。

以

下

、

そ

の

結

果

を

ま

と

め

て

本

論

文

の

結

論

と

し

た

い

。

ま

ず

第

一

章

第

一

節

で

は

吉

蔵

の

仏

性

説

に

つ

い

て

、

従

来

知

ら

れ

て

い

た

五

種

仏

性

説

に

再

検

討

を

加

え

、

智

顗

の

仏

性

説

と

比

較

を

行

っ

た

。

吉

蔵

の

五

種

仏

性

説

は

大

乗

『

涅

槃

経

』

が

十

二

因

縁

と

仏

性

説

を

結

び

付

け

て

説

い

て

い

る

と

こ

ろ

に

注

目

し

、

経

文

に

依

拠

し

て

立

て

た

も

の

で

あ

っ

た

。

そ

れ

は

彼

の

中

観

思

想

に

基

づ

い

た

仏

性

理

解

で

あ

っ

た

。

吉

蔵

に

お

け

る

仏

性

説

の

中

心

と

な

る

の

は

中

道

仏

性

た

る

正

因

仏

性

で

あ

っ

た

。

一

方

、

智

顗

の

三

因

仏

性

説

は

同

じ

『

涅

槃

経

』

に

依

り

、

吉

蔵

と

同

様

に

十

二

因

縁

を

仏

性

の

中

心

に

据

え

な

が

ら

、

吉

蔵

の

仏

性

説

の

内

容

と

は

異

な

る

縁

因

仏

性

を

立

て

て

い

た

。

こ

れ

は

十

二

因

縁

を

悟

り

、

仏

性

を

開

顕

す

る

修

行

を

縁

因

仏

性

と

し

、

仏

性

の

開

発

修

行

を

仏

性

の

一

要

素

と

し

て

組

み

込

ん

だ

も

の

で

あ

る

。

こ

の

点

に

智

顗

の

実

践

的

な

理

解

を

窺

う

こ

と

が

で

き

る

が

、

こ

れ

が

吉

蔵

と

の

大

き

な

相

違

点

で

あ

ろ

う

。

続

く

第

二

節

で

は

、

草

木

成

仏

説

に

つ

い

て

天

台

と

三

論

の

所

説

の

相

違

を

検

討

し

た

。

三

論

、

天

台

と

も

に

同

じ

よ

う

に

空

観

に

基

づ

い

て

依

正

不

二

が

言

わ

れ

、

有

情

と

非

情

の

不

二

相

即

か

ら

草

木

成

仏

が

主

張

さ

れ

た

。

た

だ

し

三

論

は

、

吉

蔵

に

見

ら

れ

る

よ

う

に

、

理

論

と

し

て

は

草

木

成

仏

は

可

能

だ

が

、

実

際

は

草

木

は

心

を

も

た

な

い

の

で

、

現

実

と

し

て

は

草

木

成

仏

は

不

可

能

で

あ

る

と

し

て

、

理

論

の

み

に

と

ど

ま

っ

た

。

一

方

、

天

台

は

空

観

に

基

づ

い

て

い

る

の

は

三

論

と

同

じ

だ

が

、

そ

こ

に

は

一

心

三

観

に

よ

る

三

諦

円

融

、

一

念

三

千

、

一

色

一

香

無

非

中

道

の

思

想

に

よ

り

、

有

情

・

非

情

の

別

な

く

成

仏

可

能

で

あ

る

と

説

い

て

い

る

。

智

顗

の

「

一

念

三

千

」
「

一

色

一

香

無

非

中

道

」

を

基

礎

に

し

て

、

湛

然

は

有

情

と

無

情

の

区

別

を

一

層

取

り

払

い

、

草

木

成

仏

を

主

張

し

た

の

で

あ

る

。

第

二

章

で

は

智

顗

と

吉

蔵

の

経

典

観

の

相

違

を

検

討

し

た

。

第

一

節

の

「

智

顗

と

吉

蔵

―

経

典

観

を

中

心

と

し

た

両

者

の

比

較

ー

」

で

は

、

智

顗

は

後

世

五

時

八

教

と

称

さ

れ

る

教

判

を

確

立

し

て

、

諸

経

の

上

に

『

法

華

経

』

を

置

く

法

華

至

上

主

義

の

立

場

を

取

っ

た

が

、

一

方

、

吉

蔵

の

経

典

に

対

す

る

基

本

的

立



- 147 -

場

は

、

諸

大

乗

経

典

は

「

顕

道

無

異

」

で

あ

る

と

し

て

、

基

本

的

に

同

価

値

で

あ

る

と

し

た

。

こ

の

点

が

大

き

な

相

違

で

あ

る

。

し

か

し

、

吉

蔵

も

智

顗

と

同

じ

く

『

法

華

経

』
『

涅

槃

経

』

を

重

視

し

て

い

る

点

は

両

者

共

通

す

る

も

の

が

あ

る

。

ま

た

、

四

悉

檀

に

対

す

る

解

釈

は

、

智

顗

が

仏

の

衆

生

教

化

を

前

提

と

し

た

主

体

的

実

践

的

解

釈

を

取

る

の

に

対

し

、

あ

く

ま

で

吉

蔵

は

経

典

解

釈

の

方

法

と

し

て

捉

え

て

い

る

点

が

好

対

照

を

な

し

て

い

る

と

い

え

る

だ

ろ

う

。

こ

の

点

は

両

者

の

重

要

な

相

違

と

い

え

る

。

第

二

節

の

「

吉

蔵

の

経

典

観

―

天

台

と

の

比

較

を

通

じ

て

―

」

で

は

前

節

の

吉

蔵

の

経

典

観

を

さ

ら

に

検

討

し

た

。

そ

の

結

果

、

吉

蔵

の

経

典

に

対

す

る

見

方

は

教

判

否

定

の

態

度

で

、

大

小

乗

に

限

ら

ず

、

経

典

同

士

の

間

に

優

劣

を

認

め

な

い

と

い

う

も

の

で

あ

る

こ

と

が

分

か

っ

た

。

声

聞

蔵

・

菩

薩

蔵

の

二

蔵

は

浄

影

寺

慧

遠

の

影

響

と

さ

れ

て

い

る

が

、

吉

蔵

は

無

得

正

観

の

実

践

的

立

場

に

立

っ

て

、

そ

の

二

蔵

の

対

立

を

も

解

消

し

よ

う

と

す

る

。

こ

れ

は

吉

蔵

の

経

典

観

の

大

き

な

特

徴

と

い

え

る

だ

ろ

う

。

第

三

章

で

は

、

前

章

で

明

ら

か

に

な

っ

た

両

者

の

経

典

観

の

相

違

を

踏

ま

え

て

、

智

顗

と

吉

蔵

の

『

涅

槃

経

』

と

『

法

華

経

』

に

対

す

る

解

釈

の

相

違

を

検

討

し

た

。

第

一

節

で

潅

頂

の

『

涅

槃

経

玄

義

』

と

吉

蔵

の

『

涅

槃

経

遊

意

』

を

比

較

検

討

し

た

。

両

書

の

間

に

は

援

用

関

係

が

あ

る

こ

と

が

既

に

指

摘

さ

れ

て

い

た

が

、

さ

ら

に

検

討

の

結

果

、

潅

頂

は

吉

蔵

の

『

涅

槃

経

遊

意

』

を

参

照

し

な

が

ら

『

涅

槃

経

玄

義

』

を

作

成

し

た

が

、

そ

の

作

成

の

態

度

は

、

自

説

と

異

な

る

場

合

に

は

吉

蔵

の

説

を

「

有

る

人

言

わ

く

」

と

し

て

他

説

と

し

て

出

し

て

批

判

し

、

そ

う

で

な

い

場

合

は

文

言

に

多

少

変

更

を

加

え

る

な

ど

し

て

、

そ

の

ま

ま

取

り

込

ん

で

自

説

と

す

る

と

い

う

方

法

を

採

っ

て

い

る

こ

と

が

確

認

さ

れ

た

。

こ

の

よ

う

に

、

潅

頂

が

吉

蔵

の

著

作

か

ら

引

用

す

る

場

合

で

も

、

無

批

判

に

取

り

込

む

の

で

は

な

く

、

明

確

な

自

覚

的

意

識

の

も

と

に

批

判

的

に

取

り

込

ん

で

い

る

こ

と

が

知

ら

れ

た

。

続

く

第

二

節

で

は

「
『

涅

槃

経

遊

意

』

に

見

え

る

吉

蔵

の

仏

性

説

」

と

し

て

吉

蔵

の

仏

性

説

に

つ

い

て

、

『

涅

槃

経

遊

意

』

を

中

心

に

検

討

を

加

え

、

次

の

よ

う

な

結

果

を

得

た

。

吉

蔵

は

『

涅

槃

経

』

に

つ

い

て

六

段

構

成

で

そ

の

全

体

の

意

趣

を

表

そ

う

と

し

て

い

る

が

、

仏

性

に

関

し

て

は

「

明

用

段

」

中

の

「

照

境

の

用

」

の

部

分

で

、
「

本

有

」
「

始

有

」

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

、

霊

味

の

宝

亮

の

説

、

法

瑤

、

開

善

寺

智

蔵

の

三

師

の

説

を

挙

げ

、

こ

れ

を

順

次

批

判

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

自

身

の

立

場

を

表

し

て

い

る

。

そ
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の

批

判

の

言

か

ら

窺

え

る

吉

蔵

の

立

場

は

、

無

得

正

観

の

立

場

か

ら

す

る

仏

性

解

釈

で

あ

り

、

ど

ち

ら

か

の

一

方

に

偏

し

な

い

中

道

の

立

場

で

あ

っ

た

。

第

三

節

で

は

『

法

華

経

』

方

便

品

の

小

善

成

仏

の

部

分

に

つ

い

て

、

智

顗

と

吉

蔵

の

解

釈

の

同

異

を

検

討

し

た

。

そ

の

結

果

は

以

下

の

通

り

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

智

顗

は

小

善

成

仏

の

易

行

を

、

三

乗

の

修

行

者

の

行

で

な

く

、

凡

夫

の

行

で

あ

る

と

位

置

づ

け

て

お

り

、

ま

た

、

教

行

人

理

の

一

を

説

き

、

人

天

二

乗

の

人

も

菩

薩

で

あ

る

か

ら

、

成

仏

可

能

で

あ

る

と

し

た

。

さ

ら

に

そ

の

根

拠

と

し

て

の

三

因

仏

性

説

に

よ

る

理

解

を

示

し

て

い

た

。

一

方

、

吉

蔵

は

小

善

成

仏

の

易

行

を

同

じ

く

人

天

乗

の

行

と

位

置

づ

け

た

が

、

そ

の

価

値

付

け

は

智

顗

よ

り

も

一

層

低

い

も

の

と

し

て

扱

っ

て

い

る

よ

う

に

考

え

ら

れ

る

。

そ

れ

は

成

仏

の

因

と

な

る

人

天

の

善

根

も

成

仏

の

「

遠

縁

」

と

し

、
「

遠

乗

」

と

表

現

し

て

い

る

こ

と

か

ら

も

窺

わ

れ

る

。

し

た

が

っ

て

、

吉

蔵

に

と

っ

て

、
『

法

華

経

』

の

本

質

は

小

善

成

仏

の

よ

う

な

易

行

に

あ

る

の

で

は

な

く

、

二

乗

の

聖

人

も

理

解

不

可

能

の

よ

う

な

、

深

い

旨

を

持

っ

た

も

の

と

解

釈

す

る

の

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

吉

蔵

に

と

っ

て

の

小

善

成

仏

の

評

価

は

あ

ま

り

高

く

な

い

。

第

四

章

で

は

、

智

顗

、

吉

蔵

両

者

に

と

っ

て

、

批

判

し

、

乗

り

越

え

る

べ

き

存

在

で

あ

っ

た

光

宅

寺

法

雲

に

つ

い

て

、

吉

蔵

が

ど

の

よ

う

な

批

判

を

展

開

し

て

い

る

か

と

い

う

こ

と

を

検

討

し

た

。

法

雲

説

に

対

す

る

批

判

は

、

経

の

迹

門

部

分

に

集

中

し

て

い

る

が

、

そ

の

主

な

内

容

は

、

法

雲

の

経

に

対

す

る

因

果

説

と

、

仏

身

無

常

説

と

い

え

る

。

こ

れ

は

吉

蔵

の

法

雲

批

判

が

『

法

華

経

』

に

仏

性

と

仏

身

常

住

が

『

涅

槃

経

』

と

同

様

に

説

か

れ

て

い

る

こ

と

を

主

張

す

る

た

め

で

あ

っ

た

と

す

る

先

学

の

意

見

を

裏

付

け

る

も

の

で

あ

る

が

、

吉

蔵

が

目

指

し

た

の

は

、
『

法

華

経

』

と

『

涅

槃

経

』

の

優

劣

を

解

消

し

、

彼

の

大

乗

経

典

に

対

す

る

経

典

観

で

あ

る

「

顕

道

無

異

」

を

立

証

し

よ

う

と

し

た

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

る

。

同

章

第

二

節

で

は

「

天

台

智

顗

よ

り

見

た

三

論

」

と

し

て

、

智

顗

著

作

中

で

三

論

に

つ

い

て

言

及

さ

れ

て

い

る

部

分

を

抽

出

し

て

、

そ

れ

ら

を

検

討

し

た

。

智

顗

著

作

中

に

見

え

る

「

三

論

」
「

三

論

師

」
「

関

河

旧

解

」
「

摂

山

」

な

ど

の

呼

称

で

紹

介

さ

れ

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

智

顗

の

前

期

時

代

の

著

作

中

に

は

見

ら

れ

ず

、

ま

た

天

台

三

大

部

中

に

も

見

ら

れ

な

い

。

今

回

検

討

し

た

も

の

す

べ

て

が

智

顗

最

晩

年

の

維

摩

経

疏

の

一

部

を

な

す

も

の

で

あ

っ

た

。

こ

の

よ

う

な

引

用

状

況

か

ら

す

る

と

、

智

顗

に

よ

っ

て

三

論

が
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批

判

の

対

象

と

し

て

明

瞭

に

意

識

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

は

、

智

顗

の

晩

年

に

な

っ

て

か

ら

の

こ

と

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

る

。

ま

た

、

引

用

の

内

容

を

見

る

と

、
『

維

摩

経

』

の

経

文

解

釈

な

ど

の

場

合

に

は

、

紹

介

さ

れ

た

解

釈

の

内

容

が

具

体

的

で

詳

細

な

も

の

が

あ

り

、

特

に

吉

蔵

以

前

の

三

論

師

た

ち

の

講

説

録

あ

る

い

は

疏

が

存

在

し

て

い

た

可

能

性

が

大

い

に

考

え

ら

れ

る

。

第

五

章

は

「

智

顗

と

吉

蔵

の

実

践

修

行

論

」

と

し

て

仏

性

の

開

顕

を

目

指

し

成

仏

道

を

歩

む

手

段

と

し

て

の

修

行

論

を

検

討

し

た

。

第

一

節

で

は

天

台

智

顗

の

三

種

止

観

に

つ

い

て

、

そ

れ

ぞ

れ

を

説

く

『

次

第

禅

門

』
、
『

六

妙

門

』
、
『

摩

訶

止

観

』

の

三

書

に

つ

い

て

そ

の

梗

概

を

検

討

し

た

。

続

く

第

二

節

で

は

天

台

の

一

心

三

観

と

三

論

の

無

得

正

観

に

つ

い

て

述

べ

、

両

者

が

根

本

的

な

空

の

立

場

に

お

い

て

一

致

す

る

こ

と

を

確

認

し

た

。

以

上

、

こ

れ

ま

で

の

検

討

結

果

を

ま

と

め

た

が

、

天

台

と

三

論

の

立

場

と

し

て

、

ど

ち

ら

も

空

観

の

立

場

に

立

つ

こ

と

、
『

法

華

経

』

と

『

涅

槃

経

』

を

重

視

し

て

い

る

こ

と

な

ど

共

通

点

が

多

く

見

い

出

さ

れ

る

が

、

両

者

の

宗

教

的

あ

る

い

は

人

間

的

素

質

の

相

違

も

あ

っ

て

、

四

悉

檀

に

対

す

る

解

釈

な

ど

は

大

き

く

相

違

し

て

い

る

と

い

え

る

。

実

践

修

行

に

関

し

て

は

三

論

の

文

献

資

料

が

遺

さ

れ

て

い

な

い

点

、

検

討

が

困

難

な

問

題

が

あ

る

ほ

か

、

今

後

の

検

討

す

べ

き

問

題

と

し

て

、

吉

蔵

の

仏

性

説

は

『

涅

槃

経

遊

意

』

の

ほ

か

、

吉

蔵

の

著

作

の

処

々

に

お

い

て

述

べ

ら

れ

て

お

り

、

こ

れ

ら

を

総

合

的

に

ま

と

め

る

必

要

が

あ

る

が

、

こ

の

問

題

に

つ

い

て

は

今

後

の

課

題

と

し

た

い

。
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参

考

文

献

テ

キ

ス

ト

注

釈

書

類

高

楠

順

次

郎

・

他

『

大

正

新

脩

大

蔵

経

』

大

蔵

出

版

、

一

九

二

四

～

一

九

三

四

年

編

纂

会

『

昭

和

新

纂

国

訳

大

蔵

経

』

東

方

書

院

、

一

九

二

八

～

一

九

三

二

年

池

田

魯

参

『

詳

解

摩

訶

止

観

現

代

語

訳

篇

』

大

藏

出

版

、

一

九

九

五

年

池

田

魯

参

『

詳

解

摩

訶

止

観

定

本

訓

読

篇

』

大

藏

出

版

、

一

九

九

六

年

池

田

魯

参

『

詳

解

摩

訶

止

観

研

究

註

釈

篇

』

大

藏

出

版

、

一

九

九

七

年

大

野

栄

人

・

武

藤

明

範

『

天

台

次

第

禅

門

の

研

究

』

第

一

巻

山

喜

房

佛

書

林

、

二

○

一

二

年

大

野

栄

人

・

伊

藤

光

壽

『

天

台

法

華

玄

義

の

研

究

』

第

一

巻

山

喜

房

佛

書

林

、

二

〇

一

二

年

天

台

宗

神

奈

川

教

区

布

教

師

会

『

止

観

明

静

多

田

厚

隆

『

摩

訶

止

観

』

の

講

述

』

山

喜

房

佛

書

林

、

二

〇

〇

〇

年

・

平

成

一

二

年

菅

野

博

史

『

法

華

玄

義

』

上

レ

グ

ル

ス

文

庫

、

一

九

九

五

年

菅

野

博

史

『

法

華

玄

義

』

中

レ

グ

ル

ス

文

庫

、

一

九

九

五

年

菅

野

博

史

『

法

華

玄

義

』

下

レ

グ

ル

ス

文

庫

、

一

九

九

五

年

菅

野

博

史

『

法

華

文

句

』
（

Ⅰ

）

第

三

文

明

社

、

二

○

○

七

年

菅

野

博

史

『

法

華

文

句

』
（

Ⅱ

）

第

三

文

明

社

、

二

○

○

八

年

菅

野

博

史

『

法

華

文

句

』
（

Ⅲ

）

第

三

文

明

社

、

二

○

一

〇

年

菅

野

博

史

『

法

華

文

句

』
（

Ⅳ

）

第

三

文

明

社

、

二

○

一

一

年

菅

野

博

史

訳

注

『

法

華

義

記

』

大

藏

出

版

、

一

九

九

六

年

村

中

祐

生

『

摩

訶

止

観

』
（
『

大

乗

仏

典

』

中

国

・

日

本

篇

６

）
、

中

央

公

論

社

、

一

九

八

八

年
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研

究

書

安

藤

俊

雄

『

天

台

性

具

思

想

論

』

法

蔵

館

、

一

九

五

三

年

沖

本

克

己

編

集

委

員

、

菅

野

博

史

編

集

協

力

『

新

ア

ジ

ア

仏

教

史

０

７

中

国

Ⅱ

隋

唐

興

隆

・

発

展

す

る

仏

教

』

佼

成

出

版

社

、

二

〇

一

二

年

。

平

成

二

二

年

奥

野

光

賢

『

仏

性

思

想

の

展

開

―

吉

蔵

を

中

心

と

し

た

『

法

華

論

』

受

容

史

―

』

大

藏

出

版

、

二

○

○

二

年

鎌

田

茂

雄

『

中

国

仏

教

史

』

岩

波

書

店

、

一

九

七

八

年

鎌

田

茂

雄

『

中

国

仏

教

史

―

南

北

朝

の

仏

教

―

』

上

・

下

巻

、

東

京

大

学

出

版

会

、

一

九

八

一

、

一

九

九

○

年

鎌

田

茂

雄

『

中

国

仏

教

史

―

隋

唐

の

仏

教

―

』

上

・

下

巻

、

東

京

大

学

出

版

会

、

一

九

九

四

、

一

九

九

九

年

川

勝

義

雄

『

魏

晋

南

北

朝

』

講

談

社

学

術

文

庫

、

二

○

○

三

年

菅

野

博

史

『

中

国

法

華

思

想

の

研

究

』

春

秋

社

、

一

九

九

四

年

佐

藤

哲

英

『

天

台

大

師

の

研

究

』

百

華

苑

、

一

九

六

一

年

常

盤

大

定

『

仏

性

の

研

究

』

丙

午

出

版

社

、

一

九

三

〇

年

（

初

版

）
。

国

書

刊

行

会

、

一

九

七

三

年

復

刻

版

外

山

軍

治

『

中

国

文

明

の

歴

史

―

隋

唐

世

界

帝

国

―

』

第

五

巻

、

中

央

公

論

新

社

、

二

○

○

○

年

仁

継

愈

主

篇

・

丘

山

新

ほ

か

訳

『

定

本

中

国

仏

教

史

Ⅲ

』

柏

書

店

一

九

九

四

年

平

川

彰

『

初

期

大

乗

と

法

華

思

想

』
（

平

川

彰

著

作

集

第

六

巻

）
、

春

秋

社

、

一

九

八

九

年

布

施

浩

岳

『

涅

槃

宗

の

研

究

』

後

篇

、

復

刻

版

、

国

書

刊

行

会

、

一

九

七

三

年

福

永

光

司

『

中

国

の

哲

学

・

宗

教

・

芸

術

』

人

文

書

院

、

一

九

八

八

年

山

崎

宏

『

隋

唐

仏

教

史

の

研

究

』

法

蔵

館

、

一

九

六

七

年

中

村

元

・

笠

原

一

男

・

金

岡

秀

友

監

修

『

ア

ジ

ア

仏

教

史

』

中

国

編

Ⅰ

、

塩

入

良

道

「

漢

民

族

の

仏

教

」
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佼

成

出

版

社

、

一

九

七

五

年

平

井

俊

栄

『

中

国

般

若

思

想

史

研

究

―

吉

蔵

と

三

論

学

派

―

』

春

秋

社

、

一

九

七

六

年

平

井

俊

栄

『

法

華

文

句

の

成

立

に

関

す

る

研

究

』

春

秋

社

、

一

九

八

五

年

平

井

俊

栄

『

法

華

玄

論

の

註

釈

的

研

究

』

春

秋

社

、

一

九

八

七

年

平

井

俊

栄

監

修

『

三

論

教

学

の

研

究

』

春

秋

社

、

一

九

九

〇

年

平

井

俊

栄

『

続

法

華

玄

論

の

註

釈

的

研

究

』

春

秋

社

、

一

九

九

六

年

丸

山

孝

雄

『

法

華

教

学

研

究

序

説

吉

蔵

に

お

け

る

受

容

と

展

開

』

平

楽

寺

書

店

、

一

九

七

八

年

松

森

秀

幸

『

唐

代

天

台

法

華

思

想

の

研

究

』

法

蔵

館

、

二

○

一

六

年

宮

崎

市

定

『

大

唐

帝

国

―

中

国

の

中

世

―

』

中

央

公

論

新

社

、

二

○

○

二

年

、

第

７

刷

論

文伊

藤

隆

寿

「

僧

肇

と

吉

蔵

」
『

中

国

仏

教

の

批

判

的

研

究

』

大

藏

出

版

、

一

九

九

二

年

横

超

慧

日

「

法

華

義

疏

解

題

」
『

国

訳

一

切

經

』

和

漢

撰

述

部

、

経

疏

部

三

横

超

慧

日

「

法

華

教

学

に

お

け

る

仏

身

無

常

説

」
『

法

華

思

想

の

研

究

』

平

楽

寺

書

店

、

一

九

七

五

年

大

野

栄

人

「

天

台

文

献

に

み

ら

れ

る

吉

蔵

以

前

の

三

論

教

学

」
『

三

論

教

学

の

研

究

』

春

秋

社

、

一

九

九

○

年

奥

野

光

賢

「

吉

蔵

の

『

法

華

論

』

の

依

用

に

つ

い

て

―

七

処

に

仏

性

有

り

の

文

を

め

ぐ

っ

て

―

」
『

佛

教

學

』

一

九

八

七

年

奥

野

光

賢

「

吉

蔵

の

い

う

「

無

諍

に

つ

い

て

」
『

日

本

仏

教

学

会

年

報

』

第

六

十

一

号

、

一

九

九

六

年

奥

野

光

賢

「

吉

蔵

に

お

け

る

四

悉

檀

義

」
『

仏

教

学

』

第

四

十

一

号

、

一

九

九

九

年

河

村

孝

照

「

潅

頂

撰

『

涅

槃

経

玄

義

』

に

お

け

る

「

有

る

人

」

と

は

誰

を

指

す

か

」
『

印

度

学

仏

教

学

研

究

』

三

十

四

巻

、

第

一

号

、

一

九

八

五

年

菅

野

博

史

「

吉

蔵

撰

『

法

華

統

略

』

と

『

法

華

論

疏

』

と

の

撰

述

順

序

に

つ

い

て

」
『

印

度

学

仏

教

学
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研

究

』

第

二

十

八

巻

第

一

号

、

一

九

七

九

年

菅

野

博

史

「

吉

蔵

の

経

典

観

」
『

印

度

学

仏

教

学

研

究

』

第

三

十

巻

、

第

一

号

、

一

九

八

一

年

菅

野

博

史

「

吉

蔵

に

お

け

る

法

華

経

と

諸

大

乗

経

典

の

比

較

」
『

大

倉

山

論

集

』

一

九

八

六

年

平

井

俊

栄

「

中

国

三

論

宗

の

歴

史

的

性

格

ー

吉

蔵

と

智

顕

・

隋

唐

新

仏

教

者

と

し

て

の

意

識

と

思

想

を

め

ぐ

つ

て

―

（

下

）
」
『

駒

澤

大

学

仏

教

学

部

研

究

紀

要

』

第

二

十

六

号

、

一

一

八

～

一

三

五

頁

、

一

九

六

八

年

三

月

平

井

俊

栄

「

吉

蔵

撰

『

涅

槃

経

遊

意

』

国

訳

」
『

駒

沢

大

学

仏

教

学

部

論

集

通

号

３

』

一

九

七

二

年

平

井

俊

栄

「

法

華

玄

論

と

法

華

義

記

」
『

法

華

玄

論

の

註

釈

的

研

究

』

春

秋

社

、

一

九

八

七

年

藤

井

教

公

「

如

来

蔵

系

の

仏

教

」

シ

リ

ー

ズ

東

ア

ジ

ア

仏

教

第

二

巻

『

仏

教

の

東

漸

』

春

秋

社

、

一

九

九

七

年

藤

井

教

公

「

天

台

と

三

論

の

交

流

―

潅

頂

の

『

法

華

玄

義

』

修

治

と

吉

蔵

『

法

華

玄

論

』

を

め

ぐ

っ

て

―

」

鎌

田

茂

雄

博

士

還

暦

記

念

論

文

集

『

中

国

の

仏

教

と

文

化

』

大

蔵

出

版

、

一

九

八

八

年

藤

井

教

公

「

天

台

智

顗

に

お

け

る

『

涅

槃

経

』

の

受

容

」
『

大

倉

山

論

集

』

第

二

十

九

輯

、

一

九

九

一

年

三

月

。

藤

井

教

公

「

天

台

智

顗

に

お

け

る

四

悉

檀

の

意

義

」
『

印

度

学

仏

教

学

研

究

』

第

四

十

七

巻

第

二

号

、

一

九

九

九

年

藤

井

教

公

「

天

台

と

三

論

―

そ

の

異

質

性

と

類

似

性

―

」
『

印

度

哲

学

仏

教

学

』

第

十

五

号

、

二

○

○

○

年

藤

井

教

公

「

天

台

智

顗

の

『

法

華

経

』

解

釈

‐

如

来

蔵

仏

性

思

想

の

立

場

か

ら

‐

」

勝

呂

信

靜

編

『

法

華

経

の

思

想

と

展

開

』

平

楽

寺

書

店

二

〇

〇

一

年

前

島

佳

孝

「

隋

の

滅

亡

と

禅

譲

革

命

」

川

越

泰

博

編

『

様

々

な

る

変

乱

の

中

国

史

』

汲

古

書

院

、

二

○

一

六

年

、

六

五

～

一

○

一

頁

松

本

史

郎

「

三

論

教

学

の

批

判

的

考

察

」
『

三

論

教

学

の

研

究

』

春

秋

社

、

一

九

九

〇

年
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